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平成30年第３回伊仙町議会定例会会期日程表 

 

平成30年９月11日開会～９月21日閉会 会期11日間 

 

月 日 曜 会議別 日      程 備  考 

９ 11 火 

全員協議会 ○全員協議会  

本会議 

○開会 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○諸報告 

 （１） 諸般の報告（議長の動静） 

 （２） 総務文教厚生常任委員長所管事務報告 

 （３） 行政報告（町長） 

○報告 ２件（報告～質疑で終結） 

○議案 10件 42号～51号（提案理由説明～質疑～討論

～採決） 

○認定 ７件 １号～７号（提案理由説明～決算審査特

別委員会設置～付託） 

 

〃 12 水 本会議 
○一般質問（清議員、杉山議員、上木議員、福留議員  

４名） 

 

〃 13 木 本会議 
○一般質問（牧本議員、西議員、佐田議員、岡林議員  

４名） 

 

〃 14 金 特別委員会 
○平成２９年度各会計歳入歳出決算審査特別委員会（現

地調査 

 

〃 15 ○土  休 会   

〃 16 ○日  休 会 各中学校体育大会  

〃 17 ○月  休 会   

〃 18 火 特別委員会 
○平成２９年度各会計歳入歳出決算審査特別委員会（室

内審査） 
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９ 19 水 特別委員会 
○平成２９年度各会計歳入歳出決算審査特別委員会（室

内審査） 
 

〃 20 木 休 会 
※平成２９年度各会計歳入歳出決算審査特別委員会委員

長報告作成 
 

〃 21 金 本会議 

○全員協議会 

○追加議案（提案理由説明～質疑～討論～採決） 

○決算審査特別委員会審査報告（報告～質疑～討論～起

立採決） 

○閉会中の継続審査・所管事務調査（議運・総文厚・経建

常任委員会） 

○閉会 
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平成30年第３回伊仙町議会定例会議事日程（第1号） 

          平成30年９月11日（火曜日） 午前10時 開議 

 

１．議事日程（第1号） 

 ○開会の宣言 

 ○開議の宣言 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 諸報告 

 ○日程第４ 報告第３号 平成29年度健全化判断比率（報告～質疑で終結） 

 ○日程第５ 報告第４号 平成29年度資金不足比率（報告～質疑で終結） 

 ○日程第６ 議案第42号 伊仙町税条例の一部を改正する条例（提案理由説明～質疑～討論～採

決） 

 ○日程第７ 議案第43号 伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例（提案

理由説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第８ 議案第44号 字の区域の変更（提案理由説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第９ 議案第45号 水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援型）分担金負担

割合（提案理由説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第10 議案第46号 平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分（提案理由説明～質疑～

討論～採決） 

 ○日程第11 議案第47号 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）（提案理由説明～質疑

～討論～採決） 

 ○日程第12 議案第48号 平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（提案理

由説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第13 議案第49号 平成30年度伊仙町介護保険特別会計補正予算（第２号）（提案理由説

明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第14 議案第50号 平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第２号）

（提案理由説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第15 議案第51号 平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第１号）（提案理由説明

～質疑～討論～採決） 

 ○日程第16 認定第１号 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算（提案理由説明～決算審査特

別委員会へ付託） 

 ○日程第17 認定第２号 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算（提案理由説明

～決算審査特別委員会へ付託） 
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 ○日程第18 認定第３号 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算（提案理由説明～決

算審査特別委員会へ付託） 

 ○日程第19 認定第４号 平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（提案理由説

明～決算審査特別委員会へ付託） 

 ○日程第20 認定第５号 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算（提

案理由説明～決算審査特別委員会へ付託） 

 ○日程第21 認定第６号 平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算（提案理由説明～決

算審査特別委員会へ付託） 

 ○日程第22 認定第７号 平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算（提案理由説明～決算

審査特別委員会へ付託） 
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１．出席議員（１４名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番  牧 本 和 英 君 

     ３番  西   彦 二 君        ４番  佐 田   元 君 

     ５番  清   平 二 君        ６番  岡 林 剛 也 君 

     ７番  牧   徳 久 君        ８番  上 木 千恵造 君 

     ９番  永 田   誠 君       １０番  福 留 達 也 君 

    １１番  前   徹 志 君       １２番  明 石 秀 雄 君 

    １３番  樺 山   一 君       １４番  美 島 盛 秀 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 穂   浩 一 君      事 務 局 書 記 元 原 克 也 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   職   名   氏     名        職   名   氏     名 

  町 長 大久保   明 君      副 町 長 稲   隆 仁 君 

  総 務 課 長 池 田 俊 博 君      未来創生課長 久 保   等 君 

  税 務 課 長 名 古 健 二 君      町民生活課長 水 本   斉 君 

  保健福祉課長 澤   佐和子 君      経 済 課 長 仲 島 正 敏 君 

  建 設 課 長 松 田 博 樹 君      耕 地 課 長 上 木 正 人 君 

  きゅらまち観光課長 佐 藤 光 利 君      水 道 課 長 福 島 隆 也 君 

  農委事務局長 元 田 健 視 君      教 育 長 直   章一郎 君 

  教委総務課長 喜   昭 也 君      社会教育課長 稲 田 良 和 君 

  学給センター所長 伊 藤 勝 徳 君      ほ－らい館長 重 村 浩 次 君 

  選挙管理委員会書記長 鎌 田 重 博 君      総務課長補佐 寶 永 英 樹 君 
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△開 会（開議）   午前１０時００分 

○議長（美島盛秀君）   

 ただいまから平成30年第３回伊仙町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第１ 会議録署名議員の指名をします。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、永田 誠君、福留達也君、予備署名議員を

前 徹志君、明石秀雄君を指名します。 

 

△ 日程第２ 会期の決定   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第２ 会期の決定について議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は本日９月11日から９月21日までの11日間としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日９月11日から９月21日までの11日間と

決定いたしました。 

 なお、会期日程につきましては、お配りしてあります日程表のとおりです。 

 

△ 日程第３ 諸報告   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 初めに、議長より平成30年第２回定例会以降、本定例会までの諸般の報告を行います。 

 議長の動静等の報告については、皆様方のお手元に配付してあります。したがって、主な項目に

ついてだけご報告いたします。 

 ６月20日に札幌市議会議員の視察がございまして、札幌市議会は鹿児島県よりも大きい大都市で

ありまして、今回の地震等がございました。心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 札幌市議会が、この奄美、徳之島の小さな島の小さな町の視察に訪れたということは、我が町が

健康長寿、子宝の日本一の町ということで、非常に全国的にも知名度が高くなっているのではない

かなということでございます。そういうことで非常にいい研修視察ができたということで、喜んで

帰ったところでした。 
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 それから、７月18日、総務文教厚生常任委員会、経済建設常任委員会を開催いたしまして、それ

ぞれの常任委員会の今後の活動、取り組みについての話し合いを持っていただきまして、いろいろ

と町政の状態、状況等あるいは予算執行状況等についてしっかりと精査をしながら、今後の町政に

しっかりチェック機能を果たせる議会でありたいということをお願いを申し上げたところでもあり

まして、今それぞれの常任委員会で一生懸命取り組んでいるところであります。 

 ７月24日、サトウキビ価格対策会議が奄美市でございまして、皆さん新聞等でごらんのように今

年は糖度が低くて、糖度帯の値上げ、それからサトウキビ価格の値上げ等をお願いをしたところで

ありまして、中身については特にサトウキビ農家の今後の後継者育成と大型機械等に補助金と交付

金を上げてくださいというような要望等でありました。 

 ７月27日から30日、総務文教厚生常任委員会が県外研修に行きまして、特に志布志市においては

志布志の大崎町ですけれども、リサイクル分別が日本一ということで研修に行きまして、今後徳之

島広域アイランドクリーンセンターの運営や今後の徳之島３町のごみの分別収集等についても、非

常に大切な研修ができたのではないかなという思いがいたしておりまして、あともってまた委員長

のほうから詳しい報告があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 その中で、農業公社の件についても研修をいたしました。その後、７月29日には大阪市のほうに

行きまして、伊仙町連合会50周年記念総会並びに記念行事に参加をいたしまして、300人以上の郷友

会の皆さんがお集まりをいただいて、盛大に記念行事を行われたところでありまして、そこに議員

７名、事務局１名、８名で参加をいたしました。非常に意義ある行事だったと思っております。こ

ういうふるさととの、郷友会との今後の交流をさらに深めていきたいというふうに考えておりまし

て、役場の職員から久保未来創生課長が参加をいたしまして、ふるさと納税等についても説明をし、

お願いをしてきたところでありました。 

 ８月６日には公立高校の生徒募集の説明会、南三島の説明がありまして、非常に少子高齢化によ

る人口減に伴う定員割れが高校の生徒募集にも関連してきていると、非常に生徒数が少なくなって

県下では、高校が１校がなくなるというぐらいの定員割れがあるという報告を受けております。徳

之島にあります徳之島高校、それから樟南第二高校、この２校の存続に向けて議会としても、今後

取り組んでいかなければならない問題ではないかというふうに考えております。 

 後は、皆さんのほうでごらんになっていただきたいと思います。 

 以上で、議長の動静等についての報告を終わります。 

 伊仙町、監査委員より平成30年８月分までの例月出納検査結果、事務事業についてはおおむね適

正であるが、改善されるべき点も見受けられるとの報告がなされております。また、閲覧を希望さ

れる方は事務局に常備していますので、ご確認ください。 

 次に、総務文教厚生常任委員会による閉会中の継続審査の申し出に基づき、所管事務調査の報告

を求めます。 
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○総務文教厚生常任委員長（岡林剛也君）   

 閉会中の所管事務調査報告をいたします。 

 去る７月24日、総務文教厚生常任委員４名、経済建設常任委員３名、事務局１名を含む８名で鹿

児島県志布志市における農業公社研修制度及び環境政策総リサイクルセンターについて調査を行い

ましたので、報告いたします。 

 志布志市は人口約３万1,600名、１万5,600世帯、年間予算は30年度約244億円で、平成18年に志布

志町、松山町、有明町が合併して誕生しており、本町の５倍ほどの規模の市であります。 

 市の農業生産額はおよそ391億9,000万円、うち70％の277億円が畜産関連農業、25％、101億円が

耕種農業、芋や野菜などの生産額となっております。我が町おいては、農業生産額50億円の持続的

な達成を目標とし、伊仙町農業振興計画の推進を念頭に、担い手農家、新規就農者の育成と支援、

農業研修に取り組む拠点として平成29年度に伊仙町農業支援センター青緑の里が建設され、稼働か

ら１年ほど経過しましたが、その事業内容においてはまだまだ課題が多いようです。 

 志布志市においては、昭和43年からピーマンの植生栽培に取り組み、昭和52年には栽培面積が

22.5haまで拡大しました。しかし、地域農業を取り巻く環境が高齢農家や兼業農家の増加による農

業の担い手の減少、農業構造の弱体化等により衰退し、平成２年にはピーク時の３分の１の7.5ha

まで落ち込みました。 

 現状の打開策として地域農業振興と農村活性化により、農家の経済的社会的地位の向上と地域社

会の発展を図ることを趣意として、後継者育成に限らず、人口減少社会における農村の活性化も念

頭に、市外県外からも幅広く新規就農者を募集することとし、平成８年に志布志町とＪＡそお鹿児

島の共同出資により、財団法人志布志町農業公社が設立されました。平成19年、旧３町にそれぞれ

設立されていた農業公社が３町合併に伴い、志布志町農業公社の広域化によって、財団法人志布志

市農業公社が設立されました。 

 現在は、平成24年に国の制度改革で公益財団法人志布志市農業公社と名称変更となっています。

公社は15名の職員がおり、市やＪＡの助成と農家からの受託作業で運営されております。主要事業

としては、１、農地利用集積円滑化に関する事業、２、農業の受託及び委託に関する事業、３、農

業の後継者育成に関する事業、４、農業機械等の利用貸し付けに関する事業、５、志布志市その他

関係機関からの農業構造の改善に資するための事業の受託に関する事業、６、その他目的を達成す

るために必要な事業となっています。中でも３の後継者及び新規就農者の育成が公社としての主な

事業で、内容としては市内２カ所の農場で、研修ビニールハウス10棟（新たに20棟完成）を利用し

た冬春ピーマン栽培の研修であります。 

 なぜピーマンかというと、収穫期間が長く、ある程度軌道修正がきく、ホルモン処理や人工授粉

の必要がない、選別が比較的簡単、Ａ品、Ｂ品、規格外に分け、Ａ品、Ｂ品だけ出荷、重量が軽い、

女性でも大丈夫、収穫のタイミングが比較的簡単、色づきや糖度、積算温度等の縛りがない、ＪＡ

全量出荷のため、箱詰めや袋詰め作業がないということでした。 
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 研修についてはまず研修希望者説明会、新規就農相談会を大阪や東京で実施していますが、随時

ホームページ等でも受け付けはしており、研修希望者は現地にて３日間の体験実習、これは必須だ

そうです。これを受けてもらい、その上で本研修の申し込みをしてもらうことになりますが、募集

人員は毎年６名、これも12名に増員予定だそうです。市の補助金が使用されているため、500万円以

上の自己資金と研修終了後も市内に居住し、就農できる者等、条件や審査はかなり厳しいようです。

研修期間は２年間、短期滞在施設や研修生用住宅も整備されており、住宅の家賃助成もあるそうで

す。１年目は、１人当たり15ａの公社研修ハウスを使用し、栽培管理技術に習得、ビニールの張り

かえや植え付け等の共同作業の実地研修の他、農業、ピーマン基礎講座等を受講します。 

 この１年間は、ファームサラリー方式といい、青年就農給付金準備型と公社からの研修手当で、

夫婦だと年間300万円、単身で180万円が支給されます。ちなみに、実施研修で栽培したピーマンの

販売代金は、公社の運営資金となります。２年目は、独立経営方式をとり、自身のピーマン売上金

と就農給付金150万円が所得となりますが、２年目を迎えると公社、畑かんセンター、ＪＡ、市が連

携し、農地あっせん、就農計画、資金計画作成、複式パソコン簿記講座、各種補助事業申請の支援

体制を整え、研修生の就農をバックアップしています。 

 平成８年から27年までの研修生は101人で、このうち72人が就農しています。また、９割以上が非

農家出身で、出身地別では県外が74％、県内が26％で、市内のピーマン部会員数は既存農家よりも

公社卒業生が多くなり、平均年齢も48歳と若返り、公社設立の実績・成果も立証され、今では地域

の農業振興にとって不可欠な存在となっているようです。伊仙町農業支援センター青緑の里におい

ても、本年９月より園芸作物栽培を本格的に目指す新規就農研究生を対象とした研修が始まってい

るようです。 

 当初、この事業は地方創生交付金を活用し推進してきましたが、これから先は町の単独事業とし

てセンター運営にあたることになると思いますので、志布志市農業公社のような成功事例をぜひ参

考にし、伊仙町農業の発展に尽力してほしいと思います。 

 次に、環境政策そおリサイクルセンターについてですが、志布志市は焼却施設を持たず、一般廃

棄物リサイクル率で市という自治体としては12年連続日本一となるなど、非常に高いリサイクル率

76.8％を継続し続けていますが、どのようにしてリサイクル率を上げてきたかというと、平成18年

の合併前、旧志布志町、旧有明町と大崎町は焼却施設を持たず、山間のくぼ地に全てのごみを埋め

立てていました。 

 しかし、世論の環境問題への関心が高まってきたことで、いつまでもその状態を続けるわけには

いかなくなり、平成２年３町は曽於南部構成事務組合を結成し、旧松山町は平成18年の合併時に加

入、管理型 終処分場清掃センターを建設しましたが、このときはまだ分別をせずにそのまま埋め

立てていたそうです。 

 ところが、平成10年ごろになるとこのまま全てのごみを埋め続けると、平成16年には満杯になる

という試算がなされました。しかし、新たな施設を建設するには莫大な費用がかかり、場所の選定
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も困難であるということで、この 終処分場を長く使えるようにするにはどうすればよいか、協議

を重ねた結果、ごみの量を減らすための取り組みが開始され、まず分別収集と指定ごみ袋が導入さ

れました。 

 平成11年には民間施設で容器包装リサイクル法に対応し、曽於地区自治体から排出される資源ご

みの中間処理施設としてそおリサイクルセンターが完成し、３町はこの施設を利用することを前提

に、平成12年から本格的にごみのリサイクル、資源化に取り組み始めました。 

 市の分別収集は、１、資源ごみ、27品目に分別、２、生ごみ、３、粗大ごみ、４、一般ごみの４つ

に大別されていますが、１、資源ごみと４、粗大ごみはリサイクルセンターへ搬入し、資源ごみは

中間処理、選別、圧縮、梱包され、リサイクル業者へ売却されます。粗大ごみは再利用、販売会開

催等を促し、できないものについては新型固形燃料ＲＰＦ化、２、生ごみは基本的に自分で処理し

ますが、できない人はごみステーションに出し、週３回収集、収集された生ごみは生ごみ堆肥化セ

ンターにおいて、市内で伐採された草木とともに堆肥化され、学校や自治会などに無料配布、ある

いは一般に販売され、循環型社会構築の一端を実現しています。４、一般ごみは 終処分場にて直

接埋め立てていますが、今後いかにしてその量を減らしていくかが課題となっているようです。こ

れらの取り組みの結果、埋め立てごみは８割も激減し、 終処分場はにおいもなく衛生的な環境が

維持され、満杯になるまであと30年以上は余裕がある状態になったということです。 

 次に、市のごみ処理にかかる費用についてですが、平成29年度は３億1,800万円かかっていますが、

その多くは 終処分場清掃センターの管理、運営、資源ごみ、中間処理業務リサイクルセンター、

生ごみ草木処理堆肥化センター、ごみ収集運搬業務を請け負う有限会社そおリサイクルセンターへ

の委託金となっています。また、資源ごみや粗大ごみ、堆肥などの売却益は1,835万円で市の歳入と

なり、全国平均１万5,300円かかっている年間ごみ処理経費が市民１人当たり１万17円となっており、

コスト面でも成果が出ているようです。徳之島３町においてはリサイクル率約５から10％、クリー

ンセンター運営費３億6,600万円、これは平成28年度の決算です。島民１人当たりの年間ごみ処理費

用は１万7,500円となっており、ごみ処理費用にかかるコストがかなり高いようです。 

 ３町はこの先も同クリーンセンターを使用してく計画のようですが、既に稼働から15年以上は経

過し、この先の維持費、修繕費も含めて財政面においても現在以上のコストがかかり、相当厳しい

運営を強いられることと予想されます。また、 終処分場の容量や環境への負荷、地域住民の精神

的、肉体的苦痛、さらにその先にあると思われる世界自然遺産登録等を考慮すると、現在のような

焼却処理施設ではなく、リサイクルセンターとしての転換も視野に入れて議論を進めてもよいので

はないかと思いました。 

 以上、２項目について、閉会中の所管事務調査報告といたします。平成30年９月11日、総務文教

厚生常任委員会委員長岡林剛也。 

○議長（美島盛秀君）   

 次に、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 
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○町長（大久保明君）   

 おはようございます。行政報告の前に、今回台風21号そして北海道の地震におきまして、多くの

方々がお亡くなりになりました。心からお悔み申し上げたいと思います。 

 全国的に災害が頻発する時代になってまいりました。徳之島伊仙町においては、梅雨は雨量が少

なかったのですけれども、それ以降、台風の影響で、台風が直撃しないということもありまして、

例年になくサトウキビが順調に生育しております。来週また新しい調査がありますけれども、今の

調子で大きな台風、干ばつ等がない限り、22万ｔもいくのではないかというふうに期待をされてお

ります。 

 畜産関係におきましては、伊仙町のこの３町の大会おきまして、恐らく７年連続伊仙町の生産牛

がグラントチャンピオンを獲得いたしまして、この前もお祝いがあったところであります。また、

世界的には大坂なおみ選手がグランドスラム賞を獲得とするという世界的な快挙を成し遂げて、国

民に大きな勇気を与えております。 

 ６月17日に、関東伊仙町会総会及び懇親会がございまして、250人の方が参加しておりました。 

 先ほど議長から説明があったとおり、６月20日、札幌市議会の議員の方々を含めて７名が視察に

参りまして、学校統合しないことの理由等の質問がございました。また、福祉関係においても介護

予防等の質問があったところであります。 

 ６月22日、地域サロン合同交流会がございまして、伊仙町におけるこの地域さわやかサロンの活

動が、先ほどもいろいろ各集落においていろんな盛会になされております。ある地区におきまして

は、外国人が参加をしたり、子供たちと高齢者が一緒になったさわやかサロンが進んでおります。

まさにこれからは、地域共生社会という時代が来る中で、伊仙町の取り組んでいる各集落単位のさ

わやかサロン、地域包括ケアシステムの中のさわやかサロンは、全県的にも高く評価をされており

ます。地方創生の持つ意味は集落の活性化ということを、まさに伊仙町においては実行している状

況でございます。 

 同日、平成30年度の新規就農者を励ます会がございまして、伊仙町のほうから４人の女性の方が

新規就農者ということでありました。 

 ６月27日に、平成30年度第１回奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界遺産候補地の地域

連絡協議会が奄美市において、初めて沖縄の首長さん全員が参加して行われました。今回、延期に

なったということで、各自治体等もいろんな危機感を持って今これから協力して取り組んでいく状

況になると思います。 

 ７月６日に、徳之島愛ランド広域連合議会がありまして、その後に、小原先生、今目手久に移住

してきた小原先生の推薦で全国的なおむつのリサイクルをやっている会社の社長さんが、来島いた

しまして、いろんな説明会、勉強を行ってまいりました。先ほど岡林議員から報告があったように、

志布志市大崎地区においてもおむつのリサイクルが 大の課題でありますけれども、いろんな技術

の進歩によりまして、おむつもリサイクルの時代がやってまいると思います。現在、全国で子供の
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おむつ使用料が49万ｔ、大人が32万ｔですけれども、あと10年後にはこの数が逆転するというふう

な説明もございました。 

 ６月25日から７月17日までの間、町内の９つの小中学校を教育長とともに、教育長はまた指導主

事の方と一緒になって、学校の現況等をヒアリング、聞いて、意見交換会を行ってまいりました。

４年ぶりにこのような意見交換会を行った中で、いろんな問題点が出てまいりました。現場に、町

長も行ってやはり現場を視察して、先生方の意見を聞いてくることが非常に重要であるというよう

に改めに感じたところであります。 

 具体的に、時間かかりますけど、少し説明をいたしたいと思います。 

 喜念小学校においては、暑いということでクーラーの件、それから老朽化の課題が出ました。伊

仙小学校においては、電子黒板、ＩＴ化の推進の必要性を説明を受けました。自分自慢という取り

組みを伊仙小学校はやっているそうでございます。鹿浦港小学校におきましては、新校舎を早急に

という要望、そして交流学習の効果などがありました。その成果もあって、鹿浦港小学校の学力は

大変向上しているということであります。糸木名小学校においては、これは子供たちの半分が母子

家庭というふうな説明がありまして、世の中はそういう流れに来ているような状況でもあります。

面縄小学校におきましては、クーラーの設置、それから教育力の中で期限つき教諭の指導力に対し

て、今後とも大きな課題であるというふうな言葉もいただきました。犬田布小学校は、学力向上が

非常に成功したというふうな説明もございました。 

 伊仙中学校において、発達障害の子供たちが約６％というふうな説明も受けました。また、キャ

リア教育におきましては、県の指定を受けているということでございます。面縄中学校におきまし

ては、教員住宅の整備を要望されました。７人の教諭が町外からの通勤ということであります。犬

田布中学校におきましては、体育館雨漏り等の改修の要望がございました。 

 ７月14日に、伊仙町に伝泊という形で古里地区に３つの宿泊施設をつくった伝泊の会社が、奄美

市に伝泊まーぐん広場というものをオープンいたしまして、これ７つのホテルの部屋と、それから

１階にはカフェ、レストラン、そして驚いたことにこの一時預かりを中心とした介護施設ですけれ

ども、全てが畳の部屋、そして風呂も畳だということで、これはいろんな介護施設やっている方々

の経験から、畳の上で生活している高齢者がベッドにくると、かなり運動を、自分で、自力で動い

たりすることが制限されるために、ベッドでの預かりはよくないということで畳にして、非常に効

果が出ているというふうな話がございました。 

 鹿児島県の浄化槽推進市町村協議会の総会に参加いたしまして、伊仙町は浄化槽の設置率が 下

位でありましたけれども、今回の発表では 下位でなく、一自治体より上回ったという結果が出て

おりました。その後、港湾協会の通常総会と懇談会がございまして、県の担当のほうから面縄港に

ついてのサジェスチョンというか、面縄港は今後、商港を中心としてやっていく場合には、県管理

にするよりも町管理でやったほうが時間的には短縮されるというふうな指導を受けました。 

 それから、伊仙町肉用牛振興会総会におきまして、このときに今年間約400頭前後の牛が分娩時の
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死亡事故でなくなっているということで、その分勉管理に関しまして今、牛温計とか、カメラとか、

いろんな形のモニターが今後出てくるのではないかといます。長年、肉用牛振興会の会長をなさっ

ておりました常会長から、今回初めて女性の基山美奈子様が振興会の会長になられました。 

 21日には、台風の影響で116ミリという雨、これも結果としては恵の雨となったと思いますけれど

も、大きな災害がなかった状況でございます。 

 ７月23日には、飯田市議会が来島いたしまして、飯田市議は今東京から名古屋までのリニアモー

ターカーが走りますけれども、その駅として今後大きく発展する可能性があるということでありま

した。同じ日にサトウキビキャラバン隊が国のほうから来まして、いろんな議論を深めたところで

ございます。 

 ７月29日には、伊仙町ほーらい祭りがありまして、今回は吉本興業のほうから４人の方が参加い

たしまして、盛大に開催されました。この日は、非常に涼しい状況でありましたけれども、子供た

ちが３人、けいれん等を起こしまして、脱水状態になりました。これは涼しいということで、水分

補給が足りないためにけいれんを起こしたようでありますけれども、いろんな売店の近くで走り回

ったりすると、やっぱり相当脱水状況になるということで、今後、注意が必要になると思います。 

 ７月30日には、三反園知事を励ます会がございまして、２年間の知事の成果がございました。こ

れは、観光客がふえたと。肉用牛の全国大会で久しぶりに鹿児島県がチャンピオンを獲得したと。

それと、鹿児島県の農業生産額が目標の5,000億円に近付いてきたという、4,900億円近い農業生産

額が出て、これは過去 高の状況でございます。 

 ８月1日には鹿児島県離島行政懇談会がございまして、この中で全県的な形で５年に１回開催され

ている太平洋島サミットを鹿児島県で誘致することが可能ではないかというふうな質問をいたしま

したら、多くの県議会議員の方々がこれは、このことに関しましては賛同をしていただきまして、

ホテルが、多くの首長らを宿泊させるホテルが完備されていないということですけども、そのこと

も今後県としても対応していけたらと思っております。 

 ８月４日に、徳之島の将来の医療と福祉を考える会がございまして、これ首長が２年持ち回りで、

今年からまた伊仙町の担当となりました。この前、知事との意見交換会の中でも、私も二人の女性

から小児科の常勤がいないところでの要望がございましたけれども、このことも今度福祉を考える

会で、産婦人科同様常勤が確保できるようにしていく努力が必要ではないかと思います。 

 伊仙町が11月10日に予定をしておりますメディカルビレッジ学会は、これは新しい時代にがんの

末期の方々も、介護を受けている方々も全て病院でもなくホスピスでもなく、地域で生活をしてい

くという新しい考え方の学会を伊仙町で開催してまいります。それはまたいろんな人たちがこの島

に移住してくるというふうな流れをつくり出していけるんではないかと考えております。 

 ８月６日に先ほど議長から説明があったとおり、徳之島高校の新入生が初めて100人を切るという

非常に危機的な状況がごじまして、その後、県のほうから徳之島高校の学級数を１つ減らすという、

今は３学級ですけれども、それを２学級にするというふうな通達がございました。その中で、教員
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の方々のこれは高校の教員ではなくて中学校、小学校の教員の校区内居住の重要性をしたところで

ございます。 

 奄美農業を語る会という形で、本田農政部長が来島いたしまして、３町との話し合いがございま

した。この中で、本田部長が話したのは高齢者の方々が非常に活発に、家庭菜園をつくってそれが

見回りとか、これは日置市の高山地区というところの例でございますけれども、集落にいろんな道

の駅の方々が車で回収、回って高齢者の方々の野菜を集めて、それは午後から安くで売るという形

で、高齢者の方々が非常に元気が出てきたという話がございました。 

 ８月８日から東京のほうに出張で行きまして、中野区長と面会いたしまして、伊仙町が中野サン

プラザで伊仙町のシンポジウムを行ったときの係長の方が今中野区長になられまして、今後伊仙町

とできたら姉妹都市という形から始まって、このＣＣＲＣ、要するに東京の介護難民が出てくる方々

を、徳之島で元気な方もそうでない方々も治療していくという、社会に向かって中野区と連携して

まいりたいと思っております。 

 それから、順天堂大学の樋野興夫先生にメディカルビレッジの主催者でございます。が来まして、

新たに要望したところでございます。 

 この中で、11月10日の一週間前に鹿児島県庁のほうで、これは記者会見をやってまいりたいと思

います。 

 これには載っていませんけれども、森山裕先生とお会いいたしまして、面縄港の要望書を提出い

たしました。森山先生のおはからいで国交省の技術部の 高責任者ともお話をいしまして、いろん

な宿題をいただいたところでございます。 

 ８月10日には知事と語ろう車座座談会が、伊仙町を中心として行われまして、３町から２７名の

代表の方々が多種多様な要望、意見等を出しましていただきまして、その中でいろんな伊仙町の若

者が１人、子牛の生産牛の小規模農家を守るための補助事業という形で要望がございました。これ

は、種子島とか沖永良部で始まっておる、キャトルセンターというものを伊仙町でもやっていけた

らということでございます。これは生まれたばかりの子供を預かって、そしてその高齢者の方々が

また畜産に意欲を持ってやっていけるような仕組みでございます。 

 ８月20日、先ほど申し上げましたグランドチャンピオン、これは清裕二さんの牛がグランドチャ

ンピオンに選ばれました。お祝い申し上げたいと思います。 

 ８月30日に、伊仙町の農業振興会総会がございまして、この中でビレットプランターという新し

い大量にキビを植えつける機械の話などが出ました。また、この中で各委員がかつてないほど活発

な意見を出していただきまして、総会においても全ての方々が発言するような形を今後つくり出し

ていけたらと思います。この中で、 初に突破口を開いたのは美島議長でございます。 

 ９月１日には、モスク伊仙町オフィスの開設式がございまして、今後、伊仙町に５つほどの会社

がオフィスを開いていける、その始まりになったのと思っております。 

 ９月６日には、伊仙町土地改良区平成30年度通常総会及び理事会がございまして、土地改良区の
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地区外への不正使用について、かなり厳しい意見が出されたところでございます。 

 ９月７日には、県の生活衛生対策室の室長が来られまして、今後とも伊仙町において公共下水の

あり方、普及率、設置率を上げるために、今までは市町村型という表現でしたけれども、なかなか

これは財政的にも厳しいという中で、共同型という100人槽から、50人槽から100人槽の浄化槽を集

落排水のような形でする事業が、今後新たにやってくると。これは例えば伊仙町において、喜念と

か上面縄とか、東面縄などはある程度集落の形態をなしておりますので、今後この共同型の浄化槽

についても検討していく必要があると思っております。 

 以上、長くなりましたけれども、行政報告といたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 以上で、諸報告を終わります。 

 

△ 日程第４ 報告第３号 平成29年度健全化判断比率   

△ 日程第５ 報告第４号 平成29年度資金不足比率   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第４ 報告第３号、平成29年度健全化判断比率、日程第５ 報告第４号、平成29年度資金不

足比率の２件を一括して議題とします。 

 提案者の報告を求めます。 

○町長（大久保明君）   

 報告第３号及び報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、健全

化判断比率、公営企業会計の資金の不足比率を監査委員の意見に付して議会に報告するものであり

ます。 

 健全化判断比率につきましては、実質公債比率11.3％、将来負担率86.2％となりました。 

 公営企業会計における資金不足比率については、簡易水道特別会計、上水道事業会計ともに資金

不足比率がなかったことを報告いたします。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 補足説明があれば、これを許します。 

○総務課長（池田俊博君）   

 それでは、報告第３号、平成29年度伊仙町健全化判断比率について補足説明をいたします。 

 平成29年度歳入歳出決算における主要施策の成果説明書４ページをお開きください。 

 左側の表の欄でございますが、一般会計、ほーらい館特別会計、また各国民健康保険事業会計等

特別会計において黒字であることから、実質赤字比率、連結実質赤字比率を横棒で示してございま

す。 

 続きまして、５ページのほうを参照していただきたいと思います。 
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 実質公債比率の状況を示してございます。上段、中段、各関係の指数等を列記をしてございます

ので、これを参考にしていただき、本年度決算においては過去３年を平均した数値11.3％が実質公

債比率ということであります。 

 ６ページをお開きください。 

 ここには将来負担比率の状況を示してございます。各指数等計算した結果、今年度の決算におい

て将来負担比率は86.2ということでございます。詳しい計算、数値等は成果説明書のほうをご参照

いただきたいと思います。 

 また、平成29年度伊仙町歳入歳出決算意見書11ページをお開きください。 

 監査委員の意見において、早期健全化基準により下回っており、将来負担率が軽減されつつある

が、後年度以降の社会情勢、特に医療費の増加や老朽施設の更新等を勘案し、将来負担率が増加し

ないように、今後とも健全なる財政計画を推進していただきたいとのご指摘もあり、将来不安を払

拭するためにも努力を惜しまず、健全な財政運営をしていきたいと思っております。 

 続きまして、報告第４号、平成29年度資金不足比率について補足説明をいたします。 

 成果説明書４ページにお戻りください。 

 成果説明書は、右側の欄において伊仙町上水道事業会計、伊仙町簡易水道特別会計における剰余

額を示しており、いずれにおいても資金不足は生じていないことを報告いたします。 

 また、監査の意見書26ページをお開きいただき、結びでご指摘がありますように、今後予定され

る老朽施設の更新と原価に基づいた水道料金の改正や未収金の徴収に努力し、今後とも引き続き公

営企業の事業目的に沿った企業運営に努めていきたいと思っております。 

 以上、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 報告第３号、報告第４号について、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。 

 これで、報告第３号、報告第４号の２件について終結します。 

 

△ 日程第６ 議案第42号 伊仙町税条例の一部を改正する条例   

△ 日程第７ 議案第43号 伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条

例   

△ 日程第８ 議案第44号 字の区域の変更   

△ 日程第９ 議案第45号 水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援型）分

担金負担割合   

△ 日程第10 議案第46号 平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分   
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△ 日程第11 議案第47号 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）   

△ 日程第12 議案第48号 平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）   

△ 日程第13 議案第49号 平成30年度伊仙町介護保険特別会計補正予算（第２号）   

△ 日程第14 議案第50号 平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予

算（第２号）   

△ 日程第15 議案第51号 平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第１号）   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第６ 議案第42号、伊仙町税条例の一部を改正する条例、日程第７ 議案第43号、伊仙町国

民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例、日程第８ 議案第44号、字の区域の変更、

日程第９ 議案第45号、水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援型）分担金負担割合

について、日程第10 議案第46号、平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分、日程第11 議案

第47号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）、日程第12 議案第48号、平成30年度伊仙

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、日程第13 議案第49号、平成30年度伊仙町介護保険

特別会計補正予算（第２号）、日程第14 議案第50号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」

特別会計補正予算（第２号）、日程第15 議案第51号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算

（第１号）の10件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を一括して求めます。 

○町長（大久保明君）   

 平成30年度第３回伊仙町議会定例会に提案いたしました議案第42号から議案第51号について、提

案理由の説明をいたします。 

 議案第42号は、伊仙町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第96条第１項第１号の

規定により提案しております。 

 議案第43号は、伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例について、地方自

治法第96条第１項第１号の規定により提案しております。 

 議案第44号は、第一面縄１期地区の土地改良事業に伴い、字の区域変更について、地方自治法第

260条第１項の規定より提案してあります。 

 議案第45号は、平成31年度新規採択希望水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援型）

（農業用水、農業用排水施設整備及び農道整備）東部地区の分担金の負担金割合について提案して

あります。 

 議案第46号は、平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益を平成29年度決算に伴い処分するもので

あります。 

 議案第47号は、平成30年度伊仙町一般会計。 

 議案第48号は、平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計。 

 議案第49号は、平成30年度伊仙町介護保険特別会計。 
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 議案第50号は、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計の既定の予算に変更が生じ

ましたので、地方自治法第218条第１項の規定により提案してあります。 

 議案第51号は、平成30年度伊仙町上水道事業会計の既定の予算に変更が生じましたので、地方公

営企業法第24条の規定により提案してあります。 

 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第42号、伊仙町税条例の一部を改正する条例について、補足説明があれば、これを許します。 

○税務課長（名古健二君）   

 議案第42号、伊仙町税条例の一部を改正する条例の補足説明をいたします。 

 主な内容といたしましては、加熱式たばこの販売に伴う税条例の一部改正、きゅらまち観光課が

進めている中小企業の新規取得資産に係る固定資産税を３年間ゼロとする条例の整備、字句の一部

改正他などです。 

 以上、ご審議賜りますようによろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第42号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第42号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第42号、伊仙町税条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立によっ

て行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第42号、伊仙町税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 議案第43号、伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例について、補足説明

があれば、これを許します。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 議案第43号、伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例について、補足説明

をいたします。 
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 平成20年度から限度額認定書が発行開始となったことから、それまでに高額な療養費の資金調達

が困難な方で、一定の要件を満たす方に対し、貸し付けを行う高額療養費資金貸付制度がありまし

たが、限度額認定書の発行で貸し付けの必要性がなくなったため、本条例を廃止するものでありま

す。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第43号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第43号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第43号、伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例を採決しま

す。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第43号、伊仙町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止

する条例は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 議案第44号、字の区域の変更について、補足説明があれば、これを許します。 

○耕地課長（上木正人君）   

 議案第44号、字の区域の変更について、補足説明をいたします。 

 この字の区域の変更につきましては、県営畑地帯総合整備事業第１面縄１期地区、実施年度平成

20年度から平成30年度、地区面積が36.8haの土地改良事業完了に伴い、道路、水路の形状が変わり

ましたため、字の変更を行うものでございます。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第44号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第44号について討論を行います。 



― 20 ― 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第44号、字の区域の変更を採決します。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第44号、字の区域の変更は原案のとおり可決することに決定し

ました。 

 議案第45号、水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援型）分担金負担割合について、

補足説明があれば、これを許します。 

○耕地課長（上木正人君）   

 議案第45号、水利施設等保全高度化事業特別型農地整備事業分担金負担割合について、補足説明

をいたします。 

 県営畑地帯総合整備事業、目手久地区及び第一面縄地区で、区画整備された地区92ha、受益者数

185名、工期が平成31年度から平成36年度に末端散水施設、スプリンクラーの設置を行うもので、事

業費の負担区分を示したものでございます。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第45号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第45号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第45号、水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援型）分担金負担割合

を採決します。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第45号、水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手支援

型）分担金負担割合は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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 議案第46号、平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分について、補足説明があれば、これを

許します。 

○水道課長（福島隆也君）   

 議案第46号、平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分について、補足説明をいたします。 

 この剰余金につきましては、地方公営企業法第32条第２項の規定より、平成29年度伊仙町上水道

事業会計未処理分利益剰余金８億9,583万6,285円のうち、32万2,045円を利益積立金に充てるものと

いたします。 

 また、処分後の残高の繰り越し利益剰余金８億9,551万4,240円につきましては、平成27年度の会

計基準の見直しを行う前の国庫補助金や一般会計補助金の未処理分として振り分けられたものとな

ります。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第46号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第46号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第46号、平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分を採決します。この採決は起

立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第46号、平成29年度伊仙町上水道事業会計の利益処分は原案の

とおり可決することに決定しました。 

 議案第47号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）について、補足説明があれば、これ

を許します。 

○総務課長（池田俊博君）   

 それでは、議案第47号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）について、補足説明をい

たします。 

 予算書をお開きください。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額62億5,980万7,000円に歳入歳出それぞれ7,397万5,000円を増
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額し、歳入歳出予算の総額を63億3,378万2,000円とするものであります。 

 予算書５ページをお開きください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書により、まず歳入についてご説明いたします。 

 ８款地方特例交付金、補正前の額46万7,000円、から５万3,000円を減額し、41万4,000円とするも

のであります。 

 ９款地方交付税、補正前の額30億4,442万9,000円に1,270万7,000円を増額し、30億5,713万6,000

円とするものであります。 

 13款国庫支出金、補正前の額７億4,019万7,000円に12万4,000円を増額し、７億4,032万1,000円と

するものであります。主なものとして、国庫委託金における国民年金事務費交付金システム改修分

でございます。 

 14款県支出金、補正前の額５億4,444万3,000円に339万円を増額し、５億4,783万3,000円とするも

のであります。主なものとして、県補助金において、シニア元気いきいき推進事業、全国和牛能力

共進会推進事業、多面的機能推進事業、里山林総合対策事業、県委託金で統計調査事業、県道拡幅

工事、畑総事業に伴う遺跡発掘調査事業等によるものであります。 

 17款繰入金、補正前の額２億383万3,000円に487万9,000円を増額し、２億871万2,000円とするも

のであります。主なものとして、きばらでぇ伊仙応援基金繰入、先ほど可決ただきました伊仙町国

民健康保険高額療養資金貸付基金の廃止による繰り入れでございます。 

 18款繰越金、補正前の額2,108万4,000円に、決算確定により4,568万円を増額し、6,676万4,000

円とするものであります。 

 19款諸収入、補正前の額7,024万3,000円に128万円を増額し、7,152万3,000円とするものでありま

す。主なものとして、全国和牛能力共進会団体総合優勝記念事業助成等であります。 

 20款町債、補正前の額９億7,160万円に596万8,000円を増額し、９億7,756万8,000円とするもので

あります。主なものとして、過疎債において徳之島愛ランド広域連合火葬場待合所建設事業による

ものであります。臨時財政対策債は事業費確定によるものであり、歳入合計62億5,980万7,000円に

7,397万5,000円を増額し、63億3,378万2,000円とするものであります。 

 次に、歳出についてご説明いたします。予算書は６ページでございます。 

 ２款総務費、補正前の額９億8,314万7,000円に2,762万9,000円を増額し、10億1,077万6,000円と

するものであります。主なものとして、総務一般管理費、伊仙町公共施設総合管理基金積み立て、

台風７号及び15号によるＩＰ告知機の修繕、きばらでぇ伊仙応援基金事業等によるものであります。 

 ３款民生費、補正前の額13億9,160万1,000円に132万5,000円を増額し、13億9,292万6,000円とす

るものであります。主なものとして、国民年金事務費、地域包括支援センター運営費、子育て支援

事業費等によるものであります。 

 ４款衛生費、補正前の額４億8,491万9,000円に319万9,000円を増額し、４億8,811万8,000円とす

るものであります。主なものとして、徳之島愛ランド広域連合火葬場待合所建設事業、美しい村づ
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くり総合整備事業等によるものであります。 

 ５款農林水産業費、補正前の額９億966万3,000円に3,217万円を増額し、９億4,183万3,000円とす

るものであります。主なものとして、有機物供給センター薬品購入費、畜産振興費、畜産資材導入

補助等、農業支援センター運営費、農地費において多面的機能支払い交付金、県営畑総事業、林業

費において松くい虫被害木伐倒駆除委託事業等によるものであります。 

 ６款商工費、補正前の額3,614万4,000円に87万9,000円を増額し、3,702万3,000円とするものであ

ります。主なものとして、伊仙町観光施設整備基本計画策定業務、世界自然遺産登録記念イベント

関連費等の減によるものであります。 

 ７款土木費、補正前の額７億2,292万2,000円に802万2,000円を増額し、７億3,094万4,000円とす

るものであります。主なものとして、道路維持管理経費、公営住宅維持管理経費等によるものであ

ります。 

 ８款消防費、補正前の額２億8,071万3,000円に12万1,000円を減額し、２億8,059万2,000円とする

ものであります。 

 ９款教育費、補正前の額４億7,136万4,000円に47万3,000円を増額し、４億7,183万7,000円とする

ものであります。主なものとして、県道拡幅工事、畑総事業に係る遺跡発掘事業等によるものであ

ります。 

 10款災害復旧費、補正前の額87万9,000円に公共土木施設災害補助申請に伴う測量設計業務経費39

万9,000円を増額し、127万8,000円とするものであります。 

 11款公債費については、財源の振りかえによるものであり、予算額の変更はございません。 

 歳出合計62億5,980万7,000円に7,397万5,000円を増額し、63億3,378万2,000円とするものであり

ます。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表地方債の補正についてご説明をいたします。 

 （１）過疎対策事業債、限度額５億9,850万円を６億480万円とするものであります。 

 （５）臨時財政対策債、限度額１億3,200万円を１億3,166万8,000円とするものであります。 

 いずれの事業債においても、起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。 

 以上、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）について補足説明をいたしました。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

  議案第47号について質疑を行います。 

○１３番（樺山 一君）   

 平成30年度一般会計補正予算（第２号）について質疑をいたします。 

 歳入の８ページ、諸収入、違約金及び延納利息の件について、詳しい説明をお願いいたします。 
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○社会教育課長（稲田良和君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 28年度の多世代交流の未納品の金額の毎月契約業者から９月より４万円入りますので、その収入

となっております。 

○１３番（樺山 一君）   

 未納分の380万円の、詳しい金額はちょっと忘れたのですが、380万円を４万円ずつ月々返してい

くということですか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 はい。そのようになっています。月々４万円です。 

○１３番（樺山 一君）   

 ４万円ずつで、その債権を回収するのに何カ月、そして何年かかるか、お答えください。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 約８年以上かかる計算になります。 

○１３番（樺山 一君）   

 ８年以上かかって、町長、そして社会教育課長、まだ役場にいますかね。 

 それで、これで本当に債権が回収されると町長思っていますか。町長の考えを求めます。 

○町長（大久保明君）   

 これは回収するつもりで計画が立ててありますので、回収できるように 大限の努力を行ってあ

ります。 

○１３番（樺山 一君）   

 そしたら、８月の21日に伊仙町の監査委員から賠償責任の勧告を受けておりますが、その件につ

いてはもう賠償責任はしなくて、業者から債権を回収していくということでという考えでよろしい

でしょうか。監査委員の勧告は無視するということでしょうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 監査委員からの勧告におきまして、勧告の措置を平成31年３月までに行ってもらいたいというこ

と等もございまして、その前段階において町執行部といたしましても、できる限りの債権回収等も

行い、また監査勧告、真摯に受けとめてその部分に関してもこれから３月31日まで協議をいたしな

がら、どういった方策をしていこうかということで、これからまた十分に検討をしていきたいと思

っています。 

○１３番（樺山 一君）   

 ８月22日付の奄美新聞のインタビューに対して町長は、約２カ月前、22日から２カ月前に、当該

業者と会って９月から毎月４万円ずつ返納していくとの確約書をとってあると。勧告に沿って我々

が賠償する必要があるのか、疑問に思うというインタビューの記事が出ています。 

 そして、監査委員への町長が出した弁明書、平成30年７月13日付で町長が伊仙町監査委員に対し
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て弁明書を出しております。本来、受注者による返納すべきである金額を受注者へ法的手段を用い

て裁判提起すると書いてありますが、なぜこの弁明書をする時点で、裁判提起すると申し上げたの

か、７月13日時点では確約を町長もらっていたんじゃないですか。業者のほうから。２カ月前に確

約をもらっていると。そして、この７月13日の弁明書には今度は法的手段で裁判提起すると。確約

もしながら裁判も提起するということですか、お答えください。 

○総務課長（池田俊博君）   

 これは、３月議会、６月議会においても国、県等の未納品の件で損害賠償等確定した場合におい

ては、町の監査のほうに執行部のほうから監査請求をして、その損害のあり方を検討していただく

ということをずっとお話をしておりました。 

 ですので、この弁明書の中においても監査請求の中での弁明書においても、この部分の文言に関

してはそのように使わせていただきました。また、その確約書の中においても２カ月間ほど滞納す

ると、支払いがないとどのような措置も受け入れるという文言等もございますので、そのような法

的措置を 終的には考えなければならないという考え方で弁明書のほうに記載してございます。 

○１３番（樺山 一君）   

 そしたら、その２カ月前に確約書をとった、その確約書はございますか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 はい。確約書はあります。 

○１３番（樺山 一君）   

 そういう、結局は30年の４月に契約破棄を、業者と契約破棄をしているわけですよね。それで、

契約破棄をした段階で訴訟を起こすか、そういうやはり債権の回収、それを優先にすべきだと思い

ますが、そして県への顛末書、社会教育課からの顛末書、そして報告した業者との備品納入問題で

納入できなかった。何度約束しても納入できなかった。そういう業者が月々４万円、本当に払える

と、本当に思っているのか、もう一度念を押して町長に確認しておきたいと思います。 

○町長（大久保明君）   

 先ほど答弁したとおりでございます。全力で取り組んでまいります。 

○１３番（樺山 一君）   

 ぜひ、堆肥センター問題も、まだ100％ではないということを、こないだ議会で聞いております。

そういうことがないようにしていただきたい。そして、またこういう小手先でごまかすような、こ

ういう予算を措置するのではなくて、するのでしたら、調定を380万円、その債権分をして、調定を

入れるぐらいのそういう考え方、そして、監査員の勧告に関しては、それはあくまでも、監査員の

勧告です。そして、業者からその債権を回収するのは別の問題ですので、そこのところを考え違い

しないような形で、この債権回収については進めていただきたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 他に、質疑ありませんか。 
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○８番（上木千恵造君）   

 平成30年度一般会計補正予算（第２号）について、質疑を行います。 

 歳出の９ページ、目９の企業誘致対策事業費の152万6,000円が賃金使用料、原材料と計上されて

いますが、これはどこに使用するのか、説明をお願いいたします。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの上木議員の質問にお答えします。 

 当初予算で載せてあったのですが、糸木名に今回、施設ができますので、そこの町道の縦断勾配

が合わないということで、底を下げ、水の排水処理について、問題があったため縦断勾配を下げた

のですが、その施設ができた後に、現排水路までの町道に排水路を設置しないといけなくなったの

で、この予算を計上してあります。 

○８番（上木千恵造君）   

 この場所は、糸木名の現在マルコさんへ企業誘致したあの場所ですか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 今、県道の中央線から郷野自動車さんに突き当たるその交差点があるのですが、そこをさらに奥

に入って、清原さん宅があるのですが、そのところです。 

○８番（上木千恵造君）   

 その次の目12、地方創生推進事業費のこれは６月補正で委託料たしか1,000万円計上されて、今回

また1,000万をそのまま落とされているような形になっていますけど、この理由の説明をお願いしま

す。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 ６月補正の段階で町有施設の施設委託金としまして、1,000万計上したと思いますが、芳朗館も建

てて20年目に入るのですが、その公衆トイレ、それからサッシ、入り口のドア、それから空調設備

等がかなり古くなって使うのにちょっと不自由を感じているということで、町有施設を改修という

ことで、１番の11の修繕費に250万円、あと各集落にある公民館等の改修希望が多いということから、

そういった事業がなかなか出せないということで、この集落の公民館等の改修を図って、都会から

帰ってきた方、それから、また∪ターン、Ｉターンで、徳之島のちょっと経験をしたりとか、集落

と交流を持って進めていきたいと、そういう集落もありますので、その公民館等の改修に750万の充

てるということで振替えしてあります。 

○８番（上木千恵造君）   

 これ何カ所かあると思いますけども、今、現在計画している場所はどの集落と集落なのかお聞き

します。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 この補正予算が可決通り次第、各集落から計画等を立てていただいて、それを審査して実施に移
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る予定です。 

○８番（上木千恵造君）   

 これは、もう集落に負担金として、集落のほうに渡すわけですかね。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 そうです。改修にあたる集落に対して、補助金という形で出す予定にしています。 

○８番（上木千恵造君）   

 11ページをお願いします。 

 款３民生費の目２老人福祉費に２万4,000円、講師謝礼金というのが計上されていますけど、これ

はどういう目的で使うのか、説明をお願いします。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 みません。ちょっと確認ですけども、老人福祉費の８節報償費の２万4,000円でしょうか。 

○８番（上木千恵造君）   

 はい。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 この29万5,000円の事業に関しましては、食生活改善推進委員さん、食改さんの養成講座を10月か

ら行いますけど、その講師に充てる謝金でございます。 

○８番（上木千恵造君）   

 歳出13ページ、款５農林水産事業費の目９畜産振興費、これに畜産資材導入補助となっています

けど、これはどういう補助なのかご説明をお願いします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの質問にお答えをいたします。 

 こちら、大規模農家というか、畜産の総会の中でも意見が出たそうですけども、ユーモーション

という家畜管理機器の導入ということで、牛の首にセンサーをつけますと、牛の疾病とか発情、体

調不良等の異常があれば、持ち主の携帯、スマホのほうにメールで知らせができるというシステム

でございます。そちらを導入しようと考えております。 

○８番（上木千恵造君）   

 これについては、何か希望する畜産農家がいらっしゃるので、それで計上したということですか

ね。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 こちらのほう、農家のほうから要望というか、していただけないかということで、名簿のほうが

上がってきております。 

○８番（上木千恵造君）   

 個数は何個くらいの農家から要望が上がっているのですか。 
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○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまのところ、10件ほどですけれども、こちらは、やはりある程度、規模がなかなか一人で

農家さんが管理できない多頭の方のほうに必要なのかというふうに思っています。一応、希望があ

るのは10件です。 

○８番（上木千恵造君）   

 次に、14ページ、款５農林水産事業費の目１林業振興費節13委託料、松くい虫被害倒木補助委託

料、これはどこに委託するのか、わかっていれば教えていただきたいと思います。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 こちらは、松くい虫の被害があって、特に経済課のほうでは、森林のほうの松の枯損木の除去、

伐倒しているんですけど、こちらにつきましては、特に、この松くい虫の駆除の講習会があるんで

すけれども、技術的な、そちらの受けている免許を持っている町内の業者に発注をしようかなと考

えております。 

○８番（上木千恵造君）   

 款６商工費、目２観光費の15に工事請負費18万6,000円の解体撤去費費用が減額になっていますけ

れども、これはどこの施設なのか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 これは瀬田海海浜公園休憩場所の解体工事であります。執行残でございます。 

○８番（上木千恵造君）   

 この工事については、もう既に施工されて、もう工事は終わってあるんですかね。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 契約が税抜205万円で締結いたしまして、お金のほうも振り込んでございます。検査済みでござい

ます。 

○８番（上木千恵造君）   

 終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 他にありませんか。 

○５番（清 平二君）   

 先ほどの諸収入についてですけれども。 

○議長（美島盛秀君）   

 ページ数を。 

○５番（清 平二君）    

 ８ページの業者から月々４万円もらって改修するということですけども、４月の臨時議会、全員

協議会の中で副町長は、３月の28日顧問弁護士相談して、３月29日顧問弁護士からの回答、４月の
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11日顧問弁護士と面談となっております。そして、４月14日に契約解除及び事業費返納通知を出し

たということですけども、この返納額の通知を出したのは、幾ら出したのか、そして、代金支払済

みの返納期限が４月27日になっていますけど、それと今の４万円との整合性を示してほしいと思い

ます。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 30年の４月13日付で契約業者に契約解除と金額の返納通知をお出ししまして、期限が４月末とい

うことになっておりますが、また、新たに確約書をとりまして月々４万円支払っていただくという

ことになっております。 

○５番（清 平二君）   

 その４万円を８年間かけてということですけれども、これは町民が許してくれるか、あるいはこ

の４万円とした根拠は何か示してほしいと思います。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 月々４万というのは、契約者の代表者のほうからの申し出で、月々４万円というふうにお願いを

されましたので、月々４万円となっております。 

○５番（清 平二君）   

 業者に４月の３日に全額支払いしてあるのに、業者からもらうのは、また業者の言うとおり４万

円ずつということですけども、何か普通考えてもおかしくないでしょうか。８年間かけてあると、

これに利息もついてくると思うんですけども、町が支払いするのは、業者の請求どおり支払いし、

また、業者からの支払いは業者の言うとおり４万円ずつということですけども、それから違約金の

問題はどうなっているでしょうか。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 ただいまのご質問にお答えしたいと思いますけれど、監査請求があって、監査の対応が３月31日

までということでこの件について、監査のほうから勧告があったわけでありますけど、今、それに

対して、いろいろと協議中でございます。 

 なぜ、４万円かということに関しましては、一括して払えないという事情を鑑みて、じゃあ、幾

らであればできるかということで、とりあえず４万円としたことであります。 

 そして、さらに違約金につきましては、今現在、４万円払うのが精一杯というふうな状況の中で、

違約金でありませんけども、今後、違約金も確かについてくるものと思っております。 

○５番（清 平二君）   

 ４月の全員協議会の中で代金の返納がない場合は、訴訟を起こすということを説明してあります

けれども、やはり、これは公的機関でありますので、民間の機関じゃなくて公的機関でありますの

で、ちゃんと第三者委員会を設けてやるべきじゃないでしょうか。それとも、訴訟を起こしてやる

べきものだと思いますけども、何かこの業者との馴れ合いでやっているような感じがしますけども、
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これについてはどう思われているでしょうか。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 決してそのようなことはありませんので、ご安心ください。 

 訴訟は、先ほど総務課長がしましたけど、４万円が滞るときには法的手段もやむを得ないという

ことで、法的手段という言葉を使っているわけでありますけれども、先ほどからおっしゃっている

とおり、第三者委員会というところが監査のほうで、しっかり監査していただいて、その勧告を受

けているわけでございますので、それにどう対応していくかということで、今、協議しているとこ

ろでございます。 

○５番（清 平二君）   

 じゃあ、監査から請求している金額と、今、業者から４万円ずつの金額は別という考え方でよろ

しいでしょうか。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 本来は、行政が返納すべき金額でありますけども、その期間的なものにおいて、今、我々が三役

が賠償として、３月31日までどうするかということを協議している途中でございますので。 

○議長（美島盛秀君）   

 清君にお願いします。予算等についての質疑は３回までということでありますので、お願いをい

たしたいと思います。 

 それから、資料等が先ほどの確約書、資料等の請求がありますので、あともって、全議員に配付

をしていただきたいと思います。 

 これで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時５０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時００分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 会議を開きます前に、執行部にお願いします。先ほど確約書の提出がされておりますけれども、

この住所、氏名、黒塗りにされている理由の説明をお願いいたします。 

 これは確約書にならないと、伊仙町の予算、いろんな政策等について議論をする、審議する議会

にこういうのを提出するというのはいかがなものかと思いますので、議長として申し出をいたしま

す。（発言する者あり）答えられないの、なぜこれを黒塗りにしたのか、理由を説明しなさいとい

うこと。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 これで信用できていないというのが非常に残念でありますけれども、少なからず住所、会社、代

表者名については、名前を黒塗りでなく明記して提出したいと思います。 
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○議長（美島盛秀君）   

 それでは質疑を許します。質疑はありませんか。 

○５番（清 平二君）   

 さっきの問題でありますけれども、やはり全員協議会でありますように、訴訟をして、やっぱり

そのようなところは地方公共団体として、きちっと示してほしいと思いますので、業者間同士の話

し合いとかじゃなくて、第三者委員会にわかるような方法で訴訟を起こして、これを解決していた

だきたいと思います。 

 それと、９ページですか、地方創生推進事業について、先ほどもありましたけど、６月で補正し

たのに、また９月の議会で組みかえをしてあります。これの計画的、この予算なのか、これは今年

単年度で終わるのか、今後も続けていくのかをお尋ねします。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 地方創生推進交付金事業が今年30年度までとなっています。ですから、この事業内においての町

有施設の改修ということは、今年で終わりなんですが、引き続きまして、総務省からまた、同じよ

うな地方創生事業の違った形の事業が出ましたら、それには、また申請していくつもりであります。

それと、この補正で委託1,000万で上げたものを今回組みかえという形なのですが、おっしゃるとお

り、ちょっと計画性がないのかというと言われますと、今回、芳朗館に250万で町有施設というもの

が公民館にあたります。 

 今の段階の要項では、各250万ずつ、３カ所程度改修できればと思って、その要項をつくっている

ところであります。 

○５番（清 平二君）   

 公民館の250万の３カ所ということですけども、今、各校区にトイレが水洗化されていないところ

はあると思いますけども、こういう公民館、やはり、今後、災害等が起きたら、ここに避難する可

能性もありますので、やはり水洗化されていない公民館を基準にして、250万の３カ所じゃなくて、

なるべく多くの地域の方々の公民館を整備していくようにお願いしたいと思いますけど、いかがで

しょうか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 先ほども申したとおり、今年のこの事業の中でありますので、おっしゃるとおり各公民館全てを

改修できたらいいのですが、逆にそれを分けてしまうと、トイレの改修等に予算がオーバーする。

各集落に30万ずつという形にしても、浄化槽まで届かないというところがありますので、今回、３カ

所程度をめどに計画書を出していただいて、そこで選考して、決めていきたいと思っています。 

○５番（清 平二君）   

 今から募集をするということですけれども、やはり、この募集をして、やはり透明性のある募集

の仕方、実施のあり方をやっていただきたいと思いますので、そのまた実績等の中で、どのような
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方向でやったのかという実績をしていただきたいと思います。 

 それと14ページ、款６商工費、１商工費の２、観光費の中ありますけど、13の委託料210万ありま

すけれども、これはどういう計画委託をしていくのか、今、わかっているだけもよろしいんですけ

ど、説明をしていただきたいと思います。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 伊仙町においては、観光振興基本計画が再策定されておらず、いろんな点において観光地整備を

今後、世界自然遺産登録に向けても進めて行かなければならないということで、この観光振興の委

託料でございます。今回計上した次第でございます。 

○５番（清 平二君）   

 これの大まかな計画と言いますか、町としては大体どういうところを見ていただきたいとか、何

か趣旨、210万も委託料組んであるので、やはり、基本的な計画策定資料はあると思いますけど、今、

わかっているだけでもあれば教えてほしい。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 計画内容といたしましては、現況の施設及び観光資源の整備、また現状課題等の分析など、整理、

また、計画内容の検討及び基本計画図の作成等を今考えているところでございます。 

 先ほども言いましたように、この基本策定がなされてないこれが基本として、今後の補助事業を

とるにあたっても必要ということで、今回上げた次第であります。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか。他にありませんか。議員の皆様にお願いします。１項目、３回ずつですので、

３回でまとめて、項目質問お願いします。 

○２番（牧本和英君）   

 款５の農林水産事業、目の９畜産振興費で節の19負担金助成及び交付金についてであります。 

 先ほど説明がありましたけど、この畜産資材導入費、町では、今のところ10件ほど来ているとい

うことですが、大体１個あたりの金額はどのぐらいになるのか、そして、また補助額は幾らなのか

をお伺いします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 すみません。こちらの金額は総額６割補助の金額は載っているんですけども、基本的には担当の

ほうから確認とりますけれども、聞いているのが月々の使用料というのは聞いているんですけれど

も、１個あたりの単価というのは、また確認をして報告したいと思います。 

○２番（牧本和英君）   

 これいつから要望を始めて、何件ほど対象でするのかをお伺いします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 取り急ぎ資料のほうを準備したいと思います。 
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○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか。 

○２番（牧本和英君）   

 すみません。今、確約書のほうを見ながらですが、これは２カ月前にとったちゅう割には、８月

１日なっている面もあり、そして、これは誰がとりに行かれたんですかね。（発言する者あり） 

○議長（美島盛秀君）   

 仲島課長いいわけね。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 その確約書は、私が赴いて書いてもらいました。 

○２番（牧本和英君）   

 これ８月１日に行かれたちゅうことですかね。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 ８月１日に行きました。 

○２番（牧本和英君）   

 ８月１日に鹿児島まで行かれたちゅうことだろうと思います。そして、また保証人につけてあっ

て、この保証人というのは鹿児島の方で間違いないわけですよね。鹿児島市在住の方ちゅうことな

のですかね。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 それは個人情報になりますので、答弁を控えさせえていただきます。 

○議長（美島盛秀君）   

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時１５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時３０分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 今の件に関しては、一般質問等もありますので、あともって、また議論していただきたいと思い

ます。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 担当に確認をしましたところで、１頭あたりというのは、なかなか出ないのですけど、100頭規模

で換算した場合、３年間で216万ぐらいかかるものの補助を考えておるということでございました。

これの大体60％が補助ということで、大体自己負担が90万円ぐらいになるのかなという計算でござ

います。それ以外に電気代や通信代がかかるというような形になります。 
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○２番（牧本和英君）   

 100頭規模というあれですので、そんなに出ないと思うのですが、補助受けたいって要望が多けれ

ば、どういう過程で決めていくのか、審査していくのかをお伺いしたいと思います。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 要望が多ければということでございますけれども、先ほどもありましたように、決定に至るまで

に透明性を高められるような感じで、できるだけ希望に添えるような形でとれればなと思っており

ます。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか。他にはありませんか。 

○１２番（明石秀雄君）   

 歳出の一般管理の中で、積立金額といいますか、伊仙町公共施設総合管理基金積立の2,000万は。 

○議長（美島盛秀君）   

 ページ数を。 

○１２番（明石秀雄君）   

 ９ページです。積立金。いいですか。公共施設と言ってもいっぱいあるんですが、特に何のため

にしているのか、伺います。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ９ページの一般管理費、25積立金の伊仙町公共施設総合管理基金積立金2,000万のことでございま

すが、これは６月の議会のほうでも条例を皆様のほうで可決していただいて、その中で公共施設全

てのほうに 終的に行くのですが、今年度とか、ここしばらくの間に関しては、庁舎のほうをメイ

ンとして考えているところであります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 わかりました。その下のほうですね、８企画費のところです。11需用費334万3,000円、どれをど

のようにするのか伺います。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 修繕費の334万3,000円なんですが、台風７号の災害で断線した箇所の補修と、台風10号による断

線等の補修、それから６月に起きました落雷によるＩＰ告知端末、それからＯＮＵ機器等の交換等

の補修という形になります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 それから、その次は、11ページです。 

 目９包括支援のところです。車検整備が20万組まれておりますが、これは当初で組めなかったの

か。 
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○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 当初で組み忘れました。申しわけありません。追加で２台分載させていただきました。 

○１２番（明石秀雄君）   

 こういったものは、年度初めに組んで間違いのないようにしていただきたいと思います。それか

ら、12ページ、清掃です。徳之島愛ランド広域連合負担金が230万8,000円、これはほとんどが年間

組まれていると思いますが、どういうことですか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この補正分に対しましては、当初計画で火葬場の待合所の工事として、計上してありましたけど

も、その火葬場の焼却施設の海側の駐車場に計画しておりましたが、その段差が１ｍぐらいの段差

がございまして、その焼却所と休憩所との平行に持っていくために、不便性を感じるということで、

今回その１ｍぐらい埋め立てをするということで、その分の補正額であります。わかりますか。 

 以上です。 

○１２番（明石秀雄君）   

 その上の、これは借上料がそのまま落とされているのですが、これはもう執行残として見ていい

ですか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 これは借上のほうですね。 

○１２番（明石秀雄君）   

 借上料。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 これは、当初、ネコの捕獲用としてリースを計画しておりましたが、旧の企画課のほうで古い車

がありましたので、これを譲り受けていただきましたので、今回、減額した次第であります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 そうすると、企画課のほうの車があるということ。そこから借り上げるものはもう金は要らない

ということですか、借り上げは。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 もとの企画課でありまして、今、未来創生課でありますが、企画課がなくなったものですから、

私のほうで譲り受けたということであります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 わかりました。その下の美しい村づくりのところ、事務賃金組まれているんですが、これは何人

で何カ月分なのかお伺いします。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 
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 まず、この美しい村づくり事業の賃金を充てた次第は、今、海岸漂着物の事業がございまして、

この漂着物が１月で事業が終わるということで、この６名の今、臨時職員おりますが、この方を２月

と３月の事業がないものですから、一般財源として、今回２月、３月分の賃金として上げた次第で

ございます。 

○１２番（明石秀雄君）   

 その補助金が終わるということですか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 海岸漂着物がずっと１月で終わるようになっておりまして、２月、３月分の対象が出ないという

ことであります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 じゃあ、その方たちの仕事はどういうふうになるのですか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 今、大分世界自然遺産に向けて不法投棄が多くございますので、その不法投棄の回収と、また外

来種駆除のほうをお願いしようかなと思っているところであります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 その下で海岸漂着ですが、組み替えが行われているのですが、この中で社会保険料は要らないと

いうことですよね。もう掛けないということですか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ６名の方を当初、共済のほうを計画していたのですけども、３名の方が社会保険には、ちょっと

掛けたくないということで、その分ちょっと余ったと言ったらおかしいですけども、組み替えをさ

せていただいた次第であります。 

 また、２名ぐらい、また多目に人件費を組むわけでありますが、この強風で海岸の漂着物が多い

ということで、この分の２名をここに充てることにいたしました。 

○１２番（明石秀雄君）   

 上の清掃のところで、落として仕事がなくなって、補助金がなくなったとこと、落としたら、こ

こでもまた保険は掛けないといけないのではないですか。これは義務じゃないですか、保険は。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 これは社会保険に加入しないで、国民保険に加入はしているわけですので、そこの部分はその３人

は、国民健康保険を掛けるということであります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 農業支援センターの備品は、これは何を買うのか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの農業支援センターの備品でございますけれども、実体顕微鏡という80倍ぐらいまで拡

大できる顕微鏡がございます。こちら、今、農業支援センターのほうに土壌分析とかもあるんです
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けども、それ以外に去年、一昨年とミカンコミバエ等出ているということで、そういうのをミカン

コミバエの胴体確定、ミカンコミバエか違うかという確認を地元でするのですけれど、そのときに、

そのような高性能な顕微鏡でないと確定ができないということで、このような高価なものを計上さ

せていただいております。 

 また、あと、今、伊仙町は馬鈴薯の産地ですけれども、今後、北海道の種芋産地のほうで発生し

ておりますシストセンチュウとか、そういうものの確認のためにも整備が必要ということで、一番

管理ができている農業支援センターのほうに備品として計上をさせていただいております。 

○１２番（明石秀雄君）   

 土木費です。３道路維持のところの賃金、人夫賃金と町道補修人夫というのは、どのような違い

があるのですか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 人夫賃金というのは、外注して、してもらう人の人夫賃金で、この町道補修人夫賃金というのは、

建設課にいる臨時職員の賃金になります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 その下、15ページ、下の土木、需用費のところで、36万4,000円、これ需用費だけが出ているんで

すが、人夫賃金じゃなくて、これはできるのでしょうか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この修繕費は、住宅のブロアが故障しているところがありまして、ブロアの交換なので、人夫賃

金がなくても大丈夫です。 

○１２番（明石秀雄君）   

 ぜひ、やっぱり、予算を計上するときは、当初でなるべくして、補正予算はなるべく大きな補正

が出ないように、今後とも注意をしながら、予算編成をしていただきたいと要望をいたしまして、

終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 他にありませんか。 

○６番（岡林剛也君）   

 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）について質疑いたします。 

 13ページの先ほどもありました農業支援センター運営費のこの備品購入費88万5,000円ですけど

も、確かにミカンコミバエの検体の識別とか、そういうのは大事でしょうけども、やっぱり、農業

支援センターの本来の目的というのは、担い手育成とか、後継者育成、新規就農ですので、やはり、

今、農業支援センターに足りないのは、やっぱり畑が足りないのです。 

 だから、そのために義名山のほうも、何年も前からずっと言っているのですが、 近は何か図面
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がつくれていないということで、それを前の答弁では、町で予算を計上してでもやっていきたいと

ことを言っておりましたので、その予算の計上とかの予定はないのですか。この顕微鏡だけで、お

願いします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 今週、議員の皆様にも現地のほうの視察をしていただくんですけども、それをもとに12月のほう

には計上したいなと思っています。 

○６番（岡林剛也君）   

 わかりました。次は、９ページ、地方創生推進事業費の町有施設ですけども、これは確か泉芳朗

館ということで、６月に補正でしたのですが、芳朗館をやめて公民館に 初、改修していくという

答弁でしたが、これは国の補助金に入っていますが、この事業の内容を書いて、大丈夫なものか、

ひっかからないのかどうかお伺いします。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 この地方創生推進交付金事業の申請ですが、町有施設の改修事業ということで、計画を上げてあ

りまして、この町有施設ということで、芳朗館並びに公民館全て、町有の施設でありますので、実

績の報告としまして、町有施設を何カ所か改修したという実績報告になりますので、芳朗館を全て

改修するという計画でなくて、町有施設の改修という大きなくくりで上げてありますので、その実

績の報告として３カ所、４カ所、その実績に応じて、実績を報告するということになります。 

○６番（岡林剛也君）   

 ６月補正で1,000万出てきて、もう既に３カ月で、また組みかえというか、やっていますけれども、

やっぱり、その辺は先ほども指摘ありましたけれども、ちゃんと計画的に計画にのっとってやって

ほしいものだと思います。 

 たしか６月で崎原か上晴の青少年会館、その辺の補修費も何かたしか補正で出ていたような気が

しますけど、それはもう終わっているのですか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 今、入札の文書を送っているところでございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 今、進行中ということですね。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 はい。 

○６番（岡林剛也君）   

 わかりました。 

 次に、その上、企画費、サテライトオフィス進出企業補助金60万ですけども、これは平成29年度

に地方創生のお試しサテライトオフィスですか、これで多分、その流れでやっていると思うのです
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けども、そのときの予算が1,100万ぐらいですかね。今回、ここに来ることになった企業さんは、そ

のときにもずっと参加してくれていたオフィスですか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 今回、伊仙町に事務所を開設した業者さんですが、その29年度に実施したお試しサテライトオフ

ィスモデル事業に参加されたところであります。 

○６番（岡林剛也君）   

 前も企業誘致のときに、やっぱり町でも幾らかの支援をしていかないと、やはり、来にくいとい

うことで、多分この60万出すということですけども、多分、60万と言ったら家賃と光熱費ぐらいは、

それで一年間賄えると思うのですが、やっぱり、こういうのは、いつ撤退していくかわからないの

で、一年間ぐらいは、やっぱり家賃の半分を補助するとか、そういうふうにして地元の雇用を何人

したから補助していくとか、そういう形にしないと何もなくて、いきなり60万上げて、そして、ま

た来年はどうなるのですかね。何年間ぐらいこの補助をやり続けるのですか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 おっしゃるとおり、規定がないと、初めから来たから60万円という形ではないです。地元雇用者

１名以上、それから水道光熱費、それから家賃、それから事務所経費など含めて、今回９月からス

タートしていますので、３月の分までということで、年間、一年間いたら60万という形なのですが、

９月から実施していますので、７カ月で35万という形になります。今回、60万上げているのは、今、

空き家の情報をとって、また、同じようなＩＴ企業さんですが、徳之島、伊仙町にまた事務所を移

したいという希望の電話がありましたので、その分、また11月ごろということで聞いていましたの

で、その分、12月の議会では、間に合わなくなるので、今回60万円という計上になっているのです

が、他の、今回新たに伊仙に進出した企業さんに、他の町から、またアポがあって、そこは不動産

等の賃借料、年間30万、あと事務所機器、通信回線使用料、年間50万ということで、年80万の５年

間を掲示してあります。 

 それから、瀬戸内町の場合なのですが、起業家を支援しますということで、補助限度額50万、そ

れから地元雇用者３人までした場合に、１人20万で110万円の補助をしますという形で、地元から雇

用が生まれるということで、こういった補助制度があるのですが、今回、伊仙町で考えているのは、

３年間です。ですので、今年始まって３年目までは、この補助金を出すのですが、４年目からは地

元で根づいてくださいという意味で、３年間というくくりにしてあります。 

○６番（岡林剛也君）   

 ３年間というくくりだそうですけども、やっぱり、今、説明があったように、企業誘致合戦みた

いな感じていい条件を出してくるところに行くというのは、わかりますけれども。それはお金があ

る自治体ならわかりますけども、うちのようにかつかつでやっている自治体は、やっぱり、身の丈
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に応じたそういう援助の仕方をしていかないと、やっぱりいけないと思います。 

 そしてから、やっぱり、来る企業によって、援助の仕方がばらばらであってはいけないと思うの

で、何か一つ基準をつくって示してほしいと思います。あと、ここに今後の対応方針という資料が

ありますけども、財政支援も含め、税制優遇制度などもある。書いてありますけども、これは伊仙

町に決算で、税金とかは落ちるものなのでしょうか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 今の段階では、本社が東京のほうにありまして、伊仙のほうは、支所という形にもなっていませ

んので、まだ、伊仙に法人税が落ちるという形にはなってないです。 

○６番（岡林剛也君）   

 そうですね、やはり、基準をつくる場合ですけども、 初の一年間ぐらいは様子を見ながら、町

の貢献度といいますか、そういうのに応じて補助金を出すにしても、ただ、一律に出すのではなく、

そういうふうに要求したいと思います。 

 次、また戻りますけれども、８ページの諸収入、売買契約等による違約金28万円ですけども、こ

れはまた来年は来年、その次はその次と、当初でずっと収入を歳入で組んで行くのですか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 来年度、31年度当初のほうで歳入を組みたいと思っております。 

○６番（岡林剛也君）   

 組みたいと思っていますじゃなくて、それはずっと組んでいかないといけないと思うのですけど、

これはあと何年間ずっと組み続けるのですか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 先ほどもお答えしましたとおり、８年弱かかると思いますので計上したいと思います。 

○６番（岡林剛也君）   

 じゃあ、この確約書に返済対象は今年の今月からなっていますけども、ちゃんとこれも入れるべ

きじゃないですか。入ってないように思うのですけども、なぜでしょうか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 一応、その文書も弁護士と相談しながらつくったものですから、そういう文書になっております。 

○６番（岡林剛也君）   

 この確約書を見ると、未来永劫いつまででも、これは待てるというように見えますよね。だから、

やっぱりこういうのもちゃんと日付を入れてもらったほうがいいと思いますけども、弁護士が言う

のが100％正しいかどうかわかりませんけども、私には、これは全然確約書とは認められないと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（美島盛秀君）   

 他にありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第47号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第47号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案の原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第47号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第２号）は原案

のとおり可決することに決定しました。 

 議案第48号、平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、補足説明が

あればこれを許します。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。 

 規定の歳入歳出予算の総額10億1,600万5,000円に歳入歳出それぞれ193万3,000円を増額し、歳入

歳出予算の総額10億1,793万8,000円とするものでございます。 

 ３ページ、歳入歳出補正予算次項別明細書をお開きください。 

 ６款県支出金につきましては、補正前の額８億1,275万5,000円に140万7,000円を増額し、８億

1,416万2,000円とするものであり、主なものとしては、５ページの６款県支出金１項県補助金１目

保険給付費等交付金、２節特別交付金を140万7,000円増額し、10款１項他会計繰入金１目一般会計

繰入金３節職員給与費繰入金52万6,000円増額し、５節財政安定化支援事業繰入金53万6,000円減額

する組みかえを行うものであり、11款１項繰越金１目前年度繰越金を10万6,000円増額、12款１項延

滞金、延滞金加算金及び過料、１目延滞金１節一般被保険者延滞金として、16万4,000円を増額し、

12款諸収入４項５目１節一般保険料第三者納付金として25万6,000円を増額するものであります。 

 歳入合計、補正前の額10億1,600万5,000円に193万3,000円を増額補正し、10億1,793万8,000円と

するものであります。 

 次に、歳出は予算書６ページをお開きください。 

 主なものとしまして、１款総務費１項総務費管理１目一般管理費12節役務費の電算事務処理手数

料27万3,000円とレセプト縦覧点検業務手数料21万9,000円を、13節委託料から組みかえを行うもの
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であり、改正に伴う国保情報集約手数料として40万円を増額、13節委託料で国保情報データベース

システム改修委託料として、27万円を増額するものであります。 

 また、同款１項２目国民健康保険団体連合会負担金、19節負担金補助及び交付金において、国保

共同事業負担金として６万3,000円を国保データベースシステム負担金として、６万3,000円を増額

するものであります。 

 また、６款保健事業費１項２目疾病予防経費につきましては、疾病の重症化予防にかかわる分析

委託料24万4,000円や、保健指導委託料44万9,000円を増額補正し、ほーらい館への運動指導料とし

て17万4,000円を早世対策として、若年者健診委託料20万3,000円を増額補正するものであり、３目

医療費適正化対策経費におきまして、主なものとしましては、７節看護師賃金を72万円増額、重症

化予防にかかわる保険者のスキルアップを目的とした研修参加旅費として、46万1,000円を増額する

ものであります。 

 以上、ご審議賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第48号について質疑を行います。 

○５番（清 平二君）   

 ６ページ、今、保健事業の中に若年者健診委託料とありますけれども、これは何歳以上で、何名

ぐらいを予定していますか。お願いします。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 特定健診の対象年齢が40歳からなっています。伊仙町では20歳から40歳未満の方を若年者対象と

しまして、健診を負担しております。ちょっと、計算、今、あれですけれども、5,444円、一人かか

りますので、割った計算になります。 

○５番（清 平二君）   

 5,400と、大体、5,500円の40名ぐらいかなと思うのですけども、やはり、こういう予算をもっと

ふやして、若年者の健診をふやして、早世者を少なくするという。もうちょっと若年者の健診をふ

やしてほしいと思います。積極的にふやしてほしいと思いますが、その辺、今後の計画というか来

年度予算に対しての計画等があれば教えていただきたいなと思います。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 この若年者健診委託に関しましては、調整交付金で入ってくる100％の事業ですので、なるべく受

けていただきたいということで、広報等はしております。実績で、このぐらいの予算が上げており

ますが、なるべく１人でも多くの方に受けていただきたいということで、来年度はもっと予算を上

げていきたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか、他にはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第48号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第48号、平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第48号、平成30年度伊仙町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）は原案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第49号、平成30年度伊仙町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、補足説明があれ

ばこれを許します。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 議案第49号、平成30年度伊仙町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたしま

す。 

 既定の歳入歳出予算の総額９億7,058万9,000円に、歳入歳出それぞれ63万6,000円を増額し、歳入

歳出予算の総額９億7,122万5,000円とするものでございます。 

 予算書３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。 

 歳入につきまして、５款繰入金、補正前の額１億3,986万円に介護給付費準備基金繰入金７万2,000

円を増額し、１億3,993万2,000円とするものであります。 

 ７款繰入金、補正前の額1,000円に実績に伴い56万4,000円を増額し、56万5,000円とするものであ

ります。 

 歳入合計を補正前の額９億7,058万9,000円に、63万6,000円を増額補正し、９億7,122万5,000円と

するものであります。歳出につきまして、予算書６ページをお開きください。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目償還金23節償還金及び割引料において、前年度実績

に伴いその他、特定財源として支払基金へ地域支援事業過年度精算償還金として31万9,000円を増額、

介護給付費過年度精算償還金として31万7,000円を増額補正するものでございます。 

 ご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第49号について質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。これから議案第49号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第49号、平成30年度伊仙町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第49号、平成30年度伊仙町介護保険特別会計補正予算（第２号）

は原案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第50号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第２号）について、

補足説明があればこれを許します。 

○ほーらい館長（重村浩次君）   

 それでは、議案第50号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算の説明を

いたします。 

 １ページ目をお願いします。 

 既定の歳入歳出予算額総額１億3,224万9,000円に、歳入歳出それぞれ68万6,000円を増額し、歳入

歳出の総額を１億3,293万5,000円とするものです。 

 ３ページをお願いします。 

 歳入款２繰入金補正前の額6,899万2,000円に、68万6,000円を増額し、6,967万8,000円とするもの

です。歳入合計１億3,224万9,000円に68万6,000円を増額し、１億3,293万5,000円とするものです。 

 ６ページ目をお願いいたします。 

 １総務費項１総務管理費目１一般管理費の８報償費32万円については、現在、毎月１回を予定し

ていた教室を週１回実施するための講師の報償費です。 

 18備品購入費の78万円は、教室で使用する健康運動機具の購入費です。これは、ふるさと納税の

健康増進基金を充てる予定であります。 

 款３文化事業費の27万円については、10周年記念式典で講師の依頼を予定いたしましたが、保険

センターのほうで講師依頼のほうをしていただいたので、不要となったためです。 

以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第50号について質疑を行います。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第50号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第50号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第２号）

を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第50号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計

補正予算（第２号）は原案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第51号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第１号）について、補足説明があれば

これを許します。 

○水道課長（福島隆也君）   

 議案第51号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第１号）について、補足説明をいたし

ます。 

 上水道補正予算の１ページと２ページをお開きください。 

 収益的収支及び支出の収入から説明させていただきます。 

 １款水道事業収益１項営業収益の119万6,000円を減額し、２項営業収益へ119万6,000円を増額す

るものであります。これにつきましては、他会計負担金から他会計補助金手数料への組みかえであ

ります。水道事業収益の増減がありあせん。 

 次に、支出について説明いたします。 

 １款水道事業費１項営業費用３目総係費4,273万円のうち、407万4,000円を減額、２項営業外費用

１目支払利息288万5,000円のうち、５万6,000円を減額し、１項の１目原水浄水費に組みかえをする

ものであります。これにつきましては、年度初めの人事異動に伴う総係費のうち、人件費の減額、

利率見直しに伴う支払い利息の減を、ろ過砂購入費に、または過年度水道料減額に伴う過年度修正

損への組みかえとなります。 

 次に、議会の議決を経なければ流用できない経費であります。 

 １職員給与費2,372万2,000円のうち、379万7,000円を減額し、1,992万5,000円とするものでござ

います。 
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 以上、補正予算の補足説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第51号について、質疑を行います。 

○６番（岡林剛也君）   

 平成30年度上水道事業会計補正予算書。 

○議長（美島盛秀君）   

 岡林議員、マイク。 

○６番（岡林剛也君）   

 この職員給与費が379万7,000円も減っていますけども、これは職員が減ったということでよろし

いですか。 

○水道課長（福島隆也君）   

 職員が給料の高い方が異動になったということでございます。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか、他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第51号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第51号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第１号）を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第51号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

△ 日程第16 認定第１号 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算   

△ 日程第17 認定第２号 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第18 認定第３号 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第19 認定第４号 平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第20 認定第５号 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳

出決算   



― 47 ― 

△ 日程第21 認定第６号 平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第22 認定第７号 平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第16 認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算、日程第17 認定第２号、平成

29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、日程第18 認定第３号、平成29年度伊仙町介護

保険特別会計歳入歳出決算、日程第19 認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算、日程第20 認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳

出決算、日程第21 認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算、日程第22 認

定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算、以上の７件を一括して議題とします。 

 提出者より、一括して提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保明君）   

 認定第１号から認定第７号までは、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算、平成29年度伊仙町

国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算、平成29年

度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別

会計歳入歳出決算、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算、平成29年度上水道事業会計

歳入歳出決算を作成しましたので、監査員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 

 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで提案理由の説明を終わります。質疑に入る前に提案のあった７件については、後ほど決算

審査特別委員会に付託する関係上、１回１項目の質疑を行います。 

○２番（牧本和英君）   

 平成29年度歳入歳出決算書の16ページ、15款財産収入123万2,926円の内訳をお願いいたします。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 事業費の明細書の26ページお開きいただきたいと思います。 

 まず、土地売払収入として33万2,926円がございますが、これは１件が県道拡張による土地売払、

もう一つは木之香畑総事業による畑の払い下げによる１件がございまして、合わせて33万2,926円と

なっております。あと２節の物品売払収入に関しましては、給食センターの配送車２台を入れかえ

た関係上、２台分が競売にかけて売り払って、90万円の収入がございました。 

 以上でございます。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております日程第16 認定第１号、平成29年度伊仙町一般会

計歳入歳出決算から、日程第22 認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算まで
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の７件については、議長並びに議会選出監査委員を除く12名の委員で構成する平成29年度伊仙町一

般会計歳入歳出決算他、６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査し

たいと思いますがご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 異議なしと認めます。したがって、日程第16 認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出

決算から、日程第22 認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算までの７件につ

いては、議長並びに議会選出監査委員を除く12名の委員で構成する平成29年度伊仙町一般会計歳入

歳出決算他、６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決

定しました。 

 これから平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他、６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会の

委員長、副委員長の互選を行います。ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後 ２時１６分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 ２時１７分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会の委員長に、

岡林剛也君、副委員長に牧 徳久君が互選されましたので、ご報告申し上げます。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 次の議会は、９月12日午前10時から開きます。 

 議事日程は、一般質問であります。お疲れさまでした。 

散 会 午後 ２時２０分 
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平成30年第３回伊仙町議会定例会議事日程（第2号） 

          平成30年９月12日（水曜日） 午前10時 開議 

 

１．議事日程（第2号） 

 ○日程第１ 一般質問 （清 平二議員、杉山 肇議員、上木千恵造議員、福留達也議員）４名 
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１．出席議員（１４名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番 牧 本 和 英 君 

     ３番  西   彦 二 君        ４番 佐 田   元 君 

     ５番  清   平 二 君        ６番 岡 林 剛 也 君 

     ７番  牧   徳 久 君        ８番 上 木 千恵造 君 

     ９番  永 田   誠 君       １０番 福 留 達 也 君 
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    １３番  樺 山   一 君       １４番 美 島 盛 秀 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 穂   浩 一 君      事 務 局 書 記 元 原 克 也 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   職   名   氏     名        職   名   氏     名 

  町 長 大久保   明 君      副 町 長 稲   隆 仁 君 

  総 務 課 長 池 田 俊 博 君      未来創生課長 久 保   等 君 

  税 務 課 長 名 古 健 二 君      町民生活課長 水 本   斉 君 

  保健福祉課長 澤   佐和子 君      経 済 課 長 仲 島 正 敏 君 

  建 設 課 長 松 田 博 樹 君      耕 地 課 長 上 木 正 人 君 

  きゅらまち観光課長 佐 藤 光 利 君      水 道 課 長 福 島 隆 也 君 

  農委事務局長 元 田 健 視 君      教 育 長 直   章一郎 君 

  教委総務課長 喜   昭 也 君      社会教育課長 稲 田 良 和 君 

  学給センター所長 伊 藤 勝 徳 君      ほ－らい館長 重 村 浩 次 君 

  選挙管理委員会書記長 鎌 田 重 博 君      総務課長補佐 寶 永 英 樹 君 
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平成30年 第３回伊仙町議会定例議会一般質問通告一覧表 

 

順位 質 問 者 質問事項 質   問   の   要   旨 
質 問 

相 手 

１ 
清  平二 

（議席番号５） 

１．町道・農道の

管理について

 町道・農道において、枯れ松や落石注意

箇所はどれくらいあるのか。これらの危険

箇所の解決計画があるのか問う。 

町   長

２．職員の採用計

画について 

①年度ごとに職員の採用計画をしているの

か問う。 

町   長

②新卒者の受験機会と職員年齢平準化のた

めに、毎年採用試験を行う考えはないの

か問う。 

町   長

２ 
杉山  肇 

（議席番号１） 

１．公営住宅につ

いて 

①建設予定地の選定はどのような形で行わ

れているのか問う。 

町   長

②西部地区において、過去何年間かを見て

みると西犬田布集落、崎原集落、上晴集

落に建設なされていないようですが、今

後予定されているのか問う。 

町   長

③中部地区において、中伊仙東集落には公

営住宅がありません。「集落の地域力の

向上のために是非とも」との声が集落青

年団から聞こえておりますが、早期計画、

早期実現ができないか問う。 

町   長

２．中学生までの

医療費につい

て 

 現在、医療費の自己負担について、未就

学児までが２割、それ以降は３割となって

いますが、子育て世代の負担軽減を考える

と、無償化も不可能ではないと考えられま

すが、無償化に向けての考えを問う。 

町   長

３ 
上木千恵造 

（議席番号８） 

１．公共施設の管

理計画につい

て 

①平成２８年３月策定の、伊仙町公共施設

等総合管理計画では、公共施設に関する

情報は、公共施設マネジメントシステム

を導入し、公会計管理台帳などと合わせ

て、財産管理を所管する部署で一元管理

体制を構築するとなっているが、これら

の計画の現段階での進捗状況はどうなっ

ているのか問う。 

町   長

②ほとんどの施設が、昭和４０年代から

５０年代前半に建設された施設であり、

耐用年数が間近で老朽化が進み、建替え

時期になっている施設も多いと思います

が、今後どの様な計画を考えているのか

問う。 

町   長
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３ 
上木千恵造 

（議席番号８） 

２．学校施設の維

持管理、改修

計画について

①学校施設の維持管理費用は年間どのくら

いかかっているのか問う。 

教 育 長

②町内各学校の校舎で、耐用年数を過ぎ、

建替え時期がきている所は何校あるの

か。併せて今後の改修計画等について、

どのような考えを持っているのか問う。 

教 育 長

③学校建設において、民間資金を活用した

ＰＦＩ事業の導入は可能なのか問う。 

教 育 長

３．公営住宅の維

持管理改修計

画について 

①現在、町で管理している公営住宅は何戸

あるのか問う。 

町   長

②今後５年間の町営住宅改修計画は、どう

なっているのか問う。 

町   長

③平成２８年から２９年度にかけて、阿三、

阿権、小島集落等で民間資金を活用した

ＰＦＩ事業により建設した定住促進住宅

は、今後も引き続き計画する考えはない

のか問う。 

町   長

４ 
福留 達也 

（議席番号10） 

１．障がい者福祉

政策について

①障がい者雇用促進法に基づき、民間企業

や国・自治体に一定割合以上の障がい者

を雇うよう義務付けがなされているのが

障がい者雇用率制度であります。 

 現在、国や全国の自治体において障がい

者数の水増し問題が社会問題化している

が、伊仙町の現状を問う。 

町   長

②国においては、年金・医療・福祉費等、

社会保障費の負担軽減策として、障がい

者の長期入院を認めず、在宅へ帰す政策

が採られていますが、伊仙町における住

居や見守り等の受け入れ支援体制はどう

なっているのか問う。 

町   長

③障がいの程度により、就労時における雇

用形態は様々であり一律ではないと思わ

れるが、仮に役場での雇用となった場合

に、終日勤務ばかりではなく、２～３時

間、あるいは半日勤務、このような雇用

のありかたは、条例や規則運用などで可

能なのか問う。 

町   長

５ 
牧本 和英 

（議席番号２） 

１．農業振興につ

いて 

 国が推奨する、「収入保険制度」につい

て問う。 

町   長
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５ 
牧本 和英 

（議席番号２） 

２．教育行政につ

いて 

①今年６月に発生した大阪府北部地震によ

りブロック塀が倒壊し、通学中の女児が

亡くなり、大きな問題となりましたが、

伊仙町における安全性の調査状況と定期

的な点検活動について問う。 

教 育 長

②給食センターの老朽化が著しいが、改

修・新設の考えはあるのか問う。 

教 育 長

６ 
西  彦二 

（議席番号10） 

１．さとうきび増

産推進事業に

ついて 

 夏植え推進計画について問う。 

①切苗作業員の作業賃金について。 

②今後の作業機（ビレットプランター）導

入について。 

町   長

２．畑地帯総合整

備事業につい

て 

 第一面縄地区スプリンクラーの設置時期

について問う。 

町   長

３．面縄港振興に

ついて 

 面縄港には休憩場・トイレ施設が無いが、

今後整備する計画はないのか問う。 

町   長

４．観光振興につ

いて 

 伊仙町の中心地である役場周辺の県道の

緑地化（植栽）の計画はないのか問う。 

町   長

５．教育施設につ

いて 

 町内学校教育施設のブロック塀等以外に

危険箇所はないのか問う。 

教 育 長

７ 
佐田  元 

（議席番号４） 

１．備品未納問題

について 

①住民監査請求がなされたことについて、

どの様に受け止めているか問う。 

町   長

②住民監査の結果、出された勧告内容につ

いての対応を問う。また、８月２２日付

の奄美新聞でのコメントの真意を問う。 

町   長

２．当該業者との

面会の経緯と

内容について

 ８月２２日付奄美新聞での町長のコメン

トの中で、「約２カ月前に当該業者と会っ

た」とあるが、具体的に誰が、いつ、どこ

で、誰と会ったのか。また、面会の結果、

どのような対応をする事となったのかを問

う。 

町   長

３．平成29年６月

６日の３社間

の面会につい

て 

 平成２９年６月６日の３者間の面会以前

に、この問題について把握はしていなかっ

たのか。また、部下職員からもそのような

報告等はなかったのか問う。 

町   長

４．当該業者の返

納額の根拠と

返納請求の手

続きについて

①契約書に基づいての請求か問う。 町   長

 ②返納請求の手続きはどのように行ったの

か。また、受入はどのようにするのか具

体的に問う。 

町   長
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７ 
佐田  元 

（議席番号４） 

５．当該業者の課

税について 

 適正な申告と課税がなされていたのか問

う。 

町   長

６．「すべての町

民が主役のま

ちづくり」に

ついて 

 農業生産工程管理（ＧＡＰ）関連の出張

旅費を当時の会長だけ支給を認めなかった

理由について問う。 

 また、この件は公職選挙法に抵触しない

のか問う。 

町   長

選 管 長

８ 
岡林 剛也 

（議席番号６） 

１．平成29年度離

島漁業再生支

援交付金につ

いて 

 第２回定例会において発覚した「平成

２９年度離島漁業再生支援交付金事業」の

不適切な予算執行について、その後の対応、

処置について問う。 

町   長
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△開 会（開議）   午前１０時００分 

○議長（美島盛秀君）   

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第１ 一般質問を行います。 

 初めに、清 平二君の一般質問を許します。 

○５番（清 平二君）   

 おはようございます。５番の清 平二です。 

 町民393名の代表として、９月議会の一般質問をいたしますので、明瞭簡潔なご答弁を期待しま

す。 

 近の日本を見てみますと、７月に西日本豪雨災害で死者225名、台風21号の関西地方の被害、

さらに、北海道地震など、今まで想定されない災害が発生しております。ここで、被災されました

皆様に、この場をかりまして、心からお見舞い申し上げます。皆様方がもとの生活に一日も早いご

回復を心からお祈りいたします。 

 さて、私たち伊仙町ではどうでしょうか。先般、小原の30メートルほどの高さから落ちるシャワ

ーの落石、また、小島上成川線で道路を覆いつくし、人が通行できない状態の大きな落石が起こり

ました。これは、私たちが想定外の落石でありました。上成川線では、夜半から早朝に起きたもの

と思われます。もし、昼間、もしくは勤務時間だったら、人命事故につながったと思うと身震いが

します。 

 私たち行政にかかわる者は、安全で安心して生活できることが伊仙町の原点だと思います。 

 そこで、１番目に、町道・農道の管理について質問をします。 

 町道・農道において、枯れ松や落石注意箇所はどのくらい把握しているのか。この対策はどうな

っているのかを問います。 

 ２、職員採用は年度ごとに計画しているのかをお伺いします。 

 新卒者の受験機会と年齢平準化のため、毎年採用試験を行う考えはないのかどうかをお伺いしま

す。 

 この後は、自席にて質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○町長（大久保明君）   

 清儀議員の質問にお答えいたします。 

 先ほど議員がおっしゃったとおり、この想定外の災害というものは、起こって当たり前であると、

伊仙町においても３年ほど前、50年に一回の豪雨というのが１カ月の間に二度ほど東部地区を中心

に行われまして、この100年に一回とか50年に一回ということは、これは死語に近いような状況に
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なってきていると思います。 

 この奄美群島においても、長い歴史を見れば、喜界島に大地震があったり、沖縄の宮古島が、全

島が津波で覆われたとか、そういう1,000年単位で見ればかなりの災害が起きております。 

 伊仙町におかれましては、町道の距離が県下で も長い自治体の一部でありますので、そういう

ことも含めて今後、徹底した調査管理を行っていく必要があると思っておりますので、危険箇所の

具体的な例に関しましては、担当課長のほうから答弁をしていただきます。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの清議員の質問にお答えします。 

 枯れ松の危険箇所が19カ所、急性傾斜崩壊被害想定区域が23カ所となっております。現在のとこ

ろ、随時処理をしていますが、具体的な解決策は、計画は今のところありません。注意喚起のため

に看板等の設置をしながら調査していきたいと思います。 

○耕地課長（上木正人君）   

 清議員のご質問にお答えをいたします。 

 耕地課で把握いたしております枯れ松の危険箇所が９カ所、落石箇所が２カ所確認してございま

す。 

 解決策につきましては、先ほど建設課長が答弁されたとおり、現在のところございませんが、注

意喚起のために看板等などの設置や、専門業者からの意見を参考に進めていきたいと思います。 

 今後も、撤去の依頼や危険とみなしたものに関しましては、速やかに対応をしてまいりたいと思

っております。 

○５番（清 平二君）   

 私が、西部地区で知る限りは４カ所あります。上成川線で１カ所、小島上晴線で１カ所、明眼線

等この３カ所は、通行止めなどを行い、緊急に対策が必要だと思われますが、いかがでしょうか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 緊急に対策をできればしたいと思いますが、予算もありますし、それに通行止めするとなれば、

迂回路等も整備ちゃんとしないといけないので、すぐにとはできないと思います。 

○町長（大久保明君）   

 明眼の大きな岩に関しましては、数年前にも通行止めをして、いろいろ調査をした結果、あの岩

はかなり安定した形でありますので、その時、落石があったんではないかといういろんな心配があ

りましたけれども、ずっと振り返ってみますと、あの岩はほとんど固定した形でありますので、本

当、見た感じ倒れそうですけれども、安定しているというふうに理解をしております。 

○５番（清 平二君）   

 やはり、安定したと言いますけども、現在、日本では想定外の事故が起きています。やはり、私

たち伊仙町では、やっぱり住民の生命が第一であると考えるならば、予算がないとか、迂回路がで

きないとかいうのじゃなくて、やっぱり人命を大事にしていくのが基本だと思いますけども、あの



― 57 ― 

明眼線は通学路のほうになっているものと思われます。 

 犬田布中学校の、小中学生がどのような気持ちであそこを通学しているのかと思うと、本当に怖

いです。私もあそこを通るたびに、早く通り抜けを、地震が来ないうちに早く通り抜けようという

気持ちでいつも通っていますので、やはり、予算とか迂回路とかいう問題じゃなくて、やっぱり伊

仙町の住民の生命を守るということを基本に考えてほしいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○建設課長（松田博樹君）   

 明眼の森の件なんですけど、明眼の森は国の天然記念物となっていまして、あそこを落石のあれ

を撤去するのにも、国に申請をして、その申請するときに調査費が3,000万ほどかかるということ

で、あと、国の許可が得られるのも二、三カ月かかるということになっています。 

○５番（清 平二君）   

 私が申し上げているのは、やはり、人命第一だということを考えてほしいと思います。 

 国の許可が２カ月かかるんだったら、何で２カ月前、わかっているんだったら、その前に許可を

取って、調査をしてやらないといけないんじゃないでしょうか。 

 金額も3,000万円ぐらいかかるとわかっていますので、やっぱり緊急ですので、その辺のところ

をきちっと調査してわかっているわけですので、早目の工事をして、伊仙町住民のために頑張って

ほしいと思います。 

 あと、この他に町内に何カ所か把握しているのがあれば、ハザードマップ等があれば示していた

だきたい。 

 私たちここにいる議員のみんなも、ハザードマップを利用して、町民に、ここ危険箇所だよ、こ

こは早急にできるのだよということを知らせることができると思いますので、そのハザードマップ

があるのかどうか、あればみんなにお配りしてほしいと思います。 

○建設課長（松田博樹君）   

 何カ月前だったかちょっと忘れましたが、伊仙町防災マップというのを全世帯に配布してありま

すので、それで急傾斜危険箇所とかわかりますので、ごらんなってもらったら助かります。 

 以上です。 

○５番（清 平二君）   

 やはりこのような、一刻も早く対応をしてほしいと思いますので、予算とか迂回路とか言わない

で、やはり、伊仙町住民の生命を守るという原点になって取り組んでほしいと思います。 

 そして、私たち議会と町行政とが一体となり、町民が安全で安心して暮らせる町、災害のない町

として全国に発信して、できることを期待し、町道・農道管理についての一般質問は終わります。 

○町長（大久保明君）   

 ２番の職員採用計画についてでございます。 

 ①の年度ごとの職員の採用計画をしているかということでございますけれども、基本的には毎年
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採用ということになっております。けど、今、定年する方々の人数等もあわせ、今後とも理にかな

ったような形で採用をしていきたいと思っております。 

○５番（清 平二君）   

 基本的には年度ごとということですけども、平成29年に実施された合格者数は何名でしょうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 平成29年度の採用試験に関して、合格者数というか、名簿登載者数が17名でございます。 

○５番（清 平二君）   

 これは、先ほど町長がおっしゃられたように、年度ごとにということですけども、17名登録され

ているということですけども、これは30年度中に採用になる予定でしょうか。それとも31年度にま

たがるのかどうか、お伺いします。 

○総務課長（池田俊博君）   

 この登録者の中から、30年度においては、もう既にご存じと思いますが、10名は採用してござい

ます。 

 そして、31年度に残りの７名を採用する予定でしております。 

○５番（清 平二君）   

 その合格者の有効期限というか、これは何か法的根拠はありますか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 すみません、今調べていますので。 

 今、条例のほうを見ています。 

○議長（美島盛秀君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時１６分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時１８分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この件に関しては、伊仙町職員の任用に関する規則第16条により、名簿の失効の中で、名簿が確

定後、１年以上を経過した場合に失効することができるということで、期限においては、次の試験

採用でした場合においてまでは有効ということで、期限的には１年以上あっても、それ以上で失効

させることができるということでなっております。 

○５番（清 平二君）   

 １年、２年の合格で登録できるということですけども、私たち伊仙町は、子宝の町、特殊合計
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出生率は日本一の町ですが、新卒者の受験資格についてはどう思うのか。今年３月に卒業する高

校生、または大学生、この方々が、今年の受験がなかったために、試験が受けられないという人が

出てくると思いますが、これについては、町長、どのようにお考えでしょうか。町長にお伺いしま

す。 

○町長（大久保明君）   

 今年卒業して、高校を卒業、大学を卒業して、どうしても町の職員に受験したいという方も確か

にいらっしゃると思います。 

 過去、伊仙町においては、職員の退職者が少ない時点とか、それから、県の集中改革プランによ

って、これは県もですけども、採用がない、採用が非常に少ない時代がありました。これは、168

人から、今、伊仙町の定員は150人ですけれども、県の指導で140人という形であります。 

 そういった中で、採用のない年が過去にも何回かありました。 

 今後、採用試験を、例えば定年者がゼロとか、これからは２、３名という時代が、今の50歳前後

の方のときは退職者もいないという世代がありますので、そういうときには採用はできないわけで

ありますので、そういう年代のバランスなども考えてみて、それから、県の職員の定数削減という

状況の中で、毎年できなかったという経緯もありますので、今後、できるだけ一人でも二人でも採

用の枠があった場合は、毎年ということも考慮には入れていく必要はあると思います。 

○５番（清 平二君）   

 私が質問しているのは、来年、採用の人数はありながら、この新卒者の高校生、大学生にそうい

う資格とか、そういう機会を与えなかったこと、これは、私たち議会のほうもそうですけども、子

宝の町とか、特殊合計出生率日本一など言って、子供に説明できるでしょうか。 

 やはり、毎年試験を行って、その子供たちにそういう道をあけてあげるのが、私たちの役目だと

思いますが、やはり、この子供たちのことを考えて、私は毎年試験をしてほしいと思いますが、今

後の計画はどうでしょうか。その子供たちのために、気持ちになってお答えしていただきたいと思

います。 

○総務課長（池田俊博君）   

 先ほどから町長が話しているとおり、毎年度実施というのは、それは物すごくすばらしいことだ

と思ってはおります。このことが、本当は望ましいというのはわかってはいるんですが、今、これ

から先、伊仙町というか、公務員の定年が65歳に変更にはなっていきます。そのときにおいては、

定年が２年ごとです。 

 その場合において、またそういうようないろんな制度の改革等ありましたときにおいてどのよう

にするかと、これから先またしばらくは考えながら、毎年度採用、定年者、２年後を見込んで、そ

の半数を採用していくとか、そういうような方向性等を検討しながら、清議員、または、大切な自

分たちの子供たちのために、そういうふうにやっていくように、また努力はしていきたいと、これ

から、思っているところであります。 
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○町長（大久保明君）   

 子供たちが、今、例えば企業が糸木名に出来たときに、企業のほうに就職という形でいろいろ、

各学校を、会社の方とも、私もいろいろ要望に行ったときに、高校生のほとんどが島外に出たいと、

島外に出て一度働いてから帰ってきたいということが中心にありました。 

 今年度、この糸木名の会社に２人ほど高卒の方が、その予定をしておりましたけども、 終的に

はどうしても本土に一度行ってみたいというふうな話もございました。 

 以前、南西糖業がそのような制度を設けておりましたし、たしか去年か今年１人、高卒の方が採

用をされたと思います。 

 長寿・子宝の町であるわけですから、雇用を生み出していこうということで、町職員に限らず、

あらゆる企業誘致、あるいは、それから、子供たちが島に帰ってこれるような住宅政策などを行っ

た結果が、社会的な人口増加という、これはどこにもなかなかできないような成果を生み出してお

りますので。 

 もちろん、今は総務課長が話したような町職員として、高校を卒業して頑張りたいという方が、

去年の受験生で１人いらっしゃいましたけれども、その方は、本当は都会に行きたいというふうな

話もしておりましたし、本気で、これは失言ですけども、ただ受けてみたいという気持ちだけだっ

たような、成績も含めて思いましたので、島から一遍出てみたいというのは、ほとんどの高校生の

気持ちにあります。 

 ですから、その若者が島に帰ってこれるような、今、農業支援センターをつくったり、それから、

住宅政策、わかったことは、住宅を、民間で安い住宅を中心部以外につくったら、間違いなく子供

たちは帰ってくる状況になりますので、今後とも、この前のモスク・クリエイションという会社を、

徐々に地元の人で採用して、５人まで持っていきたいと。 

 また、徳之島ビジョンの方も、町内の方々、若者を採用していくというような形で、今後、私た

ちはいろんな企業の、徳之島への誘致を今後ともやってまいりたいと思うし、いろんな、高齢者の

方々が島で、帰ってきて、第二の人生を送りたいと、そして、その方々、いろんな、介護を受ける

方々があっても、障害のある方々であっても、出身者でなくても、この健康長寿の伊仙町で住んで

みたいと思われるような政策をする、その 大の目的は雇用でありますので、そして、人口を維持

していくと、そういうふうな政策を今後とも全力で取り組んでまいりますので、島の若い子供たち

が本当に、どの町よりも多く帰ってこれるような町を、今まで以上に推進してまいりたいと思いま

す。 

○５番（清 平二君）   

 今、高校生のお話が出ていますけども、やっぱり新卒の方が出ていって、帰ってくる可能性があ

ると思います。やはり、こういう子供たちのためには、私は、門を開いておくべきだろうと思いま

す、伊仙町として。 

 定年する人がいないからとか、いろいろ理由はあると思いますけども、その辺のところはしっか
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りとした対応をしていただき、計画的に採用をし、この若者の芽を摘んではいただきたくないんで

す。ぜひ、若者を、新卒者がいたら、その方々を伊仙町役場に入れていただきたい。私のその気持

ちをわかっていただき、伊仙町発展のために頑張っていただきたいと思います。 

 また、国の地方分権改革の推進、発展、進展による事務の権限移譲など、業務量は増加の一途を

たどっていると思います。さらに、その内容も高度化、複雑化してきている中、財政状況も厳しい

中、さらにまた、厚生労働省から出している障害者雇用等の義務化も課せられています。 

 また、伊仙町は、職員は伊仙町の財産でもあります。職員の採用試験については、憲法第14条及

び地公法第13条、平等・公開の原則を 大限尊重されますよう期待し、私の一般質問といたしま

す。 

 終了いたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで、清 平二君の一般質問を終了します。 

 次に、杉山 肇君の一般質問を許します。 

○１番（杉山 肇君）   

 町民の皆様、おはようございます。議席番号１番、杉山 肇です。 

 平成30年第３回定例会におきまして、議長より許可がおりましたので、一般質問に入っていきた

いと思います。 

 通告順にいきますので、よろしくお願いします。 

 １番目に、公営住宅について、一つ、建設予定地の選定はどのような形で行われているのか伺

う。 

 次に、西部地区において、過去何年間かを見てみると、西犬田布集落、崎原集落、上晴集落に建

設がされていないようですが、今後予定されているのか問う。 

 次に、中部地区において、中伊仙東集落には、公営住宅が昔からありませんが、集落の地域力の

向上のために、ぜひともとの声が集落青年団から聞こえておりますが、早期計画、早期実現ができ

ないか問う。 

 ２番目、中学生までの医療費について。 

 現在、医療費の自己負担について、未就学児までが２割、それ以降は３割となっていますが、子

育て世代の負担軽減を考えると、無償化も不可能ではないと考えられますが、無償化に向けての考

えを問う。 

 ２回目からは、自席にて質問をさせていただきます。 

○町長（大久保明君）   

 杉山 肇議員の質問にお答えいたします。 

 １番の１、公営住宅については、随時、老朽化した住宅を県の計画により、今、立て直しをやっ

ている状況でございます。 
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 詳細については、担当課長のほうから答弁をしてもらいますけれども、今、町営住宅と、それか

ら、民間に家賃の安い低廉化した住宅は、これは民間の会社につくってもらって、町がこれをＰＦ

Ｉという形の中で買い取って、そして、15年間でリース料を払うというふうな仕組みをやっており

ますけども、これは、住宅の家賃の格差が問題になりますので、周辺部の集落を中心にやってまい

りたいと考えております。 

 あと、県営住宅につきましても、知事にそのことを要望しております。これは、私たちがやって

いるこの各集落、特に周辺部の集落に、県営住宅を１戸でも２戸でも各集落につくっていただきた

いという要望は、今後ともこれは強く要望をしてまいりたいと思っております。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの杉山議員の質問にお答えします。 

 １番目の質問なんですが、平成23年度に策定されている伊仙町公営住宅長寿命化計画によって選

定しております。 

○１番（杉山 肇君）   

 長寿命化計画です。平成23年度ですか。 

 その中に盛り込まれていないと思うんですが、なるべくだったら、地域の住民、自治会など、企

業等といろいろな方々がいますが、結局はその集落の人が一番、集落の身近な課題を解決したりす

るちゅうのがありますけど、こういうのもなるべくだったらこの中に、判断の中に入れてもらえた

ら助かります。 

 次行きます。西部地区において、過去な年間かを見てみると、西犬田布集落、崎原集落、上晴集

落に建設なされていないようですが、今後予定をされているか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 杉山議員の質問にお答えします。 

 現在のところ、西犬田布集落、崎原集落、上晴集落は予定されていませんが、ただいま杉山議員

が言われたとおり、集落の要望等があれば、集落の要望や地域の状況を勘案し、長寿命化計画を変

更していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○１番（杉山 肇君）   

 これちょっと関連になるんですけど、西部地区に一番の観光地、犬田布岬があるんですが、そこ

の山側にも町営住宅でした、あったのが。そこは、今現在、人が住まわれているんですか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 現在、１世帯住んでおります。 

○１番（杉山 肇君）   

 わかりました。 

 次行きます。 
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 中部地区において、中伊仙東集落には、昔からその公営住宅がありませんが、集落の地域力の向

上のためにぜひとの、集落青年団からの声が聞こえておりますが、早期計画、早期実現ができない

のか問う。 

○建設課長（松田博樹君）   

 先ほどもお答えしましたとおり、集落からの要望や地域の状況を調査し、必要なら長寿命化計画

にのせて実施したいと思います。 

○１番（杉山 肇君）   

 これも関連になるんですけど、中伊仙東の現在の状況なんですが、この中伊仙東集落というのは、

北側が狭く、海側に広い集落の形になっているんですが、北側の距離で言うと150メーター程度、

三島商店から伊仙カーシテイーまでの間が中伊仙東集落になっているんです。その県道の山側には

中伊仙東じゃなく、東伊仙西という形になっているんです。 

 三島商店から伊仙カーシテイーまでの間に集落の入り口となる道路が、３本の道路が入っている

んですが、その１本には住居があるのにもかかわらず、昔からの側溝も整備されておらず、生活排

水も敷地内に垂れ流しの状況になっております。 

 その横道に行きましたら、一方に側溝があるんですが、側溝にふたもされていないと、雨降りの

後とかは、天気がよくなったら物すごく悪臭が出たり、年配の方が車の離合をするときに、車の脱

輪をさせてしまったり、そういうのが多々ちょっと続いていますので、その青年団のほうから強く

これはどうにかという意見が出ているんですが。 

 進む集落ばかりが整備されていくんじゃなしに、大体その集落の平等性というのも考えるべきで

はないかと、その青年団のほうから強い声が出ていますので、なるべく早期実現を目指していただ

きたく、お願いします。 

 これで終わります。２番目で…… 

○議長（美島盛秀君）   

 答弁要らないの。 

○１番（杉山 肇君）   

 いいです。次行きます。 

 現在、医療費の自己負担について、未就学児までが２割、それ以降は３割となっていますが、子

育て世代の負担軽減を考えると、無償化も不可能ではないと考えられますが、無償化に向けての考

えを問う。 

○町長（大久保明君）   

 今、国のほうの大きな社会保障制度の中で、多世代型社会保障制度という形で、高齢者に重点を

置いた社会制度保証から、子育て世代という形に今なってきておりますので、そういった中で、消

費税が来年の10月に上げると同時に、子供たちの医療費、保育料を全国一斉に無料化しようという

ふうな公約がございます。 
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 この公約が100％実現されるかどうかはまだ不透明な面がありますけれども、そうした場合に、

いろんなまた、財政負担をどうなるかということで、それは国がある程度の交付税措置はすると思

いますけれども、各自治体の負担が相当かかるのではないかと、町村会などは懸念もしている状況

であります。 

 ただ、医療費に関しましては、県下においてかなりの自治体が無料化しておりますので、伊仙町、

これは、細かいことは担当課長のほうから答弁していただきます。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 杉山議員の質疑にお答えいたします。 

 少子高齢化社会の課題として、子育て支援をどうするかといった点から、鹿児島県もこの10月か

ら住民税非課税世帯における就学前の乳幼児医療を対象に、窓口負担をなくする制度が始まりま

す。 

 また、県内の多くの市町村が、対象年齢や課税状況の有無などの要件等に違いはありますが、そ

れぞれ子供の医療費の負担軽減に対する政策をとっているようです。 

 本町におきましては、まだ未就学児に対する医療費助成につきましては、非課税世帯は全額個人

負担分が償還払いとして助成されておりますが、課税世帯については１人当たり3,000円を超えた

額が助成の対象額となっております。 

 天城町が昨年度より中学生までの児童の医療費全額助成を行っていますが、本町におきましても、

必要な医療につきましては受診ができるように、次年度実施に向けて検討をしていきたいと思って

おります。 

○１番（杉山 肇君）   

 これは単に中学生までの医療費を無償化にするとかじゃなくて、いろいろやっぱり行政側の考え

方があると思うんですが、例えば、一気に中学生まで無料にせずに、小学生だけ、その中にくくり

をつけて、例えば各種税金、各種料金等完納後に支払いを実行するといった、そういうことを織り

込んだら、もっと前向きに考えれるんじゃないかと思いますが。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 おっしゃるとおりで、財政難ではありますが、小学生までにするか、中学生までにするかという

ところは、また財務と相談しながら進めていきたいと思います。 

 そういった中で、実施しております天城町さんにもお伺いしましたら、メリットとしましては、

権利と義務ですけれども、例えば税務課等で納税状況、そこを確認しまして、納税をしていただい

てから、申請時に、この乳幼児・こども医療費の助成の申請をする際に、町税の納入状況を確認し

て、納めていただいてというところも実施しているってちょっとお伺いしましたので。 

 伊仙町におきましても、そういった面では、家庭状況におきましては厳しい世帯もあるかもしれ

ませんので、分納でしたりとか、その辺の対策も講じながら、そういった面でもメリットは出てく

るのではないかというふうには考えております。 



― 65 ― 

○１番（杉山 肇君）   

 ぜひ前向きに早期の実現を、お考えください。 

 以上で、終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで、杉山 肇君の一般質問を終了いたします。 

 次に、上木千恵造君の一般質問を許します。 

○８番（上木千恵造君）   

 町民の皆さん、おはようございます。議席番号８番、上木千恵造でございます。 

 ただいま議長より、一般質問の許可がありましたので、通告書に従い質問いたします。 

 １点目、公共施設の維持管理、改修計画について。 

 ①平成28年３月策定の伊仙町公共施設等総合管理計画では、公共施設に関する情報は、公共施設

マネジメントシステムを導入し、公会計管理台帳などと合わせて財産管理を所管する部署で一元管

理体制を構築するとなっているが、これらの計画の現段階での進捗状況はどうなっているか伺いま

す。 

 ②ほとんどの施設が昭和40年代から50年代前半に建設された施設であり、耐用年数が間近で老朽

化が進み、建てかえ時期になっている施設も多いと思いますが、今後、どのような計画を考えてい

るのか、お尋ねします。 

 ２点目、学校施設の維持管理、改修計画について。 

 ①学校施設の維持管理費用は年間どれぐらいかかっているのか、伺います。 

 ②町内の各学校校舎で、耐用年数を過ぎ、建てかえ時期が来ているところが何校ぐらいあるのか。

あわせて、今後の改修計画については、どのような考えを持っているのか、お尋ねします。 

 ③学校建設において、民間資金を活用したＰＦＩ事業の導入は可能なのか、お尋ねします。 

 大きな３番目。町営住宅の維持管理、改修計画について。 

 現在、町で管理している町営住宅は何戸あるのか、伺います。 

 ②今後５年間の町営住宅の改修計画はどうなっているのか、伺います。 

 ③町内の各集落で町営住宅のない集落があるのか、伺います。 

 ④平成28年から29年にかけて、阿三、阿権、小島集落等で民間資金を活用したＰＦＩ事業により

建設した定住促進住宅は、今後も引き続き計画する考えはないのか、お尋ねします。 

 これで、１回目の質問を終わります。２回目からは自席で質問させていただきます。 

○町長（大久保明君）   

 上木千恵造議員の質問にお答えいたします。 

 平成28年３月に策定いたしました伊仙町公共施設等総合管理計画に基づきまして、現在、町の委

員会を設けまして検討している状況でございます。詳細については、担当課長のほうから答弁をし

ていただきます。 
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○総務課長（池田俊博君）   

 ただいまの上木議員のほうの①について補足説明をいたします。 

 これは伊仙町の公共施設等総合管理計画の中の全町的な取り組み体制の構築及び情報管理、共有

方策として一元管理体制を構築していますが、公会計管理台帳の整備は、一応今、なされて、平成

28年度決算の分においては公表はしてございますが、なかなか１年、これまでの流れにおいて、財

産の管理台帳等、過去までさかのぼっていって、それの金額がどうのこうのというのまでは精査を

している段階でございます。また、これをいかにして、全町的に、どのように活用できるかという

ことに関しては、これからまた、公共施設等検討部会のほう等においてもまた、やっていきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○８番（上木千恵造君）   

 先ほどの町長の説明では、何といいますか、もう立ち上げて、計画始まっているという答弁でし

たけれどもね。今、池田総務課長の話は、何か、今後やっていくというような答弁でありましたけ

れども。 

○総務課長（池田俊博君）   

 舌足らずで申しわけないですが、これは公共施設のほうで話し合いをしていて、②のほうで、こ

の部分については話をしていこうかと思っていたところでございました。 

 この中において、伊仙町のほうにおいて今、公共施設等総合整備検討部会というような形で、月

に２回、今４回ほど会合をした状況でございます。７月の全員協議会のほうでも、このようなこと

を一応、お話をしてございますが、その以降についてまた、機会がありましたら、議会のほうにも

報告ができるような形でやっていきたいと思っております。 

○８番（上木千恵造君）   

 検討委員会を立ち上げて４回ほど会合をしたということですので、これはもう長い計画、平成27

年から平成56年度までの30年間、末永いスパンの計画ですので、じっくり検討していただいて、今

の施設がより安全で、また、町民の皆さん、利用しやすい施設になっていくように努力していただ

きたいと思います。 

 これで１番目は終わります。 

 次に、②の、ほとんどの施設が四、五十年たって老朽、建てかえ時期になっていると思いますけ

れども、先般のきのうの補正の中で、未来創生課長から各集落の公民館については、ことし、何カ

所か改修していくという答弁がありましたけれども、今後とも、集落の公民館施設については、順

次改修していく計画があるのかどうか、お伺いをさせていただきます。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 きのうの補正予算の中でも、ちょっと質問があった中で答えるんですが、今回、町有施設の改修

事業につきましては、地方創生の推進交付金事業、平成30年度まで、ことしでこの事業は終わりで
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す。新たにまた、総務省等のこの地方創生の事業、また別の事業が出たときには、こういった集落

の公民館を改修できるような事業を、計画をして申請したいと思っております。 

 なかなか規模が多い中、これといった公民館を改修する事業がなかなか見つからない中で、少し

でも優位な事業をとって、各集落の希望にこたえられるようにしていきたいと考えております。 

○８番（上木千恵造君）   

 ちなみに、ちょっとお伺いしますけど、現在、各集落、全体は、伊仙町でどれぐらいの集会所施

設があるのか、わかれば教えていただきたいと思います。 

○総務課長（池田俊博君）  各集落の集会施設ということで、伊仙町公共施設等総合管理計画の23ペ

ージにありますが、今、集落のほうにおいては、町のほうで25施設等を今、こっち側に載せてござ

います。 

○８番（上木千恵造君）   

 各集落見てみますと、外側のペンキがはがれたり、トイレが漏水したりする箇所が、うちが見た

限りでも何カ所かあると思います。 

 さっきの未来創生課長の話では、今後、そのようなところを調査して、順次、国の事業でもない

かということを模索していくということですので、今後検討していただきたいと思います。 

 ペンキがはがれてみすぼらしいとこ、何カ所か、２、３カ所、極端にひどいところがありますけ

れども、これは多くはお金はかからないと思いますけれども、補正でも組んでいただいて、今後や

る考えはないのか、お尋ねします。 

○総務課長（池田俊博君）   

 区長会等、そういうときにおいて、区長のほうからも、各集落の集会施設等が少し修繕等必要じ

ゃないかということで、お聞きはしております。また、そこら辺のところを、また保健福祉課長と

か経済課長、関係する課長等と検討しながら、できる限り、長寿命化に持っていけるような形でや

っていければと思っております。 

○８番（上木千恵造君）   

 この各集落の施設については、順次計画して、今後前向きに検討していただきたいと思います。 

 それと先般、役場の耐震調査を入札したということをちょっと聞きましたけれども、今後、この

耐震調査について各施設と、例えば東部公民館、中央公民館、西部公民館ですか、このあたりを耐

震調査する計画はないのか、ちょっとだけお尋ねしてみたいと思います。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今の段階において、耐震の調査等は計画はしていないんですが、施設が、もうこうやって老朽化

してきますと、耐震等の調査等も必要となってくると思いますので、また、そこら辺のところを検

討していきたいと思います。 

○８番（上木千恵造君）   

 耐震調査をして、早めに改修計画を前向きに検討していただきたいと思います。 
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 それと、この各公民館、例えば東部、中部、西部、この辺のところ、民間に委託するとか、そう

いう方法は現在検討しているのか、また、考えられるのか、お尋ねします。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今の公民館のほうで民間のほうに委託しているのが、西部地区の公民館のほうは西部のほうの保

育所のほうに、同時に、同じ敷地内でありますので、管理を委託してございますが、ほかのところ

に関しては、今のところは、そういうような計画はしてないところでございます。 

○８番（上木千恵造君）   

 この伊仙町公共施設等総合管理計画書では、集落施設については、将来的には、各集落に譲渡す

るか管理を委託するというようなことが書いてありますけれども、このことについても、随分前向

きに検討していただいて、集落が自由に使われるのが考えであったので、前に進めていっていただ

きたいと思います。 

○町長（大久保明君）   

 今、集落、町と関係のない集会所がありまして、崎原の中原集会所というところは、これ、出身

者の方が資金を提供して改修いたしました。また、同じように去年、上トウバルの集会所もトイレ

を出身者の方々が改修してありました。典型的なのは、老人と子どもの家が崩落で解体いたしまし

て、そこは、出身の方が、未来館という形でつくっていただきましたし、また、西目手久集落のト

イレ等も、出身者の方々と地元の方々が、協力してトイレを改修しています。 

 ですから今後、民間の方々に経営、運営管理もしていただくということになれば、私は、その出

身者の方々のふるさとに対する強い思いがあるわけですから、例えば、鹿浦小学校が何十周年だっ

たかな、記念のときに、募金をかなり集めまして、そのお金で入学者に、１人に対し３万円を提供

する、学用品を含めて提供するというような形などで、子供たちも、入学が増えてきたりしており

ますので、今後、出身者の方々、またいろんなＯＢの方々との集落の公民館の運営に関しましては、

かなり協力を連携していくと。そして、維持管理も全て地元でやっていくということは、今、上木

議員が話したような流れはつくり出していける可能性は十分あると思いますので、しっかりと取り

組んでまいりたいと思います。 

○８番（上木千恵造君）   

 ぜひ前向きに検討して、使い勝手のいい施設にしていただきたいと思います。これで１番は終わ

ります。大きな２番、お願いします。 

○教育長（直章一郎君）   

 上木議員の質問にお答えします。 

 ①については、課長のほうから具体的に説明があります。 

 学校施設につきましては、安全性を 優先して、必要に応じた部分的な改修等を行い、施設の維

持管理に努めてきました。しかしながら、校舎や施設の老朽化に伴う広範囲に及ぶ外壁の損傷等に

つきましては、部分的な改修では解決が困難であるため、小規模校４校の校舎を対象とする抜本的
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な大規模改修が必要であると考えています。今後の事業の実施に向けては総合的に検討し、年次的、

計画的に取り組んでまいります。 

 民間資金を活用したＰＦＩ事業の導入については、文部科学省も地方公共団体において、ＰＦＩ

の検討や円滑な実施ができるように支援していますので、導入については可能であると認識してい

ます。 

 具体的なことはまた、課長が答弁いたします。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 ただいまの上木議員の質問にお答えいたします。 

 学校施設の維持管理費用は年間どれぐらいかかっているのかということですが、平成27年度末で

１億2,400万円程度かかっております。 

○８番（上木千恵造君）   

 １億2,400万円ほど、これ、11校合わせて１億2,400万円ということですね。 

 そしたら、この維持管理費用について、例えば、 近新しくできた犬田布小学校は、小学校なん

かで一番新しくできたと思いますけれども、それと、古い学校、喜念とか鹿浦、その辺の管理コス

トというか、比較のようなのがありましたら、お願いしたいと思います。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 延べ面積に対するコストの比較ということで、喜念小学校は、ちなみに１ｍ２当たり8,147円か

かっております。ちなみに、犬田布小学校が3,722円ということです。 

○８番（上木千恵造君）   

 このコストの面を見てみますと8,147円と、犬田布小学校が3,722円と、そういうことで、３倍近

くの格差があるようです。学校が古いので、そういうような格差が出ると思いますけれども、教育

長のご説明では、今後、改修計画を立て、順次計画しているようなことの答弁がありました。そう

いうことで今、耐用年数が来ている学校は何校ぐらいあるんですか。 

○教育長（直章一郎君）   

 耐用年数は60年と思いますけども、耐用年数が過ぎている学校が２校あります。喜念小学校と鹿

浦小学校。 

○８番（上木千恵造君）   

 ちなみに、耐用年数というのは、僕の記憶では50年か60年だと思いますけれども、コンクリート

については、何年ぐらいなんですかね。 

○教育長（直章一郎君）   

 専門家ではありませんので具体的なことはわかりませんけども、僕の記憶では、耐用年数は60年

だったと思いますけども、だれか。 

○８番（上木千恵造君）   

 たしか60年だと思います。そういうことで、今、喜念小学校、鹿浦小学校についてはもう、既に
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60年を過ぎ、もう63年から64年目に入ってますかね。古い学校、また子どもたちも危険性を感じて

いると思います。ぜひ前向きに、この改修計画については、年度を引き寄せてでも前向きに検討で

きないのか、教育長のほうに再度お尋ねします。 

○教育長（直章一郎君）   

 なるべく早く、いろいろ、そういった要望もありますので、喜念小学校、鹿浦小学校、もちろん、

馬根とか阿権もありますので、その建設ついては、なるべく早く実施できるように頑張りたいと思

います。 

○８番（上木千恵造君）   

 頑張っていただきたいと思います。 

 総務課長、財政面からこれ、来年、再来年と実現できる可能性があるのかどうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 教育委員会のほうで、その部分で、文科省のほうに申請していけば来年度でも、今年度でも申請

して、文科省が確認済が降りればすぐにできる可能性があると思います。 

 これはなぜかというと、事態として、文科省が、一応は形としては２分の１の補助、そして、教

育施設整備事業債を使えば、一応、町の予算はそれほど、実際の一般財源を使わなくてもできるな

らば、今、利率が安いうちにやったほうが財政としては助かるというような形です。 

 確かに、これを措置していくと、いわゆる公債費の残高が増える。そこら辺のところはまた、議

会の皆様方との意見交換しながら、そこの増える部分と、あと施設を整備していく部分のつり合い

をとりながらやっていければと思っています。 

○８番（上木千恵造君）   

 先般、鹿浦小学校、喜念小学校は議会でも視察に行きましたけども、やっぱり鹿浦小学校の中は

危険で、使えない教室を、閉鎖している教室も２つぐらいありました。そういうことで、この問題

については早急に申請すればできると今、総務課長おっしゃっていますので、ぜひ申請して、31年

度か32年度で予算に計上して、早急に進めていってほしいと思いますが、再度、教育長、決意をお

願いします。 

○教育長（直章一郎君）   

 頑張ります。 

○８番（上木千恵造君）   

 力強い返事でしたので、期待しておきたいと思います。これで②は終わります。 

 ③のＰＦＩを導入するのも可能ということですかね。 

○教育長（直章一郎君）   

 文部省も、さっきも言ったように、そういったことを積極的にはしていますので、可能であると

理解しています。 
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○８番（上木千恵造君）   

 これちょっと、技術的なことになると思いますけど、例えば１億円かかるとします。このうちの

半分は50％、国から補助いただきますよね。残りの半分について、ＰＦＩを導入することはできる

のかできないのか。どうですかね。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ＰＦＩ事業ですけど、これは、これからまた勉強もしていかなければならないところなんですけ

ど、これが有効に、交付金とかそういうのがつくかどうかというのもまた、これから文科省のほう

と勉強して、そうしてやっていかなければちょっと、今のところ、ぱっと答えられるような問題、

私やってなかったもんですから、すいませんが、よろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 ちょっと待ってください。 

 職員の皆さんにお願いします。こういう一般質問が通告されてますので、きちんとその利用、方

向性、それからきちんと調査、精査をして、しっかりと答弁ができるように、今後お願いします。 

○８番（上木千恵造君）   

 このことについては、ぜひいろいろ調査していただいて、補助率、財政支出が少ない方向で建設

を進めていっていただきたいと思います。学校建設②については、これで終わります。 

 大きな３番、お願いします。 

○建設課長（松田博樹君）   

 上木議員の質問にお答えします。 

 現在、伊仙町が管理している住宅は101棟326戸管理しております。 

○８番（上木千恵造君）   

 この326戸というのは、現在、入居者がいる、入っている戸数ということですかね。 

○建設課長（松田博樹君）   

 そのうち、老朽化、耐震上の理由で使用されてない住宅が１棟２戸、政策空き家として28棟76戸

あるんですが、そのうち、57戸が空き家になっております。 

○８番（上木千恵造君）   

 現在入居している住宅は250戸ぐらいということになりますので、今、住宅の申し込みとかそう

いうのは、ちょっと何人ぐらい申し込まれて、現在もまだ入れない人がいるのか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 現在、66件ほどの申し込みがあります。 

○８番（上木千恵造君）   

 66件ほどの申し込みがあるということですけど、住宅の需要については、まだまだこれから増え

てくると思います。そういうことで、②の今後５年間の改修計画等がわかっていれば教えていただ

きたいと思います。 
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○建設課長（松田博樹君）   

 現在の計画において改修する予定なのが佐弁１棟と検福、糸木名が計画されていますが、新築住

宅をつくっていく兼ね合いがありますので、財務とも相談しながら改修等もしていきたいと思って

おります。 

○８番（上木千恵造君）   

 ことし、30年が目手久地区を建設しますよね。31、32、33年とずっと計画あるということです

か。 

○建設課長（松田博樹君）   

 一応、長寿命化計画のほうに34年度から佐弁、検福、糸木名を計画しているところです。 

○８番（上木千恵造君）   

 34年からということで、もう31、32、33年は、とりあえず、住宅建設はないということですね。 

○建設課長（松田博樹君）   

 一応、新築がこれから３年間して、あと34年度から改修という計画になっております。 

○８番（上木千恵造君）   

 要は、引き続き計画はあるということですよね。わかりました。 

 さっきの３番、町内の各集落で、これは杉山議員とかぶりますので、もう３番はいいです。 

 ４番、今後ＰＦＩ事業、先ほど町長がちょっと答弁しましたけれども、今後とも計画する考えが

あるのかどうか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ＰＦＩ事業ということで、今後も計画する予定ですが、先ほど町長の答弁もありましたとおり、

大規模工区での計画は、現在の町営住宅等の家賃の格差が大きく、難しいと思いますので、小規模

工区を中心に、現在、町営住宅のないところを計画していきたいと思っております。 

○８番（上木千恵造君）   

 先ほどの杉山議員のあれです。上晴とか崎原とか、西犬田布とか、住宅が、今のところ計画はな

いということで、あの辺西部地区に、まだこういうＰＦＩ事業を導入して人口増につなげていって

いただきたいと思います。 

 このＰＦＩ事業というのは土地があればできるわけですので、前向きに検討していただいて、特

に、西部地区が人口も少なくなっていますので、西部地区あたりを中心に、ぜひ進めていっていた

だきたいと思います。町長、お願いします。 

 これで質問を終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 注意をしときます。 後までしっかりと質問をする。そして、しっかりと答弁をする。こういう

きちんとしたけじめをつけてください。 
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○８番（上木千恵造君）   

 はい、わかりました。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで上木議員の一般質問を終了します。 

 これでしばらく休憩します。 

休憩 午前１１時１８分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時００分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 福留達也君の一般質問を許します。 

○１０番（福留達也君）   

 皆さん、こんにちは。１０番、福留でございます。ただいま、議長の許可がありましたので、平

成３０年第３回定例会において、一般質問を行いたいと思います。 

 通告してありました障がい者福祉政策に関し、幾つか伺いたいと思います。 

 まず１点目、障害者雇用促進法に基づき、民間企業や国、自治体に一定割合以上の障がい者を雇

うよう義務づけがなされているのが障害者雇用率制度であります。現在、国や全国の自治体におい

て、障がい者数の水増し問題が社会問題化しておりますが、伊仙町においてはそのようなことがな

かったのか、伺いたいと思います。 

 次に、国においては、年金、医療、介護費等、いわゆる社会保障費の負担軽減策が講じられ、障

害者福祉政策の分野においては、障がい者の長期入院を認めず、在宅へ帰す政策がとられています。

長期入院患者を在宅へ帰すとき、まず、受け皿としての自宅があります。けれども、自宅には高齢

の親御さんがいらっしゃる。40から60代の障害を抱えた方の親御さんの年齢は、60代後半から90代

の高齢者の方であると思われます。 

 そういった方は、自分の日常生活を維持していくのが精いっぱいである方が大半であると思われ

ます。そういった状況に、病院から子供や兄弟が退院させられ自宅に戻されると、面倒を見ること

になる親御さん自体の生活も大変なものになってしまうことは、だれにだってわかることだと思わ

れます。 

 このような流れの中において、受入態勢として自宅以外の住居の問題、あるいは支援体制として、

生活支援や見守りの体制など、伊仙町における受入支援体制がどうなっているのかを伺いたいと思

います。 

 ３点目として、障害の程度により、就労時における雇用形態はさまざまであり、一律ではないと

思われますが、伊仙町内における就労支援、これは、いわゆる働く場の確保でありますが、これら

の就労支援の現状を伺いたいと思います。また、仮に、役場での雇用となった場合に、終日勤務ば
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かりではなく２時間から３時間、あるいは半日勤務、こういった雇用のあり方は可能なのか。 

 現在、役場内において、条例や規則等が整備され、それらにのっとって雇用を行っているのかを

伺い、１回目の質問を終わります。 

○町長（大久保明君）   

 福留達也議員の質問にお答えします。 

 １番に関しましては、総務課長のほうから答弁をしていただきます。 

 先ほど調べましたら、今、日本人の約６％が障害があります。精神障害の方々が320万人、身体

障害者が366万人、知的障害者が55万人ということになっております。 

 後でまた述べますけれども、この障がい者雇用が今、社会的問題になっていますけれども、この

国や自治体には何のペナルティもないそうですけども、企業において2.2％という形で、その不足

分は、納付金という形で納付しなければならないそうでありますので、これからの社会は共生社会

という、今、国が１年ぐらい前から言い出してきたことは、地方創生から１億総活躍の時代から地

域共生社会というふうに表現が変わってまいりました。これは、伊仙町などが取り組んでいる各集

落の活性化、そして、伝統文化の復活そのものが地方創生であるという、私たちが考えていたこと

を国が共生社会という形で入ってまいりました。その中で、障がい者の雇用も含めて、いろんな解

決すべき課題があるということであります。 

 例えば、イギリスではもう、この法定雇用率を撤廃して、障がい者の実情に合った仕事の提供と

いう形で、時間とか働く密度なども考慮した形が進んでいるということであります。 

 例えば、私が前、金森ひろみさんと一緒にドイツに視察に行ったときに、ある農家、これは無農

薬農家に行きましたら、ほぼ全員が知的障がい者の方でありました。ただ様子がおかしいなと思い

ましたけども、その方々が、やっぱり１日、半日ぐらい働いているとか、日本でもそういうふうな、

徳之島町の水耕栽培では、１日３時間働いておりますし、それから、徳之島病院のあけぼの会の

方々も、いろんな清掃活動に働いてきておりますので。 

 行政としても、例えば今、条例とかで設定できないかということでありますけれども、これはま

だ、国内ではどこもやってないわけでありますので、伊仙町と伊仙町議会が、このような条例を制

定していくということは可能ではないかと思っておりますので、今後取り組んでいかなければなら

ないとは思っておりますので。 

 時代はもうそういう時代になってきたし、前も申し上げたように、例えば、刑務所においても、

欧米では、壁のない刑務所というのは、もう普通になってきとるし、精神科の病院においても、鉄

格子なんかすべて撤廃されてる時代になりますので、これから、労働力は雇用人口が減っていくと

いうことですけれども、その中で、障がい者の果たす役割というのは、いろんな介護施設において

も、例えば、知的障がい者であるダウン症の子どもたちが、今は大人も含めてですけども、いろい

ろ福祉施設で配膳したりということは、非常に高齢者の方にとっても非常に回復が早いと、まさに

そういう、老若男女が、また、障害があるなしにかかわらず活躍する、そういう時代というものを
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つくり出していかなければならないし、伊仙町において、そのような仕組みを、全国に先駆けてや

っていこうという意欲と気概があってもいいんじゃないかと思っております。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ただいまの町長の答弁に補足を少ししていきたいと思います。 

 まず、伊仙町における障がい者雇用率ということで、平成28年度が3.57、平成29年度が3.74で、

法定雇用率は2.3ということで、それ以前まで、29年以前は雇用率を充足していて不足はなかった

ということなんですけど、それが平成30年度になりますと1.79ということになって、そしてしかも、

法定雇用率は2.5に上がって、どうしても１人足りないという形となってしまいました。このこと

について、この数値が減少したということは、平成30年の３月31日において、重度身体障がい者の

方が職員を定年退職されたということで、この分が減額になったということでございます。 

 以上です。 

○１０番（福留達也君）   

 各自治体においては、言ってみれば伊仙町においては、町長部局ではその2.5％、教育長部局に

おいては2.4％、これを法定雇用率として、これ以上をなるべくやってくれということがあったん

ですけれども、これ、今は28、29は満たしていたんだけれども、30年は退職した関係上、なってな

いと。この法定雇用率に換算するのは役場職員だけなんですか。それとも、臨時職員も含めて、そ

のトータルの2.5％とか2.4％でいいんですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今、算定の対象になっているのは職員のみでございます。 

○１０番（福留達也君）   

 その町長部局とか教育委員会部局とか分かれて算定しているのか、それとも、もう伊仙町は１つ

でいいと、そういうふうになっているのか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今のところは伊仙町として１つという形ではないんですけど、伊仙町の町長部局で、一応送って

いると。あと、教育委員会部局のほうにおいては、職員の実数が42名以下ということで、報告義務

がないということで、報告はしてないということであります。 

○１０番（福留達也君）   

 30年度、 近なんですけれども、満たしてなかったと。この前のそういった全国の調査があって、

いろんな都道府県から、国の役所もそうだったんですけれども、満たしてなくて、いろんな今後の

改善策を立てていこうとかやってるんですけれども、町としてその方がやめて、今現状、そういっ

た足りないというのがわかったんですけれども、これはどういった対応をしていくつもりですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 かねがね、町長のほうからも、ずっとそういうような障害者の雇用がどうしたらできないかとい

う相談等、課長会の中でもそういう話はずっと出ておりました。平成31年度においては、職員採用
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試験もございましたので、その障害者枠等、そういうのを鑑みながら、これからまた採用の方向で

やっていきたいと思っております。 

○１０番（福留達也君）   

 ということは、今度、30年度に、もし職員採用がなかったら、31年度の職員採用まで待つという

ことなんですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今のところは、そういう方向で進んでいるところであります。 

○１０番（福留達也君）   

 障害者差別禁止指針というのがあるんですけれども、基本的な考えとして、障害者であることに

よる差別はいけないと、そういったことがあるんですけれども、ただし書き的なことで、積極的差

別是正措置として、障害者を有利に扱うこと、合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価し

た結果、異なる取り扱いをしても構わないと、そういった指針みたいのがあるんですけれども、今

回の、こういった水増し問題が全国各地で起きて、いろんな取り組みがなされるということなんで

すけれども、こういった反省を踏まえて、採用においても、障害を持っている方を特別に採用して

いこうという自治体もあるということなんですけれども、町において、そういった障害者を特別に

採用していくとか、そういった考えはあるんですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 職員の採用ということで、先ほど清 平二議員のほうにも答えたのは、公平、公正でやっていき

たいということで、30年度においては、町の一般の職員の採用試験はなかったものですから、平成

31年度には職員採用の試験を行って、その中において、障害者枠、あとは技術職等を分けながら採

用ができていければと考えているところであります。 

○１０番（福留達也君）   

 聞きたいのは、職員採用は定期的にやっていくんでしょうけれども、法定雇用率、ここ伊仙の今

の定数ですれば、３名から４名ってなるんですけれども、今回は、その方が抜けて1.79になってい

るとか、こういったことになってきたんだけれども、今の定数の状況だと４名は確保しなきゃいけ

ないとか、そういったのがあって、障害者雇用枠とか、そういったのを設ける気はないんですかと

いうことです。 

○総務課長（池田俊博君）   

 職員の中において、またそういう枠ができればというか、採用自体は試験採用という形になって

いくと思いますので、また障害者雇用枠という形は持っていきたいと思っています。 

○１０番（福留達也君）   

 いろんな分野においては、健常者よりすぐれた能力を持っているケースがあったりすることもあ

ると言われていますので、いろんなハンデを持っている方を適材適所に配置して、そういった方が

働きやすい環境というのを、公的な、こういった機関が率先して導入していっていただきたいと要
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望しておきます。 

 ２番目の在宅に帰す政策なんですけれども、今年の３月にいただいた伊仙町障害者計画及び第５

期障害者福祉計画というのがあって、今年の３月に作成されて、進んできたばかりだと思うんです

けれども、基本理念として、障害のある人も、ない人も、ともに生きる島づくりが基本理念として

定められて、障害のある人も、ない人も暮らしやすい環境及び体制づくりを目指すということで計

画をつくってあるんですけれども、先ほども言ったように、国の政策で、精神的に入院している長

期患者を在宅に帰す、そういった政策で一番問題となってくるのが、まず住むところなんです。自

宅も、先ほど言ったように、高齢な親御さんがいらっしゃると、なかなか自分の生活も大変になっ

ていると、そういったところに帰されたら大変だということで、まず、そういった人たちが住む住

宅の問題が出てくると思います。 

 その次に、帰ったはいいけれども、いきなり一人で生活するのも大変だということでの生活支援

とか、見守りとか、ヘルパーさんが来て介助をするとか、そういったこと。あと、それが落ち着い

てきたら、今度は雇用の場が必要になってくると。そういった手順が必要になってくると思うんで

すけれども、それの大前提として、それぞれがどういった環境にあるのかとか、それを調査する相

談員さんをきちんと確保するとか、そういった流れで、 終的には、自分の生まれ育った地域で幸

せに暮らせる。そういった環境というのが理想だと思うんですけれども、こういった流れで、一つ

一ついろいろなのを聞いていきたいと思うんですけれども、まず、受け入れ態勢の住居です。こう

いった障害を持った方が、仮に退院してきた場合に、自宅以外で暮らしていけるような住居という

の、こういったのは伊仙町に足りていますか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 福留議員の質問にお答えいたします。 

 住居の受け入れ支援体制についてですけれども、長期入院により住居を失うようなケースは、身

体であれば少なくなく、持ち家または家族のもとへ帰るケースがほとんどですけれども、その身体、

精神、知的、３障害のうち、中でも精神障害については、家族がいても、今おっしゃるように、高

齢者世帯に４～50代、５～60代の子供が帰るといった場合など、受け入れが難しいケースも多くあ

ると思います。 

 今、第５期計画にもありますように、地域移行支援や地域定着支援ということで、国や県も進め

ておりまして、居住の確保は課題になっています。また、精神障害に限らず、現役高齢者、これか

らですけれども、Ｕターン、Ｉターン等を含め、障害のある方が地域で暮らしたいといった場合の

支援体制を含め、居住の確保は必要性が、今後、もっと出てくると思われます。 

 そうした点から、なるべく自宅に帰られるケースはいいのですけれども、そうでないケースに限

りましては、地域事業所、徳之島島内に障害福祉施設が18施設ありまして、うち１施設が入所施設、

あとグループホームが９カ所ありますけれども、そういったまだまだ少ないところです。あとは、

そういう施設もですけれども、町営住宅とか、その辺の整備のほうも、今後必要になってくるので
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はないかと思います。 

○１０番（福留達也君）   

 今、課長が町営住宅の入居のことも考慮しているとあるんですけれども、確かに、今、住宅政策、

いろいろＰＦＩ事業とかを導入しながら、どんどん建てていっているんですけど、今のところ、町

外の子持ちの方を優先的にという政策でやっていると思うんですけれども、やはりこういった障害

を持った、今現状は、本当に２～３千円の安くて本当に大丈夫かなという住宅に暮らされている方、

結構いると思うんですけれども、そういった方を新しく建築なり、何なりしていく、そういった住

宅に優先的に、町外の子持ちの方も優先的に入れているんでしょうけれども、そういったところに

障害を持った方とかも含めて、優先的に入居してもらうような考えというのはありますか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 今のところ、精神障害者とか、そういった障害者の方を優先的に入れるという計画は持っていま

せんが、今後、必要となってくるのであれば、そういった方も優先的に入れるような仕組みをつく

っていきたいとは思います。 

○１０番（福留達也君）   

 もうちょっと力強く、優先的に入れていきたいとか、そういう返事がほしいけど、頑張っていた

だきたいと思います。 

 それと、今、退院してきたときに、希望するのは、グループホームという話が結構あるらしいんで

すけれども、先ほど、澤さんが、島内の施設というのが18あって、グループホームが９つあると。 

 この前いただいた福祉計画の中の一番後ろにあったんですけれども、島内には24施設があって、

そのうち15件が徳之島町で、伊仙と天城は４カ所ずつしかないと。伊仙町にはグループホームは１

つあるらしいんですけれども、それも本当に待機状態というか、みんな希望するんだけど、なかな

か待たされている状況だと。こういったグループホームを、今後、導入というか、設立というか、

していく考えはありますか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 施設のほうですので、町がといいますか、今、計画を上げているところが１カ所ありまして、糸

木名のほうに今年度中にグループホームと、あと生活介護事業所ということで設立をする予定にし

ているそうです。 

○１０番（福留達也君）   

 今、出てきた糸木名は、それはグループホームなんですか。何人ぐらい入れて、いつごろ完成し

て、動き出す予定なんですか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 生活介護事業所及びグループホームということで建設予定になっております。生活介護が10名、

就労型が10名、高齢者もということで、高齢者小規模サービスが10名ということで伺っております。

入所が16、ショートが１名という形で計画をしているようで、年度内ぐらいに建設の予定というこ
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とで伺っております。事業所名は、言わないほうが……。申しわけないんですけども、そちらのホ

ームページのほうにもあるようですので、また後ほど、ごらんいただければと思います。 

○１０番（福留達也君）   

 いい方向だなと思います。こういった施設、僕ら要望するんですけれども、仮に今言った、そう

いったのができたとしたら、障害者の方も介護保険の中の障害区分というのを利用してするわけで

すよね。例えば、ヘルパーさんを利用するとか、そういったことになった場合は、やはり介護保険

料がぽんと、はね上がるんですか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 障害は自立支援の中で歳出されますし、65歳以上の方は障害のある方も介護優先ということで、

今、介護保険の事業を使っておりますので、施設が増えていけば、それは増えていくと思いますけ

れども、急減にはね上がるということはないかと思っています。 

○１０番（福留達也君）   

 わかりました。住居のほうは、そういった感じで、それほど保険料も上がらずに、そういった安

心できるところができるというのは、どんどん進めていっていただきたいと思います。 

 あと、言われるのは、生活支援とか見守りってなってくると思うんですけれども、こと老人福祉

に関してのヘルパーさんっていうのは、結構、伊仙町も充実しているのかなと思うんですけれども、

この障害者に対する介護、これに対するヘルパーさんとか、見守りする方というのは、今、現状ど

うなんですか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 在宅で福祉サービスを受けることを居宅介護サービスとか、移動支援サービスの利用、また宅配

給食などの利用で、生活状況の確認とか見守りとか、その辺はできていると思います。 

 しかし、この点におきましても、地域移行支援が厳しい精神障害者におきましては、社会参加に

向けての支援や通所サービス、訪問サービス、支援体制をもっともっと強化しないと厳しいのでは

ないかなと思っています。 

 また、こういう福祉サービスのほうは、介護サービスのように、先ほど言いました島内の施設事

業所のほうで、町内におきましても４事業所ありまして、そちらのほうで生活介護等を行っており

ますので、生活相談支援専門員の計画によって、そういうサービスが利用されていると思います。 

 また、こういった福祉サービスの利用だけではなくて、今後、本町におきましては、包括支援セ

ンターのほうで生活支援体制整備事業という中で、地域の困り事、そういったことに対してのボラ

ンティアといいますか、生活サポーターの取り組みを今後していくということで、現在も生活支援

コーディネーターを２名雇用しまして、その体制づくりも行っているところであります。 

○１０番（福留達也君）   

 ちょっと難しくてわかりづらかったんですけど、要するに、障害を持っている方に対するヘルパ

ーというのは足りているということですか。 
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○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 申請が上がってきますので、上がっている方に対しては、伊仙町の場合、自立支援事業費が右肩

上がりで増えていまして、利用のほうは十分、島内の中でもされているのではないかなと思いま

す。 

○１０番（福留達也君）   

 わかりました。また、足りないとばかり思っていたものですから、もしそうであれば、老人福祉

関係のヘルパーさん、あの人たちも同じ資格で、そういったヘルパー業務をできるというものです

から、また、老人福祉に携わっているヘルパーさんというのは、忙しい時間帯というのは、大概決

まっていて、朝、昼、夕とか、１時間程度だと。そういったときに、ちょっとその人たちとずらし

て、障害を持った人の見守りとか、介護とか、そういったふうに入っていけるように、指導なんか

していただけたらなと、そういった思いでありましたけれども、足りているということですね。わ

かりました。 

 次に、就労、要するに働く場の確保に移りたいと思うんですけれども、こういった人たちは、簡

単な農作業あるいは清掃作業、公共工事、こういったところにおいて軽作業がメーンだと思うんで

すけれども、いろんな種類があって、就労施設Ｂ型とかいうのがあったり、Ａ型というのがあった

り、一般型と、段階、障害の程度に応じて、段階的なものであるらしいですね。言ってみれば、Ｂ

型というのが１日700円程度で雇えると。Ａ型、一般となると、 低賃金程度になっていくらしい

んですけれども、今、伊仙町内には、そういった就労施設というのはほとんどなくて、みんな徳之

島町に行っているという現状であるらしいんですけれども、町内にいる人で、そういった就労施設

へ行って働けるという人はどれぐらいいるんですか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 具体的な数値は、今、持っておりませんけれども、島内の作業所のほうに継続支援Ｂ型の施設の

ほうに行かれている方、また就労支援Ａ型のほうに行かれている方が、ちょっと今、数は調べます

けれども、いらっしゃいます。 

 今のところ、町内のほうにはそういう作業所がありませんけれども、伊仙町からそういうふうに

通っている方はいらっしゃいますし、また、糸木名のほうでは就労型っていうのもありますので、

今後、そういったこともされていくのではないかなと思います。 

○１０番（福留達也君）   

 福祉協議会の方に聞いたら、そういった就労施設みたいなところに通っているのは30名弱じゃな

いかなという話をしていたんですけれども、これ全て徳之島町に行っていると。徳之島町内におい

て、トイレや公園、グラウンド等の委託作業を請け負ってやっていると。これ、伊仙町内において

も、こういった軽作業はもちろん可能だと思うんですけれども、いろんな施設のトイレの掃除とか、

観光地のトイレとか、ジャガイモの収穫時期、人手不足で大変だといったときに、またその人手不

足を補ったりとか、そういったことをすることによって、またその人たちの働きがいがあって、満
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足していくと思うんですけれども、今、糸木名にある就労施設以外に、今後、こういった就労施設

を導入しようという考えはあるんですか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 事業所に関しましては、事業所のほうから申請が上がってきますので、今のところ、他にはそう

いうところはありませんので、お答えできませんけれども、あと、先ほど町長のほうからもありま

したように、生涯活躍の町というところで、今、地方創生の中で、そういう人材センターみたいな

公社づくりを検討しています。そういう中で、高齢者の雇用の創出、そういったものとか、障害者

に関しても、そういうところで登録をして作業できるような、例えば、農作業でしたりとか、そう

いったのが将来的にできるような体制づくりを始めていきたいと思っております。 

○１０番（福留達也君）   

 ぜひ、そういった形で公社づくり等をやって、町内において、そういった方々が就労していける、

そういった場所を提供していただきたい。こう見てみると、岡林商店周辺でちらちら見かけたりす

るんですけれども、きちんと週５日ぐらい働いているらしいんです。大概の方が、何をしているん

だろうとか、遊んでいるんだろうなとか思ったりするらしいんですけれども、実際はそういった就

労施設に行って、きちんと働いていると。そういった姿が町内で見れると、やはり町の方も、こう

いったハンデを持ちながら頑張っていると、そういったことになっていくと思いますので、ぜひ町

内に、そういった方の就労施設というのを確保していくように要望しておきたいと思います。 

 それと、こういった人たちが、どんな症状があって、どんなサービスが必要かという、そういっ

た相談支援専門業務、こういったのは、今、何で社会福祉協議会に２名しかいらっしゃらないんで

すか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 現在、伊仙社協に２名います。あと、つい 近なんですけれども、伊仙町に、あと１カ所、事業

所が立ち上がりまして、そちらのほうで相談支援員ということで、プラン作成はできるようになっ

ています。 

○１０番（福留達也君）   

 初に、町長は、日本全国で６％弱の方が、何らかの障害を持っていると。こと伊仙町において

は、それ以上、１割とはいかないんですけれども、１割近くの、そういった障害を持っている方が

いると。ということは、６～７千人のうちの600人、700人ってなってくるのかなと思うんですけれ

ども、そういった、それだけの数がいるのに、２名から４名程度で、その相談員というのか、そう

いった人のいろんな今後のプランを立てたりとか、そういったことは間に合うというのか、可能で

すか。 

○町長（大久保明君）   

 今の状況では、全く足りないんですけれども、先ほど話の出た方は、あけぼの会でやる以外にも、

ほとんど毎日ボランティアで町内の県道から、役場前の縦線から、驚くぐらい伐採しています。完
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全にボランティアです。ですから、それだけの仕事をして、町のためにやっているという誇りも持

っています。ですから、今後、そういう仕組みを、町がどのような形で、先ほどサポートセンター

という話がありましたけれども、 初に申し上げたとおり、これは皆さんと伊仙町議会と一緒にな

って、そういうものを立ち上げていったらどうかというふうに思います。 

 執行部が決めたことを、決めないとやらないということではなくて、これはオール伊仙町という

ことを考えれば、前から思っていましたけれども、議会のいろんな政策提案とか、そういうことを

行政だけやるんではなくて、町民みんなと一体となってやっていくと。これは、恐らく集落でのク

リーン作戦とか、そういうことにも、かなりの障害のある方は参加しております。 

 今、きゅらまち観光課でも、視力障害とか、依存症とか、そういう方も、あえてきゅらまち観光

課で頑張ってもらっています。そうしたら、徐々に仕事が楽しくなってくる。自分の存在感も自信

も出てきているわけですから、それを各課で、例えば正職員じゃなくても、これは31年から障害者

枠をつくった場合に、障害者の方でも、例えば知的障害は全くない、精神障害は全くない、何とか

歩けるとか、そういう方は、恐らく８時間労働というのは可能だと思いますけれども、体力が余り

ない方は、半日労働とか、そういう形でもいいわけですから、町の関連の施設の清掃もできるし、

また、いろんな社会福祉施設で働く、先ほど派遣する施設をつくっていこうとかいうことができる

わけでありますので、そういう立ち上げる委員会というのを、余り委員会をつくらないほうがいい

という話もあるんです。委員会をつくっていかなければならないという委員会ができたと、この前、

冗談めいて言っていましたけれども、そういうことを保健福祉課の障害者の計画に沿ってやるんで

はなくて、今、28年度につくった計画でも、もう一回、内容も見直していくとか、そういうことを

しながら、バレイショの収穫のときには、本土から、かなりの若者、出身者も帰ってきておるし、

キビかさぎのときも帰ってきたりしているし、そういう季節的な形での、島に短期滞在するとか、

そういうことなども含めて、その中にいろんな障害のある方も帰ってきて、施設におる方も島に帰

ってきて働くことができるとか、いろんな方法はあると思いますので、いろんな意見を聞きながら、

前向きに考えていきたいと思います。 

 人口の６％、伊仙町に600人はいないわけですから、かなりのいろんな各障害のある方はいるし、

また、全く働くこともできないとか、車いすから動くことができないとか、ベッド上の生活とかい

う方々は除いて、動ける人に関しては、車いすであろうと、何らかの仕事をやっていくと。集落で、

自分の自宅の周りで、この前、日置市の話をしましたけれども、かなりの障害者手帳を持っている

高齢者の方々が、何とか動ける方が、自分の家の畑の周りで野菜を生産して、それを道の駅から集

めに来るとかいうことが注目されたりしていますので、そういうことも視野に入れながら、総合的

に、これからの地域共生社会というものをつくり上げていけたらと考えております。 

○１０番（福留達也君）   

 そうですね。障害やハンデを持った人というのも、いろんなタイプがあって、身体から精神から

知的とか、いろんなハンデを抱えていると思うんですけれども、やはり、その人、その人に合った
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ことを行政がまずは中心になって主導して、雇用なり、そういったことをしていっていただきたい

なと。 

 町長も施政方針にも、障害のある人もない人も、ともに生きる島づくりの推進って掲げておりま

すので、現在進めている地方創生のＣＣＲ事業においても、そういった方も取り込んでいく地域づ

くりをするとうたっていますので、この介護福祉計画は、今年始まったばかりでありますけれども、

今後も、この意識を忘れずに、そういった弱者というと、またおかしいんだろうけど、ハンデを持

っている、そういった人たちに対する目配りを忘れずにやっていただきたいと思います。 

 以上で終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで、福留達也君の一般質問を終了します。 

 本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 次の議会は９月13日、午前10時から開きます。 

 議事日程は一般質問であります。 

 お疲れさまでした。 

散 会 午後 ２時４６分 
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平成30年第３回伊仙町議会定例会議事日程（第3号） 

          平成30年９月13日（木曜日） 午前10時 開議 

 

１．議事日程（第3号） 

 ○日程第１ 一般質問 （牧本和英議員、西 彦二議員、佐田 元議員、岡林剛也議員）４名 



― 85 ― 

１．出席議員（１４名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番 牧 本 和 英 君 

     ３番  西   彦 二 君        ４番 佐 田   元 君 

     ５番  清   平 二 君        ６番 岡 林 剛 也 君 

     ７番  牧   徳 久 君        ８番 上 木 千恵造 君 

     ９番  永 田   誠 君       １０番 福 留 達 也 君 

    １１番  前   徹 志 君       １２番 明 石 秀 雄 君 

    １３番  樺 山   一 君       １４番 美 島 盛 秀 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 穂   浩 一 君      事 務 局 書 記 元 原 克 也 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   職   名   氏     名        職   名   氏     名 

  町 長 大久保   明 君      副 町 長 稲   隆 仁 君 
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△開 会（開議）   午前１０時００分 

○議長（美島盛秀君）   

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第１ 一般質問を行います。 

 初めに、牧本和英君の一般質問を許します。 

○２番（牧本和英君）   

 おはようございます。２番、牧本和英です。 

 まず 初に、北海道地震や台風21号など、今年は多くの自然災害が起き、被災された方々に、こ

の場をおかりしてご冥福とお見舞い申し上げます。 

 それでは、議長の許可がおりましたので、一般質問に入らせていただきます。 

 農業振興について。 

 国が推奨する収入保険制度についてですが、近年、台風被害や予想のつかない自然被害も多く、

農家の経営が安定していない中、糖業振興では、町が取り組んでいる増産基金事業やさとうきび生

産性向上支援事業など、キビ農家の負担軽減及び栽培意欲の向上につながったと思いますが、園芸

振興では、今年は価格低迷により生産額が減少し、また果樹農家も病害虫や気象被害に左右され、

決して経営が安定しているとは言えません。 

 伊仙町のサトウキビ農家は1,122人、年代別では、20から39歳では7.3％、81人、40から69歳では

61.4％、689人、70歳以上30.9％、346人となっており、このデータを見ても、高齢化が進み、後継

者不足と言える。 

 サトウキビ農家は、キビ共済がありますが、加入率は天城町50.8％、徳之島町54.8％となってお

り、伊仙町は40.8％と低く、町として、全体の農業経営安定と後継者不足という問題などをどのよ

うに考えているのかを伺う。 

 次に、教育行政についてですが、学校教育の安全性について。 

 今年の６月に、大阪北部地震で小学校のブロック塀が倒壊し女児が死亡するという痛ましい事故

が発生いたしました。文部科学省は、全国の学校にあるブロック塀の緊急点検結果を発表し、約２

割の学校で安全対策実施せずとありました。 

 ブロック塀の設置基準として、高さを2.2ｍ以下にすることや、高さが2.2ｍを超える場合には一

定間隔で控え壁を設置することを義務づけていると新聞で見ましたが、伊仙町でもひび割れや損傷

が見つかり、町教育委員会では補強や撤去などの対策を検討しているとあるが、何校で何カ所あっ

たのかを伺う。 

 ②給食センターについて。 
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 給食センターの老朽化が著しいが、補修または新設の考えがないかを伺う。 

 これで１回目の質問を終わります。２回目は自席で行います。 

○町長（大久保明君）   

 おはようございます。牧本議員の質問にお答えいたします。 

 今、西郷どんがかなり話題になっていますけれども、沖永良部に遠島されたときに、台風被害に

遭って、そして農家の方々が大変苦しんでいるのを見て、そのとき提案したのが備蓄の問題でござ

います。いかにして今のような共済組合のようなものをつくり上げていこうかということで、西郷

さんが指導してやったのが備蓄体制であります。その結果、今、沖永良部においては90％近い共済

加入率であります。 

 今、説明があったとおり、伊仙町においては、他町よりもまだまだ加入率が少ないと。以前、五、

六年前は30％台でありました。これが大変な台風被害が出て、加入率がどんどんふえていっていま

すけれども、まだまだ足りない状況ではあると思います。 

 その点に関しましては、詳しくはまた担当課長のほうから説明をしていただきます。 

 先ほど、高齢化率の話がございました。70歳以上の農家の方々30.9％ということで、今、この徳

之島においては、全国的な地方の農家の方々に比べて、比較的若手の新しい農業をやっていこうと

いう方々がふえてきている状況でございます。今、伊仙町の東部地区の30代の男性が、約半数ほど

島に帰ってきているという集落もございますので、そういう方々は、特には畜産を中心とした形で

農業をやっていきたいということですけども、それはいろんな複合農業になっていかざるを得ない

と思います。単に畜産だけでやっていくことが、大規模化することが本当に正しいのかどうかも含

めて、サトウキビ、園芸を中心とした複合農業をやっていくことが、多くの若者が結果として島に

帰ってくるという効果が出てくるんではないかと思っております。 

 そういう意味において、通告にはなかったんですけども、高齢化問題、そして若手の農家育成の

ために農業支援センターを設立して、この前、新しい、 初の若者が２年間やる予定になっており

ますので、今後とも農家の方々のいろんな意見を聞きながら、共済の問題などは対応していきたい

と考えております。 

 補足説明は、経済課長のほうからしていただきたいと思います。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの牧本議員の質問にお答えをいたします。 

 加入促進につきましては、今までもですけども、今年度、特に経済課の管轄する各種総会であっ

たりとか、いろいろな会の場におきまして、また農談会等、農家さんが集まる場所におきまして、

南大島農業共済組合の担当によります説明の場を設け、やはり備えがあればということで、現在、

農家への普及啓発を図っているところでございます。 

○２番（牧本和英君）   

 31年１月から、農林水産省から経営全体を対象とした総括的な収入保険が始まりますが、大まか
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でよろしいですが、内容の説明をお願いしたいと思います。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいま牧本議員のほうからありましたように、平成31年度から、農業経営全体を対象といたし

ました収入保険制度が始まります。ただし、こちらの場合は、農家の方が青色申告を行っていると

いうことが条件でございます。 

 先般、南大島の共済の担当に確認をしましたところ、まだ 終確定ではなく、若干の修正がある

かもしれませんがということで、今現在、10月より正式な申し込みが始まりまして、こちらが11月

までの申し込み期間に今年度はなるということでございます。 

 また、なぜ青色申告が必要なのかというのは、農水省のＱ＆Ａによりますと、国費を投入して収

入減少を補痾する制度は他産業にはない制度であるため、収入把握の正確性が国民の理解を得るた

めの肝であるということで、青色申告が必要ということでございます。 

 あと、こちらの収入保険、大まかな概要ということでございますけれども、先ほどのキビ共済の

ような自然災害はもちろんですけれども、価格の低下等も含め、販売収入等の減少を広く補償する

ということなんですけれども、それをするに当たっては、先ほどの青色申告はもちろんなんですけ

れども、加入する前に、事前に営農計画でこの作物とこの作物というのを植えつけをしますという

計画書を出して承認を受けることが必要だというふうに聞いております。 

○２番（牧本和英君）   

 ありがとうございます。今、青色申告のこと等が出ました。 

 補足として、農産物であればどんな品目でも対象になる。そして、また簡単な簡易な加工品も保

険対象。また、一番メリットは、災害により作付不能、いわば作付段階から、取引先がなくなって

も、取引先が倒産等しても保険対象となると、いろいろなメリットがあります。 

 それで、この収入保険が伊仙町の農家にとって安心して活用できるかを伺いたいと思います。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 まず、この収入保険とキビ共済とかは、あと、伊仙町の場合、特にジャガイモが基幹、野菜のほ

うではなるんですけども、野菜安定化制度と、両方には一緒に入れないということでございます。 

 ただし、今まで共済等がなかった他の作物については入れますし、またキビであったりとかバレ

イショであったりとかも収入保険に入ることはできますけども、その際には、キビ共済等は解約と

いうような形をとらないといけないと聞いております。 

○２番（牧本和英君）   

 キビ共済とか、ジャガイモでいえば安定基金なんかも、そういうのはなくして、この１つにまと

めるちゅう保険なんですが、自分が思っているのは、キビもジャガイモも収穫時期が重なったり、

そしてまた収入が偏り、夏場の収入が減少し、また収入も安定していない。そして、また、この収

入保険に入ることによって、経営管理や作業内容、そういうのが明確になり、また後継者が就農し

やすく、夏野菜や新しい農作物にチャレンジすることができる。そして、また、新たな徳之島産の
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農作物ができるのではないかと考えられます。 

 次に、今後、この青色申告に向けて、税務課から農家の方に白色申告から青色申告へ推進などは

できないかを伺いたいと思います。 

○税務課長（名古健二君）   

 ただいまの牧本議員のご質問にお答えします。 

 青色申告については、メリットがいろいろとありまして、まず青色特別控除というのがありまし

て、 高65万円までの控除ができる。あと、また純損失の繰り越しができるということで、例えば

設備投資をしたとか、あと災害により農作物の収入が得られなかったとか、そういうときのマイナ

スの分が翌年に持ち越せるということで、白色申告と比べまして多くのメリットがありますので、

我々税務課のほうでも、白から青への移動というか、かわるような形で農家のほうにも勧めていき

たいと思います。 

 以上です。 

○２番（牧本和英君）   

 ありがとうございます。推奨できるちゅうことですので、よろしくお願いいたします。 

 そして、次に、青色申告を始める方には、また地域のＪＡや農業委員会でも無料相談や代行サー

ビスなどのサポートをしますとありますが、農業委員会では無料相談やサポート体制ができている

のかを伺いたいと思います。 

○農委事務局長（元田健視君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 農業委員会自体では、専門がいませんのでサポート自体はできないんですが、今、サポートして

いるＪＡさん、あと農業改良普及さんのほうと連携をとりながら、そういった相談には乗っていき

たいと思っています。 

 以上です。 

○２番（牧本和英君）   

 ぜひ農業委員会でも、農業に関することですので、無料相談ができる体制、サポート体制などを

進めていってもらいたいと思います。ぜひこの体制を整え、農業共済、ＪＡ、行政が一体となって、

収入保険制度加入を町がもっと力を入れて、農業経営安定につなげてほしいと思います。 

 基礎的なことをすれば、やっぱり後継者不足なども解消ができると、そして収入安定につながる

と考えられます。また、ここにいる私たちが、農業を守るイコール島を守るという気持ちで今立ち

上がってしなければならない時期で、島の産業は付加価値のある産業と思います。まずは、産業の

プラス0.5次化を進めていき、経営安定と後継者育成の取り組みを進めるべきと考えますが、具体

的に課長の考え、そして町長の考えをお聞かせください。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 やはり先ほどから申しましているとおり、備えあればということでございますので、青色申告の
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ほうを経済課としては勧めてまいりながら、今ありましたことに関しましては、今回、農業研修セ

ンターのほうもできておりますので、そちらの利用促進のほうにつなげていきながら、農家の知識

の向上等に経済課のほうでは努力をしていければなと思っております。 

○町長（大久保明君）   

 牧本議員の本当に新しい農業に対する対応、特に青色申告に関しましては、これは県も含めてか

なり大きな問題などをずっと指導している中で、高齢者の方々の認識、意識を変えていくというこ

とは、中間管理機構の問題でもなかなか難しいところはありますけれども、まずは農業支援センタ

ーを中心に、各課が、税務課も含めて、連携をとって、若い人から徐々に青色申告の内容の勉強な

どをやっていくと。これはもう経営ですから、どれだけの収入があって、どれだけの支出があった

ということは記録しておかなければならないわけですから、その辺の数字を的確に判断しながら、

この数年間どのように推移してきたかなど、またサトウキビの収穫がどれくらいであったかと数字

で示していくことが次の目標の設定にもつながっていくことになりますので、今、課長が話したよ

うに、収入保険とサトウキビ共済が、これは両立できないというふうな表現でしたけど、その辺の

ところも本当に理にかなった形で農家の方々の利益になるような制度が大事でありますので、共済

組合、そして県などと交渉していく必要があると今思いましたので、全力で取り組んでまいりたい

と思います。 

○２番（牧本和英君）   

 ぜひ伊仙町で、農家の方々にわかりやすいパンフレット等を作成し、農家の皆さんへ配布し、手

続の仕方、そういうのも含め、加入促進につなげてほしいと思います。 

 これで農業振興の質問を終わります。 

 教育行政についてお願いします。 

○教育長（直章一郎君）   

 おはようございます。それでは、牧本議員の質問にお答えします。 

 ６月に発生した大阪北部地震で、小学校４年生の女の子と見守り活動をしていた男性が、小学校

のブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれて亡くなるという、本当に痛ましい事故が発生しました。

生命の尊重とかあるいは自然に対する畏敬の念等、学校を中心とした指導体制、そして学校、家庭、

地域が一体となった安全指導が強く求められています。 

 教育委員会としても、町内の学校の古いブロック塀等、倒壊の恐れのあるブロック塀の安全点検

をしてきました。町内の学校でも、早急に対応しなければならない箇所が１カ所あります。少しの

傾きや劣化等が見られるところがありますので、今後とも日常の点検等、倒壊防止に努めていきた

いと考えています。 

 また、定期的な点検活動については、学校側と綿密に連携して対応していきたいと思います。 

 補足説明等については、課長がいたします。 
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○教委総務課長（喜 昭也君）   

 牧本議員の質問にお答えいたします。 

 調査の結果、建築基準法に違反したブロック塀はございませんでした。しかし、劣化や植栽樹木

による損傷が各学校で見受けられました。また、学校周辺での環境の変化によって生じた不具合も

数カ所確認しております。 

 幸い、緊急性を要する損傷ではありませんでしたが、重大な損傷となる前に改修を施す必要があ

る場所が１校ございました。それにより、各学校ごとに、担当職員がブロック塀以外を含めた形で

毎日通常点検を実施しており、さらには月１回以上あるいは必要に応じて、管理職を含めた複数職

員による詳細な点検を実施しているところでございます。 

○２番（牧本和英君）   

 早急にせんといかん場所が１カ所あるちゅうふうに伺いましたが、その後の対策としてはどのよ

うになっているのかを伺います。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 その学校につきましては、費用も大分かかるんですが、まず地権者との話し合いが今進まなくて

と言いましょうか、交渉中でございまして、その話し合いがまとまり次第、工事に入っていきたい

と思っております。 

○２番（牧本和英君）   

 地権者がおるちゅうことですのであれですが、補強など、また夏休み中などではできなかったの

でしょうか。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 今まで異状が見つかった箇所については、教育委員会施設担当のほうに連絡が来ます。それで、

時間外、朝であれ夕方であれ、担当が駆けつけて現場を確認し、その都度、できる分に対しては修

理をしているところでございます。 

○２番（牧本和英君）   

 危険性のある場所には通行人への注意表示などもするとありますが、そういう注意表示などはさ

れているのかを伺います。 

○教育長（直章一郎君）   

 注意喚起については、この前の台風、犬田布小校区でいうと中学校の照明、あれが落ちたりして

ちょっと通行に支障があるということで、係が行って、すぐ通行止めを出したということは聞いて

います。 

○２番（牧本和英君）   

 犬田布中、危険性があるものは犬田布中学校ちゅうことでよろしいんですか。（「中学校」と呼

ぶ者あり）いえ、犬田布中学校でよろしいんですか。早急なブロック塀の……。（発言する者あり）

違う。 
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 このブロック塀、もう早急に対応せんといけないちゅう場所は、そういう表示なんかはされてい

るのかちゅう質問ですが。 

○教育長（直章一郎君）   

 今、質問がありましたけども、その学校については、ブロック塀、これがものすごく高いもんで

すから。今行って、子供たちが危険だという、そういう状況では僕はないと思います。しかし、い

ろんなことがあって、ぜひそこは危険ですからすぐ工事を進めてくださいと、そういう要望がある

ということは聞いています。しかし、こっちは危険ですから、そこに入ってはいけませんよという

ことは、まだしていません。 

○２番（牧本和英君）   

 ぜひ、そういう危険箇所に子供たちが入らないように対策をとっていただきたいと思います。 

 そして、地域や学校側から、学校周辺、通学路の危険箇所などの報告などはないでしょうか。 

○教育長（直章一郎君）   

 ただいまの件ですけども、各学校で通学路のチェックリスト、これを作成して、随時点検していま

す。これが今の犬田布小校区の安全マップですけども、犬田布小学校の校区に崎原とか上晴、糸木名、

それから犬田布の西犬田布、東犬田布と木之香がありますけども、それぞれの校区に、例えば高い

ブロックがどこにあるかとか、あるいは崖がどこにあるとか癩癩通学路にですよ癩癩それから公民

館、そして子ども110番の家が何軒あるか。犬田布小校区は子ども110番の家は２軒あるようです。 

 それとあわせて、完全なチェックリストについては、登下校中の人とか車の通行、それがこの通

学路には多いとかあるいは時々とか少ないとか、そういったチェック等。いわば、路上の死角、通

学路上に障害物がないかとか、あるいは今言った子ども110番の家、そして歩道と車道の区別があ

るのかないのか、あるいは一部であるとか、そして高いブロック、崖、110番、こういったものが

どこにあるかということは、ちゃんとそれぞれの学校でチェックするようになっています。これは

もう夏休みに、犬田布小学校だけじゃなくて、各小学校校区からこのマップは来ています。 

○２番（牧本和英君）   

 夏休み前にあったということですが、一父兄として、まだ自分は確認されていないんですが、父

兄のほうなどにも配布するよう、伝達はしてあるんですか。 

○教育長（直章一郎君）   

 各保護者、地域の方にこういったマップを配布するようにという、その指示は出していません。

これはあくまでも、それぞれの学校でこういったマップをつくりなさいという指示は出してありま

すので、それが保護者または地域に届いているかということはまだ把握していません。 

○２番（牧本和英君）   

 ありがとうございます。本当に子供たちや通行人の安全性を考えて、早急な対応をとっていただ

きたい、そう思うばかりでございます。 

 次に、給食センターについてお願いします。 
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○教育長（直章一郎君）   

 給食センターについてですけども、給食センターの老朽化あるいは改善、新設については、老朽

化により調理業務に支障を来しているということは今のところありません。新設については、多額

の費用を要することになり、現在の財政状況を考えますと、今すぐにとはいけないのが実情であり

ます。 

 ですから、今後とも十分検討していきたいと考えていますけども、当面の間、入念な点検、整備

を実施して対応していきたいと考えていますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

○２番（牧本和英君）   

 伊仙町の給食センターは築何年になるか、また耐震性など、そういうのは調べてあるのか、お願

いします。 

○学給センター所長（伊藤勝徳君）   

 牧本議員のただいまの質問にお答えいたします。 

 給食センターは昭和41年４月にスタートいたしまして、今年で52年目を迎えました。耐用年数は

60年ですので、まだあと８年ほどあります。 

 以上です。 

○２番（牧本和英君）   

 修繕とかしているちゅうことですが、修繕費は年幾らぐらいかかっているのか、お願いします。 

○教育長（直章一郎君）   

 給食センターの施設、この修繕ということは聞いていません。まだ僕の耳に入っていませんけど

も、中の備品あるいは空調設備、そういったものは新しく入れかえたということは聞いていますけ

ど、金額とか、ちょっとそこは僕は把握していません。 

○２番（牧本和英君）   

 予算組んでするはずですので、年幾らぐらいかかるちゅうのは把握していてもらいたいと思いま

すが。 

 今現在、給食センターではどのような問題を抱えているのかをお聞かせください。 

○学給センター所長（伊藤勝徳君）   

 給食センターでは、去年、今年、台風が結構多くなりまして、それに伴いまして停電が発生いた

しまして、停電発生しますと給食がつくれないというので、今、発電機は業者から借りて夏場の停

電のときに対応していますけど、できましたら発電機をセンターのほうに設置していただけないか

なと希望しております。以上です。 

○２番（牧本和英君）   

 ありがとうございます。本当にもう台風地帯ですので、そういう停電等で子供たちに給食が届け

られないちゅうのはなくしてほしい。そしてまた、町としても、そういう発電機等を給食センター

に備えつけるなどの対策をとっていただきたいと思います。 
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 そして、予算書で害虫対策に費用がかかっていましたが、年間幾らでしたでしょうか。また、年

何回行っているのか。また、時期的にはいつごろしているのか、お答えください。 

○学給センター所長（伊藤勝徳君）   

 害虫駆除は、会社が癩癩会社名も言っていいんですか。（「金額でいい」と呼ぶ者あり）年間の

金額が21万6,000円です。年２回駆除をしております。６月と９月です。第２土曜日の午後のほう

からやっております。 

 以上です。 

○２番（牧本和英君）   

 年２回、そして６月、９月第２土曜を利用しているということですが、その薬などは、ちゃんと

給食の衛生面で大丈夫ということですよね。 

○学給センター所長（伊藤勝徳君）   

 土曜日の午後しており、月曜日に給食が始まりますんで、１日おいてあるという事です。 

○２番（牧本和英君）   

 本当に安心安全な給食を届けていただくよう、お願いいたします。 

 そして、以前、内部告発的なショッキングで不衛生な内容のビラが配布されました。また、その

内容の一部がなされていたという結果報告でしたが、その後改善され、安心安全な給食が提供でき

ているのかを教育長並びに所長に伺います。 

○教育長（直章一郎君）   

 ３月の終わりから４月以降、いろいろトラブル的なことがありましたけども、その後は一切そう

いったトラブルは聞いていません。 

○２番（牧本和英君）   

 すいません。トラブル等を伺っているんじゃなくて、その中で職員がいろいろこうあった、ああ

あったちゅうのがありましたが、それはもうされていないのか、改善されたかちゅうことです。 

○教育長（直章一郎君）   

 改善については、正直言って、僕は去年までは給食センターに行ったことがありませんでした。

４月以降、そこで働いている方がどういった仕事をしているかということで、月に１回、必ずセン

ターに行って様子を見るようにしています。今日の朝も行ってみましたけども、僕が把握している

段階ではそういうことはないと思います。改善されたと思います。 

○学給センター所長（伊藤勝徳君）   

 改善についてですけど、その後、栄養士の先生と相談いたしまして、月１回、 終の金曜日に講

習会という形で全員を集めまして、安全安心に向けて勉強会を行って、７月でしたか、ＤＶＤを保

健所から借りまして全員に見せて、改善に向けて、意識改革を含めまして全員の食に対する安全を

勉強していっておりますんで、改善はなされておると思います。 

 以上です。 
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○２番（牧本和英君）   

 ありがとうございます。二度とそのようなビラ等が出回らないようにしてもらいたいと思いま

す。 

 そして、食育施設機能と防災施設機能をあわせ持つ、喜界町に防災食育センターが完成したと、

29年の５月の喜界町の広報紙を見ましたが、喜界町は旧給食センターの老朽化や大規模な被害時の

防災の拠点の必要性などから、平成27年度から整備を進めてきた。総事業費は９億8,911万4,000円、

その財源の内訳は、国庫補助金が４億3,759万9,000円、町費５億2,340万円、一般財源2,813万

5,000円となっておりました。その新施設は、平常時は幼稚園から中学校までの子供たちに安心安

全でおいしい給食を届ける。また、一方、大規模な被害や災害等が起きたときに、避難所兼炊き出

し施設として機能もすると書かれておりました。 

 長寿・子宝の島という面から子供たちの食の安心安全と、また大規模な災害時に町民の命を守る

施設として、庁舎建てかえよりも先に、総合的な給食センターの建てかえが必要と考えられますが、

後に、町長に具体的な考えをお伺いいたします。 

○町長（大久保明君）   

 給食センター、耐用年数がまだあるということでございますけれども、いろんな機械の更新など、

また給食センターの配送車の更新などのたびに、かなり老朽化しているということは十分認識して

おります。 

 先ほど教育長のほうから、いろんな財政の問題でということでございましたけれども、きのうの

一般質問にもあったように、小規模校区を早急に改築していくという答弁をしましたので、同時に

この給食センターもいろんな事業を考慮しながら、例えば民間資金活用などを考慮しながら、これ

は、今後、伊仙町は全ての小中学校を存続すると決定したわけでありますので、そういう中にあっ

て、迅速な対応をしてまいりたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 町長、防災的機能の果たせるようなセンターという事ですが。 

○町長（大久保明君）   

 喜界町の新しい庁舎の横に、これは防衛省の予算です。喜界町はご存じのとおり、いろんな通信

施設がありますので、その中に新しい役場と接続してその防災センターがあって、その中に給食セ

ンターがあるということでございます。 

 伊仙町において、今、防災訓練、今年また再開をいたしますけれども、例えばこれは各校区の体

育館にするか、伊仙町の中心地のほーらい館に全ての方を集めるか、義名山体育館に集めるかなど

は防災会議の中で決定をしてまりたいと思うし、和泊町の防災センターを視察しました。これもい

ろんな集会所を兼ねた防災施設でありまして、バス、トイレ、そしてそこでいろんな緊急の食料の

炊き出しなどをできる施設でありましたので。 

 今まさに地震、伊仙町において 大の危険は大規模地震でございますが、もちろん台風もそうで
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すけれども、そういうことが起こり得る中で、給食センターと防災センターが庁舎と接続してある

というふうな形は、新しい事業を組み合わせて、そして補助率を高く獲得した例として、今後とも、

伊仙町の公共施設の今後のあり方についての協議会を毎月２回行っておりますので、その中で、給

食センター、防災センターをどういう位置づけにしていくかは考慮してまいりたいと思います。 

○２番（牧本和英君）   

 ぜひ予算化していただき、また町民が安心して暮らせるまちづくり、そして子供たちが安心安全

で給食が食べられる給食センターづくりなどに取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで、牧本和英君の一般質問を終了します。 

 次に、西 彦二君の一般質問を許します。 

○３番（西 彦二君）   

 おはようございます。３番、西 彦二です。ただいま議長より許可を受け、平成30年度第３回定

例会におきまして一般質問を行います。 

 まず 初、さとうきび増産推進事業について、夏植え推進計画について問う。 

 ①切苗作業員の作業賃金について。 

 ②今後の作業機導入について伺います。 

 ２番目に、畑地帯総合整備事業について。第一面縄地区スプリンクラー設置時期について問う。 

 ３番目、面縄港振興について。面縄港には休憩施設、トイレ施設がないが、今後整備する計画は

ないか問う。 

 ４番目、観光振興について。伊仙町の中心にある役場周辺の県道の緑化の計画はないのか問いま

す。 

 ５、教育施設について。町内学校教育施設のブロック塀等以外に危険箇所はないか問います。 

 以上、２回目からは席に戻って行います。 

○町長（大久保明君）   

 西 彦二議員の質問にお答えいたします。 

 １番の、さとうきび増産推進事業についてでございますけども、昨今、この夏植えの重要性が南

西糖業の社長と、そして県のほうから推進をしております。去年の10月の大規模塩害被害に対しま

して、急遽、県から、そしてＪＡの方々の努力で、国会議員の先生方、農水省の大臣が徳之島と種

子島を視察いたしまして、そのときのセーフティーネット事業で、夏植えやこの春植えの推進が、

事業が出たところであります。その内容に関しましては、詳細については課長のほうから答弁をし

ていただきます。 

 今後の作業機、これはビレットプランターに関しましては、大東島などで高齢化、そして農家人

員の不足を補うためにということで、導入がされております。この徳之島においても、先般、面縄
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地区のほうで実証実験を行っておりましたけれども、それを視察したときに思ったのは、この近代

化の技術、例えばハーベスターが来たときと同じくらい衝撃的な機械でありました。ハーベスター

で刈りとった苗をそのまま大量に、ものすごいスピードで畝をつくってその中に植えつけていくと

いう機械でございました。この機械、後ほどまた、担当課長のほうから答弁をしていただきますけ

ども、少し思ったのは、効率の問題です。苗のどんどん撒いて、どんどん埋め立てていくわけです

から、それが完全に有効になっているかどうかは、まだまだ未定のところでありますけれども、た

だそれにも増して、ある程度の省力化が進んでいけば、このビレッとプランターというものは大き

な生産性向上に貢献する可能性はあるとは考えています。 

 いろいろ、本当補助事業でどういうふうにしていくかなど、またハーベスターとかユニック車を

同時に購入しなければならないなど、経費の問題を国が、県がどのように補助事業にもっていくか

などは、私たちもこれから、強く要望していかなければならないと思っております。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの、西議員の質問にお答えをいたします。 

 夏植えの進捗状況ですけれども、目標面積140haに対しまして、９月５日現在で68haでございま

す。先ほど出ております各種の夏植えについての補助なんですけれども、今、役場のほうでいろい

ろと申し込み、糖業振興会のほうに申し込みがきております。 

 春植えについては、ほぼ、おおむね、100％に近いような形で申し込みを受け付けをいたしまし

た。 

 夏植えにつきましては、まず堆肥の助成が、今現在66％ほどでございます。あと、ＢＢ400とい

う晩効制の肥料、一発くんは73％、センコールが62％、農作業の受委託、先ほど町長申していまし

たビレットプランターにつきましては、100％申し込みがございました。 

 あと、まず第１番目の作業賃金についてでございますけれども、苗の採苗の作業につきましては、

採苗班という形で、班のほうとらせていただいているそうでございます。こちらは、業務時間や人

数等に関係なく、採苗を行った束数に応じて支払いを行っているということでございます。その採

苗が、１束20本、基本的に20本で200円ということで、農家の支払いはその200円と、あとその苗代

が400円ということで１束600円、もしこれに運賃を、また運びも入れると運賃代が100円というこ

とで、そのような金額がかかるというふうに聞いております。 

 ちなみに、１反当たり大体30束でございますので、30束を苗と採苗までお願いすると１万8,000

円、また運搬代もお願いした場合は２万1,000円になるということでございます。 

○３番（西 彦二君）   

 今期のサトウキビ生育状況ですが、台風の影響も少なく、９月まで適度の水量もあり順調に生育

しているところであります。今後も、自然災害の影響を 小限に願いながら、今期の収穫を迎えた

いと願っています。 

 さて、サトウキビ農家は、前期の生産量の低下で苗料金、また植えつけ料金の支払いが厳しいと聞
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いています。苗代、植えつけ料金は来期のキビ代金からの立て替え支払いができないか、伺います。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 こちらの件につきましても、町の糖業部会とでも議題というか、話にも出ておりましたけれども、

１番の問題点は代金の回収ができるかどうかということで、現在は、先ほどの採苗につきましては、

受付時、役場のほうにございます糖業振興会におきまして、前払いというような形で、負担金を支

払っていただいているんですけども、今、西議員のほうからありましたとおり、昨年度のキビの低

糖度であったり、ジャガイモの値段等であったりとかいう問題ございまして、なかなかできないと

いうことでございます。 

 この件に関しましては、やはりＪＡさんと協議をしないといけないというか、クリアをしないと

いけない問題点というのはかなりあるかもしれませんけども、まずはＪＡさんと、この件について

実現できるかどうかというのは町のほうと協議をしてみたいと思っております。 

○３番（西 彦二君）   

 この件につきましても、農家さんの契約書をかわしながら、来期のキビ代金から集金に充ててい

ただけると助かります。 

 ２番目に、採苗作業員の作業賃金につきまして伺います。現在、採苗作業員は南西糖業さんから

の委託を受け、取り組んでいますが、夏植え時期には暑さや人材不足で、採苗作業が間に合わない

と聞いていますが、どう思われますか。 

 現在、採苗料金が農家負担額で１束200円となっていますが、農家、また営農集団の方々が、何

とか町または南西糖業さんと予算の計上ができないか聞いております。 

 ちなみに、農家で負担で200円、町また南西糖業さんで100円を計上し、300円の採苗料金ですが

いかがでしょうか。300円の採苗料金が計上できれば、採苗作業員の確保、雇用にもつながります

ので、よろしくお願いいたします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいま、先ほどお答えしました１束200円を300円、100円値上げはできないかということでご

ざいますけれども、こちら、現在、先ほどから申していますとおり、全額農家負担という200円の

中で、新たに値上げということに関しましては、まずは南西糖業と役場のほうで財源的な、ところ

もございますので、まずは実現可能かどうかというのは、またこちらのほうにつきましても、議論

はしてみたいと思います。 

○３番（西 彦二君）   

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、今後の作業機導入について伺います。 

 ６月の一般質問でも伺いましたが、農家の高齢化、人材不足の厳しい状態と思います。収穫時期

にはバレイショ収穫と重なり、営農集団も人材不足で困っています。新たに、管理組合組織や植え

つけ作業機、ピレットプランターや他作業機の導入は欠かせないと思っています。町の農業振興費
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を計上してお願いできないかと、お願いいたします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの質問にお答えをいたします。 

 先ほどからありますとおり、高齢化も進み、特に夏植え等、植え付け作業が困難な中、先ほど町

長も言われました、面縄圃場でピレットプランターの植え付け、私も一緒に見させていただいたん

ですけれども、確かに本当に時間が短縮で、労力的にも軽減される事柄です。町としても導入につ

いて、やはり営農集団と協議をしてまいりたいと思っております。 

 ちなみに、ピレットプランターは、価格で400万ほど。それに牽引をするトラクターが70馬力以

上の大型トラクターがないといけないということと、先ほど町長が申しておりましたとおり、ハー

ベスターでまず採苗するということと、ハーベスターで収穫した苗をユニック車で運んで、そのビ

レットプランターのほうに入れないといけないということと、あともう一点、このピレットプラン

ターは、苗が普通の植え付けよりも1.5倍ほど量がどうしても必要になる等々ございますので、こ

れの問題点も含めながら、町として何か事業等ないか研究をしてまいりたいなと思います。 

 また、営農集団におきましても、ただいまいろんな会の中でも人手不足という問題であったりと

か出る中で、今後、各営農集団の考えをアンケート等で、こういうことが、今、西議員のおっしゃ

ったようなことができるかできないか、そういうのをまたアンケート等実施をしてまいりたいなと

思っております。 

○３番（西 彦二君）   

 高齢化が進みながら、やっぱり 新の技術、機械化導入の必要さが重要だと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、２番、畑地総合整備事業について、お伺いいたします。 

 昨年、徳之島ダムが完成し、一部供給が始まっています。サトウキビ、畜産、園芸作物や他の農

産物には欠かせない事業だと思います。この事業で、島全体の農業生産額向上が期待できると思い

ます。面縄スプリンクラー設置について伺います。 

○町長（大久保明君）   

 詳細については、担当課長から説明していただきますけども、徳之島ダムが完成いたしまして、

１年近くたちます。この水が伊仙町内の圃場に 終的にくるのが、まだ確定しませんけれども、町

内においてはまだまだ畑総、畑かんの要望がある中で、木之香の畑かん、そして今、三崎地区にも

水がくるようになりました。その結果、干ばつ時などは約２倍の収量の差があるということもわか

ってまいりました。 

 この畑かん問題でいろんな賦課金がございます。これは農家の方々を本当に、それだけの水の効

果があるということを、 近はっきり実感するようになってきた中で、強力に推進していかなけれ

ばならないと思っております。これはまた、今後、サトウキビだけはなくて、この畜産のグラス等

もかなり効果が出てまいりますし、将来、いろんなもっと付加価値の高いハウス農業などをやって
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いくときにも、大変、重要でありますので、徐々に今、このスプリンクラーの設置などをやってい

る状況でありますので、その時期工程表については、また役場のほうで各集落の方々には説明でき

ると思いますので、面縄につきましては、担当課長のほうから説明をしていただきます。 

○耕地課長（上木正人君）   

 西議員の第一面縄地区スプリンクラーの設置時期について問うの質問にお答えをいたします。 

 水利施設等保全高度化事業特別型、目手久、面縄地区をあわせてです。東部地区として、平成31

年度新規採択の予定でございます。一昨日、11日の本会議で可決をしていただきました。議案45号

に沿うものでございます。第一面縄地区につきましては、ゴラン線から面縄川までの地区、採択後、

設計等の関係で早ければ32年度もしくは33年度からの工事着手の予定でございます。 

○３番（西 彦二君）   

 第一面縄地区も整備を行い、10年近くになりますが、設置計画や地主説明会を行う予定がありま

すか。また、設置予算額についてもお願いいたします。 

○耕地課長（上木正人君）   

 ただいまの西議員のご質問にお答えをいたします。耕地課内で既に東部地区畑かんの申請同意と

いうふうなことで、６月の末に約200名の同意を、回収ではないんですが、同意取得の割り当てと

いうふうなことで、４班に分かれまして、各ブロックごとにこれから同意取得の準備に取りかかる

予定で、今現在、また職員のほうも取りかかっている状況でございます。 

 予算につきましては、東部地区事業費負担区分というふうなことで、目手久、面縄地内あわせま

して16億4,250万円、工期が31年度から36年度、国が66％、県が23％、町が７％、地元が３％の負

担となってございます。 

○３番（西 彦二君）   

 ありがとうございます。スプリンクラーの設置により、農業生産額並びに反収向上にもつながり

ますので、事業計画に期待をいたします。ありがとうございます。これからも、畑総事業並びにス

プリンクラー事業は大切ですので、徳之島ダムの利用し、島の農業の発展に期待が出ます。 

 続きまして、３番、面縄港振興についてお願いいたします。 

○町長（大久保明君）   

 面縄港は今、夏祭りなど、また災害の事業等を進んでいる状況の中で、今日の質問は、この休憩

場、トイレ等の施設がないかということでございますけれども、これに関しましては担当課長のほ

うから説明をしていただきます。 

 面縄港は、20年ほど前から伊仙町議会のほうで、この整備、特に商港化という形での整備や要望

がなされてまいりました。今まで、合計、五、六回は、県国に要望している状況の中で、 初は非

常に厳しい、ハードルが高すぎるというのか、何を言っているのかというぐらいの対応でしたけど

も、時代が推移してまいりまして、その要望を国県が徐々に対応するようになってまいりました。 

 その中で、伊仙町が商港化という形での絵をかいて、何回か提出いたしました。そして、この今、
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面縄港は伊仙町管理の港であります。これを県管理にしたほうがいいんじゃないかということで、

そのことも要望してまいりましたけれども、 近、県の担当とお会いしたら、あの事業はむしろ町

管理のままのほうが、事業を推進する場合はスピード感、早急に対応できるというふうな、いろん

な指導もお伺いいたしました。 

 １つは、これはまた沖永良部の和泊港の裏港として伊延港というものがありますけど、この港は

本当に徳之島のどの港よりも大型船が安全に停泊できるというふうな、ここは私は知りませんでし

たけど、和泊町管理になっておりますので、あのぐらいの港を今後の徳之島全体の港の状況を、老

朽化した港、そしてなかなか台風などで抜港数が減らないという状況など、またゴラン線ができて、

徳之島全体の農産物、畜産、バレイショ、そして南西糖業のザラメ糖などの運搬、またガスなど、

いろいろ新しい拠点を考えた場合に、この南向きであると、そして人口密集をしていないという、

大型トラックの行き帰りも非常に安全であるということなどを考慮して、また、近い30年前後とい

うふうに言われております、以内と言われております南海トラフ地震の対応等を考慮した場合に、

西議員の自宅近くの斜面、高台にあるということなども、非常に有利な立地条件があると思います

ので、面縄港に関しましては今、要望書を持っていっている中で、国の 大の事業推進の官僚の方

からいろいろ、宿題をいただきます。その宿題をいただきます、その宿題を解決しながら、これは

島全体の将来の自然遺産の中で、どのような港が必要であるかというところや、もちろん両町とも

そのことは必死になって要望していく中で、この冷静になって島の将来を考えてみた場合の状況と

いうものは、国県の大局的な見方の中で、判断をしていくことでありますので、今までとは違った

感触が出てきたことは間違いないと思いますので、それは推進していくことが重要であると、要望

を指示し続けることの重要性を改めて感じたところでございます。 

○建設課長（松田博樹君）   

 西議員の質問にお答えします。 

 現在の面縄港ということで、現在のところ休憩場、トイレ施設の整備の計画はありません。今後、

必要性があるか、また整備した後の管理はどうなるかなどを調査して、検討していきたいと思って

おります。 

○３番（西 彦二君）   

 面縄港は昔、水産物、農産物の水揚げ港として栄えていたとききます。今後の整備について計画

はないと言いますが、現在、面縄港、鹿浦港、前泊港とありますが、面縄港は交通のアクセスや利

便性により、町の一大イベントほーらい祭りの会場として利用していただき、ありがとうございま

す。 

 港には、現在、休憩施設やトイレ施設がなく、港を利用している皆様に不便さをかけています。

施設計画は、ぜひこれからの世界遺産、観光振興のためにも、町及び漁業組合と協力をして予算化

をし、実現をお願いいたします。 

 また、港にはまだ未整地箇所が数カ所ありますが、今後の計画はいかがか聞きます。 
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○建設課長（松田博樹君）   

 現在の面縄港ですよね、未整地箇所というと、砂。あそこは毎回、台風等で流されたりして大変

なんですが、そこをするという計画は、今のところありません。 

○議長（美島盛秀君）   

 トイレについて。トイレの計画はできないか。（「ないってさっき答えましたけど」と呼ぶ者あ

り） 

○建設課長（松田博樹君）   

 トイレの施設等、管理体制をどうするかとか、そういった調査もしなければいけないので、そう

いう調査をしながら検討をしていきます。 

○議長（美島盛秀君）   

 執行部にお願いします。こういう通告が出されたら、それについて計画するのかしないのか、あ

るいはまた計画があるのか、そういうのをきちんと調べて答弁をしてください。 

○３番（西 彦二君）   

 ぜひ、予算化に向けて取り組んでもらいたいと思います。ありがとうございます。 

 ４番、観光振興について、お伺いします。 

○町長（大久保明君）   

 伊仙町の中心地に関しましては、先般、三反園知事が来島したときに、議員の方々全員と役場前

の中止になっております歩道化について、要望したところであります。ここまでずっと緑地化の、

当初は計画がありましたけれども、今は中断しているわけでありますので、今後、この県道の緑地

化を、県は町にするようには言っていませんけれども、いろいろ地元の商工会の方々がやっていた

だきたいという話はございます。町のきゅらまち観光課においても、これは今まで以上に住民の

方々、今、商工会といっても、花壇の横にある家が決して商工会に入ってない方もかなりいらっし

ゃいますけど、その辺の対応をどうしていくかということは、町全体で考えていかなければならな

い、大きな課題でございます。 

 当初は、クロトンを植えるとか、コクタンを植えるとか、いろんなありましたけれども、今、中

断している状況でありますので、担当課長のほうから補足説明をしていただきます。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの西 彦二議員の質疑の４番にお答えいたします。 

 今、道道拡張整備により、順次、検福の方向に整備を進めておりますが、県道及び路側帯の花壇

等については、県の管轄でございます。県の徳之島事務所の見解は、この花壇等については、地元

の婦人会、それから地域の皆さんに活用していただくということで設けたようでございます。 

 また、この花壇には大きな樹木は安全面を考慮して植樹しないようにということで聞いておりま

す。他の町の事例として、管理できない花壇についてはコンクリートで覆ってふたをしているよう

であります。 
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 本町では現在、徳之島高校の生徒、それから白組サロン会、公民館、講堂の花いっぱい地域団体、

そして店舗及び自宅前の方々が世界自然遺産へ向けて、町中に花を咲かせましょうをキャッチフレ

ーズで手入れをしているようであります。その他の荒廃しているところは、私たち課で除草剤を散

布しているのが現状であります。 

 今後も引き続き、地域住民団体に呼びかけて、手入れをしていくようにお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○３番（西 彦二君）   

 現在、町では、長道・伊仙線、木之香・犬田布線と県道拡張工事が行われています。交通の安全

性や空港、港への利用アクセスに大変、嬉しく思っています。 

 さて、町の中心地である役場周辺の県道も整備が進み、県道緑地化の計画を伺いましたが、町の

中心地でもあり、一番の町の顔、メイン通りだと思っていますので、ご検討お願いいたします。 

 また、あまり手のかからない、低い植物でも検討お願いします。世界遺産や観光振興にも向けて、

ぜひ、ご検討をお願いいたします。 

 続きまして、教育施設についてお願いいたします。 

○教育長（直章一郎君）  それでは、西議員の質問にお答えします。 

 町内のブロック塀の危険箇所については、先ほど、牧本議員への質問の答弁のとおりですけども、

大阪北部地震で小学校４年生の女の子と、見守り活動をしていた男性が小学校のブロック塀の倒壊

によって犠牲になったこと。この事故を踏まえて、ブロック塀の簡易点検、例えばそのブロックの

高さとか壁の厚さ、基礎の有無、そして表面が老朽化していないか、亀裂などが生じていないか、

あるいは傾きとかぐらつき、こういった外観から見てのそういった、外観による点検等に努めて、

倒壊防止に今後、努めていきたいとこのように考えています。 

○３番（西 彦二君）   

 先ほど、牧本議員と重複いたしますが、町内学校通学路など、危険箇所早期に対応し、町民児童

の安全第一に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 後になりましたが、よいお知らせで終わりにします。伊仙町出身の永里さんのご紹介いたしま

す。 

○議長（美島盛秀君）   

 許可します。どうぞ、教育関係だから、スポーツ関係だから。 

○３番（西 彦二君）   

 山岳をかけるスピード競技のスカイランニングという世界選手権に、本日13日から15日の３日間

イギリスであります。日本代表選手として、伊仙町出身の永里剛城君が初出場しています。永里君

は面縄中学校１年生、県中学校総体シングル500ｍ走で優勝し、鹿児島県の高校を卒業し、後、陸

上自衛隊に入隊し、今年２月、県下１週駅伝で大島チームの選手として出場いたしました。 
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 昨年９月に代表選考会をかね山形県であったアジア大会の男子メンバーで２位に入賞いたしまし

た。それをつなぎ、日本代表選手として、本日、世界大会に挑んでいます。永里さんは家族はもち

ろん、島の人たち、職場など多くの人たちから声援を受けている、これを力に変えて上位入賞を狙

っていきたいと思っています。町出身者の世界大会出場、大変に嬉しく思っております。 

 町としましても、2020年オリンピックもあります。若く、これから伊仙町を担う子供たちにも町

をあげて支援や育成をお願いしていただきたいものと思っています。町長に伺います。 

○議長（美島盛秀君）   

 ちょっと西君にお願いします。これは通告外ですので、答弁はまたいろんな面で。 

○３番（西 彦二君）   

 一応、以上を。もちまして一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで、西 彦二君の一般質問を終了いたします。 

 次に、佐田 元君の一般質問を許します。 

○４番（佐田 元君）   

 町民の皆さん、こんにちは。４番、佐田 元でございます。多くの町民の切実な声を是は是、非

は非として、町民の声を反映させ、町民の代表の一人として責任を果たし、夢の持てるまちづくり

を目指して、町執行部と議論を交わしていきたいと考えているところであります。 

 本日、第３回定例会において、一般質問の許可がおりましたので、通告書にしたがいまして質問

いたします。執行部の皆様の明解なるご答弁をお願いします。 

 まず初めに、備品未納問題についてでありますが、住民監査は地方自治法第242条の規定に基づ

き、地方公共団体の住民が当該団体の執行機関、または職員の違法、また不当な財務関係会計上の

行為、または怠る事実について、これを監査し、また是正することで住民全体の利益を守ることを

目的とする制度であるとされております。 

 私は、こうした制度を活用して、多くの町民が時間や労力をかけて住民の全体の利益を守るべく、

住民監査請求がなされたことは大変意義深く、請求者の方々の努力、そして請求を受理して、真摯

な態度で監査を行った監査委員など、関係者の方々の努力に敬意を表するべきものと考えます。 

 特に、先の３月議会で、私が備品未納問題に関連して、この業者が受注した全てのものを調査す

る考えはないかという質問をしたところ、指名者であります副町長が、再度監査員の方に審査をお

願いいたしまして、この結果に基づいて今後の対応を図ってまいりたいと答弁しておりますので、

この答弁に基づいて迅速な対応がなされていれば、このような住民監査請求もなかったのではない

かということも考えられます。町当局がこの事案を、深刻に受け、真摯な態度で自主的かつ適正な

取り組みが今日に至るまで、何らなされなかったということは、大変残念でなりません。 

 そこで、町長にお伺いいたします。住民全体の利益を守ることを目的に、住民監査請求がなされ

たことについて、どのように受けとめているか問います。 
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 ２番目に、この監査請求になされた勧告内容にどう対応するのか。また、次に８月22日付の奄美

新聞で、勧告内容に疑問を呈するようなコメントが記載されております。このことに対しましても

問います。 

 そして、大きい２番は、当該者と面会の経緯の内容についてでございます。これも８月22日付奄

美新聞でのコメントの中で、約２カ月前に当該業者と会ったとあるが、具体的に誰が、いつ、どこ

で、誰と会ったのか、また、面会した結果、どのような対応をすることになったのかを問います。 

 次に、３番目に、平成29年の６月６日の３者間、これは町長のほうにも、まだまだ記憶が残って

いるかと思いますので、この件に関しまして問いたいと思います。 

 ４番目には、当該業者の返納額の根拠と返納請求の手続きについて。これは契約書に基づいての

請求か。また、返納手続はどのように行ったか、この返納された受け入れはどのようにするか、具

体的に問います。 

 ５番目に、当該業者の課税について、適正な申告と課税がなされていたのかを問います。 

 次に、６番目に、これは先月の６月議会でも質問いたしましたが、再度お伺いいたしたいと思い

ます。全ての町民が主役のまちづくりについてですが、農業生産工程管理のＧＡＰの関連の出張旅

費を当時の会長だけに支給を認めなかった理由をお伺いいたします。 

 また、この件は公選法に抵触しないか、選管長に伺います。 

 以上、１回目の質問はこれで終わります。次からは自席で行いますので、よろしくお願いしま

す。 

○町長（大久保明君）   

 佐田議員の質問にお答えいたします。 

 住民監査請求に関しましてどのように受けとめているかという質問でございます。 

 このことは、本当に大変残念で、私たちも真摯に受けとめております。これは、町行政のみなら

ず国・県への信頼を損なう事態であり、公金を扱う自治体としてあってはならない事案であります。

各職員・管理職が基本的な職務規定にのっとり、基本に立ち返った上で一地方自治体の適正な事務

執行に努め、二度と繰り返すことのないようチェック体制管理を強化していかなければなりませ

ん。 

 先ほど佐田議員が申し上げた、是は是、非は非ということは、町長となりましてずっとそのこと

を念頭に町政を運営してまいりました。住民全体の利益を守るということも、これも私は常に、町

がどのようにしたら発展していくかということは考えない日はないわけでありますので、そのこと

は私も重々、今後とも理解して取り組んでまいりたいと思っております。 

○４番（佐田 元君）   

 今、町長のほうからの答弁によりますと、この件に関しては町としても深く反省をしているよう

でございます。ぜひこのような事案が起きないように、今後ともこの業務執行には十分気をつけて

いただきたいと思います。 
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 それでは、まず、８月の22日の奄美新聞でのコメント。このコメントについて町長の真意をお伺

いいたしたいと思います。町長、よろしくお願いします。 

○町長（大久保明君）   

 この点に関しましては、確か夜中の８時から９時の間だったと思います。新聞記者のほうから携

帯のほうに電話がありまして、住民監査請求についてのいろんな質問がございました。 

 この中で、この疑問があったということに対する質問だと思いますけれども、これはこの新聞の、

かなり省略して書いてありますので、皆さん、誤解を与えたんじゃないかと思っております。これ

は、要するに、私が言ったのは、その監査請求した内容の額に対して疑問があるというふうに言っ

たつもりでございますので、そのことに関しましては説明いたしますと、国に対する自主返納額が

確定していない中で、また対象職員の減給・懲戒処分、町長等の懲戒処分に準ずる自戒措置として

の給与の減額等もあります。ですから、この額を、この差額をどうするかなど、正確な数字じゃな

いということでございます。 

 今回、勧告されている請求金額が妥当であるかどうかの疑問であったということでございます。 

○４番（佐田 元君）   

 今の答弁によりますと、職員も減額処分などされているということで、いう答弁でありますが、

この取材によりますと、町長は８月22日の奄美新聞の記事を持っておりますが、約２カ月前、当該

業者と会って９月から毎月４万円ずつを返納していくとの確約書をとった。勧告に沿って我々が賠

償する必要があるのかは疑問というコメントを出しております。誤解を招いたという答弁もありま

したが、この中に、勧告に沿って我々が賠償する必要があるかの疑問、これとは違うという意味で

すか。ご答弁よろしくお願いします。 

○町長（大久保明君）   

 先ほど述べたとおりでございますので、そのように理解をしていただきたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 町長、勧告についてどう思っているかということですよ。 

○町長（大久保明君）   

 それは、１番で答弁したとおりでございます。真摯に受け取っております。 

○４番（佐田 元君）   

 この問題は、町長の答弁、コメントの誤解という答弁でありますが、これは誰が見ても我々はこ

の勧告に対しては責任はとらないというような取り方しかできないコメントではないかと思います。

私が申したいのは、この勧告と月々４万円の返済、これは、この月々４万円の返済とこの勧告、住

民監査を経て、そして監査委員が勧告した。そこで勧告文、ご存じと思いますが、見ておるとは思

いますが、勧告文にも誰々がいくら支払いなさいという勧告を出してるわけです。これと４万円と

は私は別次元のものではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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○副町長（稲 隆仁君）   

 ８月22日の奄美新聞のこの文言だけを持っての誤解と、先ほども町長がご説明申し上げましたけ

れども、改めてご説明申し上げたいと思いますけれども。 

 まず、先ほど町長が申し上げましたとおり、住民監査請求を受けたことに関しましては真摯に受

けとめて、これに法廷に、法にのっとって対応していく所存でございます。これについては間違い

ございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 ただ、町長が疑問に思われているというところは、本来であれば、契約した業者が納品するのが

普通の常識であります。しかし、それが今回、なかったと。確かに事務失態はありましたけれども、

普通の常識で考えられないことが起こったというのが今、現実、どう対応していくかということで

あるわけでありますので、本来であれば、業者がその品物なり、その金額を返すのが筋である。こ

こはよろしいでしょうか。しかし、事務失態的なところによって町三役及び職員の責任的なものが

あって、住民監査で賠償しなさいという監査勧告が出てきたわけです。これも間違いないと思いま

す。 

 しかし、疑念に残るということは、じゃあ、業者の方が月々４万円ではありますけれども、一応

返納の意思を表しています。そして、我々はじゃあ三役以下職員は300万余りの損害賠償金として

支払ったとします。町は二重払いになるということですね、結局。 終的に。じゃあ、これがこれ

でいいのかということで、まだ協議するというか、そういうところ確認しなければならないという

余地があって、先ほどの疑念というか、弁償する、しないということに対する疑念ではありません。

これに対しては事務失態に含めての懲罰・懲戒もしているわけでありますので、これは真摯に受け

とめて何らかの対応をしなければいけないということでありますけれども、ただ、その返済方法と、

しかし、今、二重払いが果たしてそれでいいのかどうか。これも含めて弁護士とも相談しながら問

い合わせてありますけれど、業者からの支払いと三役との支払いが二重払いになると考えられる。 

 いずれにしろ、確約どおり毎月４万円が支払われた場合、どうするのか等、監査委員の意思をは

っきり確認したほうがいいというご指導受けておりますので、今後、こういう、今後対応していか

なければならない対応の方法に、法的にどう対応していけばいいかという協議するという余地があ

るということで疑念と申し上げたことでありまして、決してこれに対して責任を逃れるということ

ではございませんので、その点はご理解いただきたいと思います。 

○４番（佐田 元君）   

 今、副町長のほうからの説明がありましたが、４万円と監査請求の額をこの業者さんから取ろう

ということはどういうことかという、今、弁護士やらと相談してるということでございますが、繰

り返しお聞きします。２カ月前にこの当該業者さんと会ってるわけですよね。２カ月前に会ったと

いうことは間違いありませんね。 

 なぜならば、２カ月前に会ったのであれば、この住民監査はいつ出されたんですか。いつ受理さ

れたんですか。住民監査請求が出て、結果が出て、８月22日の新聞に、会っていろいろ４万円我々
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が支払う、疑問に思う。ここなんですよね、私が聞きたいのは。 

 いいですか。監査請求、住民監査請求が出ました。勧告が出ました。なぜそのときに今のような

答弁を監査のほうにしなかったか。そこをお聞きしたいと思います。どうですか。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 住民監査が出された段階での答えということでありますけども、先ほど申し上げました、242条

によって、地方自治法によって監査請求がなされたわけでありますので、法にのっとって出された

ものに関して我々もその法の結果、監査の結果を踏まえないことには法的な答弁ができないという

ことであります。６月18日、住民監査が請求されました。監査期間が８月の17日まででございます。

その間、請求人からの陳述があり、７月13日につきましては町のほうから弁明書を提出したところ

でございます。その結果を持って住民監査の確定ということで、勧告を受けたわけでありますけれ

も、その勧告の内容について先ほど申し上げましたとおり、二重払いになる等々の問題があって、

そしてさらには国の補助金の今後返還ということも多分、発生してくるだろうと思いますけども、

これに関しては、逆に今度は町のほうから、町長から243条２の第３項にのっとって監査のほうに

監査請求を提出する予定でございますので、もろもろそういう結果を全て踏まえて、その段階でど

う対応すればいいのか、我々執行部は考えてまいりたいと思っているところでございます。 

 若干の、町長が先ほど２カ月前と、このコメントは、これは多分、町長の勘違いだと思います。

なぜかと申しますと、先ほど来、この事件・事案が発生して以来、弁護士とも相談しつつ、業者に

どのような形で返納ができるのか、どういう方針でやるのかといろいろとこう協議をしながらでき

るだけのことをということで、そして途中においては裁判も辞さないよということですね、告発も

辞さないよということを業者とも話しながら、弁護士とも相談しながら協議している関係上、２カ

月前と、そういう以前からのことを２カ月前という期限を切ってありますけれども、これについて

は私は町長の勘違いではなかったかなと思っているところでございます。 

○４番（佐田 元君）   

 いろいろ規約もあることでしょう。 

 しかし、私、思うのは、住民監査が出て、勧告が出て、今になってこのような弁明と申しますか、

弁明してるような新聞、コメントですので、この結果が出てからのこのようなコメントはいかがな

ものかと考えられているところです。 

 先ほど副町長のほうから、もろもろ顧問弁護士の相談とかいろいろ話を伺っておりますが、私の

今、手元の資料によりますと、この案件に対しまして顧問弁護士への相談が３月の28日、弁護士か

らの回答は３月29日、もろもろのことをして４月の14日にこの当該業者さんと契約解除及び事業返

納通知を４月の14日に出されております。そして４月の27日に代金支払い済みの返納期限をつけて

出しております。その下に、代金返納のない場合、訴訟を起こすと、このように今後の流れ、執行

部のほうから出ております。この件に対して、先ほども申し上げましたが、なぜ月々の４万円なの

か。このときに４月の27日の期限、この代金返納のない場合、訴訟を起こすと、そういうことをち
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ゃんとうたってあります。これはただの紙切れですか、文書だけですか、これは。伺います。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 先ほど来、説明いたしましたけれども、返納のない場合ということは、これは監査も確かに返納

のない場合ということで監査結果を出されたと思います。 

 というのが、監査委員も二重払いは念頭に置いてなかったと。つまり、もう業者は多分、返納で

きないだろうということのもとに三役にこの、本来は業者が弁済するべき金額を三役及び職員で賠

償しなさいという結果を報告したわけでありますので、その時点では業者に対しては多分、返納能

力があるか、ないかというところは疑問でありましたけれども、しかし、業者も何らかの形で対応

したいということで、訴訟ということも先ほど来、説明行いましたけれども、訴訟も考えておりま

したけれども、何らかの形でも少しでも返納したいという業者のその気持ちを考えたときに、じゃ

あどれだけできるかというところのすり合わせと言えば変かもしれませんけども、それはそれで、

もう少しでも返納できるんであればその意思を汲み取ろうということでやったわけであります。 

 もろもろの 初の段階では、いろいろな交渉の段階では、確かに返済能力はないものだろうと、

これは監査委員、どうですか、思ったんじゃないですか。あの……。 

○議長（美島盛秀君）   

 副町長、資料についての答弁であります、質問でありますので、その提出された資料について答

弁をしてください。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時４５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時１５分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問の途中でありますので、先ほどの副町長の、佐田元議員の質問に対して、副町長のほう

が不適切と思われる答弁がありましたので、このことについて副町長のほうから説明をさせ、陳謝

をさせたいと思っております。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 先ほどの答弁の中で、大変不適切な答弁がありましたこと、撤回申し上げましてお詫び申し上げ

たいと思います。大変申しわけございませんでした。 

○議長（美島盛秀君）   

 それでは、一般質問を続行します。 

○４番（佐田 元君）   

 先ほどの質問、午前中の質問ですが、この質問の中でこの流れ、契約解除及び事業費返納通知、

４月14日出されていますが、先ほどいろいろ資料を精査してみますと、当該者業者さんは島にいな
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いということのようですが、この通知はどういうような出し方をされたのか、そしてまた当該、こ

の業者さんはこの通知を受け取ってあるのか、この通知がまた返ってきたのか、返送されてきたの

か、そこのところをお伺いいたしたいと思います。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 佐田議員の質問にお答えします。 

 この４月の13日付で提出した契約解除と返納通知書が弁護士と相談しながら通知、簡易書留で郵

送してありますので、戻ってはいません。 

○４番（佐田 元君）   

 返ってないちゅうことは、本人さんは受け取ったことということでよろしいでしょうか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 社会教育課のほうに戻っていませんので、受け取ったというふうに思っています。 

○４番（佐田 元君）   

 なぜ私がこういうことを申し上げるかということは、このような金額の請求、こういう書類を簡

易書留で発送する、これ自体が私はそもそも間違っているのじゃないかなと。こういう書類は配達

証明、もしくは内容証明、こういうのをするのが妥当ではないかと思われますが、配達証明は配達

を何月何日まで、何月何日配達したという証明を発送元のほうに届くわけですが、簡易書留の場合

は、ちょっと今、郵便法も変わりまして、本人の受領印がなくても簡易書留の場合は配達できると

いうシステムになっていると思います。私が勤務しているその後に契約変更があったりしたら、こ

れは別ですけど、何せこういう返納通知とかお金にかかわるものは、配達証明、これでするのが筋

ではないかと思いますが、今、聞いたところによりますと、弁護士さんの指導を仰いでということ

ですので、それは間違いなくお手元に届いているものと思われます。 

 それでは、この新聞記事によりますと、２カ月前、当該者に会ったと。これを具体的に誰が、い

つ、どこで、誰と会ったのか、また面会の結果、どのような対応をすることになったのかを問いま

す。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 ただいま佐田議員のご質問にお答えします。 

 本年４月、先ほども申しましたとおり４月13日付で契約解除並びに需用費の返納通知を行いまし

たが、その後、応答がなかったため、６月28日に直教育長と私と、まず代表者の方と面会いたしま

して、何年かかっても支払いたいという申し出がありましたので、また確約を取り、８月１日に私

が代表者と面会し、確約書を提出していただいたということです。 

○４番（佐田 元君）   

 ６月の28日に教育長、経済課長と３名で資料によりますと契約者の夫から入院してるとの電話連

絡があったということでありますが、この29年の４月、この事案が発生した日、そのとき、その後

の交渉は誰とやっていったんですか、伺います。 
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○社会教育課長（稲田良和君）   

 ４月27日以降ですけども、代表者を含め代表者の夫である両名と交渉をしてきました。 

○４番（佐田 元君）   

 私はこの資料で説明していますので、資料の中にちゃんと入ってます。これは、社会教育課のほ

うから出された資料ですので、ちゃんとこっちに名前が載っておりますので、そのとおりにしてお

ります。 

○議長（美島盛秀君）   

 佐田議員、通告書に従って質問してください。 

○４番（佐田 元君）   

 それでは代表者とやったということですが、この社会的地位ある方、その当時の議会議員、何回

か話をされていますよね。しかし、なぜ今になって、この代表者である方と８月１日に面会しなけ

ればいけなかったのか、その理由を説明をお願いいたします。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 お答えいたします。 

 先ほど副町長からもありましたとおり、やっぱり責任を取っていただくということで面会に行き

ました。 

○４番（佐田 元君）   

 平成30年の28日に３名で代表者の方と面会して確約書を取ったということですが、この確約書は

資料によりますと、８月の１日に代表者と面会して出していただいたということですが、これは委

員会の中でも質疑がありまして、課長さんみずから行って８月の１日にこの確約書を取りに行かれ

たという答弁でございますが、その８月の１日、この確約書のわざわざ鹿児島まで行って、ごめん

なさい、鹿児島かどこか、ちょっと住所がわかりませんのであれなんですが、わざわざ行って、取

りに行ったということですが、これは、この確約書はその８月１日に課長と一緒に確約書を書いて

あったのか、またそれ以前に書かれているのを受け取りに行ったのか、そこのところを答弁お願い

いたします。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 この確約書については弁護士の方と相談しながら作成し、８月１日に出張がありましたので午前

中、上りまして、書いて提出をしていただいたところです。 

○４番（佐田 元君）   

 今、弁護士の方と相談されてということでございますが、ということは同席して、一緒になって

この確約書を書いたという取り方でよろしいでしょうか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 平成30年８月１日という日付ですので、私が訪問した日が８月１日でございます。 
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○４番（佐田 元君）   

 なぜこのような質問をするかと言いますと、この確約書、法定代理人、全部塗りつぶしてありま

すね。カメラさん写っていますか。こういうのが確約書として、資料として我々に提出する資料、

これは先ほどの委員会でも話をされて、そしたら個人情報だということを、執行部のほうから個人

情報だからこっちは消してあるという話を答弁いたしました。 

 しかし、今になって上の部分は公表しています。こういうことをこの確約書を弁護士とお話をさ

れて作成したということですが、この確約書は公文書として取り扱っていますか、伺います。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 これは決済も全て受けております。 

○４番（佐田 元君）   

 今、決済を受けているということですが、その決済を受けているあれは何もありません。教育長

のもありません、町長もありません、副町長の印鑑も何もありません。これは、はっきり言いまし

て、ただの紙切れと一緒ですよ、これは。これがここに弁護士と相談して書いたという確約書なの

か。連帯保証人は上記の株式会社、伊仙町に対してを押すの連帯して保証しますと書いてあります

が、この連帯保証人、誰々ですか。その執行部の皆さんが連帯保証人になっていますか。町のほう

に損害を与えておるわけですよね。これを、この論理してるのではっきりわかりませんけど、私が

思うところは恐らく身内の方じゃないかと思われます。身内の方であれば、こういうのは確約書で

はありませんよね。 

 そして、８月１日に受けたということで、この受け付けは平成30年の８月16日になってます。こ

の約15日か２週間、この書類、誰が持っておったんですか。疑いたくなりますよね。そして、ここ

に受け付けをされたということですが、これを受付簿、公文書の受付簿があれば、また後ほど提出

も求めたいと思いますが、受け付けをされている第何号、ただ受け付けをした日付が入ってるだけ

の話。こういう書類を我々、議会に提出して、確約書もとってあります、月々４万円払うという約

束してあります、これはただの、はっきり申します、その場しのぎの資料じゃないかなと思わざる

を得ません。 

 そして、この確約書に書いてある、２回払わないときには即時残金を一括して払うと、支払うと

して、いかなる処分を受けても意義はありませんというような文言が入っております。これはどう

いうふうにして裁判、もし刑事訴訟なんかを起こすとき、どうして、これを証拠にするわけですか。

こういうの、はっきり言って証拠にならないと思いますよ。この説明をお願いいたします。そして、

また次に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 佐田議員の、確約書が確約書ではないというご質問でありますけれども、まず第１点の公文書と

して受け付けてるかということは、起案書で決済は一応三役全て回っていることは、後で、後ほど

お見せしたいと思いますけれども。 
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 ただ、この確約書が正式なものであるかどうかということであるか否かということについては、

今後、弁護士というか専門家のほうと協議をして、これが有効になるかならないかということに関

しては、今、ここで我々で判断できませんので、確認し次第お知らせいたしたいと思います。 

○４番（佐田 元君）   

 今、副町長のほうから、これが有効であるか、ないかちゅうのを弁護士と相談されてやるという

ことですので、ぜひ、この確約書、有効に取り扱っていけるか、いけないか、私はこれはただの紙

切れとしか思っていません。これ、私の見解ですので、これが有効になる可能性もあるのかわかり

ませんけど、私はただの紙切れと思っております。 

 それでは、この論理された連帯保証人、これは住所も何もわかりません。そして、私が言いたい

のは、この株式会社はくぶんしゃ、これ、現在もまだこの伊仙町のほうに、まだあるのか、ないの

か、そこのところを伺いたいと思います。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 はくぶんしゃの会社があるかどうかということでありますけども、実態にあるか、ないかという

ことは把握しておりませんけども、少なからず町の指名等もろもろ含めてには存じておりません。 

 それと、 初、黒塗りで出した段階で、２枚目のところでは会社名だけはオープンにして、連帯

保証人は黒塗りと、これも弁護士と相談した結果であります。 初、なぜ三様に黒塗りしてあった

かと言いますと、問い合わせたところ、裁判官が出廷中ということで連絡を取れなかったため、皆

さんからの要望に応えて 初は一応黒塗りでし、そして確認後、連帯保証人は黒塗りでオープンにす

るなということで指示を受けましたので、このような形で皆様にお示ししたところでございます。 

○４番（佐田 元君）   

 ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの、この１日から16日、これは答弁、まだですよね。何でこんなにまで時間が

かかったかということです。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 代表者と面会したのは勤務先ということで、印鑑がないということで、印鑑を押した後、郵送で

送るということでしたので、その間、遅れたということになります。 

○４番（佐田 元君）   

 すいません、今、答弁によりますと、印鑑を送ってもらって、その印鑑は。すいません。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 代表者が別の仕事をしていまして、会社の印鑑がないということでしたので、押して、後日、郵

送で送り返すということで、私は戻ってまいりしました。 

○４番（佐田 元君）   

 何か、さっきの答弁とちょっと若干違うような感じがいたしますが、先ほどは８月１日に確約書

を受け取りに行ったという答弁じゃなかったですか。 
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○社会教育課長（稲田良和君）   

 確約書を持って、書いて、会社名を直筆で書いていただくために持っていったということです。 

○４番（佐田 元君）   

 まだ理解というか、納得できない部分はたくさんありますが、これは先ほども副町長のほうから

答弁がありましたので、ぜひこの確約書、これだけしっかりしていただきたいと思います。 

 それでは３番目に移りたいと思います。平成29年の６月６日の三者間の面会について。 

 平成29年６月６日以前にこの問題について把握していなかったとか、また部下職員からもそのよ

うな報告はなかったのか、問います。これは町長のほうからお願いいたします。 

○町長（大久保明君）   

 私はこの６月６日に当時の課長から説明を受けました。それ以前については全く私は、これは本

当に驚きましたので、その前には何の情報もなかったと思います。このとき、三者間の面会という、

ちょっと違うんじゃないかと思いますけども、私はその課長の説明を受けました。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 今、町長の答弁に補足をいたします。 

 ６月６日以前は、残りの未納品について契約業者と面談や連絡を取ってまいりましたが、６月１

日及び５日に契約者の受注先より連絡がありまして、この本事業品の代金が未払いであるところが

判明いたしましたので、その旨、６月６日に町長に報告したということになります。 

○４番（佐田 元君）   

 今、町長も三者間の面会はやってないと、また課長は報告をしたということでありますが、30年

の２月23日の教育長のほうから出されている経緯報告書によりますと、６月６日同日、Ｃが来庁し、

町長Ｂと三者で協議を行ったと、こういうふうに書かれていますが、町長はそういう記憶はないわ

けですか。 

○町長（大久保明君）   

 この日にちは６月６日、初めて報告を受けたのは初めてでございます。その後は、その業者ともお

会いして、いろんな説明を受けたことはあります。 初に三者ということはなかったと思います。 

○４番（佐田 元君）   

 はっきり申しましょう、町長。私の質問で、この三者で会うというのは、私は問題があるのでは

ないかという質問いたしました。しかし、私は町長の答弁、私は何ら早く商品を支払いなさい、納

品しなさいというアドバイスをしたと、そういうことで何ら問題はないと思っているという答弁が

ありますが、これは今の町長の記憶違いじゃないかと思います。ぜひ参考にして、また町長が覚え

ていないというのも、それは事実でしょう。はっきり申しまして去年のことであり、こんなにまで

時間が過ぎているわけだから、それは無理ないことかと思います。 

 この件に関しては、またぜひ文書等で報告を求めたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 私がなぜ、この質問をするかと言うと、６月の５日に卸元であります業者さんのほうから、この

残った代金は私に全部支払ってくださいという電話をいただいているわけですが、そのあくる日に

町長室の役場のほうに来庁されたということですが、これは来庁は来庁で結構です、しかし、その

来庁したのは、これがたまたま来庁したのか、そこをちょっと伺いたかったんですけど、今、町長

のほうの記憶がないということでありますので、先ほども言ったように、後ほどまた文書でもお願

いいたしたいと思います。 

 このときに、受注者は土地・財産、甥・姪の承諾を得て自身に登記をして、それを担保に融資を

受けて支払いますと、少し時間をくださいという説明をしたということまで載っておりますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、４番目に、この当該業者の返納額の根拠と先ほど新聞載っておりますこの返納額の根

拠と、返納手続について、またこれは、契約書に基づいての請求かを問います。そして、返納手続

はどのように行ったのか、また、この受け入れはどのようにするのか、具体的に問いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 佐田議員の質問にお答えします。 

 本年４月13日付で、契約業者のほうに契約解除及び事業費返納の通知に基づいてでございます。

返納については、月々４万円を振り込んでいただくということになっております。 

○４番（佐田 元君）   

 この４万円、委員会のほうでも答弁がありましたが、８年ほどかかるということですが、はっき

り申しまして、あと８年、町長以下職員、８年後もまだ残っている職員もいらっしゃるでしょうが、

それまでに、定年されたりする方がたくさん出てくるかと思います。これを月々４万円で返済して

もらうということ、これ自体がはっきり申しまして、まあ先ほど何回も午前中出ておりますが、こ

の住民監査が出た、この金額を請求するのが建前じゃないでしょうか。 

 毎月４万円、28万円の調定額を今年立ててあるようですが、来年なれば、これが48万になるかと

思われますが、実際にこれをもし返納できなかった場合、誰が責任をとることになるのか。４万円

ずつ支払った、しかし、皆さんの契約書の中には延滞金もあります、違約解除金もあります。そし

て、皆さんがこの案件に対して県やら、またもろもろのところへ行って説明し、弁護士さんと会い、

弁護士代、そういう費用、こういう費用はこの中に４万円の中には含まれていませんよね。 

 これをなぜこの契約書のとおりにしなかったのか、この４万円から、先ほども副町長のほうから

ありましたが、返納させるちゅうのは、ちょっと厳しいというようなお話もありましたが、この４

万円の根拠、これをどこからこの４万円なんですか、お伺いいたします。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 月４万円に関しては、契約業者のほうから月々４万円でお願いしますということであります。 
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○４番（佐田 元君）   

 契約業者のほうから月々４万円という申し出があったということでありますが、それはそれで結

構です。 

 しかし、この契約書第８条では、納入遅延に対して年8.25％の遅延利息、契約解除に伴う違約金

として、売買代金の100分の10と定められています。 

 こういうことを課長は知っておって、この４万円の額を当該業者さんの言いなりに引き受けたわ

けですか。伺います。 

○副町長（稲 隆仁君）   

 ４万円の根拠というのは、先ほど業者が精いっぱい何とか、何年かかっても返納したいという意

思によって、金額においては微々たる金額でありますけども、さっき議員が申し上げましたとおり、

10分の１の違約金と、それから延滞利息等というものも含めて、今後どういうふうな形で取り扱っ

ていけばいいのかということを踏まえて、一番 初に申し上げたとおり、今後協議をしなければな

らない余地が多々にあるということを申し上げましたけれども、８年かかる返納金は、とりあえず

我々が三役及び職員に監査のほうから、監査請求の結果として勧告としてありましたとおり、賠償

すべきだということがありますので、そういうところと鑑みて、今後の対応をとっていかなければ

いけないということで今検討中でございます。 

○４番（佐田 元君）   

 今、力強いと申しますか、副町長のほうから、我々のほうで検討して責任をとるというような答

弁と思われますが、ぜひそのようにしてもらいたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 佐田君にお願いします。 

 時間が大分過ぎとりますので、あと10分程度でお願いします。 

○４番（佐田 元君）   

 はい、わかりました。 

 それでは、次、５番目に……。 

○議長（美島盛秀君）   

 ごめん、あと１時間あるそうです。 

○４番（佐田 元君）   

 まあ、１時間はかかりません。 

 次に、５番目、当該業者の課税について、適正な申告と課税がなされていたのか、税務課長のほ

う、よろしくお願いします。 

○税務課長（名古健二君）   

 ただいまの佐田議員のご質問にお答えいたします。 

 当該業者の法人申告については、28年度は、税理士が関与しまして行われ、適正にされていると
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思われます。課税のほうもされております。 

 以上です。 

○４番（佐田 元君）   

 課税されているということですので、まあ、何ら問題はないじゃないかなと思われますが、何せ、

この業者は、受け入れ原価のない売り上げ収入が約500万、493万余りありますので、これに対して

適正な申告がされておるのかなという思いで質問したところであります。課税されておれば、問題

ないじゃないかなと思います。 

 それでは、 後になりますが、６番目として、これは、６月議会でもちょっと伺いましたが、通

告外のところがありましたので、まあ、再度通告して質問いたしたいと思います。 

 全ての町民が主役のまちづくりについてですが、農業生産工程管理（ＧＡＰ）関連の出張旅費を

当時の会長だけ支給を認めなかった理由をお伺いいたします。 

○町長（大久保明君）   

 町長に与えられた権限というのは、２つあるわけです。この人事権と予算編成権があります。そ

れを町長の判断で行使するということは、それはあくまでも町長の判断でございますので、そのこ

とをご理解いただきたいと思います。 

○４番（佐田 元君）   

 町長に与えられた権限でこういうことになったということのようですが、私が聞いた範囲内では、

この元当時の会長が、町長選において批判的な発言をしたということで、謝罪すれば、支給をする

というような話もされたということでありますが、以前、町長が政争の町から政策の町へという言

葉を発しております。私は、これに対し、絶大なる称賛をしました。これこそまさに伊仙町選の歴

史に残るではないかという思いがしたこともあります。その中で、町長がこのようなことをしたと

いうことは、非常に残念でなりません。 

 そこで、町長は、平成30年の施政方針の中で、伊仙町の町政を狙うリーダーとして初心に返り多

くの町民の付託に応えられるよう全力で取り組んでまいりますと、うたってあります。この初心に

返り、まあ、４期もすれば、いろいろおごりも出たり、いろいろあって、こういうことがあるかと

思いますが、ぜひ、この施政方針に述べられているとおり、初心に返られて、もう少し足元を見て、

そして我が伊仙町の町政のリーダーとして取り組んでいただきたいものと思っております。 

 それでは、この件に関して選管長に伺いますが、これは公選法の136条に抵触しないのか、伺い

たいと思います。 

○選挙管理委員会書記長（鎌田重博君）   

 これは、公職選挙法には抵触しません。 

○４番（佐田 元君）   

 ありがとうございました。先ほど町長が言われた人事権、予算権、そういうあれで公職選挙法に

抵触しないということですので、以上で、私の質問を終わりますが、先ほど議論しているこの備品
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未納問題の事案は、まだまだ私たち納得いかなところが多々あります。これからも精査して、町民

の皆さんの理解が求められることが必要と思いますので、 後になりますが、議長、この件に関し

て、特別調査委員会の設置をお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで、佐田 元君の一般質問を終了します。 

 次に、岡林剛也君の一般質問を許します。（発言する者あり） 

○町長（大久保明君）   

 次の質問の前に、私もいろいろこの件に関しましては、いろいろ考えておりました。確かにおっ

しゃるとおり、私は全ての町民が主役のまちづくりをこれからも徹底してやっていく覚悟でござい

ます。 

 日本人の、ちょっと演説になりますけれども、いろいろな惻隠の情とか、それから潔さとか、利

他の心とか、こういうものが私は非常に重要だと思っております。 

 この方に関しましては、今日は傍聴にもいらっしゃいますけれども、私非常に信頼関係を築いて

おりました。私が不徳のいたすところで、こういう結果になったんですけれども、やはり、言葉と

いうものは、発言というものは、その方、責任を持たなければいけません。もちろん私たちもです

けども、そういう意味において、そのことを少し理解していただくということでの、今回の私の予

算の変更でございました。 

 それは、再度その方としっかりと話し合いをしていく価値のある方だと思っておりますので、少

し先輩でありながら、その方に対して礼儀を資したかもしれませんけれども、それは私の恥とかそ

ういうことに関して、やっぱり理解して発言をしなければいけないということでございます。 

 それから、もう一つは、先ほど奄美新聞社から連絡がありまして、町長の発言の中で、このコメ

ントに関しまして、私が述べたこと、今日の発言が少し違うんじゃないかというふうなことがござ

いましたので、そのことを報告いたします。 

 この住民監査請求に対しまして、町が、私が発言したことと、その報道関係者が理解したことに、

すれ違いがありましたので、そのことをぜひ弁明してほしいということでありますので、一応報告

をしておきたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 一般質問を続けます。 

 岡林剛也君の一般質問を許します。 

○６番（岡林剛也君）   

 町民の皆様、こんにちは。６番、岡林でございます。 

 ９月第３回定例議会において、議長より質問の許可がおりましたので、質問をしたいと思いま

す。 

 ６月の第２回定例議会での質問、平成29年度離島漁業再生支援交付金の不適切な支出において明
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らかになった事案について、少し概要を説明させていただきたいと思います。 

 離島漁業再生支援交付金、この交付金は国、県、町が補助金を出し合い、離島であるがゆえに不

利な条件下にある地区、漁業集落に対して、市町村が事業主体となり、その活動、伊仙町において

は、サメ・オニヒトデ駆除、魚礁設置、密漁監視、魚祭り開催などを支援するための補助金であり

ますが、伊仙町においては、平成29年度当初は811万2,000円で予算計上されております。 

 しかし、この予算が当初の予定どおり執行されておらず、町は県に対して83万7,617円減額した

727万4,383円で事業を終了しました、とまるで帳尻合わせとしか受け取れない実績報告を出してい

ますが、実際は、町がある業者に、漁業集落がイベントで使用するガス釜セットの代金83万7,600

円を現物がないにもかかわらず、先に支払ってしまい、ガス釜はいまだに未納であり、結果的に代

金をだまし取られた状態になっているという事案であります。 

 それにも増して、驚くべきことは、この事案が先ほどの社会教育課備品未納問題と同一業者によ

るものであり、まさにその問題が発生、発覚し、町民の間においても、うわさになりつつある 中

に起きているということです。 

 釜代の支払いが昨年11月、備品未納問題発覚が６月、この間、町が何ら対策をとらず、職員への

周知もされなかったことにより、この釜未納問題が発生したことは、100％三役の指導、監督責任

問題になると思われます。そして、この釜、漁業集落の釜未納問題は、この社会教育課備品未納問

題の二次被害であるとも言えます。 

 次に、問題になっているのが、５月24日付県大島支庁林務水産課長から町長へ来ている照会依頼

の文書、１、平成29年度サメ・オニヒトデ駆除の活動記録35件について、２、申請時における漁業

世帯数、この２件に対して疑義が生じたために報告を求められ、町長は５月31日、１については適

正でないと判断する、２については、根拠資料を添えて報告をしていますが、県は奄美新聞の取材

に対し、事業費返納を視野に対応を検討していく方針、現在町の報告を待っている状態、しっかり

と精査したい、と７月11日に報道されました。 

 以上が、現在までの大まかな平成29年度離島漁業再生支援交付金事業における不祥事事案であり

ますが、このことを踏まえて、その後対応、処置について伺います。 

 あとは自席で質問したいと思います。 

○町長（大久保明君）   

 岡林剛也議員の質問にお答えします。 

 議員が今説明があったとおり、先ほど佐田議員の質問の、その解決がなされてない中で、そうい

うまた同一業者ということで、これが周知されていれば、防げた可能性があるというのがご指摘ご

ざいました。 

 私もこれに関しましては、その業者とその後何回か呼んで、何度も何度も説明をしました。それ

はお金は必ず支払うという大まかな内容でしたけれども、そのことを期待をして待っていた中での

今回のこのことでありますので、二次被害ということを言われても、私はそれは反論はできないと
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思っております。 

 今、詳細については、担当課長のほうからまた説明をしていただきます。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの岡林議員の質問に対しましてお答えをいたします。 

 ありましたように、新聞にも載りましたとおり、その件につきましては、その後何度か漁業集落

の役員であったりとか、ヒアリングを行い、県とも調整しながらその結果をもとに県に対しまして、

報告書を作成中でございます。また、作成後、県に提出した、その後、県から国に報告がなされ、

今後の対応が決まると思います。 

 なお、県への報告書が出され結果がまとまり次第、議会に対しましても、速やかに報告をさせて

いただきたいと思っています。 

○６番（岡林剛也君）   

 まず、この事案、前から３カ月たっているわけですけども、前回の答弁ですが、町長が検証委員

会は当然すべき、再発防止のための委員会を早急に設立し、これ以上発生しないよう、何よりも町

民の方々の信頼を失うことのないような行政づくりをやっていかなければならないと覚悟していま

す。また、副町長は検証的なところ、並びに研修会等は行っている。立つ位置も含めて、今後検証

し、事業運営に取り組んでいきたいという答弁がありましたが、その具体的な内容と検証結果を伺

いたいと思います。 

○町長（大久保明君）   

 この正式名の検証委員会というのは、まだ立ち上げていません。この関係した職員等については

何回もヒアリングをしたり、県の方々の話を聞いたりしている状況でございます。 

 今後、担当課長もかわったり、それから職員が少し体調を悪くしたりした中で、少し滞りました

けれども、新しい体制で、今後しっかりとやっていきたいと思っております。 

○６番（岡林剛也君）   

 検証委員会のようなものを立ち上げる準備はされているんでしょうか。 

○議長（美島盛秀君）   

 誰が答えるの。 

○町長（大久保明君）   

 先ほども申したとおり、しっかりとした体制で早急に対応をしていきたいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 執行部にお願いします。 

 答弁については、以前に答弁をした内容について、今、伺っていますので、そういう経過につい

てしっかりと答弁をしていただきたいと思います。 

○６番（岡林剛也君）   

 全然準備もなっていないようですが、もうあれから、６月から３カ月以上たちますけども、これ
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ほどの町民の関心が高い、大きな不祥事にもかかわらず、全く危機管理がなっていないと思われま

すが、いかがですか。 

○町長（大久保明君）   

 この２つの案件が関連していたこともあり、そしてまた、別に発覚したサメの駆除の問題も含め

て、これは、一緒の委員会ということはできませんけれども、対応していきますのでご理解いただ

きたいと思います。 

○６番（岡林剛也君）   

 先ほどの県の結果とかが出るのは、大体早くてどれくらいになりそうですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 今月中をめどに今作成中でございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 それは、県への報告が今月中ということで、その結果が出るのはどれくらい先になりそうですか

という質問です。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 結果につきましては、県の方から特に今のところは言われておりません。 

○６番（岡林剛也君）   

 それでは、その結果ができ次第、報告書なり何なり議会へ報告をお願いしたいと思います。 

 一番、今から、前回もやりましたけれども、この釜の代金83万7,600円について伺いますけれど

も、その後、６月議会から後ですけれども、この漁業集落の総会は開かれたのか、また開かれたの

であれば、この釜の件、代金についてはどういう協議がなされたのかお伺いします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 漁業集落の総会については、現在のところまだ開かれておりません。 

○６番（岡林剛也君）   

 この釜の代金はどうなるとお考えですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 先ほど、総会が開かれてないというの、釜の件もですけれども、サメ駆除等、その漁業集落民の

中で精査しないといけない部分がありましたので、開いておりません。 

 釜の件につきましては、今のところ町としては漁業集落のほうに補助金を出しておりますので、

一応形上は漁業集落に対しまして返還を求めるつもりでございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 町が漁業集落に返還命令なり何かそういうのを出すということですけども、漁業集落は、多分そ

の釜代については、私は間違いなく払わないと思いますけども、どうお考えですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 仮定の話はできないんですけども、また、場面、場面で協議を進めたいと思います。 
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○６番（岡林剛也君）   

 私は、これは漁業集落に、前回６月も言いましたけども、請求するのは大間違いと思いますよ。

だって、本来町はもう県に対して不用額ということで返納済みであると、40万ね。だから、これは

町が業者と直接協議をしたらどうかと思いますけども、どうですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 業者さんにおきましても、お金を返していただけるようにお願いをしているところでございま

す。 

○６番（岡林剛也君）   

 先ほどの答弁で、３人で鹿児島に行って業者さんと会っているわけですけども、そのときはこの

釜の件は話はされなかったんですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 釜の件につきましても、話はしてございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 業者は何と言っているんですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 先ほど社会教育課の備品の問題もありましたとおりに、離島漁業の釜の件につきましても、でき

る範囲で返していきたいという話は出ておりました。 

○６番（岡林剛也君）   

 ああ。（笑声）どうしたらいいんでしょうか、これはね。とにかく、実際町がまた、集落民が損

害をこうむっているわけですから、何とか町が業者さんと集落の間に入って、うまい解決方法を探

してほしいものと思いますけど、それは可能ですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 個人的に、時間がかかっても毎月お金を返してもらうようにしたいと思っております。 

○６番（岡林剛也君）   

 その件はよろしくお願いいたします。頑張って回収してください。 

 次、釜の件は帳尻合わせで予算を取り繕って事業を終了した形をとっているんですけども、もし、

このサメ、オニヒトデ駆除等にかかわる疑義についてですけども、これは多分もし、これが不正だ

ということになると、補助金返納の事案になると思われますが、この件についてもまだ何も県から

は言ってこないんでしょうか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 初に申し上げましたとおりに、県に報告書を作成中ということでございますので、その報告が

固まり次第、各個人、個人に対してとなると思うんですけど、まずは漁業集落に対しまして返還命

令が出るかと思います。 
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○６番（岡林剛也君）   

 町長が「適正に行われていないと判断する」と回答していますが、これは何を根拠にそういうこ

とをおっしゃっているんでしょうか。 

○議長（美島盛秀君）   

 町長のコメントに言っているんだから町長に。（発言する者あり） 

○町長（大久保明君）   

 課長のほうがいろいろ県との交渉をしているわけでございますので、私はその写真とかそういう

ものを見ただけでの判断でございますので、詳しくは課長のほうから答弁していただきます。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいま町長の答弁にありましたとおりに、写真のデータであったりとか、写真をもとにまた聞

き取り等して今判断をしているところでございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 そもそもこの事業における町の役割は、漁業集落に対して指導、助言する立場であるにもかかわ

らず、それはしないでおいで、しなくてもいい本来集落がするべき交付金の執行管理は町がすると

いう、こういう長年にわたるずさんな事業執行が現在のような危機的状況を引き起こした原因と思

われますが、町長どうですか。経済課長や係の人はころころかわって、よくまだ内容がわかってい

ないところもあると思うんですけども、これはもう10何年やっていますので、その辺をよくわかっ

ていると思われる町長もしくは副町長、お答えをお願いします。 

○町長（大久保明君）   

 なぜ漁業集落の事務を町がしなければならないかということなど、それぞれの経緯については、

これは当初は漁業集落が役場内において担当がいていろいろ事務作業をしていたと思いますけれど

も、その後は、その方は多分まだ漁業集落の仕事していると思います。そういった中で、どうして

町に依頼が来たと思いますけども、それを町が受けてやっている状況でありますので、今回このよ

うな事案が出たということを含めまして、やはり今後町と漁業集落がどのように関係を築いたほう

がより適正なのかも含めて考慮をして、協議をしていく必要があると思います。 

○６番（岡林剛也君）   

 それと、大島支庁水産課の依頼の文書の申請時における漁業世帯数の調査ですけども、これにつ

いては根拠資料を添えて報告をしていますが、この根拠資料とはどういうものなのかお答えくださ

い。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 根拠資料について説明をいたします。 

 まず、年に30日以上漁業されている方であり、かつ伊仙町に住んでいるか、もしくは住んでいな

くても毎日のように伊仙町の港に来て、毎日というか年30以上来て活動ができるかとか、そういう

要件がございます。 
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 そういうのをもとに、今回証明というかを各個人の自己申告を漁業集落、港が３つございますの

で、３つの代表に証明をしてもらい、それを伊仙町地区漁業集落の代表にまた証明をしていただい

ております。 

○６番（岡林剛也君）   

 その県に送った添付書類というのは、それは正当な書類でしょうか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいま申し上げましたとおりに、漁業集落民がみずから提出したものを各港の代表が証明し、

それを３港の代表がまた証明したのを、町が原本証明ということで証明をして提出をいたしており

ます。 

○６番（岡林剛也君）   

 じゃ、それは適正な書類ということですね。よろしいですか。 

 それでは、次に、平成30年度、本年度の申請状況はどうなっているんでしょうか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 今年度は今ある問題が解決するまで、申請ができない状況になっていることを申しわけなく思っ

ております。 

○６番（岡林剛也君）   

 多分もう今年度は事業申請ができないとなると、せっかく今まで何年もかけてやってきた、この

サメやオニヒトデ駆除が水の泡になりかねません。野猫や畑の雑草と一緒で、ずっと野猫の去勢手

術やら畑の雑草もやり続けないと、すぐ種が落ちて、もう１年間も放置すると、多分そこらじゅう

サメだらけ、オニヒトデだらけになるんではないかなと思っています。しかもこれは伊仙町の海だ

けの問題じゃなく、徳之島全域に影響を与えると思います。 

 また、毎年の魚祭りを楽しみにしている町民もたくさんいると思います。今回のこの一連の不祥

事によって、町民はもとより、この国や県に対する信用も大きく損なわれてしまったと思われます

が、この責任は誰がいつ、どうとるべきだと考えられますか。 

○町長（大久保明君）   

 県の市町村課長などとも何回もお会いいたしまして、このことはおわびを申し上げております。 

 信頼回復のために、伊仙町が今後本当にさらに努力をしていく必要があると思いますので、簡単

に信頼回復と言っても、これはそう一朝一夕にできるものではありませんので、しっかりと地道に、

そして町民への説明を続けながら、そしてこの町があらゆる意味で、失点はありましたけれども、

もっともっとそれ以上に評価できる点もあると。そのことをもっともっとやっぱり発展させていく

ことが、このような不祥事を防いで、そしてそのことを糧として全職員が、全町民が大きく前進す

るように、今回のこの件を本当にしっかりと反省して、逆に、逆境にも立ち向かっていくという伊

仙町の力を示していかなければならないと思っております。 
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○６番（岡林剛也君）   

 本当に一日も早くこういう不祥事調査委員会なりつくりまして、やっぱり二度と、もう毎回、不

祥事が起こるたびに執行部の方々は同じことを繰り返してて、何かもう神経が麻痺してるんじゃな

いかなと思うような感覚もありますけれども、 後に、前回も伺いましたけども、説明責任、これ

はもともとは公共機関による納税者への公金の使用説明から来たとされておりまして、不正や失敗

の経緯を明らかにするという意味もありますが、説明責任を果たすということは、権限を行使して

みずからの役割を果たし、もし失敗したり不正を働いた場合はその責任を負う、 終的に出処進退

を申し出て裁きを待つ、あるいは責任を認めて制裁を受け入れるということだそうです。このこと

を踏まえまして、再度、お伺いします。これだけの不祥事が続出している中で、町長は町民に対し

て謝罪・説明責任を果たす義務があると考えられるが、どうでしょうか。 

○町長（大久保明君）   

 伊仙町議会においても、これは今、ユーチューブでも全て中継されております。パソコンだけじ

ゃなくて、今や伊仙町議会の、今日でも相当数の本土の方もリアルタイムに見ている状況でござい

ますので、この場を借りて、今日、視聴、見ている方々にこの場で今回の一連の問題に関しまして

は、町長の説明責任を果たして参らなければなりません。その有名なマックスウエーバーというド

イツの政治学者は、政治家に必要なのは情熱と、そして強い情熱と、そしてどんなときでも間違わ

ない判断力と、 後は責任能力だというふうになっております。私はその言葉をしっかりと自覚し

ながら今日、この伊仙町議会を傍聴している方々、そしてまた町内でインターネットなどで見てお

られる方々、全国の郷友会の方々に改めて、今回の件は町長としてしっかりした管理ができなかっ

たことをお詫び申し上げたいと思います。 

 そして、今後、このようなことが二度と起こらないように、全力で努力をすることをお誓い申し

上げます。 

 伊仙町に本当に期待している方々、また今回の件で大変失望した方々もいっぱいいらっしゃると

思います。しかし、先ほども申し上げたように、私たちは伊仙町議会の方々、非常にこう厳しい状

況、厳しい質問もありますけれども、それは真摯に受けとめて、謙虚になって、伊仙町発展のため

に今後とも全力で頑張ってまいりたいと思いますので、今回の件を改めてお詫び申し上げます。 

○６番（岡林剛也君）   

 町長の覚悟はしかと今、もう、何万人の方が多分、今、視聴していると思いますが、皆さん、心

に響いたと思います。 

 後になりますけども、この離島漁業再生支援交付金事業、図らずもこれだけ不祥事が発生して、

事業継続自体が危ぶまれていますけれども、一刻も早くこの諸問題を解決して、町民はもとより

国・県との信頼回復に努め、関係機関と連携を取りながら事業が再開されることを要望いたしまし

て、質問を終わりたいと思います。 
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○議長（美島盛秀君）   

 これで、岡林剛也君の一般質問を終了します。 

 本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 明日９月14日は平成29年度会計歳入歳出決算審査特別委員会による現地調査となりますので、議

員の皆さんは現地用の制服を着用の上、10時までに議場へ参集願います。お疲れさまでした。 

散 会 午後 ２時３０分 
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平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会 

          平成30年９月14日（金曜日） 午前10時 開議 

 

１．議事日程（第4号） 

 ○日程第１ 平成29年度各会計歳入歳出決算審査特別委員会（現地調査） 
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１．出席議員（１２名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番  牧 本 和 英 君 

     ３番  西   彦 二 君        ４番  佐 田   元 君 

     ６番  岡 林 剛 也 君        ７番  牧   徳 久 君 

     ８番  上 木 千恵造 君        ９番  永 田   誠 君 

    １０番  福 留 達 也 君       １１番  前   徹 志 君 

    １２番  明 石 秀 雄 君       １３番  樺 山   一 君 

 

１．欠席議員（２名） 

５番  清   平 二 君       １４番  美 島 盛 秀 君 

     （※清議員及び美島議員は、決算審査特別委員ではないため。） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 穂   浩 一 君      事 務 局 書 記 元 原 克 也 君 
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～平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会～ 

△開 会（開議）   午前１０時００分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ただいまから平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算、審査特別委員

会を開会します。 

 当特別委員会は、平成30年９月11日の本会議において付託されました平成29年度伊仙町一般会計

歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算の審査を目的としており、委員会の会期は本日９月14日か

ら20日までの7日間、実質４日間を予定しております。詳細については、お手元に配付してあります

議事日程のとおりです。 

 また、委員の皆様におかれましては、同決算審査において慎重に審査を行った上で、委員会報告

書を提出いたしますので、効率的かつ円滑な委員会運営を行えるよう、ご理解とご協力を申し上げ

ます。 

 日程第１ 委員の派遣について、議題とします。 

 お諮りします。平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査に関する

現地調査を実施するため、伊仙町議会会議規則第74条の規定に基づきお手元に配付してある委員派

遣要求書のとおり、議長へ委員派遣要求書を提出してもよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員の派遣についてはお手元に配付してあります委員派遣要

求書を議長へ提出することに決定しました。 

 本日はこれで散会いたします。次は９月18日火曜日午前10時より本議事堂において、平成29年度

伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出審査を行いますので、午前10時までに本議事堂

にご参集ください。 

散 会 午前１０時１０分 
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平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会 

          平成30年９月18日（火曜日） 午前10時05分 開議 

 

１．議事日程（第5号） 

 ○日程第１ 認定第１号 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算（補足説明） 

 ○日程第２ 認定第２号 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算（補足説明） 

 ○日程第３ 認定第３号 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算（補足説明） 

 ○日程第４ 認定第４号 平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（補足説明） 

 ○日程第５ 認定第５号 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算（補

足説明） 

 ○日程第６ 認定第６号 平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算（補足説明） 

 ○日程第７ 認定第７号 平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算（補足説明） 
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１．出席議員（１２名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番  牧 本 和 英 君 

     ３番  西   彦 二 君        ４番  佐 田   元 君 

     ６番  岡 林 剛 也 君        ７番  牧   徳 久 君 

     ８番  上 木 千恵造 君        ９番  永 田   誠 君 

    １０番  福 留 達 也 君       １１番  前   徹 志 君 

    １２番  明 石 秀 雄 君       １３番  樺 山   一 君 

 

１．欠席議員（２名） 

     ５番  清   平 二 君       １４番  美 島 盛 秀 君 

     （※清議員及び美島議員は、決算審査特別委員ではないため。） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 穂   浩 一 君      事 務 局 書 記 元 原 克 也 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   職   名   氏     名        職   名   氏     名 

  町 長 大久保   明 君      副 町 長 稲   隆 仁 君 

  総 務 課 長 池 田 俊 博 君      未来創生課長 久 保   等 君 

  税 務 課 長 名 古 健 二 君      町民生活課長 水 本   斉 君 

  保健福祉課長 澤   佐和子 君      経 済 課 長 仲 島 正 敏 君 

  建 設 課 長 松 田 博 樹 君      耕 地 課 長 上 木 正 人 君 

  きゅらまち観光課長 佐 藤 光 利 君      水 道 課 長 福 島 隆 也 君 

  農委事務局長 元 田 健 視 君      教 育 長 直   章一郎 君 

  教委総務課長 喜   昭 也 君      社会教育課長 稲 田 良 和 君 

  学給センター所長 伊 藤 勝 徳 君      ほ－らい館長 重 村 浩 次 君 

  選挙管理委員会書記長 鎌 田 重 博 君      総務課長補佐 寶 永 英 樹 君 
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～平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会～ 

△開 会（開議）   午前１０時０５分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ただいまから平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算外６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会

を開会します。 

 審議を始める前に、本日は平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算外６特別会計歳入歳出決算に

ついての補足説明のみを行います。 

 説明をする際は、歳入歳出それぞれ各款項目順に各課長により、決算書並びに主要施策の成果説

明書のページ数を提示した上で、進めていただきたいと思います。 

 また、決算書に提示されている件について、簡潔明瞭な説明をされることを心がけていただき、

特に徴収率、不用額、流用額、繰越額について、詳細な説明をお願いいたします。 

 日程第１ 認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算について議題とします。 

 補足説明があれば、これを許します。 

○総務課長（池田俊博君）   

 それでは、認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算について、補足説明をいたしま

す。決算書70ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書から、歳入総額59億9,002万7,000円、歳出総額58億3,052万4,000円、歳入

歳出差し引き額１億5,950万3,000円、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費繰越額1,473

万9,000円、実質収支額１億4,476万4,000円、実質収支のうち、地方自治法第233条の２の規定によ

る基金繰入額7,800万円とし、これによりまして、平成29年度繰越額が6,676万4,000円と確定したと

ころであります。 

 それではまず、総務課所管事務につきまして、詳細説明をいたします。決算書６ページから７ペー

ジをお開きください。成果説明書においては、10ページを参照いただきたいと思います。 

 ２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税、これはガソリン等に課税される地方揮発油税の100分の42、

また２項自動車重量譲与税は、車検などの際に、自動車の重量等に応じて課税される国税の40.7％

を市町村の道路台帳に記載されている道路の延長及び面積により案分して交付されるものであり、

本年度の交付額は、7,323万円となり、前年度比0.4％、30万3,000円の減額となっております。 

 ３款利子割交付金、これは預貯金の利子として課税される県民税のうち、57％を市町村の個人県

民税の徴収率によって案分して交付されます。本年度の交付額は57万7,000円となり、前年度比

153.1％、34万9,000円の増であります。 

 ４款配当割交付金、これは上場株式等の個人に対する配当額に対し、課税される県民税の59.4％

を、市町村の個人県民税の収入率により案分して交付されます。本年度においては、70万2,000円で

あり、前年度比23.4％、13万3,000円の増となります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、これは一定の特定口座における上場株式の譲渡により、所得等の
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金額に対して課税される県民税の59.4％を市町村の個人県民税の収入率により案分して交付されま

す。 

 本年度においては、69万7,000円であり、前年度比115.1％、37万3,000円の増であります。 

 ６款地方消費税交付金、消費税率８％のうち1.7％が地方消費税として県に入ります。さらにその

２分の１を国勢調査時の人口及び事業所従事者数により案分して市町村へ交付されます。 

 消費税の増額分の１％が社会保障財源として交付され、本年度交付額は１億374万2,000円であり、

前年度比３％、299万8,000円の増であります。 

 成果説明書21ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここに市町村の交付金、社会保障財源化分として充てられた社会保障４経費、その他社会保障施

策に要した経費として、歳入に関しては、地方消費税交付金の内の社会保障財源交付金4,786万円で

ございますが、これを社会福祉、社会保険、保健衛生費等記載してある事業に充当してございます。 

 伊仙町においては、社会保障費の経費が15億4,333万6,000円であり、そのうち国庫支出金が６億

9,189万4,000円、地方債として2,200万円、使用料、個人負担金等のその他財源が4,164万4,000円、

そこに社会保障財源交付金4,786万円を充当すると、完全なる一般財源は７億3,993万8,000円という

ことになり、前年度比一般財源の伸びが5.7％、4,207万1,000円となります。 

 それでは、また決算書８ページをお開きください。成果説明書においては10ページでございます。 

 ７款自動車取得税交付金、これは自動車の取得に対して、所在の県において課税される県民税の

95％を市町村の道路台帳に記載されている道路の延長及び面積により案分し、交付されるものであ

ります。本年度の交付額は1,270万5,000円となり、40.5％、366万1,000円の増であります。 

 ８款地方特例交付金、この交付金は、住宅借入金等特別税額控除等により、町に入るべき税収が

減少しますので、その補痾をするために交付されるものであります。本年度の交付額は40万2,000

円となり、前年度比4.7％、１万8,000円の増であります。 

 ９款地方交付税、この地方交付税の財源といたしましては、国において所得税及び法人税の33.1％

相当額、酒税の50％相当額、消費税の22.3％相当額を総額と定め、普通交付税において、地方公共

団体の毎年度の基準財政需要額が基準財政収入額を上回る額を補痾するというものであり、特別交

付税としては、地方交付税総額の５％を上限とし、交付税法に定められた事業に充当した金額及び

特別な財政事情等により、なされた事業に対して交付されるものであります。本年度において、交

付額は総額で31億6,216万1,000円となり、前年度比0.2％、658万3,000円の減であります。 

 10款交通安全対策特別交付金、この交付金は、道路交通法の規定により納付される反則金に係る

収入を財源とし、道路交通安全施策の設置、管理及び交通安全教育に要する経費として、自治体の

基準により交付されるものであります。本年度は149万2,000円であり、後ほど歳出のほうでもご説

明いたします。 

 決算書10ページをお開きください。成果説明書においては、25ページを参照ください。 

 13款国庫支出金２項国庫補助金５目総務費国庫補助金、この補助金において、社会保障税番号制
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度システム整備費補助金として32万4,000円が収入されております。 

 ４番の電算システム事業の維持管理事業に充当してございます。ご参照ください。 

 決算書14ページをお開きください。成果説明書は、後ほどまた消防費のほうで説明をいたします。 

 14款県支出金２項県補助金７目消防費補助金、この補助金においては、平成28年度からの継続事

業として、奄美群島防災関連施設整備事業費補助金として、3,600万円が収入されております。これ

は後ほどまた消防費のほうにおいて説明させていただきます。 

 決算書16ページをお開きください。成果説明書は26ページでございます。 

 15款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入としては、駐在所、道路占用料等の貸し付けで

ございます。財産収入、その他総務関係歳入の財産収入等のところに詳細は載せてございます。こ

れは成果説明書です。 

 ２目利子及び配当金として、基金利子、日本エアコミューター株の株主配当金でございます。 

 これもその財産収入のほうに、詳細は載せてございます。 

 ２項財産売り払い収入でございます。この中で、土地売り払い収入として、土地２件、33万2,926

円、物品売り払い収入として、これは給食センターの配送車２台でございますが、90万円となって

おります。 

 これも財産収入のほうに詳細記載してございます。 

 16款寄附金１節一般寄附金として、個人１件、法人１件により15万円、２節指定寄附金として100

万円の寄附をいただき、道路補修費として充当させていただきました。また、きばらでぇ伊仙応援

寄附金に関しましては、未来創生課より説明いたします。 

 決算書17ページをお開きください。 

 18款繰越金として、前年度決算剰余金6,501万797円であります。 

 19款諸収入でありますが、項目が多数あり、総務所管について成果説明書25から26ページに詳細

を記載してあります。 

 主なものとして、市町村振興協会から宝くじ交付金、後期高齢者医療一部事務組合出向職員負担

金、徳之島アイランド広域連合等前年度分返還金、建物共済、返戻金等であります。 

 20款町債、決算書18ページをお開きください。 

 本年度においては、６億1,152万1,000円の借り入れをしてございます。成果説明書は15ページで、

事業ごとの起債額を示してあります。 

 成果説明書16ページにおいては、各事業債の平成28年度末現在高、平成29年度発行額、平成29年

度元利償還額等地方債現在高の状況を示してございます。平成29年度末現在高は78億1,804万4,000

円となっております。 

 17ページには、地方債借入先別利率別現在高の状況を示してあります。ちなみに、利率が１％以

下借り入れが56.8％となっております。 

 18ページには、今後10年間の年度別償還状況を示してございますので、ご参照いただきたいと思
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います。 

 歳入については、以上で説明を終わりまして、歳出について、まず各課共通する１節報酬から４節

共済費について、成果説明書12ページで説明いたします。 

 右側表にあります１、人件費、その内訳で、１、議員等報酬手当、これは議員の皆様、農業委員、

教育委員、監査委員等の報酬9,433万円、２、町長、副町長、教育長の給与3,179万6,000円、職員等

の給与５億7,917万1,000円、４、職員共済組合負担金１億3,998万8,000円、５、退職手当組合負担

金１億4,407万3,000円、７、災害補償費80万3,000円、その他として、旧恩給条例等に関する給付負

担金として23万円を支出いたしました。 

 また、成果説明書14ページには、款ごとではありますが、支出した人件費を記載してございます。

総額で９億9,039万1,000円であります。 

 それでは、総務課関係事業についてご説明いたします。決算書20ページ、成果説明書は22ページ

をお開きください。 

 １目一般管理費、これは役場全体の維持管理経費で、印刷機の借り上げ、光熱水費、電話交換手、

条例等追録費等であります。また、総務課事務執行経費、旅費、公会計制度導入、職員安全衛生関

係、きばらでぇ伊仙応援基金事業として頑張る集落支援事業、８集落から応募を受け、案内板等の

設置を行いました。 

 先ほど歳入でも説明しました臨時運行許可証、仮ナンバーの発行も総務一般事務事業であり、さ

らに広域連携事業として郡、県町村会への負担金、防犯連絡協議会を代表する警察署関係協議会等

への負担金を行いました。 

 ２目財産管理費、決算書は21ページ、成果説明書24ページでございます。 

 この費目は、庁舎管理、町有施設、公用車等の災害共済事務を執行する経費であり、台風、落雷

等の多発で、光ファイバー回線の切断等、共済請求事務が多くなっているところであります。本年

度は庁舎外壁塗装、工事を行い、あわせて雨漏り箇所等の修理を行ったところであります。 

 詳細は、事業費の明細書をご参照いただきたいと思います。 

 ３目交通安全対策費、この事業は交通安全教育事業、交通安全施設整備事業と大きく２つの事業

があり、交通教育事業として、交通指導員賃金、小学校新入学児に黄色い帽子等の配付、小中学校

での交通安全教室を行いました。 

 交通安全施設整備事業として、交通安全対策特別交付金を活用し、ガードレール、カーブミラー

の設置を行い、交通事故の起きにくい安心安全なまちづくり事業を推進しました。 

 決算書22ページ、成果説明書25ページ。 

 男女共同参画事業費、この費目は男女の人権が尊重され、性別にかかわりなく個性と能力を十分

に発揮することができる社会の実現を目指し、本町においては、社会教育課の人権講話とタイアッ

プし、講演会の開催、研修会参加を行いました。 

 決算書55ページ、成果説明書は71ページでございます。 
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 １目常備消防費、この経費は、徳之島地区消防組合の事務執行経費を徳之島３町の負担割合に応

じて支出してございます。 

 ２目非常勤消防費、この費目は災害等から町民の生命財産を守るという消防の使命のもと、消防

防災全般にわたる施策を実行するものであります。 

 主に消防団員出動手当、市町村消防補償等組合負担金等に執行しております。 

 ３目防災まちづくり事業費、この経費は、防災等の危機管理の周知、広報を行う一方、防災施設、

施設整備と災害への迅速な対応ができる環境づくりを目指す事業であります。前年度から引き続き、

奄美群島防災関連施設整備事業を活用し、防災無線のデジタル化、防災行政無線個別受信機の設置

を行いました。 

 決算書69ページ、成果説明書16ページをお開きください。 

 11款公債費、地方債現在高の状況、平成29年度元利償還額、合計欄、元金、これは1,000円単位で

まとめてありますが、８億2,047万8,438円、利子7,967万407円となっております。 

 また、年度末工事代金の支払いで３月22日に３億の借り入れを行いました。成果説明書17ページ

に一時借入金の状況を示してございますので、ご参照いただきたいと思います。 

 以上、総務課関連の詳細説明を終わらせていただきます。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 それでは、未来創生課に関する決算の説明をいたしますが、その前に、成果説明書の分、この決

算書の款項目に沿った形で皆様にお配りしてありますので、そこの33から37ページをご参照いただ

きたいと思います。 

 平成29年度一般会計歳入歳出決算について補足説明いたします。 

 まず 初に、歳入から説明いたしますが、歳入については、成果説明書への記載がございません

ので、あらかじめご了承いただきたいと思います。決算書10ページをお開きください。 

 12款使用料及び手数料１項使用料４目商工費使用料２節貸工場施設使用料でありますが、これは

糸木名にあります貸工場の施設使用料360万円であります。 

 続きまして、12ページをお開きください。 

 13款国庫支出金２項国庫補助金５目総務費国庫補助金１節総務費国庫補助金2,524万7,281円のう

ち、2,439万8,281円が地方創生推進交付金に係る２分の１補助分の歳入であります。 

 同ページ下段の13款国庫支出金３項国庫委託金１目総務費国庫委託金３節お試しサテライトオフ

ィスモデル事業委託金1,127万159円でありますが、喜念バンガローを利用して実施した首都圏の企

業向けにお試しサテライトオフィスモデル事業の委託金であります。これは、総務省からの100％補

助事業であります。 

 続きまして、13ページをごらんください。 

 14款県支出金２項県補助金１目総務費県補助金１節土地利用対策費補助金につきましては、届け

出受付事務の県補助金であります。 
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 同款項目２節企画費補助金311万9,000円については、内訳として、地方公共交通対策事業補助金

306万2,000円、旅券事務交付金５万7,000円に係る県補助金であります。 

 決算書14ページをお開きください。 

 14款県支出金２項県補助金５目商工観光費県補助金１節商工費県補助金118万9,000円に、106万

9,000円の消費者行政活性化事業補助金が含まれております。 

 決算書、15ページをごらんください。 

 14款県支出金３項県委託金１目総務費県委託金３節統計調査、調査費委託金55万3,724円でありま

すが、教育統計調査、工業統計調査、県人口異動調査、経済センサス調査、就業構造基本調査、住

宅土地統計調査、統計調査員確保対策に係る委託金であります。 

 決算書16ページをご参照ください。 

 16款寄附金１項寄附金１目寄附金２節指定寄附金の5,112万2,049円でありますが、指定寄附金100

万円、きばらでぇ伊仙応援寄附金4,632万2,049円、それに企業版ふるさと納税380万円が内訳でござ

います。 

 同ページ下段の17款繰入金２項基金繰入金１目基金繰入金２節きばらでぇ伊仙応援基金繰入金

3,401万2,923円については、基金からの一般財源への繰り入れであります。 

 決算書17ページをご参照ください。 

 19款雑収入３項雑入１目雑入６節雑入の7,935万4,354円のうち、一般コミュニティー助成金250

万円、青少年育成事業100万円、ＩＲＵ契約収入の光ファイバー網施設貸付料で1,080万7,510円、そ

れからその他収入19万3,171円が含まれ、当課の分として合計が1,450万681円です。 

 その他収入については、広報いせん有料広告料、県議会だより配付業務委託料、行政視察時の負

担金であります。 

 以上で、当課の歳入の説明を終わります。 

 続きまして、歳出の説明に移り、主なものについて説明させていただきます。 

 決算書22ページからです。 

 成果説明書は先ほどお配りした別紙を、上から順番に、一番左手に目の番号で載せてありますの

で、そちらをご参照いただければと思います。 

 ２款総務費１項総務管理費７目文書広報費11節需用費123万6,101円については、29年度に発行し

た広報紙の印刷製本費であります。 

 決算書23ページをご参照ください。 

 ８目企画費について説明いたします。 

 11節需用費1,245万7,635円については、光熱水費161万5,777円、これはサーバー室の電気料と修

繕費1,015万4,400円の光伝送路に係る台風による断線や落雷による端末の取りかえ等の修繕費が含

まれております。 

 13節委託料1,305万9,940円については、29年度に発行した町勢要覧作成委託料と光伝送路施設保
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守委託料が含まれております。 

 不用額については、町勢要覧作成に係る入札の執行残であります。 

 14節使用料及び賃借料639万2,209円については、主に光ファイバー網に係る九州電力株式会社、

西日本電信電話株式会社及び自営柱の電柱使用料であります。 

 19節負担金補助及び交付金4,937万9,813円については、奄美群島広域事務組合負担金941万9,000

円、コミュニティー助成補助金250万円、地方公共交通特別対策事業補助金1,020万5,416円、航路航

空路運賃軽減等事業負担金2,628万4,497円が主なものであります。 

 不用額については、地方公共交通特別対策事業補助金の前年度の実績分を29年度に計上してあり

ましたが、その分が下げられた分による不用額となっております。 

 下段、９目企業誘致対策事業費の主なものとしまして、13節委託料46万5,120円については、糸木

名貸工場施設の高圧電気管理委託料と浄化槽管理委託料であります。 

 決算書23ページをご参照ください。 

 10目きばらでぇ伊仙応援基金事業費の主なものとしまして、８節報償費1,938万5,513円について

は、ふるさと納税に係る返礼品代であります。 

 不用額につきましては、寄附金の返礼品代であるため、不足が出ないように多目に計上したため

であります。 

 12節役務費494万1,888円につきましては、返礼品やお礼状に係る通信運搬費331万5,000円と、楽

天ふるさと納税に係るクレジット決済手数料105万1,000円が主なものであります。 

 25節積立金4,632万3,732円については、きばらでぇ伊仙応援基金への積立金であります。 

 決算書23ページ、11目企業版ふるさと納税事業11節需用費380万円については、社会教育の図書充

実に必要な図書購入費であります。この不用額につきましては、ふるさと納税と同様、寄附金でご

ざいますので、多目に計上してあるのが主な要因であります。 

 決算書24ページ、12目地方創生推進事業費の主なものとしまして、４節共済費、７節賃金につき

ましては、地方創生推進事務に従事する３名の人件費であります。 

 ９節旅費251万5,940円につきましては、生涯活躍のまち検討委員への費用弁償とお試し勤務企業

交流会、地方創生「まちてん」への登壇並びに随行、地方創生全国協議会への登壇並びに随行、サ

テライトオフィス体験企業誘致交流会への旅費であります。 

 不用額につきましては、台風等での天候不良により会議等が中止となったためであります。 

 11節需用費につきましては、移住定住のガイドブック簡易版の作成費が主なものであります。不

用額については、当初の積算よりも実施の印刷製本代が安く抑えられたためであります。 

 12節委託費については、地方創生推進事業全般の突発的に起こるシンポジウム等の広告料として

予定してありましたが、29年度中においては、広告をするイベント等が生じなかったためでありま

す。 

 決算書24ページをご参照ください。 
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 13目移住推進事業費の主なものとしまして、13節委託料については、移住定住ガイドマップの正

規版の作成費用であります。 

 19節負担金及び交付金につきましては、空き家改修補助金であります。 

 不用額につきましては、要綱に適さない事案等により交付できなかったためであります。 

 下段の14目地域おこし協力隊推進事業費としましては、１節報酬と４節共済費については、12月

から受け入れています地域おこし協力隊１名分の人件費であります。 

 ９節旅費につきましては、地域おこし協力隊担当者の旅費であります。 

 11節需用費につきましては、協力隊の活動に必要な消耗品等の経費であります。 

 14節使用料及び賃借料につきましては、協力隊への家賃、パソコン等の使用料であります。 

 決算書25ページ、16目長寿と子宝のまちでサテライトオフィス事業費としましては、９節旅費に

つきましては、お試しサテライトオフィスを体験した22社の費用弁償、旅費が主なものであります。 

 11節需用費につきましては、当事業に必要な消耗品とサテライトオフィス体験パンフレットの印

刷製本費が主なものであります。 

 13節委託料につきましては、お試しサテライトオフィスモデル事業の誘致戦略策定業務の委託料

であります。これは首都圏の企業を回り、当事業の内容説明や、参加へのあっせん等が主な目的で

す。 

 14節使用料及び賃借料につきましては、サテライトオフィスで使用する機器のリース料や施設使

用料が主なものであります。この不用額については対象企業の滞在日が少ない企業があったためで

あります。 

 決算書下段、98目生涯活躍のまち構想検討事業の主なものについては、８節報償費でありますが、

生涯活躍のまち構想検討委員への報償費であります。 

 ９節旅費についても、当検討委員への費用弁償であります。不用額が発生している主な原因とし

まして、台風等の天候不良でこの委員が出席できなかった会議があることが原因であります。 

 13節委託料につきましては、生涯活躍のまちに関する施設利用調査研究委託と直売所百菜の経営

診断委託料であります。この不用額につきましては、両委託の執行残であります。 

 決算書29ページ、２款総務費、５項統計調査費でありますが、１目統計調査総務費から決算書次

ページの85目統計調査員確保対策事業費までは、県から委託を受けている各種統計調査に係る歳出

経費であります。 

 決算書49ページをご参照ください。 

 ６款商工費、１項商工費、３目消費者行政推進費につきましては、４節共済費、7節賃金につきま

しては、消費者行政担当者の人件費であります。 

 ８節報償費につきましては、無料弁護士相談会での弁護士への謝礼金であります。 

 ９節旅費につきましては、弁護士相談会時の旅費及び担当者会議への参加旅費であります。 

 以上で、未来創生課が所管する歳入歳出決算の補足説明を終わります。 
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○税務課長（名古健二君）   

 皆さん、お疲れさまです。税務課のほうから、補足説明をさせていただきます。 

 まず決算書の歳入の６ページをお開きください。 

 １款町税、１項町民税、２項固定資産税、３項軽自動車税、４項市町村たばこ税について説明が

ありますが、成果説明書のほうが分かりやすいので、そちらのほうで説明させていただきたいと思

います。 

 成果説明書の38ページから42ページをお開きください。38ページから39ページは、賦課事務の説

明となっておりますので、お目通し願いたいと思います。 

 40ページをお開きください。徴収事務のほうの説明をさせていただきます。 

 まず、表２の町民税個人分の現年度分から説明いたします。調定額１億2,476万9,920円に対しま

して、収納額が１億2,036万3,876円であります。徴収率が96.47％になっております。これは前年度

と比較しまして、0.23％の増となっております。29年度も28年度に引き続き、税務署の立ち入り等

がありまして、目標徴収率98％には届きませんでした。 

 続きまして、個人分の滞納繰越分は1,242万8,262円の調定に対しまして、徴収額は303万523円、

徴収率25.84％であります。これは28年度より7.68％の増になっております。差し押さえ等が大きな

要因であると思われます。 

 続きまして、法人税は1,265万5,000円の調定に対しまして、収入額が1,236万6,700円になってお

ります。徴収率は97.72％であります。28年度より0.56％の増になっております。今現在、滞納者の

内訳は小売店２件、業者１件であります。 

 続きまして、固定資産税29年度の調定額１億721万2,200円に対しまして、収入額１億19万5,300

円であります。徴収率は93.46％であります。28年度より0.35％の減になっております。滞納繰越分

は2,905万7,700円に対しまして、収入額は388万7,700円になります。徴収率は15.3％であります。

3.75％の増になっております。 

 続きまして、軽自動車税、調定額2,983万9,400円に対しまして、収入額は2,709万9,555円になっ

ております。徴収率は90.82％で昨年度より2.99％の減となっております。軽自動車税が上がったこ

とや、サトウキビの塩害、バレイショ価格の下落等などが考えられます。 

 続きまして、たばこ税は調定額4,760万6,167円の調定に対しまして、収入額4,760万6,167円の

100％の徴収率であります。昨年と比較しまして、収入額が185万9,317円の減になっております。売

り上げ本数の減少や、たばこ税率の低い加熱式タバコの普及等が原因と考えられます。 

 続きまして、収入済額の下のほうの合計を見ていただきたいです。 

 28年度の３億919万7,098円に対しまして、29年度は３億1,688万4,821円、差し引き768万7,723円、

去年より収入額は増になっております。 

 次に、収入未済額を見ていただきたいと思います。収入未済額の下の合計を見ますと、29年度が

4,963万3,268円に対しまして、28年度が4,080万9,503円になります。882万3,765円の増になってお
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ります。調定額の増に伴い、両方とも増になっております。 

 表３のほうの（２）の滞納処分の実施状況を見ていただきたいと思います。差し押さえ額は、昨

年より117万4,000円伸びております。家宅捜索も行いましたが、２件行いまして、１件は差し押さ

えるものがなかったという状況でありました。もう１件は、家宅捜索のほうに行きまして、１件差

し押さえましたけども、翌日に入金されましたので、動産のほうにはゼロという掲示がされており

ます。 

 表４のほうに、不納欠損額の税別状況が書かれております。お目通し願いたいと思います。これ

は５年たちました消滅時効分であります。これは通知書、督促状、催告状などを送っても返事がな

く、訪問しても接触できないものや、住所だけ置いて出稼ぎに行っているものや、行方知れずなど

が原因だと思われます。 

 以上で、歳入の徴収の説明を終わります。 

 次に、決算書の25ページから26ページをお願いします。 

 税務課のほうは前年度とほぼ一緒でありまして、不用額は徴収員に対する徴収報酬でありますが、

不用額として少し残っております。あと役務費、督促状、催告状などを送るための切手代でありま

す。これが少し不用額として残っております。 

 以上で、税務課の説明を終わります。 

○町民生活課長（水本 斉君）   

 それでは町民生活課から、決算書の説明をさせていただきます。 

 決算書は９ページでございます。成果説明書は、55ページから57ページでございます。歳入から

ご説明いたします。 

 11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、２節私立保育所費負担金。これは私立

保育所に入所している児童の保護者の負担分です、保育料です。未収入が27万7,500円ございますが、

現在徴収済みでございます。 

 続きまして、10ページをお開きください。 

 12款使用料及び手数料、２項手数料、１目総務費手数料、１節諸手数料、収入済額のうち620万5,250

円が窓口手数料でございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節児童福祉費負担金。これは私立

保育所へ支払っている交付金のうち、国への負担分です。国が４分の２、県と町が４分の１でござ

います。 

 続きまして、３節児童手当負担金。これは児童手当を支払っているうちの、国の負担分でござい

ます。 

 次に、12ページをお開きください。13款国庫支出金、３項国庫委託金、２目民生費国庫委託金、

１節社会福祉費。これは国民年金事務の交付金でございます。 

 次に、13ページをお開きください。 
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 14款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、３節児童福祉費負担金。先ほどの国の事業

と同じように、私立保育所の県の負担分でございます。 

 ４節児童手当負担金、これも先ほどと一緒のように、児童手当の県の負担分でございます。 

 続きまして、17ページをお開きください。 

 19款諸収入、３項雑入、１目雑入、３節過年度収入。これは平成28年度の国、県の保育費と児童

手当の精算分でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 決算書の26ページをお開きください。主なものについて、説明いたします。 

 ２項総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費。13節の委託料と14節の使用料

及び賃借料は、主に戸籍事務総合システムの負担金、委託料とリース料でございます。 

 19節負担金補助及び交付金。この交付金は不用額がございますが、27ページの３目個人番号カー

ド交付事業、この繰り越し事業で支出したためでございます。 

 続きまして、35ページを開いてください。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、３目へき地保育所費、18節備品購入費、これは喜念へき地保育所

にクーラーを購入した費用でございます。 

 36ページをお開きください。 

 ３目私立保育所費、19節負担金及び交付金。これは私立保育所への交付金です。先ほどの国、県

の負担額の対象経費でございます。 

 次に４目子育て支援事業、13節委託料。これはＮＰＯ法人に、病児保育を委託している金額でご

ざいます。 

 以上で、町民生活課の説明を終わります。 

○選挙管理委員会書記長（鎌田重博君）   

 それでは、選挙管理委員会の、平成29年度決算について、主なものについてご説明申し上げます。 

 決算書27ページをお開きください。 

 歳出から説明いたします。 

 ４項選挙費、３目町長選挙につきまして、支出済み額は226万4,828円でございます。 

 続きまして、28ページの４目の町議会議員選挙費の支出済み額は、373万4,464円でございます。 

 ５目衆議院議員選挙費の支出済み額は、537万5,072円でございます。 

 29ページの94目海区選挙費は、平成29年７月12日執行予定でありましたが、無投票になりました

ので、よって支出済み額は、賃金の８万475円と、旅費４万2,940円、入場券印刷代8,254円、合計13

万1,669円です。 

 歳入につきましては、12ページをお開きください。 

 ３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金、２節選挙費委託金。これが衆議院議員選挙への歳入で
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ございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 ３項県委託金、１目総務費委託金、98節選挙費委託金。これが海区選挙費の歳入でございます。 

 成果説明書は、37ページ、38ページです。お目通しをお願いいたします。 

 これで、選挙管理委員会の説明を終わります。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 平成29年度一般会計決算審査、保健福祉課管轄分の補足説明をいたします。 

 歳入につきましては、実績に伴うものがほとんどでございます。主なものについて、ご説明させ

ていただきます。 

 決算書９ページ、１目民生費負担金では、さまざまな理由で介護が困難な65歳以上の施設入所に

対する入所者負担金等で、前年度よりは若干増加しております。養育療養費や、２目の保健衛生費

負担金につきましては、調定額が前年度より下がっていますが、健診受診者の減少があると思われ

ます。 

 決算書10ページから11ページにかけまして、国庫支出金におきましては実績に伴い、障害者自立

支援給付費事業費などの伸びにより、増額となっております。 

 決算書13ページの県支出金につきましても同様に、障害者自立支援給付費等事業費などの伸びに

より、調定額がふえております。 

 歳出につきましてご説明いたします。 

 支出済み額の大きいものと不用額の大きいものについて、説明をいたします。 

 決算書31ページをお開きください。成果説明書は43ページからになります。 

 ３款民生費、１項１目社会福祉費総務費、19節負担金補助及び交付金につきましては、主なもの

としまして社会福祉協議会運営補助金と民生委員協議会補助金、社会福祉専門員設置補助金で、社

会福祉協議会シルバー人材センターなどへの補助金1,241万2,000円であります。 

 続きまして、同項28節繰出金は、国庫特別会計、介護保険特別会計に関する町負担分繰越金、総

額２億9,807万560円であります。特別会計繰出金つきましては、各特別会計決算書、一般会計繰入

金をご参照ください。 

 続きまして、決算書32ページをお開きください。 

 同項３目老人福祉費につきましては、13節委託料として、第7期高齢者福祉計画、介護保険計画策

定委託費として162万円、19節負担金補助及び交付金では、主なものとしまして老人クラブへの補助

金167万円であります。 

 20節扶助費は、敬老年金や老人保護設置費等9,185万6,383円であります。 

 同項４目後期高齢者医療費、28節繰出金１億5,019万7,518円で、主なものとしまして、後期高齢

者医療費にかかわる後期高齢者特別会計などへの繰出金で、昨年度より増加傾向にあります。 

 32ページ、同項６目障害者福祉費、19節負担金補助及び交付金154万6,480円は、主なものとしま
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して、伊仙町身体障害者福祉協議会補助金17万2,000円などでありますが、民生委員制度設立100周

年記念大会参加の旅費助成や番号制度改正によるシステム改修などで、前年度より増額となってお

ります。 

 続きまして、決算書33ページ、同目20節扶助費２億6,249万7,651円は、障害者の医療費、介護給

付費、生活用具給付、身体障害者施設入所、訪問旅費などで前年度より増額となっております。 

 またその下、23節償還金利子割引料287万2,656円は、過年度28年度分の自立支援費、障害施設給

付費等の負担金確定による、国、県への償還金であります。 

 成果報告書は44ページをお開きください。 

 同項８目重心医療費、20節扶助費は、重度心身障害者医療費助成金、受給資格登録者の自己負担

に関する医療費の助成として1,879万5,521円を、また腎臓移植旅費一部扶助59万8,610円を補助する

ものでありますが、約200万円ほどこちらのほうも昨年度より増額となっております。 

 同項10目臨時福祉給付金事業費（経済対策分）、決算書はめくって34ページをお開きください。 

 19節負担金補助及び交付金4,713万円は、非課税世帯１人当たり１万5,000円の3,142人分の給付費

であります。 

 続いて同項11目小さな拠点づくり推進事業費は、地方創生事業の一環として実施したものであり、

主なものとして、地域包括ケアシステム構築にかかわる公社設立に向けた13節委託料599万9,400円

であり、ほーらい館を拠点とした介護予防教室、介護予防園芸療法事業費に関する事業費として、

14節使用料及び賃借料として、教室運営にかかわるほーらい館使用料159万4,000円であります。 

 目98臨時福祉給付金事業費、23節償還金利子及び割引料は、過年度国庫補助金返納金として、146

万円であります。 

 続きまして、決算書36ページ。成果報告書は戻って43ページになります。 

 ３款民生費、４目子育て支援事業費の20節扶助費1,122万4,430円は、主なものとしまして第１子

以降、子育て支援金として39人に総額380万円、ひとり親家庭医療費助成事業費348万6,410円、乳幼

児医療費助成事業351万7,340円などであり、子育て支援金は今年度対象が少なく、反面ひとり親家

庭医療費助成事業や乳幼児医療費助成事業は増加しております。 

 続きまして、４款衛生費、保健センターの事業費であります。 

 決算書38ページをお開きください。成果報告書は44ページになります。 

 ４款１項保健衛生費、５目保健センター運営費、12節役務費371万5,391円は、地方創生交付金事

業を活用した長寿食材調査成分分析検査代371万5,391円であります。 

 同款６目予防費、11節需要費375万9,526円は、主なものとしまして各種予防接種ワクチン代であ

りまして、13節委託料1,086万8,549円につきましても、乳幼児の各種予防接種や高齢者の予防接種、

結核検診などの医療機関への委託料であります。 

 決算書39ページ、成果報告書は46ページです。お開きください。 

 同項７目健康増進事業、13節委託料1,250万195円につきましても、各種がん検診などの検査機関
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やシステム管理に関する委託料であります。がん検診受診率向上は、早期発見、早期治療といった

観点から重要でありますが、前年度より15％ほど委託料は下がっており、女性がん検診は上がって

おりますが、胃がん検診、大腸がん検診などは前年度より受診率が下がっており、がん検診受診率

向上について努力が必要と考えています。 

 続いて、成果報告書は44ページになります。 

 ８目すくすく親子推進事業費、13節委託料453万6,234円につきましても、妊婦や乳幼児健診委託

料が主なものであります。 

 同項19節負担金補助及び交付金630万5,527円は、産科医確保にかかわる補助金600万円他、不妊治

療支援事業への助成であります。 

 以上、保健福祉課管轄の説明を終わります。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 きゅらまち観光課の、歳入歳出の決算書を説明いたします。 

 皆様のお手元の10ページをお開きいただきたいと思います。決算書の10ページでございます。 

 12款使用料及び手数料、１項手数料、４目商工費使用料の１節観光施設使用料でございます。339

万7,540円の歳入になっておりますが、これは闘牛場におけるなくさみ館の使用料及び展示室の入館

料でございます。 

 同じ10ページの12款使用料及び手数料の２項手数料、２目衛生費手数料の１節の諸手数料であり

ます。歳入が25万7,250円の歳入となっておりますが、これは犬の登録代、それと猫の登録代等でご

ざいます。 

 次に、11ページのほうをお願いいたします。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、２目衛生費国庫補助金、１節環境衛生補助金、1,772万2,000

円の歳入でございますが、これは合併浄化槽の国の補助金でございます。 

 続きまして、14ページのほうをお願いします。 

 14款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金、１節環境衛生費補助金でございます。これ

も浄化槽整備事業の交付金でありまして、これは県のほうからの補助金でございます。 

 同じ14ページの14款県支出金、２項県補助金、５目商工観光費県補助金、１節商工費の補助金で

ありますが、これは屋外広告物の権限移譲金、環境保全支援活動事業などであります。当きゅらま

ち観光課には12万円の歳入となっております。 

 次に、15ページをお願いします。 

 14款県支出金、３項県委託金、２目衛生費県委託金、１節環境衛生費委託金。これは海岸漂着物

対策事業の補助金でありまして、1,607万9,000円の歳入になっております。これは、県からの90％

でございます。 

 次に、17ページをお願いします。 

 19款諸収入、３項雑入、１目雑入、６節雑入。これはヤスデの対策、それとハブ駆除対策費が権
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限移譲委託金、そして総務課のほうからも先ほど説明がありましたが、徳之島アイランド広域連合

からの返納金等でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、歳出のほうをご説明いたします。 

 歳出のほうは、成果説明書は57ページから60ページになります。決算書のほうは、36ページのほ

うをお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生総務費、4,369万8,528円の歳出となっておりますが、大

きな歳出といたしましては徳之島食肉センターの負担金等でございます。不用額の主に大きいもの

としましては報償費でございますが、これはハブの買い上げ料で、大きな不用額となっております。 

 37ページをお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目環境衛生費は、主にハブ買い上げ、またはハブ咬傷費、それ

から合併浄化槽の補助金等でございます。成果説明書にございますように、ハブ買い上げ数は1,727

匹、ハブ咬傷費、ハブにちょっと会われた方が８名、それから合併浄化槽補助設置基数といたしま

して、39基でございます。 

 同じく４款衛生費、１項保健衛生費、３目清掃費、これは一般廃棄物収集運搬の委託料及び徳之

島アイランド広域連合への歳出でございます。不用額としては、28年度並みでございます。 

 同じく37ページの４款衛生費の１項保健衛生費、４目美しい村づくり総合推進事業でございます

が、これは主に不法投棄の回収に対する支出、不法投棄による看板設置、ゴミステーションの設置

などでございまして、これも大きな不用額はございません。 

 次に、40ページのほうをお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、96目海岸漂着物地域対策推進事業費といたしまして、海岸漂着物

の回収作業員を雇用いたしまして、毎日清掃を行っているところであります。また、台風時や強風

時には特に海外からと思われる漂着物が多く、重機等をリースしながら回収しております。29年度

は回収量といたしまして131トンの回収物を回収処理しております。 

 続きまして、48ページをお願いします。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、これは大まかには商工会への負担金が主で、商店町

が衰退、個人消費の低迷により大変厳しい状況にあります。このような状況で、行政並びに商工会

が一体となって、伊仙町で確実に消費がなされる景気対策を目的として補助しております。 

 49ページのほうをお願いします。 

 ６款商工費、１項商工費、２目観光費でございますが、これは各施設の維持管理またはトライア

スロン等の負担金、闘牛連合会への負担金、それから伊仙町ほーらい祭りのほうへの負担金でござ

います。29年度は、トライアスロンの参加者が744名の参加でございまして、完走者が613名という

ことであります。 

 同じく49ページの６款商工費、１項商工費の４目徳之島地域文化情報発信施設運営費でございま
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すが、なくさみ館施設の管理運営、それから臨時職員の雇用の支出でございます。 

 次は49ページから50ページでございます。 

 ６款商工費の１項商工費、５目世界自然遺産推進費としまして、主に徳之島地区自然保護協会の

負担金等であります。 

 次に、50ページの６款商工費の１項商工費の６目景観計画策定推進事業とありますが、市町村が

景観行政事務をするに当たり、景観計画等策定への移行する研修会の旅費等の歳出であります。 

 次に、50ページの、同じように６款商工費の１項商工費、８目景観形成環境保全活動支援事業費

といたしまして20万円歳出しておりますが、これは景観形成環境保全活動支援補助金として上検福

集落と西目手久集落に美化活動の一環で、集落の清掃や維持管理に必要な器具等を補助してござい

ます。 

 きゅらまち観光課からは、以上でございます。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ここで、しばらく休憩いたします。 

休憩 午前１１時４０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時００分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○農委事務局長（元田健視君）   

 それでは、農業委員会の補足説明をいたします。 

 歳入の決算書14ページをお開きください。 

 14款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業補助金、１節農業委員会補助金、収入済額補助金

607万4,666円となっております。内訳といたしまして、農業委員会補助金として215万2,000円、機

構集積支援事業費といたしまして153万6,000円、農地利用 適化交付金といたしまして238万6,660

円となっております。 

 続きまして、17ページ、お開きください。 

 19款諸収入、４項受託事業収入、１目受託事業収入、１節農業者年金収入済額39万8,900円、３節

農地売買等事業委託業務として１万3,000円となっております。この委託業務は、権限移譲による事

務委託料になっております。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。決算書40ページ、41ページをお開きください。成

果説明書が61ページからになります。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、１節報酬、これは農業委員会会長及び委員、

推進員の報酬となります。 

 13節委託料は、農家台帳システムの管理委託料になります。 
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 19節の負担金及び補助金、交付金は、県農業会議所及び奄美地区農業委員会連絡協議会の負担金

となっております。 

 続きまして、成果説明書の61ページをごらんください。 

 農業委員会総会の開催状況は、毎月15日前後の総会日と決まっております。主な議題といたしま

しては、農地法３条許可申請の議案、農地法４条、５条許可申請を議案として、主に取り扱ってお

ります。29年度の農地法３条許可申請は84件、29万1,374ｍ２が売買及び贈与となっております。農

地法４条許可申請は２件で853ｍ２、農地法第５条許可申請が10件で、7,499ｍ２が転用されておりま

す。 

 続きまして、農地利用集積結果は23件、22万7,333ｍ２となっております。農業者年金加入状況に

ついてですが、平成29年度は１件もありません。受給者数は190名となっております。 

 あと予算書45ページをお開きください。 

 ５款農業水産業費、１項農業費、21目農地利用 適化交付金事業費、この分に関しましては、農

業委員会推進員の活動報酬となっております。主な活動としましては、土地集積、農地調査、土地

中間の推進、農地中間の推進ということで、活動の報酬となっております。今回、活動といたしま

して１委員、約11万9,333円の、20名分の報酬となっております。 

 以上で、農業委員会の説明を終わります。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 引き続きまして、経済課の補足説明をいたします。 

 決算書、歳入について14ページをお願いいたします。 

 14款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金、２節農業費補助金9,785万1,315円の

うち、主なものといたしまして、青年就農給付金事業補助金986万円、奄美群島農林水産業輸送コス

ト支援事業補助金8,008万4,122円、鳥獣被害対策事業補助金として287万3,000円がございます。ま

た強い農業づくり交付金１億3,405万2,000円が、歳出の42ページ糖業振興費において翌年度繰り越

しに記載されていますが、南西糖業伊仙工場の結晶缶の機能向上を図るための交付金でして、製糖

期終了後に工事を行う関係上、このようになっております。 

 続きまして、４節林業費補助金393万1,800円のうち、主なものといたしまして、松くい虫駆除補

助金といたしまして257万6,000円になります。 

 ５節水産事業補助金644万9,190円のうち、主なものといたしまして、離島漁業再生支援事業補助

金566万5,191円です。 

 続きまして、15ページ、３項県委託金、３目農業水産業県委託金、１節農業費委託金662万3,000

円は、奄美群島移動規制害虫特別防除事業委託金になります。こちらはいわゆるＣＧカンキツグリー

ニングの調査の委託になります。 

 続きまして、16ページ、17款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金、３節伊仙町肉用牛特別

導入事業基金繰入金2,673万3,059円は、基金の国庫返納に伴うものでございます。 
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 続きまして、17ページ。19款諸収入、３項雑入、１目雑入、６節雑入7,935万4,354円のうち、435

万8,000円が農地中間管理事業事務委託費になります。 

 続きまして、５目貸付金元利収入、１目農林水産業貸付金元金収入、１節貸付金元金収入調定額

の500万円は、平成27年度直売所百菜への貸付金ですが、平成29年度決算では60万円が返納され、残

金の収入未済額が440万円でございます。こちらにつきましては、引き続き今年度も毎月20万円ずつ

返金をされております。 

 続きまして、歳出について説明をいたします。 

 決算書41ページ、明細書のほうは62ページから64ページになります。 

 41ページ、５款農林水産業費、１項農業費、４目農業総務費、主なものといたしましては、11節

の需要費516万7,986円のうち、堆肥センターの計量器の修繕費が429万8,400円でございます。 

 続きまして、42ページ、５目特殊病害虫駆除対策費、こちらはＣＧ病カンキツグリーニング病や

ミカンコミバエ等の侵入防止のための需用費でございます。主なものといたしましては、11節需用

費の中の薬剤代が主な支出でございます。 

 続きまして、６目糖業振興費、主なものといたしましては委託料121万2,312円、サトウキビ優良

種苗供給確保事業の原料圃場の委託料でございます。また19節の負担金補助及び交付金の翌年度繰

越額に記載されております１億3,405万2,000円は、先ほど歳入で説明いたしましたとおり、南西糖

業の結晶缶の機能向上を図るための工事費でございます。現在、工事中でございます。 

 続きまして、７目有機物供給センター管理運営費、主なものといたしましては13節委託料992万

6,000円、こちらは有機物供給センターの管理委託料になります。 

 続きまして、42ページから43ページにかけまして８目園芸振興費ですが、主なものといたしまし

ては、19節の負担金補助及び交付金の46万4,000円のうち、伊仙町園芸振興会活動費の36万円でござ

います。 

 続きまして、９目畜産振興費、主なものといたしまして19節負担金補助及び交付金のうち997万

6,000円が優良素牛保留事業の補助になります。こちらのほうも翌年度繰り越し額に1,104万3,000

円の記載がございますが、こちらは平成29年度畜産基盤再編総合整備事業のうち、参加者の２名の

方の負担分でございます。 

 その下の23節償還金利子及び割引料2,673万3,059円は、伊仙町肉用牛特別導入事業基金、国庫基

金の返納になります。 

 続きまして、11節農林水産物輸送コスト支援事業、主なものといたしましては、19節負担金補助

及び交付金9,255万4,279円、こちらは平成29年３月から平成30年２月までの農林水産業輸送コスト

支援事業の補助金になります。 

 続きまして、43ページから44ページにかけまして、12目青年就農給付金事業費、主なものといた

しまして、19節負担金補助及び交付金975万円は、７名の受給者のうち６名が150万円の年間分と、

１名が半年分の75万円でございます。 
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 続きまして、飛びまして15目鳥獣被害対策事業費、主なものといたしましては、８節報償費84万

6,000円は、有害鳥獣捕獲駆除としてイノシシ１頭当たり１万8,000円の頭数分になります。 

 16節原材料費319万6,800円は、イノシシ侵入防止対策の、防止柵の材料費になります。 

 続きまして45ページ、17目農業支援センター運営費、主なものといたしましては、18節備品購入

費1,000万円、こちらは支援センターのトラクター及び周辺機器並びに公用車、作業用の軽トラック

等の備品購入費になります。 

 続きまして48ページ、３項林業費、１目林業振興費、主なものといたしまして、13節委託料466

万5,600円のうち267万8,400円を、松くい虫駆除の伐倒作業委託料として支出いたしております。 

 続きまして、４項水産業費、１目水産振興費、主なものといたしましては、19節負担金補助及び

交付金830万2,000円のうち、811万2,000円が離島漁業再生支援事業補助金として支出をいたしてお

ります。 

 以上、経済課の補足説明を終わります。 

○耕地課長（上木正人君）   

 それでは耕地課管轄の、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算について、説明させていただき

ます。 

 まず、歳入より説明をいたします。決算書の８ページをお開きください。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金、１節現年度分調定額525万2,260

円に対しまして収入済額297万1,740円、収入未済額が228万520円、徴収率56.58％です。現在進行中

の基盤整備事業区域でございまして、引き続き、徴収に努めてまいりたいと思います。 

 同じく11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金２節滞納繰越分、調定額6,317

万6,837円に対しまして収入済額779万5,415円、収入未済額が5,538万1,422円、徴収率12.34％です。

合計調停額6,842万9,097円に対しまして、収入済額1,076万7,155円、収入未済額が5,766万1,942円、

徴収率15.73％です。昨年度に比べまして、若干ではございますが5.4％の増となっておりますが、

他の徴収率から比べますと、大幅に低い状況でございます。原因といたしましては、工事の苦情や

土地の配分などの不満等があり、解決には時間を要しますが、関係機関と連携をしながら粘り強く

説得に当たりたいと思います。また今年度より毎月夜間徴収、催告状の発送、電話による催告など

を実施しておりまして、今後も、徴収の強化に努めていきたいと思っております。 

 過去の滞納分に関しましては、昭和50年代にさかのぼるため、滞納者の転居先不明、死亡、土地

の売買、相続人不明者などの理由で、徴収が困難な状態が少なくありません。今後の対策といたし

まして納税証明書等の発行をしないなど、少額滞納者の見直し、悪質な滞納者に対しましては、法

的根拠等も今後考えていきたいと思っております。 

 次に、14ページをお開きください。 

 14款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金、３節農地補助金、調定額3,152万7,660

円に対しまして、同額の3,152万7,660円。主に多面的機能支払交付金、地籍調査事業補助金、ハザー
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ドマップ作成委託業務補助金でございます。歳入に関しましては、以上でございます。 

 続きまして、歳出について説明をいたします。決算書の46ページをお開きください。成果説明書

は66ページになります。主だったものを説明したいと思います。 

 ５款農林水産業費、２項農地費、１目農地総務費、３節委託料、1,308万9,200円で、主に一筆測

量図、合成図面作成業務、農道台帳作成業務、ハザードマップ作成業務委託料でございます。 

 下段のほう、19節負担金補助及び交付金、支払済額4,500万4,613円で、主に多面的機能支払交付

金、町負担金、徳之島用水土地改良区補助金、町土地改良区運営補助金でございます。 

 ２目の特定地域振興生産基盤整備事業、19節負担金補助及び交付金、支払い済み額が8,813万534

円、これは主に県営畑地帯総合整備事業町負担金でございます。不用額733万8,466円につきまして

は、年度内に工事する予定の地区が諸事情等によりまして終了できなかった状況になったためでご

ざいます。 

 ４目ダム管理費、13節委託料263万4,288円に対しまして、中部ダムのテレメータの保守点検委託

料でございます。 

 ６目地籍調査費、13委託料433万3,000円に対しまして、こちらのほうは地籍調査、面縄の一部10

ヘクタールの調査委託料でございます。 

 以上、耕地課からの説明を終わらせていただきます。 

○建設課長（松田博樹君）   

 建設課関係の平成29年度歳入歳出決算について、説明いたします。決算書10ページをお開きくだ

さい。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目土木費使用料の１節公営住宅使用料につきましては、

歳入が4,477万500円、現年度徴収率が93.4％となっております。 

 ２節滞納繰越分が収入額41万5,600円で、徴収率が1.1％になります。 

 次に11ページ、13款国庫支出金、２項国庫補助金、３目土木費国庫補助金、１節社会資本整備交

付金が１億5,984万5,000円、うち明許繰り越しが8,157万1,000円、これは公営住宅家賃低廉化事業、

公営住宅建設整備事業、防犯灯整備事業、伊仙馬根線整備事業です。 

 次に、同目２節防災安全社会資本整備交付金１億3,580万円、これは道路環境整備橋梁の整備事業

になります。 

 歳出へ移らせていただきます。48ページをお開きください。 

 ５款農林水産事業費、４項水産業費、３目漁港管理費、19節負担金及び負担金補助及び交付金11

万8,000円、これは水産土木技術センターへの負担金、県漁港協会負担金となっております。 

 50ページをお開きください。 

 7款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、主なものとして19節負担金補助及び交付金23万

5,000円、これは電子入札システム共同利用料と市町村社会資本整備協議会への負担金となっており

ます。 
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 続きまして、２項道路橋梁費、１目過疎対策事業費、主なものとしまして15節工事請負費4,967

万8,400円、これは成果説明書68ページのほうにありますので、ごらんください。明許繰り越し751

万2,000円とありますが、これは東花津川線改良工事１工区分となっております。これはもう完了し

ております。 

 続きまして、３目道路維持費、主なものとしまして、７節賃金582万4,000円、これは各町道の補

修人夫賃金です。 

 14節使用料及び賃借料961万660円、これは町道修理に伴う重機の借り上げ料等です。 

 16節原材料費1,739万3,158円とありますが、これは町道修理に伴う生コン代、レミファルト代等

です。 

 ４目県道維持管理費、主なものとしまして、14節使用料及び賃借料182万9,900円、これは建設課

で所有している重機のリース料などが含まれております。 

 次に、52ページをお開きください。 

 ５目社会資本整備総合交付金事業、主なものとしまして、12節役務費179万1,900円、これは登記

手数料、土地鑑定手数料となっております。 

 14節使用料及び賃借料246万2,400円、これは土木積算システムの使用料となっております。 

 15節工事請負費8,267万600円です。これは成果説明書の68ページに載っておりますので、ごらん

ください。明許繰り越し5,931万2,000円は伊仙馬根線と阿権馬根線になります。 

 17節公有財産購入費は明許繰り越し1,090万円、阿権馬根線の用地購入費となります。 

 次に、６目防災安全社会資本整備交付金事業、主なものとしまして13節委託料1,225万3,014円、

これは測量設計業務委託、ＣＢＲ試験委託となります。 

 15節工事請負費１億4,749万800円、これは成果説明書の69ページに載っておりますので、ごらん

ください。 

 98目防災安全社会資本整備交付金事業、橋梁整備事業、15節工事請負費5,000万円、これは成果説

明書の70ページのほうに載っております。 

 次に３項港湾費、13節委託料227万1,000円、これは成果説明書の71ページになります。 

 ４項住宅費、１目住宅管理費、主なものとしまして、原材料費307万1,622円、これは住宅の補修

材料費となっております。 

 54ページをお開きください。２目公営住宅建設事業費、主なものとしまして、13節委託料2,360

万6,000円、これは設計委託費、工事監理委託料、伊仙町耐震改修促進計画策定業務委託などになり

ます。明許繰り越しが765万円ですが、これは設計委託料です。 

 15節工事請負費２億2,269万1,000円、成果説明書の70ページになります。明許繰り越しは813万

6,000円、これは大久保住宅解体等になります。 

 ３目定住促進住宅運営費、主なものとしまして14節使用料及び賃借料1,874万160円、これは定住

促進型住宅のリース料となります。 
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 15節工事請負費1,482万5,000円、これは定住促進住宅排水路工事となります。 

 17節公有財産購入費150万円、これは小島団地用地購入費になります。 

 22節補償補塡及び賠償金199万5,962円、これは電柱移転の補償費になります。 

 68ページをお開きください。 

 10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、４目港湾施設災害復旧費、主なものとしまして、

13節委託料383万4,000円、これは面縄港防波堤災害復旧費工事測量設計業務委託になります。 

 15節工事請負費は明許繰り越しとなっております。 

 以上で、建設課の補足説明を終わります。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 それでは、教育委員会総務課関係を説明させていただきます。 

 まず歳入で決算書の８ページ、９ページをお開きください。 

 11款分担金及び負担金、２項負担金、３目教育費負担金、収入済額305万1,600円は各幼稚園の保

育料等預かり保育の、保護者の負担分でございます。 

 続きまして、12ページをお願いします。 

 ４目教育費国庫補助金、１節小中学校費補助金の歳入済額381万3,000円、これは小中学校の高度

へき地修学旅行に対する補助金でございます。 

 次に、２節幼稚園費補助金20万9,000円は、町外での幼稚園を利用する場合の補助金でございます。 

 次に、４節保健体育費８万6,000円は、これは小中学生の新入生児に対しましての心臓検診をする

際の補助金でございます。 

 続きまして、14ページをお願いいたします。 

 ６目教育費県補助金、２節保健体育補助金16万4,000円は、スクールガードに対する県の補助金で

ございます。 

 続きまして、15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入、収

入済額904万2,680円のうち512万9,000円が、小中学生の教職員に対する宿舎の住宅の収入でござい

ます。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 19款諸収入、３項雑入、１目雑入、６節雑入の7,935万4,354円のうち、40万4,000円が伊仙小学校

の太陽光発電の売電収入でございます。 

 続きまして、歳出の説明をいたします。56ページでございます。成果説明書は、79ページから84

ページでございます。ご参考にしていただきたいと思います。支出の大きなものを説明させていた

だきます。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費196万9,140円は、教育委員関係の予算でござい

ます。 

 次に２目の事務局費は教育委員会総務課の経費でございます。特に大きなものは11節の需用費で、
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199万7,503円は、これはコピーのカウンター台もろもろ経費でございます。 

 次に、58ページ。小学校費の９目学校管理費の、７節の賃金661万7,800円は、各小学校の用務員

さんの賃金で、11節需用費の2,056万737円は、各小学校の修繕費及び教員住宅の修繕費でございま

す。 

 13節委託料320万3,404円につきましては、浄化槽または電気保安等の各種委託料でございます。

また18節備品購入費の146万258円は、各小学校の机、椅子などの購入費でございます。また10目教

育振興費の、18節の備品購入費の100万円は、各学校の理科の教材購入費でございます。 

 20節扶助費の286万7,924円は、小学校の高度へき地修学旅行費と、準要保護児童への援助費でご

ざいます。 

 次に、59ページでございます。 

 ３項中学校費、４目学校管理費、11節需用費の933万8,235円は、各中学校の修繕費、教員住宅の

修繕費でございます。 

 13節委託料225万2,404円は、浄化槽または高圧電気などの各種の点検委託料でございます。 

 19節負担金補助及び交付金の154万4,565円は、各中学校の体育連盟に対する補助金などでござい

ます。 

 次に60ページです。５目教育振興費の18節備品購入費の100万円は、中学校の理科の教材の購入費

でございます。 

 次に、６目学校建築費、15節工事請負費につきましては、昨年の２月の臨時議会でも説明したと

おりで、今回は実施を見送りいたしました。 

 次に、４項幼稚園費、４目幼稚園管理費の７節賃金の521万9,757円は、町内３園の代替や、預か

り保育の先生方の賃金でございます。 

 後に67ページ、６項保健体育費１目保健体育総務費８節報償費の159万2,350円は、内科、眼科、

耳鼻科、歯科の医師に対する報酬でございます。また、12節役務費の121万1,953円は、教職員の健

康診断の際の検査手数料でございます。 

 以上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 では、社会教育課関係にかかわる平成29年度歳入歳出の決算について説明いたしたいと思います。 

 まず、歳入でございますが、決算書10ページをお開きください。 

 12款使用料及び手数料１項使用料３目教育使用料１節社会教育使用料190万6,181円は、総合体育

館、公民館使用料及び歴史民俗館の入館料でございます。 

 11ページ、お願いいたします。 

 13款国庫支出金２項国庫補助金３目土木費国庫補助金１節社会資本整備総合交付金１億5,984万

5,000円のうち、ナイター設備改修工事金及び管理棟の耐震診断業務及び設計業務委託費1,380万

7,000円が含まれております。 



― 155 ― 

 12ページ、お願いします。 

 13款国庫支出金２項国庫補助金４目教育費国庫補助金３節社会教育費補助金428万円、14ページ、

14款県支出金２項県補助金６目教育費県補助金１節社会教育費補助金29万8,000円、15ページ、３項

県委託金４目教育費県委託金１節社会教育費委託金2,314万円につきましては、町内遺跡確認調査事

業及び畑総地内遺跡等発掘調査事業費における国、県の補助金及び委託金でございます。 

 17ページ、お願いします。 

 19款諸収入３項収入１目雑入６節雑入7,935万4,354円のうち一般コミュニティー助成金100万円

が含まれております。 

 以上、歳入でございます。 

 続きまして、歳出にいきたいと思います。 

 成果説明書は84ページから90ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 決算書、歳出54ページ、７項土木費５項公園費１目特定地区公園整備事業費につきましては、９節

旅費は不用額といたしまして、県との打ち合わせ等の旅費でございましたが、打ち合わせ等ござい

ませんでしたので、16万4,950円が不用額となっております。 

 13節委託料につきましては、グラウンドの管理棟の耐震診断等設計業務委託になっております。 

 15節工事請負費でございますが、ナイター設備の改修工事になっております。 

 続きまして、61ページをお願いいたします。 

 ９款教育費５項社会教育費１目社会教育総務費19節負担金補助及び交付金でございますが、地域

女性連やＰＴＡ、青年団等各種団体の補助金及び県、地区の負担金でございます。 

 62ページ、３目学習支援プロジェクト事業費でございますが、４節共済費、７節賃金につきまし

ては、図書室の臨時職員の保険と賃金になっております。 

 ４目社会体育費11節需用費でございますが、主に体育館の光熱費となっております。 

 12節役務費につきましては、消防検査手数料が年２回となっておりましたが、１回でありました

のでその不用額が13万6,480円の不用額となっております。 

 あと、19節負担金及び交付金でございますが、町体育協会、スポーツ少年団の補助金及び県、地

区の負担金でございます。 

 ５目義名山公園管理費、11節でございますが、公園グラウンドの草刈り機の修繕費等でございま

す。 

 62ページから63ページ、６目公民館費７節でございますが、公民館の臨時職員の賃金でございま

す。 

 11節需用費でございますが、東公民館の光熱費でございます。 

 63ページ、７目文化費19節負担金補助及び交付金でございますが、町文化協会の補助金及び県、

地区の文化協会の負担金となっております。 

 ８目図書室運営費13節委託料でございますが、蔵書システム保守管理委託料でございます。 
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 続きまして、64ページ、お願いいたします。 

 ９目歴史民俗資料館11節需用費でございますが、阿権平家屋根の改修費、高倉修繕のための解体

費でございます。10目並びに11目につきましては、国、県の補助を受けまして、町内遺跡等の調査

事業が行われていますが、賃金等につきましては、事務及び作業員の賃金となっております。 

 また、13節委託料でございますが、水中海底地形測量委託料面縄塚シンポジウムのポスター作成

及び遺跡等の看板作製委託料でございます。 

 同じく、14節使用料及び賃借料でございますが、水中海底地形測量時の船舶の賃借料でございま

す。 

 続きまして、65ページお願いいたします。 

 12目及び13目、66ページ、15目、97目、98目につきましては、県の補助を受け実施しております

主なものとして、賃金並びに委託料については、発掘現場、調査現場における発掘作業員並びに整

理作業員の賃金、また委託料につきましては、年代測定、報告書作成などとなっております。使用

料及び賃借料につきましては、発掘現場の機器の借り上げ料となっております。 

 14目寺子屋事業８節報償費でございますが、講師及び支援員の謝礼金及び謝金でございますが、

不用額につきまして52万7,352円が不用額となっておりますが、当初講師の補助として支援員を募集

しましたが見つからず、これの残となっております。 

 13節委託料でございますが、東大ネット遠隔双方向ライブ授業の委託料となっております。 

 66ページをお開きください。 

 96目青少年健全育成事業でございますが、コミュニティー助成事業を受けて毎月開催の親子チャ

レンジ教室、８月に行うリーダーキャンプ等青少年健全育成事業として実施しているものでござい

ます。 

 以上、社会教育課管轄の説明を終わります。 

○学給センター所長（伊藤勝徳君）   

 それでは、給食センターの説明を行いたいと思います。 

 歳入につきましては、18ページをお開きください。 

 19款諸収入４項受託事業収入１目受託事業収入２節製パン加工賃、収入済み額496万9,230円とな

っております。これは、製パン加工賃としての受託費であります。内訳といたしましては、製パン

加工賃が211万6,892円と、米飯加工賃が285万2,338円でございます。 

 続きまして、歳出の決算書は67ページから68ページになります。成果説明書は 後のページ91ペー

ジに載っておりますんで、ごらんいただきたいと思います。 

 歳出の分、９款教育費６項保健体育費２目給食センター運営費、主なものを紹介していきたいと

思います。 

 ７節賃金は、運転手と調理員等の賃金でございます。 

 あと、９節旅費は、大島地区学校給食センター運営協議会総会研修会と、鹿児島県学校給食セン
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ター運営協議会総会研修会の分でございます。 

 続きまして、68ページ、13節委託料につきましては、高圧電気管理と浄化槽管理とネズミ、ゴキ

ブリ駆除の委託分でございます。 

 14節使用料及び賃借料は、コピー機リース料、あとは夏場の台風等に停電がいたしますので、発

電機の借り上げ料及び給食用の運搬車のこれが２台分のリース料でございます。３台、運搬車があ

りますけど、２台の新車を購入いたしたものですから、この２台分のリース料でございます。 

 続きまして、18節備品購入費につきましては、温食施設に備えつけの冷蔵庫が平成30年２月の21

日に故障いたしましたものですから、大型冷蔵庫を２台分、152万2,800円、あと防水型デジタル大

ばかりが１台、あと冷蔵庫といたしまして、これ牛乳保冷庫なのですが、喜念小学校と面縄小学校

に購入した２台分で33万4,800円の分でございます。 

 あと、19節の負担金及び交付金につきましては、負担金といたしましては郡と県の給食センター

運営協議会と学校給食栄養士の協議会及び徳之島保健所管内給食施設連絡協議会の分でございます。 

 あと、補助金につきましては、準用保護児童生徒給食費といたしまして245万5,488円分と、学校

給食用物資代分として1,481万5,260円分でございます。 

 あと、27節の公課費につきましては、公用車、給食用運搬車が３台ございますので、この分の重

量税でございます。 

 以上で、給食センターの説明を終わります。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）     

 補足説明を終わります。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

休憩 午後 １時５７分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 ２時１５分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）     

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第２ 認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について議題とし

ます。補足説明があれば、これを許します。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について補足説明をいたします。決算書89

ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書について、歳入総額は13億5,441万6,000円、歳出総額は13億2,830万9,000

円で、歳入歳出差引額は2,610万7,000円、実質収支額も同額2,610万7,000円となっています。うち、

基金繰入金は2,600万円となっております。 

 成果報告書については49ページ、お開きください。 
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 49ページ、療養の給付費等について説明いたします。 

 経年変化を見ますと、成果及び問題点にありますように、平成26年度から27年度にかけては、保

険給付費全体の対前年度比が伸び、平成28年度決算では、対前年度比は3.4％で保険給付費が増加し

ていましたが、29年度におきましては、対前年度比1.5％、1,077万8,545円減少で、保険給付費等支

出額の一定の抑制効果はあったのではと思われます。 

 しかし、49ページの給付費等の表を見ますと、一般療養給付費の件数は前年度よりやや増加して

いますが、保険者負担分支出額では５億8,124万3,148円で、前年度比1.9％の減少となっており、療

養費においては件数もやや減少し、療養費の保険者負担分は488万8,388円で、前年度比14.6％の減

少となっております。 

 しかしながら一方、退職者医療においては、加入者は減少する中、療養給付費、療養費、高額療

養費ともに増額となっており、退職者医療給付費の年報値における支出額においては、対前年度比

27.6％の526万5,904円増加となっております。重症化した症状の医療費が多かったと考えられます。

行政の適正化のさらなる取り組みとして、加入者におきましても重症化を予防する認識を高め、生

活習慣改善などさらに図っていく必要があると考えます。 

 また、昨年度より重要対策としました中の一つであります療養費の伸びに対する対策としまして

は、柔道整復にかかわる療養費について、施術内容の審査より要件に該当する加入者への内容調査

及び適正受診の勧奨を行ったことなどから、結果として、一般退職合わせて前年度比14.2％、82万

3,421円の減少となり、一定の抑制効果につなげることができました。 

 しかし、高額医療費も、前年度比較では一般医療は減少しましたが、退職者医療につきましては

20％の増加となり、１件当たりの保険者負担額として42.8％の増加となりました。がんや虚血性心

疾患、脳血管疾患、糖尿病、腎症などによる人工透析などの増加も懸念され、高額な治療費を要す

る疾患に対する予防に、さらに力を入れていく必要があります。 

 こうした現状に対し、成果報告書46ページになりますが、保健センターのほうで特定健診、特定

保健指導の実施や、国庫や県費を活用して適正化事業を行っています。検診結果からリスクの高い

方を抽出して、重症化予防や医療費適正化に向けて、仲間意識を持ち、楽しく健康づくりができる

ようにインセンティブをつけたウエストサイズ大作戦を今年度も継続して実施し、参加者も増加し

ていますが、期間中だけでなく継続して生活習慣の改善が図られるよう検討をするとともに、重複、

頻回受診などの適正受診についての訪問指導や高額療養につながるような重症化予防については、

今後さらなる取り組みを強化していきたいと考えています。 

 後に、繰入金につきましては、決算書80ページになりますが、平成29年度は、主に共同事業交

付金が前年度比12.1％減額の4,820万1,575円減額したことなどもあり、法定内繰り入れを含めた一

般会計繰入金が、前年度より増額の１億6,373万7,893円となっています。 

 平成30年度から、制度改正により、県が保険財政運営を担うことになりましたが、この改正の目

的の一つが、法定外繰り入れを是正していくことであり、当面は国の財政支援もありますが、保険
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給付に必要な費用は全額市町村に県が支払いますが、県が決定した国保事業納付金を県に納付しな

ければならず、このためには収納額を上げる努力と医療費の適正化を図ることが重要であります。

なるべく保険税の自主財源不足に伴う決算補痾を目的とした一般会計からの法定外の繰り入れを是

正していけるよう、今後も努めていきたいと考えます。 

 保健福祉課からは以上ですけれも、税収につきまして、税務課のほうから説明をお願いいたしま

す。 

○税務課長（名古健二君）   

 続きまして、税務課から、国保税の徴収について説明させていただきます。 

 決算書の76ページから77ページ、お開きください。 

 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書の１款国民健康保険税１項国民健康保険税

１目一般被保険者国民健康保険税、２目退職被保険者国民健康保険税の合計額の現年度と滞納繰越

分の説明をいたします。 

 現年度分の調定額は１億882万7,700円、収入額9,348万100円、徴収率85.9％、前年度より0.1％の

増になっております。 

 続きまして、滞納繰越分の調定額5,595万7,563円、収入額925万5,655円であります。徴収率16.54％、

前年度より0.9％の減になっております。 

 合計額の調定額が１億6,478万5,263円、収入額１億314万4,155円であります。徴収率62.95％、前

年度より1.04％の増になります。合計額で前年度より収納額が801万441円の伸びになっております。

これは、税制改正による後期高齢者支援費の均等割り、平等割額のそれぞれ3,000円の増額が主な要

因だと思われます。 

 続きまして、不納欠損額320万6,400円であります。人数といたしましては78名、納期者数282件に

なります。これは全て５年が過ぎました消滅時効であります。 

 これで歳入の徴収説明を終わります。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）     

 補足説明を終わります。 

 日程第３ 認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算について議題とします。

補足説明があれば、これを許します。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算について補足説明をいたします。決算書105ペー

ジをお開きください。 

 実質収支に関する調書について、歳入合計は９億6,558万1,000円で、前年度よりやや微増、歳出

総額は６億3,101万7,000円で、前年度比較より2.2％減となっており、歳入歳出差引額は3,456万

4,000円、実質収支額も同額3,456万4,000円となっています。うち、基金繰入金額を3,400万円とし

ています。 
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 決算書93ページから96ページ、歳出が97ページから104ページにありますがまず歳入について、90

ページをお開きください。 

 １款保険料について、成果報告書は51ページをお開きください。調定額が第１号被保険者現年分

と過年度分合わせて１億6,112万4,656円に対し、収入済額が１億2,316万4,730円で、収納率は現年

度分が前年度より0.3％低い96.74％、過年度分が5.27％で、前年度より1.0％低い状況になっており

ます。 

 不納欠損は、前年度引き続き死亡者で徴収ができない人について行っています。 

 収納率が前年度より下がっていますが、成果報告書にありますように、滞納者につきましては、

督促状の送付時に、介護保険制度についての説明書や、滞納者の対応などについて記載した文書を

同封したり、また個別訪問や夜間徴収、電話相談など、収納率向上にさらに努めていきたいと思い

ます。特に、普通徴収の徴収率を上げることが大きな課題であり、個別訪問などの対応をしっかり

行っていきたいと考えています。 

 ２款から５款につきましては、介護保険給付費及び地域支援事業費における予防給付費他各事業

の実績に伴う国庫、支払基金県支出金であります。 

 ５款繰入金につきましては、基金からの繰入金2,286万5,000円もありますが、決算書96ページで

すが、その他繰入金は1,315万2,000円で、前年度より0.8％増となっていますが、実績に伴い、全体

としましては前年度より6.5％減額の１億5,719万7,667円となっております。 

 戻りまして90ページ、６款諸収入につきましては、２項雑入634万9,762円となっていますが、こ

れは督促手数料や主には前年度分実績による支払基金と介護保険組合からの返還金などであります。 

 歳入合計は、収入済額９億6,558万1,257円となっていまして、前年度より41万4,000円ほどの増額

となっております。 

 続きまして、歳出につきましては、決算書91ページをお開きください。 

 成果報告書は50ページから51ページになります。 

 １款総務費１項総務管理費は、前年度比12.8％の増となっていますが、主な理由は、制度改正に

伴うシステム改修の介護電算事務処理負担金の増額によるものであり、２項介護認定審査会費につ

きましては、前年度比6.5％、73万412円の全額となっています。 

 ２款保険給付費につきましては、認定件数は減少しているものの、介護度の高い割合がやや高く

なったこともあり、１項介護サービス等諸費では、居宅介護サービス給付費の増加などでやや微増、

２項介護予防サービス等諸費については、予防給付費は下がっていますが、介護予防福祉用具購入

費の増加や総合事業の定着により、介護予防サービス計画給付費が増加し全体として微増となって

おります。 

 平成30年３月31日現在の要介護認定者数は509人となっていまして、前年度比0.8％の減少となっ

ています。 

 成果及び問題点にありますように、認定審査時に窓口での聞き取り調査や自宅訪問を行い、必要
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に応じて介護申請または総合事業の申請を行っていったことから、前年度に引き続き認定者数も減

少し、適正化につながってきていると思われます。 

 しかし、若年者の介護申請が増えつつあり、介護認定の要因が末期がんであるケースが増えつつ

あります。この点については、脳卒中などもそうでありますが、疾病の予防と早期発見、早期治療

が重要であり、健康増進部門とも連携を強化していきたいと考えています。 

 また、総合事業が推進され、地域サロンの活性化、地方創生事業などを活用しての包括支援セン

ターの予防活動により、予防給付費は大幅減少していますが、介護給付費につきましては横ばいの

状況にあります。この点につきましては、給付費の抑制に向けて、介護、包括また各事業所と連携

を強化し、さらに介護給付費適正化に努めていきたいと考えています。 

 ３款地域支援事業につきましては、全体として前年度比の7.0％増の3,580万4,132円となっていま

すが、地方創生事業の活用などにより、２目の一般介護予防事業費は減額していますが、１項介護

予防生活支援サービス事業費は前年度より17.5％の増、３項包括的支援事業任意事業費は前年度比

20.8％増額となっています。 

 成果報告書51ページから52ページになりますが、総合事業で高齢者の自立支援の取り組みを行っ

たことで、介護予防効果が見られ、介護予防給付費の削減や認定率も下がっていますが、介護相談

は増加しており、相談やプラン作成から評価までを行うケアマネジャーや看護師などの確保や、自

立支援に向けた質の高いケアマネジメントを行うための研修参加なども必要で、予算確保が必要に

なっています。 

 また、２項一般予防介護予防事業費は、他事業の活用で、事業費は昨年度より25.2％減額してい

ますが、地域でのサロン活動に加え、ほーらい館での介護予防教室も充実してきました。 

 しかし、成果報告書にありますように、ほーらい館まで送迎がないと来られない方も多く、今後

体制づくりが必要と思われます。 

 ３項包括的支援事業任意事業費につきましては、１目総合相談事業費が7節の賃金の増などにより

前年度より増額となっていますが、成果報告書にありますとおり、相談件数も前年度より282件増え、

内容につきましても認知症、介護問題や独居世帯で身元引受人がいない方、また家族が島内にいな

いケースなど相談内容が多様化し、指南困難ケースが増加しています。定期的な看護師の訪問での

実態調査などで、重症化予防に努めるとともに、今後も在宅生活を継続できるように医療機関との

連携を図り、在宅医療、介護連携事業の推進に努めたいと考えています。 

 後に、６目生活支援体制整備事業につきましては、13節委託料240万円を社会福祉協議会に委託

し、生活支援コーディネーターを中心に、地域の介護課題や地域の人材を含めた介護資源などにつ

いて話し合いを持つマップづくり、サロン交流会の開催等を行いました。 

 しかし、認知症など相談件数など認知件数が増えるなど、地域での課題も大きく、地域力の高い

島の特性を生かし、今後こうした課題を地域の方々にも生活支援サポーターとして、地域の困りご

とは地域でも解決するなどの体制づくりを図っていきたいと考えています。 
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 歳出合計につきましては、支出済み額、前年度比2.2％減の９億3,101万6,762円となっています。 

 平成30年度から、第７期介護保険計画も推進中でありますが、住みなれた地域で高齢者が重度の

介護状態になっても、そのままその地域で暮らし続けることができる地域づくりを行っていけるよ

う、地域包括ケアシステム体制づくりを、今後も関係機関各部署と連携を強化して取り組んでいき

たいと考えています。 

 以上で補足説明を終わります。 

 御審議のほうよろしくお願いいたします。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）     

 補足説明を終わります。 

 日程第４ 認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてを議題

といたします。補足説明があれば、これを許します。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 平成29年度伊仙町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算について補足説明をいたします。決

算書114ページをお開きください。成果報告書は54ページをお開きください。 

 １款後期高齢者医療保険料現年度分が前年度比1.54％増加の99.19％、滞納繰越分が前年度比

1.67％増加の45.87％となっています。特に、昨年度より滞納繰越分につきましては、28年度84件、

184万6,600円から、平成29年度は出納閉鎖時には32件、89万2,700円とかなり減少しました。今後も、

滞納解消に向けて制度の理解促進や納税相談の実施、個別相談、個別訪問などを実施し、また税務

課と連携を図り、未申告者への申告による適正賦課を行うなど、申告の推進や納税相談を小まめに

実施し、滞納額の減少に努めていきたいと考えています。 

 ２款使用料及び手数料の１万9,600円は、督促手数料であります。 

 ３款繰入金は、一般会計からの繰入金で、前年度比3.08％増加の１億5,019万7,518円となってお

り、特に３項療養給付費繰越金が前年度より7.4％増加し、１億400万1,374円となっています。 

 ４款繰越金は、190万7,439円となっています。 

 ５款諸収入につきましては、主に４項受託収入で、前年度比40.8％の増加の172万6,720円となっ

ていますが、療養費が増加する中、長寿健診実施や各種後期高齢者保険事業広域連合より受託して

実施するものであります。 

 歳出につきまして、決算書107ページをお開きください。 

 特に２款後期高齢者医療広域連合納付金が、前年度比4.9％の増加で、874万1,239円の増額で、１億

8,661万2,626円となっています。療養費の増加に伴うもので、療養費につきましては、成果報告書

にありますように、１人当たりの受診件数は若干減っていますが、１件当たり日数や１日当たり日

数、１件当たり診療費、１人当たり診療費が増加しており、重症化予防の取り組みや適正受診につ

いての訪問指導など、医療費の適正化が必要と考えています。 

 こうしたことから、29年度より、３款保険事業費は重症化予防として保険事業を受託し、訪問指
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導などを行い、適正受診や未受診者への受診勧奨、要医療者への訪問指導などを実施し、また地域

サロンへの健康運動インストラクターへの派遣や食生活改善推進員さんたちの派遣などを行いまし

た。 

 今後も、長寿健診、受診勧奨、重症化予防としての保険事業の取り組みや包括支援センターや保

健センターと連携を図り、健康寿命の延伸を目指し努力していきたいと考えています。 

 以上で、補足説明を終わります。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）     

 補足説明を終わります。 

 日程第５ 認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算につ

いて議題とします。補足説明があれば、これを許します。 

○ほーらい館長（重村浩次君）   

 それでは、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算について補足説明

をいたします。決算書の115ページから120ページ、成果説明書の72ページを参考にしてください。 

 では、歳入の部分、118ページをお願いします。 

 まず、施設の利用状況ですが、スポーツジムの説明をします。成果説明書の72ページにあります。 

 年間の全体の延べ数が6,148名。月平均しますと512名の来館がありました。その内訳が、徳之島

町、天城町の利用者が月平均になおしますと、徳之島町が58人、天城町が27人、伊仙町が427名でご

ざいます。 

 決算書の118ページをお願いいたします。 

 １款使用料及び手数料１項使用料１目使用料、4,485万6,021円ですが、この内訳といたしまして、

施設利用料が4,171万309円、文化施設使用料が314万5,712円です。 

 次に、２款繰入金１項繰入金１目繰入金１節一般会計繰入金が6,088万7,330円となっております。 

 次に、歳出ですが、120ページをお願いします。 

 歳出額の大きいのが11、需用費と13、委託料ですが、需用費では光熱水費と燃料費、修繕費が多

い支出となっております。光熱水費が1,995万8,452円、燃料費が1,400万1,386円、修繕費が1,556

万6,800円です。13委託料ですが、運転管理委託料、設備と高圧で709万7,760円、浄化槽管理委託料

125万4,858円、観覧者席保守点検料37万8,000円、特殊建築物定期検査委託料が32万4,000円となっ

ております。 

 決算書の121ページをお願いします。歳入総額１億1,941万円で、歳出総額が１億1,941万円と、実

質支出額はゼロです。 

 また、以前から指摘がございました百菜の電気代金に関しましては、毎月返済をいただいており、

今年の12月で完納予定となっております。 

 以上で報告を終わります。 
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○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 補足説明を終わります。 

 日程第６ 認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算について議題とします。

補足説明があれば、これを許します。 

○水道課長（福島隆也君）   

 認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算書について補足説明いたします。 

 決算書の125ページ、成果説明書73ページをお開きください。主なものについて補足説明いたしま

す。 

 まず、歳入からご説明いたします。１款使用料及び手数料１項１目水道使用料、現年度分及び滞

納分あわせて調定額が１億210万2,076円に対しまして、収入済額5,386万2,687円、収入未済額は

4,823万9,389円であります。その内訳といたしまして、現年度分収入済額は4,884万4,027円、過年

度分収入済額は501万8,660円であり、徴収率は現年度分94.42％、滞納分は9.96％であります。 

 次に、２款国庫支出金国庫補助金１億4,286万円、これは簡易水道老朽管更新事業に係るものでご

ざいます。 

 次に、３款繰入金6,722万4,000円は一般会計よりの繰入金。内訳としまして、建設改良費に要す

る費用と給料、手当等になります。 

 ４款繰越金2,042万6,838円は前年度からの繰越金。 

 ５款諸収入２項１目雑入18万5,954円においては、県畑地帯総合整備事業に係る補償工事金であり

ます。 

 次に、126ページに移りまして、６款町債１項１目辺地対策事業債7,100万円。２目公営企業債１億

4,550万円は補助事業に係る事業債であります。歳入合計が５億105万9,479円でございます。 

 次に、歳出の説明をいたします。 

 決算書は127ページからで、成果説明書は73ページ、３費用構成からとなります。主な項目をご説

明いたします。 

 １款水道事業費１項一般管理費13節委託料285万700円は公営企業会計導入指導助言委託料でござ

います。２項原水浄水費１目原水浄水費11節需用費1,582万4,657円はポンプ等に係る電気料及び薬

品費でございます。不用額の48万4,343円に関しましては配管維持管理費の減によるものでございま

す。 

 次に128ページ、３項配水給水費２目西部地区基幹改良事業費1,830万1,000円のうち1,089万7,720

円を支出し、710万8,000円を繰り越すものであります。繰り越す理由といたしましては、木之香地

区の県道改良工事が次年度に延期したためであります。 

 次に、３目東部地区基幹改良事業費15節工事請負費２億4,415万5,000円のうち２億3,461万6,600

円を支出し、907万円を繰り越し、目に同じく17節公有財産購入費100万円を翌年度へ繰り越すもの
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であります。理由といたしましては、減圧槽に係る用地買収費とその工事費です。減圧槽の設計が

おくれたためであります。 

 次に、129ページをお願いします。４目東部地区簡易水道増補改良事業15節工事請負費支出済額

１億2,065万2,000円に関しましては、東部浄水場の活性炭ろ過器及び東部配水池から面縄配水池ま

での送水管の布設工事に係るものでございます。工事費に係る不用額は工事執行残によるものです。 

 次に、２款公債費１項公債費元金につきましては4,037万7,954円です。 

 以上、130ページの実質収支に関する調書、歳入総額５億105万9,000円。歳出総額４億9,930万7,000

円。翌年度へ繰り越すべき財源と実質収支額をあわせた歳入歳出差引額175万2,000円を翌年度へ繰

り越すものといたします。 

 以上で、簡易水道特別会計の補足説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 補足説明を終わります。 

 日程第７ 認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算について議題とします。

補足説明があれば、これを許します。 

○水道課長（福島隆也君）   

 認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算の補足説明をいたします。 

 お手元の上水道会計決算書の１ページをお開きください。収益的収支及び支出の収入の欄になり

ます。 

 第１款水道事業収益につきまして、決算額は１億184万5,267円で、予算額に対しまして86.79％の

執行率でございます。主なものといたしまして、第１項の営業収益8,185万7,547円は水道料金及び

職員の給料、手当等です。一般会計からの負担金も含まれております。予算額に比べ決算額の増減

1,550万6,453円は、営業費用に補痾する額が減少したためであります。第２項の営業外収益の1,950

万3,087円につきましては、企業債償還利息等に係る一般会計からの繰入金でございます。第３項特

別利益48万4,633円につきましては、過年度損益、修正益でございます。 

 次に、支出の欄でございます。第１款水道事業費用決算額１億103万6,332円、予算に対しまして

98.13％の執行率であります。主なものといたしまして、第１項営業費用9,463万4,400円につきまし

ては、浄水場及び配水管等の維持管理費また電気代、薬品代、減価償却費などでございます。不用

額の189万5,600円につきましては、人件費の減によるものであります。第２項の営業外費用287万

8,734円につきましては、企業債の利息でございます。第３項特別損失352万3,198円につきましては、

過年度分の水道料金還付などでございます。 

 次に、２ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入につきまして、第１款資本的収入

決済額4,804万2,836円、予算額に対しましては99.98％の執行率でございます。主な内容といたしま

して、第１項企業債3,000万は老朽管整備事業に充てる企業債であります。第２項他会計出資金1,804

万2,836円は一般会計出資金でございます。 
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 次に、支出の欄でございます。第１款資本的支出決済額5,328万5,029円で、予算に対する執行率

は97.56％でございます。主なものといたしまして、第１項建設改良費3,890万88円は老朽管整備事

業に係るものでございます。不用額の133万3,912円は工事費の執行残でございます。第２項企業債

償還金1,438万4,941円の企業債の償還金でございます。 

 次に、３ページをお願いします。財務諸表につきまして損益計算書の中の当年度純利益32万2,045

円が当年度の利益となります。 

 以上の報告をまとめたのが８ページの上水道事業報告書であります。特に営業の欄の有収率

80.01％とありますが、これは水をくみ上げた水量と家庭に使用した水量の比較でありますが、上水

道会計の地区で80.01％、簡易水道地区では69.4％と大変低く、水道事業の経営を圧迫している要因

であります。早急に、漏水等の対策等を行う必要があると思われます。 

 後に、上水道の徴収率について、現年度分が出納閉鎖時３月末日で77.84％、５月末日整理期間

があるものとした場合、93.04％と前年度と比べて1.53％の減、滞納分においては29.89％と前年度

比で1.21％の増となっております。 

 以上で、平成29年度上水道事業会計決算の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いし

ます。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 補足説明を終わります。 

 これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 次の委員会は、９月19日水曜日午前10時から開きます。日程は平成29年度伊仙町一般会計歳入歳

出決算他６特別会計歳入歳出決算の質疑から採決までといたします。お疲れさまでした。 

散 会 午後 ２時５７分 
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平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会 

          平成30年９月19日（水曜日） 午前10時 開議 

 

１．議事日程（第6号） 

 ○日程第１ 認定第１号 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算（質疑～採決） 

 ○日程第２ 認定第２号 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算（質疑～採決） 

 ○日程第３ 認定第３号 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算（質疑～採決） 

 ○日程第４ 認定第４号 平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（質疑～採決） 

 ○日程第５ 認定第５号 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算（質

疑～採決） 

 ○日程第６ 認定第６号 平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算（質疑～採決） 

 ○日程第７ 認定第７号 平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算（質疑～採決） 
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１．出席議員（１２名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番  牧 本 和 英 君 
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～平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会～ 

△開 会（開議）   午前１０時００分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ただいまから平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会

を開会します。 

 本日の会議につきましては、９月18日の委員会に引き続き、質疑から採決までを行います。 

 審議を始める前に、質疑や答弁をされる場合は、決算書に提示されている件について、簡潔明瞭

に発言されることを心がけていただき、質疑においては１項目３回までの質問といたします。それ

以上の質疑は、他の委員の質問に支障を来す関係上、許可しませんので、あらかじめ申し添えてお

きます。 

 日程第１ 認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

 質疑を行います。 

○１３番（樺山 一君）   

 平成29年度歳入歳出決算。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 マイクをお願いします。 

○１３番（樺山 一君）   

 決算について質疑をします。まず、 初に、平成28年度伊仙町一般会計歳入歳出決算審査におい

て、平成28年度多世代交流機能拡張事業が完了していないにもかかわらず、決算書を偽装して平成

28年度伊仙町一般会計歳入歳出決算で議会に認定させた件についてどう考えているか、町長の意見

をお伺いします。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 いや、大丈夫です。町長お願いします。 

○町長（大久保明君）   

 意図的に偽装したということは全くありません。29年度６月６日にその報告を受けまして、その

後、その業者の、オーナーは奥様ですけど、本人に早急に対応するふうなことを厳しく指導してい

た状況でありましたので、それがあたかもすぐ納金できるような話でしたので、その後はそれを期

待して待っていた状況の中で決算が終わったということがありますので、そのことを詳細にどのよ

うに判断していくのか、その時点で、そのときは非常に流動的な状況ですから、それを決算の……。

（「５月末」と呼ぶ者あり）５月末、失礼いたしました、よくよく振り返って考えてみますと、決

算は５月末での決算でございますので、報告を受けたのが６月６日ということで、もう決算は全て

終わっていたという状況でありますので、それはこの年度をまたいで継続して、今後検証していく

ということになったわけであります。 
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○１３番（樺山 一君）   

 私が「偽装」と言うのは、伊仙町が県のほうに顛末書を出したときに、「今回の交付金の不適切

予算執行の経緯は、発注済み備品が納入されていないにもかかわらず、当該年度内に事業完了した

形式を整えるために、検査調書を納品済みであるように偽装し、代金を支払ったことが発端であり

ます」という、この顛末書に書いてあるので私も偽装と言っているんですけど。もちろん６月６日

に町長はそれを知って、そして、この決算に関連して、今年の29年度のこの決算書には反映されて

いるということですか。その調定と、結局は偽装はしていないということですか。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 要するに、偽装をしたという認識があるかどうかという確認ですか。 

○１３番（樺山 一君）   

 そうです。（発言する者あり） 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 この決算審査の意義といいますのは、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうか審査する

とともに、住民にかわって行政効果を評価すると、きわめて重要な意味があるということです。 

 そして、その意義についてですけど、意義の１つに、この決算を認定することによって町村長の

執行責任を住民に向かって開示をするということになるのが、この決算審査の意義でありますので、

その辺はちゃんと答えていただきたいと思います。（発言する者あり） 

○１３番（樺山 一君）   

 それでは、また一般質問でしましょう。そうしたら、いや、この29年度にも同じようなことがあ

るから、どう考えているのか、その考えも聞きながらこの29年度の質疑もしていこうと思って私聞

いているだけですので、それは年度が違うのでしたら、それは一般質問でします。 

 29年度の質疑に移ります。 

 決算書の14ページ、款14県支出金項２県補助金目４農林水産業費補助金節５水産業費補助金につ

いて質疑をします。予算額687万4,000円、調定収入済み額644万9,191円、その差額について、何が

原因でこういう差額になったか説明をお願いいたします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 ただいまの樺山議員の質問にお答えいたします。 

 差額42万4,809円のうち41万8,809円は、離島漁業再生支援事業補助金の県に対しての返還金でご

ざいます。 

○１３番（樺山 一君）   

 42万4,800円のうちの41、それはもう離島漁業再生支援交付金事業の実績がなかった精算分と考え

てよろしいわけですか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 はい、差額の41万8,809円につきましては、実績が伴わないということで返還しております。 
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○１３番（樺山 一君）   

 この件は、県が何らかの情報で伊仙町の離島漁業再生交付金事業で備品、炊き出し用釜が納品さ

れていないと、これは補助金を県としても出しているが我々には関係ないと、実績がなかったこと

にしてくれ、交付済みの補助金を返納させられ、また町サイドは漁業集落に対して炊き出し用釜の

事業がなかったように実績報告を求め、実績報告をさせたと考えてよろしいでしょうか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 実際に納入がなされていなかったということで理解いたしております。 

○１３番（樺山 一君）   

 そして県には補助金41万8,809円返納してありますよね。漁業集落からは支払い済みの補助金、実

績に基づく差額、結局は漁業集落に補助金全額支払っておりますので、その返金請求等はしました

でしょうか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 一般質問でもお答えいたしましたとおり、今詳細な報告書を作成中ですけれども、そちらのほう

が固まり次第、今後は、まずは漁業集落に対しまして返還の請求をしていこうと考えております。 

○１３番（樺山 一君）   

 これは、この決算で、結局県に対しては補助金を返納しているわけですね、41万。これは私もち

ょっと県の補助金か国の補助金か何かわからないですけど、この決算をくくるためには、県には補

助金を返した、そうしたら漁業集落から実績に基づいて、この釜の分83万を引いた金額の727万4,383

円を予算使ったということで報告を受けて、そうしたらこの83万、調定を組まなければいけないじ

ゃないですか、未収金か何かの調定を、その請求をして、そうしてこの決算書がくくられるべきで

はないでしょうか、お伺いします。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前１０時１５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時２２分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 樺山議員の質問にお答えをいたします。 

 30年度のほうで新たに予算を組みまして、調定をとりたいと思います。 

○１３番（樺山 一君）   

 私もどう処置をしていいのか、それまでわからないですけども、ただ、県には補助金を返還して、

そして漁業集落からはその出した補助金を返納請求していないということで、ちょっと違和感があ
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るので尋ねましたけど、町民の皆さんに納得できるような処置をして、30年度の決算にでも説明が

できるようにしていただきたいと思います。それから……。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 樺山委員、ちょっといいですか、しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時２５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時２５分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 答弁させていただきます。 

 この件につきまして、県への実績報告が済み、県より交付金の確定通知が出た段階で、本来であ

れば漁業集落に対しましても町として適切に処理すべきところでございましたけれども、年度末に

時間が経過をしてしまい、29年度で処理ができなかったことをおわび申し上げます。 

 この件につきましては、今年度改めまして予算立てをし、適切に事務処理をしてまいりたいと考

えております。 

○１３番（樺山 一君）   

 県に補助金返納する前に、やっぱり漁業集落に補助金返納請求を出して、お金をもらって、その

お金で県に補助金を返納すればこういう問題は起こらなかったわけですので、そういう手順をやは

り間違えないで、しっかりしていただきたい。そして30年度の決算にはしっかりそういうことがは

っきりわかるような形で反映させていただきたいと思います。 

 次に、また質問移ります。 

 今議会で岡林議員からも一般質問がありましたけども、この件で、その炊き出し用釜、そして、

そういう問題もありましたけども、岡林議員に対しては、業者から取るとか答弁していたのですが、

そこも業者から取るのか、取れないのか、そういうところも町としてしっかりと、この決算ではも

う業者から取れないですよ、この決算をくくれば。だからそういうところもしっかり考えて、やは

り答弁したりしていかなければ、どっちなのか、どっちに役場サイドとしては行こうとしているの

かわからないので、その点はしっかりと精査して来年度の決算書に反映させていただきたいと思い

ます。 

 平成29年度の漁業集落実績報告書727万4,383円に対して、その炊き出し釜を抜いた分に対して、

大島支庁の農林水産課長のほうから平成29年度のサメ駆除、オニヒトデ駆除、町が保管している活

動写真データと活動記録において、活動記録の実施日、写真データの撮影間隔日数や日付に相違が

ある点について精査を行い、活動が適切に行われたか否かを報告すること。 

 ２番目に、伊仙町漁業集落における平成27年４月１日時点の漁業世帯数について、国の運用等に
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基づき精査を行い、漁業世帯数について根拠資料を添えて報告するということで依頼を受けたと思

います。町の調査結果として、これらの活動について適正に行われていないと判断すると報告して

います。そのため727万4,000円の中からも補助金の返納の可能性が出ております。 

 そして平成30年度離島漁業再生支援事業の補助金申請ができず、平成30年度予算812万円が予算執

行ができない状況にありますが、その状況についてどう考えているか、町長、お伺いします。 

○町長（大久保明君）   

 ただいまの樺山議員の質問に対しましては、その経過などを踏まえて、そしてこのさらに返納す

べき金額などを確定しながら、今、経済課のほうでも漁協と再度いろんな話し合いなどをしていく

ことになりますので、その経過に関しまして、今後しっかりした結果が出るように各担当課長もし

っかりやっていただけると思っております。 

○１３番（樺山 一君）   

 ぜひ精査をして、今月いっぱいで県に報告をして、県の結果待ちということになると思いますが、

この30年度予算の812万円が予算補助金請求して、予算が使えるような形でぜひ努力していただきた

い。 

 そして、成果説明書の64ページ、水産業振興、離島漁業再生支援事業、目的、従来の漁業に加え、

種苗放流、イカシバ設置、密漁の監視、サメ駆除、オニヒトデの駆除など、漁業の生産力向上に関

する取り組みを行い、漁業所得の向上を図る。 

 そして、概要実施状況、魚まつりの実施、密漁監視、イカ産卵床の設置、サメ駆除695匹、オニヒ

トデ駆除45匹、スジアラ放流1,000尾。成果、種苗放流を行うことにより資源育成が図られた。また、

サメ駆除、オニヒトデ駆除を実施したことで、漁業所得の向上につながっている。 

 まず、この成果説明書の成果が、この812万円が実施できなかったら、もう成果がなくなるわけで

すので、ぜひ来年もこの成果が報告できるように、その点はお願いしておきます。 

 そして、この中に、サメ駆除695匹、オニヒトデ駆除45匹、この数字の中に不適切と思われる数字

が含まれていますか。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 再度確認をしたいと思います。 

○１３番（樺山 一君）   

 また確認して、後で報告をお願いします。 

 こういう補助金返納等発生しておりますので、補助金の適正化法に、不正な手段によって補助金

を受給した場合、５年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処せられる、補助金等適正化法に

抵触させない、その団体をさせないように、ぜひ町で指導して補助金返納をしていただいて、その

離島漁業の団体を補助金適正化法に抵触させないように、町のほうで事務手続を速やかに行ってい

ただきたいということで、この質問に関しては終わります。 

 続きまして、成果説明書35ページ、地方創生推進事業について、８番の地方創生空き家改修費補
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助金交付金事業に、成果説明で空き家改修補助交付金事業665万円、そしてその効果として、地方創

生推進事業交付金を活用し、応募のあった10件を選定委員会により改修空き家として決定し、改修

を行った。要綱にそぐわない空き家が３件あり、補助金の交付まで至った空き家は７件となった。

７件全てを空き家バンクに登録し、そのうちの１件は東京の会社がオフィスとして活用するなど成

果を上げている。県からの指摘により、地方創生推進交付金の事業対象経費として認められなかっ

たものの、もちろん個人資産に対する補助金交付は認められなかったと。 

 企業誘致に成功するなど、大きい成果を上げられたと確信しているとありますが、この665万円の

空き家改修補助交付金事業は、この半額50％は地方創生交付金で行われているのか、県からの指導

で認められなかったとここに書いておりますが、一般財源で行ったのか、半分は地方創生補助金で

行ったのかお尋ねします。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 本事業の計画としまして、地方創生交付金事業を活用してという計画であったものの、県の指導、

これが他の省庁が出している補助事業と重なるもの等に引っかかるということで、この29年度の空

き家改修については単独で行いました。 

○１３番（樺山 一君）   

 それでは、この空き家改修費補助金交付金事業は、100％一般財源だと認識してよろしいでしょう

か。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 そのとおりです。 

○１３番（樺山 一君）   

 そうしたら、どこでその歳入を落としてあるの。地方創生補助金の歳入はどこで落としてどうな

っているか説明していただきたい。 

 これはもちろん半分は町単事業、そして50％は地方創生の補助金でするという予定で予算化した

事業だと思いますけど、そして、その補助金の、県に指摘されて補助金が使えなかった、それをど

こで落としたのか説明をお願いします。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午後 １時４０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時４５分 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 この空き家改修がこの事業に適さないということを県のほうから指導を受けましたので、その分

に対しては地方創生推進交付金の実績としては報告してありませんので、補助金としてはその後も

下りてきていない状態です。 

 実績の 終の報告をしたのが４月10日、今実際ちょっと日にちが10日から17日の間だったと記憶

しているのですが、その実績として報告してありますので、補助金はその部分には含まれていない

のですが、その分を、補助金の歳入が落ちた分は単独で扱われているということになります。 

○１３番（樺山 一君）   

 ４月に実績報告を上げるということで、こういう予算が一般財源に補助事業が変わるときには、

やはり組み替えをして報告をしてできるように、この成果説明を見れば、やはり地方創生の空き家

補助金を使っているのだと誤解しますので、そういうのをやはり明確にまた来年度の決算あたりで

報告していただきたいと思います。これをどうせいと言ってもどうできるものでもないので、この

件は一応、苦言を呈して終わります。 

 次に、成果説明書の68ページ、ここに工事施工した場所が列挙されております。そしてこの繰越

明許工事について伺います。 

 繰越明許工事が多過ぎます、私から見れば。これはどういう理由でこんなにたくさん繰越明許に

なったのか。理由があったら説明をお願いします。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 過疎対策道路事業関連のほうは、発注時期が積算に時間を要して、ちょっと発注時期がおくれた

ことで繰り越し事業となっております。社会資本整備交付金関係の繰り越しに関しましては、国有

林の保安林解除ができなかったため繰り越しとなっております。 

○１３番（樺山 一君）   

 いろいろ理由は聞けばあると思います。私は一番やはり職員がやはり予算決定すれば、例えばそ

の予算を執行して、そして地域の方々、そのインフラを整備する地域の方々に使っていただくのが

私は一番だと思います。これはもう１年後に使っていただいているわけですよ、このインフラを整

備して１年後に。 

 そういう、やはり職員の仕事に対する考え方、それが欠けているのではないかと思います。やは

り納税者に対していかにそのインフラを利用していただくか、それを考えていただきたい。 

 そしてまた、国の公共工事の品質確保の促進に関する法律において、発注者は債務負担行為の積

極的な活用などにより、発注・施工時期等の平準化に努めることとされております。前倒しに発注

してすべきだと、国土交通省はうたっています。それが１年もおくれるわけだから、やはりそうい

うのもこういう法律にものっとって、ぜひ町長、職員に指導させて、またこういうおくれることが
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ないように30年度は工事ができるかお伺いします。 

○町長（大久保明君）   

 繰り越し事業に関しましては、他にも発生しておりますけれども、例えば災害とかいろんな状況、

保安林解除だけではなくていろんな、例えば機材がなかなか島に持ってくることができないとか、

いろんな状況が今後ともあり得ると思いますので、そういうことも前提にして、今後は年度の当初

から仕事ができるように、その平準化するようにという指導、年度末に重なるのではなくて、全て

の月で仕事があるようにという話、指導なども来ておりますので、今後のいろんな計画があるわけ

ですが、それを早い段階で、先ほど樺山議員から何とかと表現がありましたけれども、予測して発

注をしていくというふうな話だったと思いますけれども、根拠がある形で地域の方々に説明をして、

町民の方々にいろんな迷惑をかけないような形にしていくのが、当然だと思っておりますので、こ

の各課が、建設事業に関しましてはいろいろ多岐にわたっておりますので、横の連携等、 近は道

路工事の後に水道工事があるだろうということで、その道路工事を水道工事に合わせていくとか、

そういうことなどもやるようになってきておりますので、全力でこの協議を頻繁に行わないといけ

ないといろいろ考えておりますので、副町長も含めて全力で取り組んでまいります。 

○１３番（樺山 一君）   

 ぜひ、公共事業は地域の経済にも関係しますし、またインフラを整備することで町民の方々、や

はり利便性もよくなりますので、ぜひ施工時期の平準化を図って、繰越明許等が多くならないよう

な形に努力していただきたいと思います。 

 次に、決算書の60ページ、款９教育費項３中学校費目６学校建設費節15、工事請負費2,440万円、

その不用額について、その後の経過説明をお願いいたします。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 この工事請負費は伊仙中学校の耐震補強及びサッシ周りの転落防止による工事費ですが、２月の

議会でも協議をされたと思われますが、今後、全面的な改修または取り壊しや、または建てかえ等

を調査をするのが先ではないかということで見送ったということでございます。現在調査というこ

とで、改修を前提の調査、建てかえ等両面から今後の方針を調査の結果によって検討していく予定

でございます。 

○１３番（樺山 一君）   

 耐力度調査、もしくは建てかえ等を今検討しているという答弁をいただきましたが、この予算は

平成28年度耐震補強で予算化されて、手をつけられず何カ月か放置され、29年度に明許繰越されて

いる予算だと思います。そして当時、私も６月議会だったか、それは記憶にないですけど、この工

事は夏休み期間中に終えるようにするんですねということを質問したら、そうですということで答

弁をいただいた記憶があります。 

 そして、いざしようとしたら、もう耐震補強ではできないと、それではどうしてももたないとい
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う判断が出たとおっしゃいましたが、私は財政法上、翌年度を年限とする継続費ということで予算

が未執行になったのではないかと思っているぐらいです。 

 やはり１年半も、予算がついて、これは28年度の12月議会かそこらで補正がついていると思いま

す。その29年度内でぴしっとした方向性が出せない。今耐力度なのか取り壊しなのか検討している

状況ですよね、もう30年度です。そういうのはやっぱり職員の怠慢、そしてまたこれは補助金の返

納じゃなくて、これもやはり精算らしいです。858万5,000円、国庫補助金ですよね。 

 予算を使うと国に申請しながら、予算を使わない、これはやっぱり伊仙町に対する国からの信用

が落ちると思いますけど、町長、これはどうお考えですか。 

○町長（大久保明君）   

 伊仙中学校のケースは、後で報告を受けたときの状況は、この耐震補強の予定だったときに、そ

の年の夏かにかなり大きな台風が来て、そのサッシがずれて合わなくなったとか、そういう予想し

ないような状況が出てまいりまして、それで、これは耐震補強だけではもたないのではないかとい

うふうな状況での説明を受けて計画が変更になったというふうに私は記憶しておりますので、やっ

ぱり、いろいろ先ほどから話があるように、このいろんな状況の変化によって補助金の事業が返納

とか、これはより厳密に、厳しくやった場合にはそういうことはないと思いますけれども、年度年

度のいろんな事業を遂行していく場合に、この予算を要望しなければいけないという状況がありま

すので、そうしないと、やっぱりいろんなインフラ整備も進まないということも全体を見た場合に

はあり得るわけですから、例えば、これは関係あるかわかりませんけれども、学校の改築に関しま

しては、国の予算、県の予算が年度末にかなり余剰金が出るということを予測して、年度末にいろ

んな公共や学校関係の事業はやるとそれは必ず通ると、そして補助率も高いというふうなことなど、

この国の予算編成、県の国との連携などを見た場合に、やはりこの急変することもあるし、それか

ら今回の、先ほどの質問の件ですけれども、この教育委員会のあった今回の補助金返納に関しまし

て、そのことが地方創生事業の中で関連しているということで、県はかなり今回、この空き家改修

に関しても厳しい状況、そこまで悪影響がいったというふうに考えられますので、今後こういうこ

とのないように事業内容の検証と、それから職員同士の連携も密にして、今まで以上にやはり襟を

正して予算の行使、要望から実行に関しては厳しくやっていかなければならないと考えております。 

○１３番（樺山 一君）   

 ぜひ職員の指導、町三役、管理職の指導力不足があると思いますので、ぜひ指導していただいて、

せっかくいただいた予算、完全に遂行できるような形にしていただきたいと思います。 

 私の質疑はこれで終わります。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 他に質疑はございませんか。 

○２番（牧本和英君）   

 すみません、決算書の57ページ、９款教育費２項小学校費から中学校費、備品購入費がやっぱり



― 178 ― 

ちょっと少ないと思われますが、このことに関して教育長はどうお考えでしょうか。備品購入費、

節の18。 

○教育長（直章一郎君）   

 各学校の備品購入費が少ないというご指摘ですけれども、実はそれぞれの学校、消耗品とか備品、

いろいろな要望は各学校から上がってきています。上がってきていますけれども、なかなかそれぞ

れの学校から上がってきた要望どおり現在いっていないというのが実情です。 

 私は大島地区でも３つの市町村まわっていますけども、ほとんどの町村がその学校の備品、ある

いは消耗品の対する予算というのは、どこの町村も下がってきていました。幾ら要望してもなかな

か聞いてくれないというそういう状態でしたけれども、伊仙町にしても、それぞれの学校から本当

に校長先生は一生懸命していますので、教育委員会に教育予算のいわば増額の要望が来ていますけ

ども、なかなかそれに応えられないというのが現状です。 

○２番（牧本和英君）   

 やっぱり少なくて、子供たち、教育環境の場がちょっときびしい状態でありますので、どうか予

算づけ、こういうのに一般財源を使っていただきたいと思います。 

 そして、予算決算書の51ページ、７款土木費２項道路橋梁費３目道路維持費についてですが、こ

れは当初予算850万余りで、使ったのが3,300になっていますが、こう膨らんだわけはなんですか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 こう膨らんだ原因としまして、町道の補修ということで、約50カ所の道路補修がありましたので、

このように膨らんでおります。 

○２番（牧本和英君）   

 30年度の一般会計補正予算でも、もう既に補正額757万2,000円されて、もう総額1,800万になって

おります。今後もまた増えていく可能性もあるのかなと思いますが、これはもう全て一般財源です

よね。そしてまた、その補修した50カ所わかる何か地図等、補修した場所、そういうのを後で構い

ませんので、ちょっともらえたらというふうに思います。 

○建設課長（松田博樹君）   

 地図に落とすとなると、ちょっと時間がかかりまして、そのときに現場等の写真であれば、後で

見せることは可能だと思います。 

○２番（牧本和英君）   

 すみません、お願いします。それを資料等として欲しいのですが、やはり片方では予算がなくて

困っている状態で、片方では50件の要望があったからはいしましたというのでは、ちょっと統合性

がとれないのではないかと思いますので、ぜひともまた教育委員会のほうにも予算のつけ方を考え

ていただきたいと思いますが、町長、どうですか。 
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○町長（大久保明君）   

 予算はある課に偏在しないように、これは総務課長も常に配慮をしているわけであります。この

伊仙町がこの全ての小中学校の存続をするとその決断したときに、教育予算がかなりやっぱり維持

管理も含めて、備品その他も含めてかかるだろうというふうに、それは覚悟でやったわけでありま

す。 

 しかし、図書費の問題とか、いろいろ少ない中で学習支援センターとか、この寺子屋などはかな

り島内でも評価されるようになってきておりますので、そういった教育委員会と連携できる事業の

中で、いろんな備品などに関しましても、あるところには潤沢に、各課や町長部局と教育委員会部

局での、この備品の共有ができたらとか、そういう部分もよく効率的にやっていくことも縦割り行

政を柔軟に対応していくことなども考えていく時代が来たのではないかと思っておりますので、教

育問題、これから次の世代のことを考えたら、伊仙町の場合は、高齢者の方々も子供たちの将来の

ためには自分たちの予算は縮小してもいいというぐらいの町でありますので、そのことをしっかり

と念頭に置いて取り組んでまいりたいと思います。 

○２番（牧本和英君）   

 ぜひ、そういう予算づけをお願いいたします。 

 そして、成果説明書の60ページの４、徳之島地域文化情報発信施設、そこに事業費として歳出歳

入がありますが、約160万のマイナスが出ているのですが、このことについてご説明をお願いいたし

ます。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この施設使用料といたしましては、なくさみ館のイベント回数が20回、そして資料館展示施設の

入館者数が2,592人となっております。 

 以上です。 

○２番（牧本和英君）   

 闘牛開催が20回、すみません。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 いえ、資料展示施設の入館数が2,592人ということです。いえ、すみません。（「60ページですよ

ね」と呼ぶ者あり）闘牛回数が20回です。（「これ17回なんですが、今60ページです」「17回か」

と呼ぶ者あり）すみません、闘牛大会の回数が17件です。それで癩癩ちょっと待ってください。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 しばらく休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 ２時１５分 
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○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 引き続き、会議を開きます。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 この差額については管理委託料でありまして、一般財源が入っております。 

○２番（牧本和英君）   

 そうしたら収入に一般財源が入っているちゅうことですか。この歳入に入っていないんですか。

（発言する者あり） 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 歳入に対しましたその入館料並びに撮影料等でございまして、歳出がそこマイナスということは、

その分、一般財源が入っているということであります。 

○２番（牧本和英君）   

 わかりました。そういうのはわかりやすく、ちょっとしてもらいたいと思います。 

 そして、これは28年度もそういうふうにして、一般財源を歳入で入れてあるのか、28年度の収入

は幾らなのかちょっとお聞きします。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 やはり歳入だけではちょっと運営ができない状態でございますので、歳出もやはりこの一般財源

を繰り入れしているところであります。できるだけ大きいたくさんのイベントがございましたら、

その分収入が入るわけでありますが、今のところ現状はこういう状況であります。 

○総務課長（池田俊博君）   

 少しきゅらまち観光課長のほうの答弁に補足したいと思いますが、昨年度、平成28年度の決算に

おいては、歳入が411万2,000円、歳出が432万5,000円だったのでございますが、今年度においては、

歳入のほうが339万7,000円、まず歳入のほうが少なくなっています。そして歳出のほうが519万と昨

年度よりも170万ほどふえている。 

 これは大きく言いますと、今向こう２人雇っているのですけど、28年度まではこのうちの１人分

を観光連盟のほうが負担をしていたということで、そして今年度からはその部分がなくなった、観

光連盟のほうがそこのほうから引き上げてなくなったということで、この先の赤字という形でなっ

ているところであります。 

○２番（牧本和英君）   

 わかりました。 

 そうしたら、成果説明書の64ページの鳥獣対策事業で、「箱わなを導入し」とありますが、いつ

箱わなを導入し、またこのイノシシ捕獲頭数が48頭、その箱わなで何頭捕獲できたのかをお尋ねし

ます。 

 



― 181 ― 

○経済課長（仲島正敏君）   

 箱わなの設置した年度はまた調べて報告をしたいと思いますけど、担当から聞いておるのでは、

箱わなのほうはなかなかイノシシも学習能力があるということで、鉄のにおいがするとなかなか入

ってこないということで、 近は箱わなでの捕獲はないというふうに聞いております。 

○２番（牧本和英君）   

 その箱わなはちゃんと町として管理をされているのかどうかお尋ねをします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 箱わなにつきましては、猟友会のほうにお願いをしていると思います。 

○２番（牧本和英君）   

 ここの48頭と出ていますが、１頭当たりの補助金、 後にお願いします。 

 ちょっと予算書と計算したら決算書とちょっと違うのではないかと思うような金額でしたが。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 こちらのほう、実績48頭とこう書いてございますけども、補足というか、48頭をとりましたけど

も１頭は幼いけものということで、子供のイノシシが１頭ありまして、お金を1万8,000円で支出し

ているのは47頭ということでございます。説明書のほうに記載のほうが漏れておりました、申しわ

けないです。 

○２番（牧本和英君）   

 わかりました。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 他に質疑はありませんか。 

○４番（佐田 元君）   

 私たち初めての新人議員さんがいますので、ちょっとお聞きしますが、この成果書なんですが、

この成果書の３ページのほう、この将来負担率ということが出ていますが、このことについてちょ

っと説明をお願いしたいと思います。どういうことなのか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 この件に関しましては、議会の当初の財政健全化比率ということの中で全て説明してございます。

同じようなことになるのですけど、一応、その次の次のページの６ページのほうをお開きいただけ

ればと思います。 

 この中で、これから伊仙町が歳出の予想がされるという地方債の現在高、これは返す金額です。

そして債務負担行為の予定額、そして公営企業債等繰入見込み額、これは公営企業ですので、水道

課、上水のほうです。そして組合負担等見込み額、これは愛ランドのこれから先の見込み額、そし

て退職負担見込み額、これが職員の退職手当組合の負担額です。 

 そしてその金額を合算したのを、下にありますこれから先、伊仙町が充当可能な財源ということ

で、充当可能な基金が13億7,546万4,000円、そして充当可能な特定歳入ということで、住宅などの
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使用料等、そして基準財政需要額算入見込額、これは過疎債、辺地債とこれから先、起債を借りた

部分に関しての国の充当額でございます。これで割った金額が86.2ということで、これが将来の負

担比率という形となります。 

○４番（佐田 元君）   

 ありがとうございました。何せ初めてのこういう決算委員会ですので、すみません。 

 これは他の他町村と比べたら、86.2というこの数字は、他と比べたらどういうものですか、低い

とか高いとかってどうですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今、手元で持ってはいないですけが、他町村ということに関しても、伊仙町のほうは割と上のほ

うの部類でございます。いいところになりますと50％以下とか、そこら辺の数値となっているとこ

ろがございます。一番悪いという感じではないのですけが、少し上の部類ということで、昨年度は

100％を超えていたところを86.2のほうに落とした次第であります。 

○町長（大久保明君）   

 これは伊仙町が今86％ですけれども、これは国からいろいろ指導があって、180％を超すと厳重注

意ということで、250％を超すと、もう国のほうからいろんな補助事業を受けられなくなるというこ

とで、郡内においては、伊仙町はかなり安定してきている状況になっております。 

○４番（佐田 元君）   

 他の市町村と比べて悪くもなく、良くのほうでもないということでございますが、この負担率を

これからも少しでもポイントを下げていけるように努力していただきたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 成果書の８ページ、目的別歳出のほうの衛生費の増減額でございますが、2,762万5,000円、これ

が減になっておりますが、これは下の特徴点を見ますと、愛ランド広域連合負担金の減でこういう

数字が出ていると思いますが、この2,762万5,000円、今後この減になった分をどういうふうな財源

に入れて、どういうふうにしていくのか伺いたいと思います。 

○総務課長（池田俊博君）   

 この部分の一番大きな原因は、愛ランド広域連合の借入額、公債費の負担の部分が多いものです

から、伊仙町の場合においても、過疎債とかそういうものの起債のほうでこの部分は充当してござ

いまして、その部分に関して起債、過疎債の場合には70％が普通交付税のほうで入ってくる予定に

なっていましたので、その普通交付税の部分が減額になってくると。あと残りの30％の部分が一般

財源として2,700万でしたら、900万ぐらいは一般財源として使用可能な部分になってくると思いま

す。 

○４番（佐田 元君）   

 これは私の提言ですが、2,762万5,000円、これは愛ランドに負担金として払っておった部分です

ので、これを町民に、この半分でも結構ですが、還元していただけないかという思いで質問してい
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るところでございます。 

 私が計算しましたところ、町民、この島全体ですが、このごみ袋の値段が非常に高いということ

で、町民の皆さんからいろいろお話を聞いております。 

 それで、私がこれは2,762万5,000円を、この伊仙町6,754人の人口で割った場合、１人に約4,000

円が還元できるのではないかという計算が出ました。ごみ袋を50円として、約80枚が還元できるの

ではないかという思いがして、こういう質問をしているわけでございます。 

 皆さんもいろいろな町民の中から声を聞いたりしていると思いますが、ある老人の方なんかのお

話聞いて見ますと、この１枚当たりのごみ袋の値段が高いということで、他の方がごみステーショ

ンに出されたごみ袋、少しでもあいているところに、お店のほうからもらった三角袋にごみを入れ

て、ステーションの指定のごみ袋に入れているという話も聞いております。 

 そういうことで、このごみ袋に対しては、もう本当に町民も関心を持っているようでございます

ので、ぜひマイナスとなった部分を少しでも町民のほうに還元できるようにしていただきたいと思

います。これは提案ですので、また検討していただきたいと思います。 

 次に、同じく成果書の17ページ、一時借入金ということで載っておりますが、これは平成30年３月

22日に借り入れして、平成30年４月10日に返済してあるようですが、この３億という、こういう工

事金の増しでという借り入れ理由が出ていますが、こういう一時的な借り入れを工事金に充当して

いるという、このことについて説明をお願いしたいと思います。 

○総務課長（池田俊博君）   

 この部分に関しては、工事とかそういうのに関しては、国の補助金が４月を越えて５月とか、県

の補助金がですね、そして起債の借り入れの場合には25日あたりになってくるものですから、どう

してもその部分に関しては資金が不足してくる、３月の末の起債の返還とあと３月でちょうど工事

完了の支払いの時期、その時期に関しては、どうしてもこのような不足の状態が続くと。 

 その部分に関して、他にまだ基金等、そういうところでも活用はしているんですけど、それでも

足りなかった３億円というのを一時借入金でしのいでいるという状況でございます。 

○４番（佐田 元君）   

 諸々の説明を受けましたが、こういうことは当初予算で組み入れしたりできるのではないかと思

いますので、ぜひ資金の運用には、こういうような無駄のない計画を立てて、しっかりした計画の

もとでこういう事業をやっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 次、同じく成果書の34ページですが、光ファイバーの修繕費1,015万4,400円となっていますが、

これは伊仙町内だけの修繕費ですか。お伺いいたします。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。修繕費の1,015万4,400円ですが、これは伊仙町内の分だけであ

ります。 
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○４番（佐田 元君）   

 この光ファイバーは、これは徳之島町、天城町も利用はされていますよね。これは他のところの

こういう修繕費とかというのはわからないですか。他のところと比べて伊仙町が高いとか、そうい

うことはないかと思っていたのですがお伺いします。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 他町の実績というか、修繕費の幾らかかっているというデータは今持ち合わせていないのですが、

それほど大きく変わらないという認識をしております。 

○４番（佐田 元君）   

 この修繕費1,000万超していますので、これはいろいろな災害等での修繕ではないかと思いますが、

伊仙町だけがこんなに修繕が高いということであれば、この光ファイバー、これも少し考える必要

があるんじゃないかと思いますので、また、他の町村のほうも、天城町、徳之島町のほうもぜひ調

べてやっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 他に質疑はございませんか。 

○１０番（福留達也君）   

 監査報告書の14ページをお願いいたします。 

 性質別決算という第９の表、上から義務的経費として人件費とか扶助費、公債費とか出ています

が、県のホームページにいろんな各市町村のその決算状況が載っているのがあって見たんですけれ

ども、今示しているのは29年度決算ですけれども、28年度の決算状況が載っていて、一つその資料

的に見てきたのがあって、その中に今28年度に関しては、この人件費に関して、その表で見てわか

るとおり、28年度の決算でその人件費の構成比が16.5％だと。 

 28年度決算をこの伊仙町がそれを出したときに自分たちの分析として、類似団体平均との比較は

高い水準が続いていると。職員の若年化を促進させ、組織再編や指定管理制度システムの導入によ

り、職員の見直しを行うなど、行政改革への取り組みを通じて人件費の削減に努めると、こういっ

た目標を立ててやっていくということでありましたけれども、28年度がそうであって、29年度がち

ょっと構成比的にも0.5％上がって17％となっていると。 

 こういった結果ですけども、その29年度行ったこういった人件費抑制政策と、また現在は30年度

も続いていますが、何かきちんとした対策というか取り組みはどのようなことが行われていますか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 なかなか人件費というのは、どうしても経常経費の中でもそう動かせるというような数字的なも

のではございませんので、これから人件費、職員給与、そういういろんな部分に関して、減らせる

努力はこれからまたやっていければいいと思っています。 
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○１０番（福留達也君）   

 次の扶助費もそうですよ、28年度が15.5％、29年度はまた0.5％上がって16％となっていますけれ

ども、28年度に出したその目標が、「扶助費に係る経常収支比率が類似団体平均を上回り、かつ上

昇傾向にある要因として、社会福祉費、児童福祉費及び障害福祉費の額が急激に膨らんでいること

などが挙げられる。資格審査等の適正化や各手当等への独自加算の見直しを進めていくことで、財

政を圧迫する上昇傾向に歯止めをかけるよう努める」、こういった目標を立ててありますけれども、

これに対して何か取り組んでおられますか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 29年度においては、また私立保育所の児童措置等の増加と、また身体障害者の医療費給付等の急

激な上昇等みたいなものがございまして、それは伺ったところ、人工透析の患者数が１人ふえた部

分だけでも月100万円ほどふえるというような形で出てくるという形があったものですから、その部

分に関して増加が急に出てくる可能性等ございますが、そこら辺のところ、これから減らせる努力

を何とかやっていきたいとは思います。 

○１０番（福留達也君）   

 こうして決算になって、締めて数字が出てくると足りなかった分というのが、努力しなきゃいけ

ない部分が出てきて、どういった方向で自分たちはやっていくという報告も出さなきゃいけない。

出した以上は、やはり先ほどのその人件費に関してもなかなか難しいって簡単に済ませずに、やは

りきちんと目標を立ててやっていくという報告をしたならば、きちんと続けていってほしいと思い

ます。 

 次の公債費に関しても、そういったことでなかなかあれですけれども、また、逆に物件費とか補

助費等、それに関しては県内でも努力されているという感じであるらしいですので、今後とも続け

ていってほしいと思います。 

 監査報告書の11ページをお願いします。 

 第６表、この表を見ながらちょっと聞きたいのですけど、一般会計、その一番右側なんですけれ

ども、一般会計繰入金、国保に関しては１億6,300万、介護には１億3,400万、後期高齢者１億5,000

万とあるんですけれども、このいろんな報告を見ると、こういった繰り入れがあって、結局、国民

健康保険会計等に関しては、全てのその特別会計を含め黒字で終わっているっていう報告があるん

ですけれども、これを繰り入れた結果黒字になって、その隣の実質収支のところ積み立てをしてい

ると。 

 例えば、国保会計であれば１億6,300万繰り入れられているのだけれども、実質収支が2,600万黒

字になったと、2,600万繰り入れをしていると、介護保険に関しても3,400万基金に積み立てている

と。確かにその帳尻合わせというか、形的にこうしなきゃいけない、これはその地方自治法233の２と

いうことで、その積み立てをしているという報告があるのですけれど、これは赤字を出したらいけ

ない、きちんと黒字にして基金を積み立てていかなければいけないというふうに、その法律上なっ
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ているのですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今11ページの上のほうの一般会計の繰入金でございますが、これは法定内繰り入れとして、例え

ば民生費の中に国民健康保険基盤安定繰出金、これは国保への繰出金です。また、介護保険の給付

費繰り出し、伊仙町が介護保険のその中において、11.何％超える、その繰り出しの基準がございま

す。繰り出しの基準の中において繰り出した金額でございます。 

 また、簡易水道においても、これは公債費関係の繰り出しとか職員給与繰出費、そこら辺は法定

内の繰り出しということでやっているところであります。 

 また、今年度においては赤字会計という事態は起こってはいません。しかし、これが赤字になっ

た場合においては、一般財源からの赤字繰り出し、または伊仙町も昔やっていましたけど、国保会

計自体の繰上げ充用金の活用とかというような形も昔はやっていたところでございます。 

○１０番（福留達也君）   

 法定内繰り入れということでやっているということですけれども、例えば、そこの介護保険に関

して１億3,433万3,000円繰り入れていると、その結果3,456万4,000円その黒字になったと、そのう

ちの3,400万を基金積み立てにしたと、これ基金を別に積み立てなくて、3,400万プラスで終わるん

だったら、一般会計から１億だけ、１億3,400万じゃなくて、１億だけ入れて、どうしても足りない

ときには、その繰り入れというか補痾する、そういった形がわかりやすいんじゃないかと思うんです。 

 これはこの前の新聞記事でちょっと見たのですけれども、いろんな介護保険料とか国保のそうい

った保険料が上がりそうだというときに、今まで積み上げていたその基金を取り壊して、何とか保

険料を上げずにしたのだけれども、そんなことではもう賄い切れないと。じゃあ、３年後にこう、

急に上がりますよといって驚いている自治体が結構あるらしいですよ。 

 なまじそこに基金を積み立てて、そんなので介護保険、その住民サービス的な意味合いでそうい

った保険料を安く抑えるとか、本当に大変なのにそんな基金だけを壊してやるとか、そういったも

ののほうが余計健全ではないような気がするのですけど、そういったものというのはできないので

すか。 

○保健福祉課長（澤佐和子君）   

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 介護保険に関しましては、おっしゃるとおり保険料を今、第７期の介護保険計画に沿って計画を

実施しています。その中で、保険料を今回は上げずに、基金のほうも積み立ててありますので、こ

の３年間、これでいけないかということで、今回、保険料を上げずに調整しました。積み立てが今

年も3,400万ありますので、ちょっと１億超えるぐらいの基金が今積み立て上がられていますけれど

も、資産を見ますと、今後上げざる得ない状況ということで、これまでも保険料のほうは、今回、

第７期で上げてないのですけども見ているところです。 

 おっしゃるように、もちろん保険料は計画の中で積算して出しておりますが、必要な介護保険に
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関してはしっかり申請をしていただいて、その中で適切に運用していますので、相談も説明でもし

ましたけども多くなっていまして、必要な方には必要なサービスが届くような、そのへんに関しま

しては配慮しているつもりですので、そこのところはご理解いただきたいと思います。 

○１０番（福留達也君）   

 実際カットしなきゃ、整えて黒字になっているというのだと、なかなか、それぞれの特別会計の

中での補完というのか、そこが見えづらいものだから、きちんと赤字になりそうだったら赤字だと、

そういったのがわかって、その時点で入れるとか。そういった工夫をやっていけたらなという思い

で聞いておりましたけれども、検討していただきたいなと思います。 

 監査報告書の５ページをお願いします。 

 一番右端の徴収率に関してなんですけれども、真ん中あたりの公営住民使用料の54.5％、農林水

産分担金の15.7％、簡易水道の52.8％、半分程度のところも結構ありますけれども、毎回、これ、

決算の時に言われて、徴収対策会議を設けて夜間徴収等を行い、また、差し押さえ等強制的な強制

執行にも取り組んで徴収率向上を図るというのが定番のような答えになっておりますけれども、こ

れ、今のところの収入未済額。それの29年度の合計が２億9,000万。上から５段目に町税の小計あり

ますけれども、町税が３億7,100万だと。これのうち３億1,600万入っているんですけれども、収入

未済額というのが約３億近く、２億9,000万程度も入っていないと。これに対して、これだけ入れば、

全然、また、財政運営も違ってくるのだろうなといつも思うのですけれども、今後、この徴収対策

に関してどういった取り組みでやっていこうと考えているのか伺いたいと思います。 

○税務課長（名古健二君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 現在、税務課のほうにも県税のほうで勉強した３年間、徴収関係にも勉強してきた係長が１人入

っていまして、全員、職員のスキルアップということで技術向上に努めてまいりまして、まず、滞

納整理をしながら、現年度優勢ということで、現年度の徴収に努めて、今、いるところであります。

また、国保税についても、国保アドバイザーが年６回、今年から来ることになりまして、それぞれ

指導を受けながら、徴収率アップに努めていく方向でいるところであります。 

 以上です。 

○１０番（福留達也君）   

 ８月31日の南日本新聞に１つおもしろい記事があったものですから紹介したいと思うんですけれ

ども、これは国保税に関してなんですけれども、滞納していた約200万、一括で納付しろと言われて、

分割でお願いと言われてもなかなか聞いてもらえずに、ヤミ金融のほうに行って、借りて、払うよ

うにという、そういう恫喝的に言われたという方の話でありますけれども、国保に関しては、財政

運営というのは都道府県に移管され、その保険料の徴収だけが市町村に業務としてまだ残っている

のですけれども、その収納率を上げた市町村には交付金が手厚く配分される。そういった仕組みが

ある。そういったことがあるものだから、余計に、行政側がどうにかして払えと、そういったこと
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をしているらしいですけれども。 

 これと、こういった話のあとに、また、別の滋賀県の野洲町というところが、水道料金とか、住

宅使用料とか、そういったいろんな債権。役場からすれば債権。そういったものを一元的に管理す

る条例をつくって、処理していくという動きがあって、支払いが滞るのは市民が困窮しているサイ

ンだと。そうであれば、１つの支援のきっかけにしていこうと。税金を払うのはもちろんなんだけ

れども、まずは、それよりも生活の立て直し策が優先だと。暮らしを壊してまで回収してはいけな

いと。そういった原則をその市長さんが打ち出して取り組んでいると。 

 その結果、保険料の収納率といのは、近隣市町村と比べて、また、格段に上がってきていると。

僕ら、普通の感覚からすれば、払わない所に徹底して行って、徴収対策を取って、夜間徴収したり、

強制執行かけたり、そういったことしか浮かばなかったのですけれども、逆に、この対応政策的に、

そういった、払えない人は払いたくても払えない方もやっぱりいるわけですから、払う能力がある

のに払わない。そういった所をメインにやっていけたらいいのだけど、そこもなかなか厳しいとは

思うんです。ひとつ、取り立て的なそういったことだけじゃなくて、なぜ払えないのか。そこを解

決して払えるような仕組みというのかな。そういったものにも取り組むというか。そういった１つ

の方法もありますということを提案して終わりたいと思います。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ほかに質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第１号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算を採決します。この採決は起立

によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算は認定するこ

とに決定しました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５５分 

─────────── 

再開 午後 ３時１０分 
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○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第２ 認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第２号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

は認定することに決定しました。 

 日程第３ 認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第３号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算は認

定することに決定しました。 

 日程第４ 認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第４号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を採決します。

この採決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算は認定することに決定しました。 

 日程第５ 認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算の質

疑を行います。 

○１３番（樺山 一君）   

 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算書について質疑をします。 

 115ページ、繰入金甲１繰入金、調停額6,088万7,330円。ほーらい館、ちょうど10周年ということ

で、繰り入れが29年度には6,088万7,330円。 初、オープン当初、3,000万円から3,500万円。もち

ろん、それに職員の給料はなかったのですが、給料を入れてから、もう5,000万円台。あと３年もし

たら１億円になると思います。 

 今年、平成30年度の補正予算で繰入金が6,967万8,000円。これを、町長、３年すれば１億近くに

なってくると思いますけども、抜本的に改革をして、例えば、もう節約だけじゃなく、もうちょっ

と予算を入れて集客できるような形で、そういう考えもしたほうがいいんじゃないかと思いますけ

ど、どうでしょうか。 

○町長（大久保明君）   

 いろいろ、庁舎からのほーらい館長出向というシステムが１つは問題であります。この老朽化し

たものを年次ごとには改修はしております。いろんなほーらい館運営審議会の中でも、バス路線の

改修とか、いろいろやってきた中で、例えば、天城町から来た人たちがほぼ来なくなりましたので、

その分、町内の新しい路線を回る場合に、今のほーらい館のバスで細かく回ることは不可能だとい

うことで、実際に効果がないということも判明いたしましたし、１つは、水泳教室が独立しまして、

水泳教室、３人のスタッフで、かなり、このスイミングスクールの子供たちもふえてまいりました。 

 今後、話かわりますけど、百菜のほうは指定管理者制度にしていこうということで、近く公募を

していきたいと考えておりますので、ほーらい館も健康増進施設、厚労省が認定した施設だという

こととか、いろんなハードルがありますけども、この癒てぃなホールを、今後、例えば、指定管理
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者制度になった場合に、ほーらい館もそうした場合に、癒てぃなホールの活用とか、いろんなイベ

ントを広場でやっていくとか、民間のいろんなアイデア、ノウハウをもってすれば、かなりの経営

的には安定できるのではないかと。ひとつ、ずっと審議会の中で問題になっているのは料金の問題

です。 

 料金が安いという。例えば、20代の方々に聞くと、まだ高いというふうな意見が。みんな簡単に

は行けないということですけれども、町内のいろんな、例えば、転勤族と言われる方々はかなり本

土よりは恵まれている施設だというふうに話していまして、町外からもかなりいらしていますので、

今後、いろんな健康増進施設として健康長寿の町、島の象徴としてやっていくなど、10年たって、

新しい段階に経営も来たのではないかと思います。 

 １億円の繰り入れになる可能性あるということも、今、指摘していただきましたけれども、民間

活力というものは当初からいろいろ議論になっていましたけれども、今後、いろんな、先ほど話題

になりました情報関係のＩＴ企業とか、そういう方々とも、また、私たちが、今、ほーらい館で自

転車の貸し借りをしている、ああいう全国規模の会社なども注目はしていますので、そういう方々

等も含めて、今、ほーらい館を生まれかわれるような状況にしていくことも重要ではないかと考え

ておりますので、今日の樺山議員も非常に心配した形での質問だと思いますけれども、これはあの

施設があったということで、伊仙町の方々だけでなくて、島内の健康増進にも間違いなく貢献をし

ていますので、そういった目に見えない効果。ほーらい館百菜がなかったら伊仙町どうなっただろ

うかという。こんなことはいけませんけれども、そういうことをいつも考えて、それに安心するわ

けじゃありませんけども、チャンスは今後もかなりあると思いますので、当初も指定管理者制度、

民間活力という話をしていましたので、今、それをやるべき時期に来たとは思っております。 

○１３番（樺山 一君）   

 今までほーらい館を開館して10年、経営節減等いろいろ努力されたと思います。これからも10年、

施設たちました。維持管理、修理が上がってくると思います。そのためには、どうしても売り上げ

を伸ばさないと、節約ばっかりすれば先細りしていきます。売り上げを伸ばして、例えば、年中無

休だったほーらい館が１週間１日休みになった。そして、10時までしていた営業が９時までなった。

そういうことじゃなくて、ちょっとお金を入れて、アイデアをかえて設備投資をして、どうにか売

り上げを伸ばす形にして。 

 地方創生予算で百菜の経営診断をした。余った予算とかあった。ああいう予算を使って経営診断

をして、どのようにすればいいか。例えば、中小企業診断士か、そういう診断士の指導を仰いだり、

そういうことをして、そういう方面への設備投資。民間委託と町長おっしゃいましたけども、民間

委託もいいですけども、民間はやはり売り上げの努力もするでしょうし、また、経費節減の努力も

するし、それより、やはり、町で、公共でするほうが、やっぱ、町民のためにもなるし、そういう

視点をかえて考えていただけないかお尋ねします。 
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○町長（大久保明君）   

 今、時間帯の問題は、例えば、ファミリーマートで朝からパンを売っていると。それを、パンの

担当の方は自分はやっていいというような話もありますし、結局、月曜日に関しましては、保守点

検とかという形で、月１回の休みから月４回ないし５回の休みになったと。年末年始も休みがふえ

たということなどは、職員のいろんな、やっぱり不満といいますか、ほーらい館でのいろんな待遇

の問題とか、いろいろ、やっぱり納得できない面もあって、運営審議会の中でもそのことを認めて

きたという面がありますけれども、職員が本当は誇りをもって、自信をもってやれる施設ではある

ことは間違ないと思いますけども、今まで、ほーらい館でいろんな資格を取得した方が、かなり、

町職員に、採用試験受けて異動したということなどが、職員の、ある意味、士気の低下にもつなが

ってきたんではないかと思いますので、今後、例えば、営業時間の時間差の問題などを断行するこ

とは自治体として本当に可能なのか。町からほーらい館長を出すことが本当に、今度は我々に入っ

てこない情報もいっぱいあるわけですから、そういうものを一つずつ解決して、夜遅くまで営業す

ると。そして、もっともっと顧客獲得のために営業活動やっていくとか。それは民間でなければで

きません、これ。 

 ですから、いろいろ投資してやったとしても、町の職員が行くことは限界があると思いますので、

やっぱり、民間の優秀な会社等が応募してくることは今の時代、十分あり得ると思いますので、そ

のへんは、また、地域課の中で議論をしてまいりたいと思います。 

○１３番（樺山 一君）   

 30年度で6,900万、7,000万近く繰入金が上がっておりますので、ある人が伊仙町民の全体が、全

町民が１万円ずつほーらい館に負担しているんだなと言っていました。そういうことにならないよ

うに、ぜひ努力をしていただいて、町からの繰入金と、そして、また、ほーらい館が10年、20年と

営業できるような形で、やはり、町長の指導力を発揮していただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 ほかに質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第５号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算を採

決します。この採決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 
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［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計

歳入歳出決算は認定することに決定しました。 

 日程第６ 認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第６号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算は認

定することに決定しました。 

 日程第７ 認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第７号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算を採決します。この採決

は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

［賛成者起立］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 起立多数です。したがって、認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算は認定

することに決定しました。 

 これで、当特別委員会に付託されました７会計歳入歳出決算審査を全て終わりました。当特別委

員会に付託されました７会計歳入歳出決算の審査結果と委員長報告については、伊仙町議会規則第
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77条の規定により議長に提出いたします。 

 お諮りします。当特別委員会は、これをもって解散することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 異議なしと認めます。したがって、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳

出決算審査特別委員会は、本日をもって解散することに決定いたしました。お疲れさまでした。 

 次の会議は９月21日午前10時から開きます。日程は本会議です。全員協議会を行いますので、午

前９時までに議会委員会室にご参集ください。 

閉 会 午後 ３時３０分 
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平成30年第３回伊仙町議会定例会議事日程（第7号） 

          平成30年９月21日（金曜日） 午前10時05分 開議 

 

１．議事日程（第7号） 

 ○追加日程第１ 議案第52号 平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約（提案理由

～補足説明～討論～採決） 

 ○追加日程第２ 議案第53号 伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約（提案理由～補足説明～

討論～採決） 

 ○追加日程第３ 議案第54号 平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体

工事１工区請負契約（提案理由～補足説明～討論～採決） 

 ○日程第１ 認定第１号 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算（決算審査特別委員会委員長

報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第２ 認定第２号 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算（決算審査特別

委員会委員長報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第３ 認定第３号 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算（決算審査特別委員

会委員長報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第４ 認定第４号 平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（決算審査特

別委員会委員長報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第５ 認定第５号 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算（決

算審査特別委員会委員長報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第６ 認定第６号 平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算（決算審査特別委員

会委員長報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第７ 認定第７号 平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算（決算審査特別委員会

委員長報告～質疑～討論～起立採決） 

 ○日程第８ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 ○日程第９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 
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    １３番  樺 山   一 君       １４番  美 島 盛 秀 君 
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  町 長 大久保   明 君      副 町 長 稲   隆 仁 君 
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  建 設 課 長 松 田 博 樹 君      耕 地 課 長 上 木 正 人 君 

  きゅらまち観光課長 佐 藤 光 利 君      水 道 課 長 福 島 隆 也 君 

  農委事務局長 元 田 健 視 君      教 育 長 直   章一郎 君 

  教委総務課長 喜   昭 也 君      社会教育課長 稲 田 良 和 君 

  学給センター所長 伊 藤 勝 徳 君      ほ－らい館長 重 村 浩 次 君 

  選挙管理委員会書記長 鎌 田 重 博 君      総務課長補佐 寶 永 英 樹 君 
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△開 会（開議）   午前１０時０５分 

○議長（美島盛秀君）   

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 会議を開く前に大久保町長に申し上げます。お手元に決算審査特別委員会の委員長の報告書が配

付されておりますが、報告書の７ページの離島漁業再生交付金事業について、地方創生空き家改修

費補助交付事業について、平成28年度決算の議会へ虚偽報告についての件について、大久保町長の

町民への陳謝を求めます。 

○町長（大久保明君）   

 ただいま追加議案を説明する前に、今議会におかれまして、さまざまな問題が出てまいりました。

その点に関しまして、私のほうから少し町民の方々にお伝えしたいと思います。 

 私も今、５期目に入りまして、この長期町政の中で、長期政権のいろんな課題が露呈してまいり

ました。そのことが、今議会を総括してみましていろんな点が出てまいりましたので、今後、今ま

で以上に緊張感を持ち、そして身を引き締め、私自身も今まで以上に緊張感を持って取り組んでま

いりたいと思うし、課長を含めた職員の手綱を今まで以上にしっかりとやってまいりたいと思って

おります。謙虚に町民の方々の意見、伊仙町議会議員の真摯ある意見を受けとめて、しっかりと取

り組んでまいりたいと思います。 

 今、議長のほうから提案のあったことに関しまして、一般質問等において、私は町民、そして多

くの方々に、今回の件に関しまして謝罪をしておりますので、改めてそのことをお伝え申し上げて、

今後とも伊仙町が今最大の課題は農業問題であり、少子化問題、人口減少問題であります。 

 それはとりもなおさず日本の大きな課題でありますので、その課題解決のために伊仙町がその先

進地域として、伊仙町の取り組みが日本を引っ張っていけるようなまちづくりを皆さんとともに、

さらに推進してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

△ 追加日程第１ 議案第52号 平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約   

△ 追加日程第２ 議案第53号 伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約   

△ 追加日程第３ 議案第54号 平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事

建築本体工事１工区請負契約   

○議長（美島盛秀君）   

 お諮りします。ただいま伊仙町長から議案第52号、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事

請負契約、議案第53号、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約、議案第54号、平成30年度社会資

本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体工事１工区請負契約が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１から第３までとして、議題にしたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（美島盛秀君）   

 異議なしと認めます。議案第52号、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約、議案

第53号、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約、議案第54号、平成30年度社会資本整備総合交付

金目手久団地新築工事建築本体工事１工区請負契約を日程に追加し、追加日程第１から第３として

議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１ 議案第52号、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保明君）   

 追加議案の提案理由の説明をいたします。 

 議案第52号は、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事の請負契約を締結いたしたく、地方

自治法第96条第１項第５号並びに議会の議決に付すべく、契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議会の議決を求めます。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 補足説明があれば、これを許します。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 議案第52号について、補足説明をいたします。 

 平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約でありますが、１、工事名、平成30年度Ｇ

ＥＰＯＮシステム機器更新工事。工事場所、大島郡伊仙町伊仙地内。請負契約額9,558万円。契約相

手方、鹿児島市鴨池新町１番１号、株式会社九電工鹿児島支店、上席執行役員支店長中島雄二。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第52について、質疑を行います。 

○６番（岡林剛也君）   

 議案第52号、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約について質疑をいたします。 

 これの正確な場所はどちらでしょうか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 消防車庫の後ろにあるサーバー室であります。 

○６番（岡林剛也君）   

 前々回か前回ぐらいも何か、たしか機器更新で同じぐらいの金額がかかっていたと思いますが、

それとは別でしょうか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 今回の機器更新はＩＰ告知システムの通信、それからインターネット回線との通信を管理する機
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器の更新であります。この契約更新期日が今年の10月30日までとなっていますので、この機器を更

新しないリスクとしましては、例えば、その不具合が出たときに新しく更新するということにもな

った場合、６カ月以上かかるということになり、インターネットサービス及びＩＰ告知システムサー

ビスが使用できないということが発生することが懸念されますので、今回の更新工事という形であ

ります。 

○６番（岡林剛也君）   

 機器の更新工事ということですけども、その後のメンテナンスとかそういう管理はどちらが行う

のでしょうか。 

○未来創生課長（久保 等君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 この更新工事にはメンテも含まれておりますので、またその期間、このメンテナンスもこの工事

に含まれているということになります。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか、ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第52号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第52号、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約を採決します。この

採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第52号、平成30年度ＧＥＰＯＮシステム機器更新工事請負契約

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 追加日程第２ 議案第53号、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保明君）   

 議案第53号は、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約を締結をいたしたく、地方自治法第96条

第１項第８号並びに議会の議決に付すべく、契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により議会に議決を求めます。 
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 ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（美島盛秀君）   

 補足説明があれば、これを許します。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 議案第53号、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約につきまして、補足説明をいたします。 

 平成11年２月に購入いたしました伊仙町堆肥センター散布車が老朽化のため購入するものでござ

います。備品購入事業名、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入事業。納入場所、大島郡伊仙町伊仙

1842番地伊仙町役場。購入金額、1,362万9,600円。契約相手方、大島郡伊仙町検福444の６番地、有

限会社上門自動車商会代表取締役上門宏嗣氏。 

 以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第53号について、質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第53号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第53号、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約を採決します。この採決は起立に

よって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第53号、伊仙町堆肥センター堆肥散布車購入契約は、原案のと

おり可決することに決定しました。 

 追加日程第３ 議案第54号、平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体工

事１工区請負契約を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（大久保明君）   

 議案第54号は、平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体工事１工区請負

契約の締結をいたしたく、地方自治法第96条第１項第５号並びに議会の議決に付すべく、契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めます。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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○議長（美島盛秀君）   

 補足説明があれば、これを許します。 

○建設課長（松田博樹君）   

 それでは、補足説明いたします。 

 工事名、平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体工事１工区。工事場所、

大島郡伊仙町目手久地内。請負契約金額、5,173万2,000円。契約相手方、大島郡伊仙町伊仙2686番

の１番地、有限会社幸林工務店、代表取締役幸林正二氏。 

 以上です。ご審議賜りますよう、よろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第54号について質疑を行います。 

○６番（岡林剛也君）   

 議案第54号、平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体工事１工区請負契

約について、質疑をいたします。 

 この本体工事のほかにも、あと建具とか、あと外構、電気工事、機械設備、管理業務とかあると

思うのですけども、それぞれの落札の金額と、それぞれの落札率をお願いします。すみません。こ

の業者の名前は言っても大丈夫なのですか、落札した。 

○議長（美島盛秀君）   

 後ほど資料でもらったらどうですか。資料でもらったほうが全体的にわかり、今、質疑でいくよ

りも。 

○６番（岡林剛也君）   

 はい。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか。資料提出で……。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 この後、資料のほうを提出させていただきます。 

○６番（岡林剛也君）   

 名前はいいですけども、その金額と落札率は、ここで今、発表できませか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 それでは、建築本体工事２工区、契約金額3,250万8,000円、落札率98.8％です。 

 建具工事788万4,000円、落札率96.7％です。 

 外構工事1,636万2,000円、落札率が98.8％です。 

 電気設備工事1,296万円、落札率97.2％です。 

 機械設備工事2,130万8,400円、落札率が98.5％で、管理業務委託407万9,160円、落札率が85％で
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す。 

 以上です。 

○６番（岡林剛也君）   

 それでは、あともって資料の提出をお願いします。 

 以上で終わります。 

○１２番（明石秀雄君）   

 これは何棟で何軒ですか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 １棟６戸です。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか、ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第54号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第54号、平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工事建築本体工事１工

区請負契約を採決します。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第54号、平成30年度社会資本整備総合交付金目手久団地新築工

事建築本体工事１工区請負契約は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

△ 日程第１ 認定第１号 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算   

△ 日程第２ 認定第２号 平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

△ 日程第３ 認定第３号 平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第４ 認定第４号 平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第５ 認定第５号 平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳

出決算   

△ 日程第６ 認定第６号 平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算   

△ 日程第７ 認定第７号 平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算   
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○議長（美島盛秀君）   

 日程第１ 認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算、日程第２ 認定第２号、平成

29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、日程第３ 認定第３号、平成29年度伊仙町介護

保険特別会計歳入歳出決算、日程第４ 認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算、日程第５ 認定第５号、平成２９年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入

歳出決算、日程第６ 認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算、日程第７ 認

定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算の７件を一括して議題とします。 

 本件について、決算審査特別委員長の報告を求めます。 

○決算審査特別委員長（岡林剛也君）   

 平成29年度伊仙町一般会計他６特別会計歳入歳出決算審査特別委員会の委員長報告をいたします。 

 去る、平成30年９月11日に当特別委員会に付託されました平成29年度伊仙町一般会計他６特別会

計歳入歳出決算は、９月14日から９月21日までの８日間、議長並びに議会選出監査委員を除く12名

の委員で審査いたしました。 

 審査の概要といたしましては、９月14日に大久保町長をはじめ、担当課長及び職員出席のもと、

現地調査を実施いたしました。９月18日と９月19日の２日間は町長をはじめ、執行部の皆様が説明

員として出席し、平成29年度各会計決算書、主要施策の成果説明書並びに監査意見書を参考にし、

予算の執行状況や経済効果、行政運営効果を町民にかわって評価するという目的に沿って、慎重に

審査を行いました。 

 まず、９月14日に行われた現地調査について報告いたします。 

 １件目に、成果説明書64ページ、決算書45ページ、款５項１目17農業支援センター運営の現状に

ついて、青緑の里所長より説明を受けました。 

 ９月に、新規研修生１名を受け入れし、まずは土づくりについての研修を進めているとの説明が

ありました。説明の後、研修生から研修に向けての力強い挨拶がありました。続いて、もう一つの

柱である土壌分析事業について説明がありました。一つの畑から５カ所のサンプルを採取し、混ぜ

合わせて分析しているとの説明でしたが、委員からは、５カ所それぞれ違うＰＨ数値の可能性もあ

るので、それぞれのＰＨ数値を計測して、各圃場に合ったきめ細やかな土づくり、土壌分析ができ

るように検討するよう要望します。 

 始まったばかりの研修ですが、志布志市農業公社の取り組みなどを参考にしながら、研修制度の

充実を図るよう要望いたします。 

 次に、徳之島高校義名山農場を視察しました。12カ所約200ａの農場があり、現在は荒れ地の状態

でした。県から測量の許可を得たので、土改連との打ち合わせを進め、早急に測量に入りたいとの

説明でした。 

 課題としましては、農道や末端水路の改修も必要なため、多額の事業費を要することも説明され

ました。しかし、委員からは周囲の草木を伐採し、土を起こす程度の工事で、なるべく経費をかけ
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ずに、現状のままでも十分研修圃場として活用できるのではないかという意見が多数ありました。

まずは早急に測量を行い、県から払い下げを受けられるよう要望します。 

 次に、２件目の成果説明書76ページ、決算書129ページ、款１項３目４東部地区簡易水道増補改良

事業費の面縄浄水場について、担当者より施設概要説明を受けました。 

 平成27年度より３億8,000万円の事業費で、全面的な改修工事を実施し、東部ダム下流に日量638

ｔの急速ろ過施設と300ｔの貯水槽を整備し、平成30年３月に給水開始とのことでした。この施設の

完成により、面縄から喜念までの水質の改善と、給水能力の向上が期待できるものでありました。

また今年度は、東部ダムの上層水を取水できるよう計画しており、浄水処理費の削減が期待できる

とのことでした。 

 議会といたしましても、水道水は町民生活にとってとりわけ大切なものでありますので、今後と

も未整備地区の計画的な改修を行い、水質向上及び水の安定供給に努めていただくよう要望します。 

 次に、３件目の成果説明書91ページ、決算書67ページ、款９項６目２給食センターについてであ

ります。 

 給食センター所長及び栄養士から13項目の要望がありました。その中でも特に台風時の停電によ

り給食が行えないことがあることから、発電機の設置、２、給食運搬車プラットホームと調理場と

の間に囲いがないため、衛生的ではないため間取りの改修、３、給食センター本体と外構との排水

路がないため、衛生的ではない状況ですので配水管新設工事、４、衛生的な水道水確保のため塩素

ポンプの整備の４点を早急に対応してほしいとの説明でありました。施設の耐用年数も残り少ない

ため、新設工事などとも含めて検討し、安心安全な給食を供給できるよう要望します。 

 次に４件目の成果説明書67ページ、決算書52ページの社会資本整備総合交付金事業の町道整備に

ついてですが、枯れ松の倒木や壁面崩落の危険性が高い箇所が多々ありますので、重大な事故や被

害が起こる前に対策を検討し、早急に対策を講じるよう要望いたします。 

 続いて、９月18日から９月19日にかけて実施された各会計の決算審議内容についてご報告いたし

ます。 

 平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算他６特別会計歳入歳出決算について、補足説明を受け質

疑応答を行いました。 

 平成29年度一般会計歳入歳出総額は59億9,002万7,165円、歳出総額は58億3,052万3,746円であり、

歳入歳出差引額については１億5,950万3,419円となっており、8,150万3,419円を翌年度繰り越し、

実質収支額が１億4,476万4,000円の黒字となり、地方自治法第233条２の規定により7,800万円を財

政調整基金積立金へ繰り入れしておりました。 

 次に、同会計の歳入についてでありますが、自主財源が12％と低く、財政の硬直化が生じており、

地方債残高は78億円でありました。町税、使用料の収入未済額が２億9,000万円余りとなっており、

今後とも所得申告の強化による公平な課税を図り、町税、使用料、分担金、手数料等の徴収率を向

上させ、今後、増大する老朽施設の改修、償還金、住民サービスの維持などの財源を確保するため
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にも、全庁的な徴収体制と計画的な徴収対策が喫緊の課題であります。 

 また、不納欠損に関しては約924万円となっておりますが、滞納者管理の徹底を図り、安易な不納

欠損はせずに、悪質な滞納者に関しては厳しく法的処分を実施するよう要望いたします。 

 決算書14ページの水産業費補助金、離島漁業再生支援交付金事業について質疑があり、執行部か

ら返納手続きが遅れ、平成29年度出納締めまでに処理できなかったため、平成30年度予算での処理

を行うという説明と、お詫びがありました。また、地方創生空き家改修費補助金交付事業において

も、議会としては地方創生予算の理念に沿った形での予算議決であったのにもかかわらず、県から

の指摘があり、地方創生交付金は活用できず、町が個人所有の空き家改修費用を補助するというず

さんな予算執行となり、結果として町単独事業となったとの説明がありました。 

 平成28年度には、同決算審査特別委員会へあたかも事業が完了したかのごとく、虚偽の報告をし

て同決算を認定させ、議会に対する町民からの信頼を著しく失墜させ、住民監査請求を起こさせる

という事案がありましたので、平成30年度以降の予算では二度とこのようなことがないように、厳

正な予算執行事務処理を行うよう強く要望します。百菜への貸付金と電気料金の回収については、

返済計画に基づき分納されておりますので、完納まで返納管理に努めるよう要望いたします。 

 続きまして、歳出についてでありますが、成果説明書68ページの過疎対策道路整備事業や社会資

本整備総合交付金事業において、平成28年度の道路工事などの明許繰り越し工事が多く記載されて

おりますが、年間を通しての事業平準化に努め、また技術職員を確保し、早期発注を行うことや支

出負担行為なども検討し、少しでも早く改修された道路を共用できるよう要望します。 

 次に、決算書60ページ、款９項３目６節15学校建築費の工事請負費は、平成28年度に補正された

予算ですが、平成29年度決算においては2,440万円全額が不用額となっておりました。綿密な事業計

画を立てた上で予算計上しないと、国や県との信頼関係に影響が出ることになりますので、慎重な

予算要求を要望します。 

 道路維持費には多額な補正予算を計上しておりますが、教育関係予算に係わる校内備品などは学

校からの要望に応えられない状況であり、各学校は苦慮しているとのことですので、予算配分につ

いても検討するよう要望します。 

 なくさみ館は昨年度より人員が２名から３名になり、賃金が増加したため赤字が大きくなり、一

般会計からの持ち出しが増加しているとの説明であったが、運営の見直しなど、補填削減を検討す

るよう要望します。 

 成果説明書８ページの衛生費ですが、これはクリーンセンター建設費の償還が完了したため、徳

之島アイランド広域連合負担金が2,762万5,000円減少したとの説明でしたが、減少分の予算を、ご

み袋補助など町民に還元できないか検討するよう要望します。 

 決算審査意見書の14ページの人件費や扶助費が昨年度よりも約５％伸びていますが、それぞれの

抑政策の検討を要望します。 

 また、11ページの各特別会計財政収支状況では、一般会計の繰り入れで黒字になり基金積み立て
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をしていますが、会計処理方法の検討を要望します。 

 ５ページの第３表、年度別収入未済額調べでも徴収率が低い状況ですが、滞納処分を強化すると

ともに滞納者の生活再建を含めて対応できる体制構築を要望します。 

 次に、国保・介護・後期高齢者医療の各特別会計についてであります。 

 各事業とも厳しい財政運営ですが、各種の予防事業や集落でのサロン活動、町民の健康への意識

を高める広報などを推進し、病気の重症化を予防するなど、町民の健康増進とともに国保税保険料

負担の改正と徴収率の向上を図り、一般会計からの繰入額の縮減を要望いたします。 

 ほーらい館については一般会計繰入額が年々増加している状況ですが、経費削減や運営の縮小を

進めるのではなく、予算を増額し、施設や運動教室などの充実を図り、会員増加につなげることも

検討するよう要望します。 

 各水道事業会計につきましては、年次的に老朽施設の改修を進めて、断水などは改善されており

ますが、平成3２年度の事業統合に向けての準備と、引き続き断水の軽減と安全な飲料水の供給と徴

収率向上に努力されましよう要望いたします。 

 以上、決算監査意見指摘事項の改善を図ることと、特別委員会の意見を付して平成29年度一般会

計歳入歳出決算他６特別会計決算について、本特別委員会では採決の結果、それぞれ認定すべきも

のと決定いたしました。 

 平成30年９月21日、決算審査特別委員会委員長、岡林剛也。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで委員長報告を終わります。 

 これから認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算の委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから認定第１号について討論を行います。 

○６番（岡林剛也君）   

 私は平成29年度決算審査特別委員会において委員長を務めていましたが、一昨日の特別委員会解

散と、先ほどの委員長報告をもって、特別委員長の職務を解かれましたので、今は一議会議員とし

て反対の立場で討論を行いたいと思います。 

 決算の認定とは、私が述べるまでもなく、議会が議決した予算が適正に執行されたか否か、また

その行政効果を住民にかわって審査評価し、住民に対して決算審査を行う議会を通じて町財政の実

態を知らせ、理解と納得を得るという意義があります。 

 このことを踏まえると平成28年度決算審査において、町長は社会教育課の多世代機能拡張備品購

入事業について、備品が納入されていないのを認識していたにもかかわらず、事業が完了したごと
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く虚偽の報告で我々議会を欺き、平成28年度決算を認定させました。 

 また、今回の平成29年度決算審査においては、離島漁協再生支援交付金事業において、不適切な

予算執行が行われ、補助金返納事案が発生したにも関わらず、その後の処置を怠り、平成30年度会

計で対処するという旨の到底納得しがたい説明があり、不適当な決算となっていることが審査の段

階で判明しました。 

 また、これだけにとどまらず、款２総務費項１総務管理費目13移住推進事業費においても、我々

議会に対しては、地方創生予算を活用して推進していくと説明し、議決を得たにもかかわらず、県

から交付金事業の対象として認められないと指摘を受け、結果、665万円を一般会計から全額支出す

るという、議会軽視どころか議会無視としか思えないでたらめな予算執行をしていたということが

審査において発覚しました。 

 これらのことをもってして、この決算の何をどうすれば認定できるというのか、私にはさっぱり

理解できません。何より町民に対してこの決算をどのように説明すれば理解と納得を得られるとい

うのか。 

 以上のことを勘案すると、この決算はどんなに肯定・賛成しようが、そんな言葉は誰の心にも届

かない詭弁にしか過ぎないということを申し上げて、平成29年度決算の認定に対する私の反対討論

といたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

○８番（上木千恵造君）   

 ただいま反対討論が出ましたので、これについて賛成討論をいたします。 

 全般的には認定すべきだと考えておりますが、一部について、先ほど委員長報告にも指摘があり

ましたように不手際の件がございました。これは、この予算全体を否決するほどの大きな間違いで

もなく、今後、このようなことがないように気をつけるということで……。 

○議長（美島盛秀君）   

 上木議員に注意します。予算に関係ないということはありませんので、予算に十分関係しており

ますので、取り消してください。 

○８番（上木千恵造君）   

 本予算を反対するほどの大きな間違いはないと思いますので、賛成したいと思います。 

○議長（美島盛秀君）   

 これで討論を終わります。 

 この採決は起立によって行います。認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算に対す

る委員長の報告は認定です。認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算は委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 
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○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第１号、平成29年度伊仙町一般会計歳入歳出決算は認定するこ

とに決定しました。 

 これから、認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の委員長報告に対

する質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第２号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算に対する委員長の報告は認定です。認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第２号、平成29年度伊仙町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

は認定することに決定しました。 

 これから、認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算の委員長報告に対する

質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第３号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決

算に対する委員長の報告は認定です。認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決

算は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第３号、平成29年度伊仙町介護保険特別会計歳入歳出決算は認
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定することに決定しました。 

 これから、認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の委員長報告に

対する質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第４号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算に対する委員長の報告は認定です。認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第４号、平成29年度伊仙町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算は認定することに決定しました。 

 これから、認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算の委

員長報告に対する質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第５号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特

別会計歳入歳出決算に対する委員長の報告は認定です。認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば

「ほーらい館」特別会計歳入歳出決算は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第５号、平成29年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計

歳入歳出決算は認定することに決定しました。 
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 これから、認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算の委員長報告に対する

質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第６号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決

算に対する委員長の報告は認定です。認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決

算は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第６号、平成29年度伊仙町簡易水道特別会計歳入歳出決算は認

定することに決定しました。 

 これから、認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算の委員長報告に対する質

疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第７号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算

に対する委員長の報告は認定です。認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算は、

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、認定第７号、平成29年度伊仙町上水道事業会計歳入歳出決算は認定

することに決定しました。 

 

△ 日程第８ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件   
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○議長（美島盛秀君）   

 日程第８ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました本会議の会期日

程等、議会の運営に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に決定しました。 

 

△ 日程第９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。 

 総務文教厚生常任委員長、経済建設常任委員長から、伊仙町議会会議規則第75条の規定によって、

お手元にお配りしました所管事務調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成30年第３回伊仙町議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

閉 会 午前１１時００分 
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平成30年第３回伊仙町議会臨時会議事日程（第1号） 

          平成30年10月26日（金曜日） 午後２時45分 開議 

 

１．議事日程（第1号） 

 ○開会の宣言 

 ○開議の宣言 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 議案第55号 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）（５件一括して提案理

由説明の後、１件ずつ補足説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第４ 議案第56号 平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第３号）

（補足説明～質疑～討論～採決） 

 ○日程第５ 議案第57号 平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）（補足説明～

質疑～討論～採決） 

 ○日程第６ 議案第58号 平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第２号）（補足説明～質

疑～討論～採決） 

 ○日程第７ 議案第59号 平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事請負契

約（補足説明～質疑～討論～採決） 
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１．出席議員（１４名） 

   議席番号   氏     名       議席番号   氏     名 

     １番  杉 山   肇 君        ２番  牧 本 和 英 君 

     ３番  西   彦 二 君        ４番  佐 田   元 君 

     ５番  清   平 二 君        ６番  岡 林 剛 也 君 

     ７番  牧   徳 久 君        ８番  上 木 千恵造 君 

     ９番  永 田   誠 君       １０番  福 留 達 也 君 

    １１番  前   徹 志 君       １２番  明 石 秀 雄 君 

    １３番  樺 山   一 君       １４番  美 島 盛 秀 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長 穂   浩 一 君      事 務 局 書 記 元 原 克 也 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   職   名    氏     名        職   名    氏     名 

  町 長 大久保   明 君      副 町 長 稲   隆 仁 君 

  総 務 課 長 池 田 俊 博 君      未来創生課長 久 保   等 君 

  税 務 課 長 名 古 健 二 君      町民生活課長 水 本   斉 君 

  保健福祉課長 澤   佐和子 君      経 済 課 長 仲 島 正 敏 君 

  建 設 課 長 松 田 博 樹 君      耕 地 課 長 上 木 正 人 君 

  きゅらまち観光課長 佐 藤 光 利 君      水 道 課 長 福 島 隆 也 君 

  農委事務局長 元 田 健 視 君      教 育 長 直   章一郎 君 

  教委総務課長 喜   昭 也 君      社会教育課長 稲 田 良 和 君 

  学給センター所長 伊 藤 勝 徳 君      ほ－らい館長 重 村 浩 次 君 

  選挙管理委員会書記長 鎌 田 重 博 君      総務課長補佐 寶 永 英 樹 君 
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△開 会（開議）   午後 ２時４５分 

○議長（美島盛秀君）   

 今から平成30年第３回伊仙町議会臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第１ 会議録署名議員の指名をします。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、前 徹志君、明石秀雄君、予備署名議員を

樺山 一君、杉山 肇君を指名します。 

 

△ 日程第２ 会期の決定   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第２ 会期の決定について議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日10月26日の１日間としたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日10月26日の１日間と決定いたしました。 

 

△ 日程第３ 議案第55号 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）   

△ 日程第４ 議案第56号 平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予

算（第３号）   

△ 日程第５ 議案第57号 平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）   

△ 日程第６ 議案第58号 平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第２号）   

△ 日程第７ 議案第59号 平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工

事請負契約   

○議長（美島盛秀君）   

 日程第３ 議案第55号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）、日程第４ 議案第56号、

平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第３号）、日程第５ 議案第57号、

平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）、日程第６ 議案第58号、平成30年度伊仙

町上水道事業会計補正予算（第２号）、日程第７ 議案第59号、平成30年度防災関連施設整備事業

防災行政無線デジタル化工事請負契約の５件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を一括して求めます。 
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○町長（大久保明君）   

 平成30年度第３回伊仙町議会臨時会に提案いたしました議案第55号から議案第59号について、提

案理由の説明をいたします。 

 議案第55号は平成30年度伊仙町一般会計、議案第56号は平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい

館」特別会計、議案第57号は平成30年度伊仙町簡易水道特別会計の既定の予算に変更が生じました

ので、地方自治法第218条第１項の規定により提案してあります。 

 議案第58号は平成30年度伊仙町上水道事業会計の既定の予算に変更が生じましたので、地方公営

企業法第24条の規定により提案してあります。 

 議案第59号は平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事の請負契約を締結い

たしたく、地方自治法第96条第１項第５号並びに議会の議決に付すべく契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第55号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）について、補足説明があればこれを

許します。 

○総務課長（池田俊博君）   

 それでは、議案第55号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）について補足説明をいた

します。 

 予算書をお開きください。既定の歳入歳出予算の総額63億3,378万2,000円に歳入歳出それぞれ

２億7,743万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を66億1,122万1,000円とするものであります。 

 予算書３ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書により、まず歳入についてご

説明をいたします。 

 17款繰入金、補正前の額２億871万2,000円に２億7,743万9,000円を増額し、４億8,615万1,000円

とするものであります。 

 歳入合計63億3,378万2,000円に２億7,743万9,000円を増額し、66億1,122万1,000円とするもので

あります。 

 次に、歳出についてご説明いたします。予算書は４ページでございます。 

 ３款民生費、補正前の額13億9,292万6,000円に4,376万5,000円を増額し、14億3,669万1,000円と

するものであります。主なものとして、新規に４項災害救助費を設定し、台風24号災害被害対策と

して災害ごみ処理経費、避難所運営経費、家屋被災に遭われた住民への災害見舞金を予算計上して

ございます。 

 ４款衛生費、補正前の額４億8,811万8,000円に241万7,000円を増額し、４億9,053万5,000円とす

るものであります。主なものとして、上水道事業、簡易水道会計への災害復旧経費繰り出しであり

ます。 
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 10款災害復旧費、補正前の額127万8,000円に２億3,125万7,000円を増額し、２億3,253万5,000円

とするものであります。主なものとして、台風24号被災による農林水産施設災害復旧費において、

堆肥センター等の農林水産施設、前泊漁港、農地災害復旧経費でございます。 

 さらに、公共土木施設災害復旧費において、道路災害、住宅施設災害、河川災害復旧費等でござ

います。 

 また、項の新設で、学校体育館等復旧経費を計上した３項文教施設災害復旧費、へき地保育所、

集落公民館等災害復旧費を計上した４項厚生労働施設災害復旧費、庁舎、消防車庫、光ファイバー

施設ほーらい館関係災害復旧繰り出し等の計上を行った５項その他公共施設、公用施設災害復旧事

業費の補正を計上してございます。 

 歳出合計63億3,378万2,000円に２億7,743万9,000円を増額し、66億1,122万1,000円とするもので

あります。 

 以上、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）について補足説明をいたしました。ご審議

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第55号に対して、質疑を行います。 

○７番（牧 徳久君）   

 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）について質疑をいたします。 

 その前に、この前の台風24号、25号において被災された皆様方には、この場をお借りしましてお

見舞いを申し上げたいと思います。 

 それでは、質疑をしていきたいと思います。 

 歳出のほうの災害救助費の中で12の役務費、産業廃棄物処理手数料2,816万円が予算化されており

ますが、それについては、伊仙町には産廃業者がおらず、恐らく徳之島町にある何業者かが引き受

けるものと思いますが、これについては今回は金額が高額な金額となっておりますが、これは業者

が数社あると思いますが、分けて出すのか一社に独占して出すのか、これをお伺いしてみたいと思

います。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 その前に台風の概況を少し報告したいと思います。 

 台風24号が29日から30日の未明に到来いたしまして、義名山体育館駐車場前を瓦れき置き場とし

て設置いたしまして、瓦れきを受け入れました。10月２日までの３日間の受け入れを開始いたしま

した。 

 ところが、この駐車場は、あっという間に満杯状態になり、他の原野を借り上げ整地をし、ユン

ボ３台で整地をしまして搬入を行いました。 

 なお、受け入れを10月２日で中止した原因としましては、台風25号が発生したため、大量の瓦れ
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きが飛散が起こりうることで、３日からは産廃場への搬入に取りかかりました。 

 この産廃、３日の日になかなか産廃場の受け入れができなくて、１社の業者に受け入れをお願い

しましたところ断られまして、そしてもう１社の産廃場をお願いしましたところ、引き受けてくれ

るということで、産廃に取りかかりましたけれども、その業者ももうちょっとこれ以上の瓦れきは

受け入れられないということで、もう一方の業者に委託した次第でございます。 

 そのときは、台風が接近するということで、その１社に産廃したところでございます。 

 ９月30日から10月12日までの13日間の処理実績としまして、ユンボのコンマ７が12台、そしてコ

ンマ２のユンボが12台、ミニユンボが11台、そして10ｔダンプが33台、４ｔダンプが11台、２ｔダ

ンプが９台、１ｔダンプが13台、そして軽トラックが22台稼働しております。 

 この実績といたしまして、木くずが2,128ｍ３、そしてプラスチック類が129ｍ３、電化製品が36ｍ３で、

また繊維くず等が68ｍ３、そしてトタン等が1,728ｍ３、その他コンクリ殻、サイディング等が68ｍ３と

しております。 

 今の実績の受け入れとしまして、10月１日から10月12日のこのユンボ等の借上料が373万2,000円

で、今後の10月24日からまた受け入れを開始しておりますが、それが11月の29日まで受け入れをい

たしまして、12月の初めから12月の８日ぐらいまで、また産廃場へ運んでいきたいと思っておりま

すが、この今受け入れている分に対しましては、見積書をとりまして産廃していきたいと思います

が、この今までの実績の分は１社のほうに産廃料として支出する予定でございます。 

 以上です。 

○７番（牧 徳久君）   

 １町で2,800万、これを３町にしますと、相当量の徳之島全体では、このトタンとか木くずが出る

ものと思いますが、１社ではできないと思いますので、なるべく分散して処理するようにお願いし

たいと思います。 

 それと、この産廃トタン等ですが、まだまだ道路上に、うちの集落あたりは、きゅらまち観光課

へ電話したのですが、道路上に大きなのが放置されたままになっていますが、また飛んで飛散して

きた関係上、どこのトタンかもわからずに放置されているんですが、これを今後役場のほうで回収

するということはできないのかお伺い申し上げます。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 その道路等に飛散しております瓦れき等については、今、職員で回収しているところでありまし

て、今後も引き続き、急にはみんな取れないのですけど、職員等で回収していく予定にしておりま

す。 

○７番（牧 徳久君）   

 ぜひ、今後2020年度には世界自然遺産登録に向けても取り組んでいるわけでございますので、こ

の飛散トタンについても、公共の道路にあるものについては回収をお願いしたいと思います。 
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 それともう１点ですが、空き家等が今回の強い台風でトタンが飛んで、そのまま放置されて、今

後また来年あたり台風が来ますと、２次災害等も起きるような感じがいたしている空き家が多数あ

りますが、飛んでそのままなっている空き家が小島にも４、５軒まだありますが、こういった対策

を今後は町では考えられないのかお伺いしてみたいと思います。 

○総務課長（池田俊博君）   

 空き家に対する関係ですけど、なかなかこれは難しいところもありまして、空き家に関してはや

っぱり個人の財産ということ等もございます。また、こういう危険な空き家ということも、国のほ

うでも県のほうでも十分議論されているところであり、そこら辺のところ、財産の持ち主等とそれ

の後継者等とまた連絡を取りながら、それを回収できる方向でやってはいきたいと思います。 

 また、回収した場合において、回収とかそれを取り除いた場合においては、応分の負担はまたい

ただくものかというような、負担のほうはその空き家の持ち主のほうに一応はしていきたいと思っ

ているところであります。 

○７番（牧 徳久君）   

 ぜひ、空き家等、当集落においては多数ありまして、今度の台風で飛んで、屋根がもうなくなっ

ている状況の空き家が多数ありますので、ぜひこれを親戚等が大阪、東京あたりにいると思います

んで、町のほうで連絡取り合って、これをどうするのか検討していただきたいと思っております。 

 次に、７ページをお願いします。 

 ７ページの目３番、漁港施設災害復旧費についてお尋ねをいたします。 

 工事請負費等も計上されておりますが、今後の流れとして本格的に査定を受けまして、この査定

後予算化して、その予算が議会で可決されますと工事に入るわけですが、そうした場合、非常に期

間が長くかかり過ぎるということで、事前着工という形で、例えば鹿浦漁港あたりは今、船見にも

行けないし、そこに入り口は道路が台風で飛散して入れない状況になっておりまして、そこの応急

処置とか、それから一時的に漁民が魚、船降ろして出向できるような状態にもっていくため、その

船だまりの一時的な浚渫工事、災害、本格的な査定を受ける前のこういったのも国、県と打ち合わ

せして、事前着工して事前申請すれば、恐らくできるのではないかと思いますが、今後こういった

検討はできるのかお伺いしてみたいと思います。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 鹿浦港に関しましては、４目の港湾災害復旧費のほうの工事費のほうで臨港道路、それと鹿浦港

の浚渫工事を先にする予定にしております。 

○７番（牧 徳久君）   

 ありがとうございます。 

 するということでありますが、なるべく漁民がこの鹿浦港に係留されている船の主は、これで生

活を、生計を立てているわけでありますので、その工事に関しても早急に入札をしていただいて、
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早期着工でお願いしておきたいと思います。 

 それと、今、海岸付近、阿権浜付近を見ますと、今度高潮で道路の際まで浸食されておるわけで

すが、こういったのを災害になるのかならないのか、お尋ねしたいと思います。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 阿権から木之香にかけての海岸線は、今度の災害査定のほうに上げております。 

○７番（牧 徳久君）   

 ぜひここも、海岸が浸食されて、非常に昔から阿権浜あたりでは浜で闘牛が行われていたり、部

落の浜下りなどがある由緒あるところでありますので、この浸食のところもほったらかしにしない

で、今後きれいにもとどおり災害で指定いただけたらありがたいなと思っております。 

 それと、前泊港についても、今みたいに降りていく道のほうが浸食されていますが、それについ

てもどういう考えでしょうか、お伺いしたいと思っております。 

○建設課長（松田博樹君）   

 前泊港につきましては、とりあえず浚渫工事から始めて、その降りてくる道路のほうは、災害の

ほうに当たらないということで、町で今後を考えていく必要があるのかなと思っております。 

○７番（牧 徳久君）   

 前泊港の奥のほうに船上げ場がありますが、今回の台風で８隻ぐらいの船がもう波で打ち上げら

れてだめになったわけですが、前回、10年ぐらい前も同じように船が10隻ぐらい使いものにならな

いぐらい波で打ち上げられたわけです。それで２回目、町が指定している船上げ場として揚げて、

２回目こういった船がもう全滅、壊滅状態になっているわけですが、この船上げ場、ここにはもう

置いたら、２度あることは３度あるということがありますので、この時期台風が来たら、ここに置

いたらまただめになるということでありますので、前泊港の場合には、その船上げ場じゃなくて今

現在この道路上をずっと上まで苦労して上げているのですが、衆議院議員の金子先生も見たと思い

ますが、抜本的にこの船上げ場を、この今の道路からじゃなくて、岩のあそこの浚渫工事をして、

あそこから経済課の生活改善センターのほうにでも上げられるような状況にもっていけたら一番ベ

ターだと思いますが、今後の改修計画において、国にこのような要望はできないものかお伺いして

みたいと思います。 

○建設課長（松田博樹君）   

 生活改善センターまで船を上げる道をつくるとなると、とてもちょっと今時点で答えることはで

きないので、今後各漁協組合や集落の方とかも話し合いをしながら、検討していきたいと思います。 

○７番（牧 徳久君）   

 ぜひ、前泊港の下のほうには、台風時には置けないということでありますので、この曲がりくね

った急勾配の坂を上まで上げるのも難しい状況でありますので、この船上げ場の確保だけは今後、

政治力を利用してでも、再検討というか抜本的な改革をしていただきたいものだと思います。 
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 それと、ついでですが、この船上げ場においても使用不能になった漁船も多々ありますが、これ

について保険も下りないような状況になっていることを聞いているのですが、保険も下りない、漁

民は船を買うにしても買う金もない、大変なことになっておりますので、ぜひ、この今の船上げ場

の確保だけはよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

○６番（岡林剛也君）   

 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）について質疑をいたします。 

 先ほどもありましたけれども、産業廃棄物処理ですけども、11月29日までまた再開ということで、

今取り組んでいるようですが、この後製糖期に入ってハーベスターが稼働しますと、畑の中にまだ

相当数のトタンやら何やら被災ごみが出てくると思われますが、来年の３月４月製糖終了までこの

ごみ収集を続ける必要があると思われるのですが、それについてどう思いますか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 今、考え方といたしましては、11月29日まで受け入れ体制をして12月３日ごろからこの産廃料を

運ぶのには、やはりキビ運搬車でしかできないものですから、キビ運搬車がキビの運搬している間、

運ぶことができませんので、やはり今言われたように、やはりハーベスター関係で畑から出てきた

こともあろうかと思いますので、やはり受け入れをするように検討したいと思っております。 

 その中で、やっぱり今の第二仮置き場は、３月まで借りるようにはしておりますので……。 

○議長（美島盛秀君）   

 ちょっと休憩します。 

休憩 午後 ３時１５分 

――――――――――― 

再開 午後 ３時１７分 

○議長（美島盛秀君）   

 休憩前に続いて、会議を開きます。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 今後の搬入にいたしましては、産廃業者の運搬業を持っている業者に委託していきたいと思いま

す。 

○６番（岡林剛也君）   

 製糖終了までまた収集を続けるということでよろしいですか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 仮置き場のほうは、３月まで借りるようにしておりますので、ここに運んでいただければと思い
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ます。 

○６番（岡林剛也君）   

 それと、今、私が集めいているのはトタンと切れっ端の木材だと思うのですけども、サイディン

グとかサッシとかガラスとかがまだそのまま放置されている倉庫やその他多々見られますが、それ

をクリーンセンターに運ぶときは何か補助というかそういうのは考えられませんか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 サイディング等は、クリーンセンターでは受け入れを行っておりませんので、やはり産廃業者し

かございません。 

○６番（岡林剛也君）   

 それだったら、トタンとは別に、サイディングとかも災害ごみだったら、引き受けてくれた方が、

住民も助かると思うのですか。どうでしょうか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 この補正予算に上げている分は、その分はちょっと含まれてございませんので、また検討させて

いただきたいと思います。 

○６番（岡林剛也君）   

 なぜこういうかと言いますと、この間一時の台風25号の影響でストップしたとき、もう既に海岸

とか山とかにの産廃ごみが捨てられているという事例が、相当発生しておりまして、だからやっぱ

りこういう場合は町がやってくれる方が、本当に町民として不法投棄もかなり減らすことができる

んじゃないかと思って聞いているんですが、どうでしょうか。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 やはりどうしてもその費用がかかりますので、これはちょっとまた検討させていただきたいと思

います。私のほうで、この補正で、これ以外のお金が発生するため、また検討していきたいと思い

ます。 

○６番（岡林剛也君）   

 ぜひとも、前向きに検討して、町民のために頑張ってほしいと思います。 

 あと、ちょっと細かいことですけども、予算書の９ページ、社会教育施設災害復旧費で、歴史民

俗資料館ネット回線単線修繕費、10万8,000円ですけども、これはビジョンの2,400万修繕費が出て

おりますが、これとはまた別になるのですか。その説明をお願いします。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 役場の回線とはまた別で、資料館と農業支援センターのほうのネット回線が使えないということ

で、断線されているということで、見積もりを上げてもらったということです。 
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○６番（岡林剛也君）   

 普通の民家に引いている分は多分ただでやっているのですけれども、町の施設の場合はお金がか

かるということですか。 

○社会教育課長（稲田良和君）   

 これ、ビジョンさんと図書室に入れている回線がＭＩＣさんということで両方と協議して、また

違うということで予算計上したということでございます。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ただ今の質問に少し補足したいと思います。 

 ビジョンさんは本線から役場のそこまでもってくると。だけどそのもってきたところから、教育

委員会の場合においてはその部分の施設の中に関しての配線等は、屋内という考え方でやっていま

すので、そうしますとビジョンさんでそれを直すということはできないということでございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 わかりました。水道メーターの中は自分で修理するんだよというようなことですね。わかりまし

た。 

 以上で終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

○５番（清 平二君）   

 平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）についてですけども、やはりこの中を見てみます

と、やはり専決をして速やかに進める、速やかに終わるのがあるような気がしますけども、予算で

はなくやはり災害、緊急を要していますので、やはり今後このようなことじゃなくて、ややもする

と事前着工をしているような感じが見える予算ですので、そうでなくてやはり専決をして、専決部

分を専決をして、そして町の町民が本当に住みやすいということを予算執行していただきたいと思

いますけども、どうでしょうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 ただいまのご指摘はごもっともだと思います。 

 しかし、執行しながらでおいてもまた、ある程度の予算の枠は固めておかなければならないとい

うことで、補正という形で皆様のご理解を得ながらやってきたということでございますので、専決

にいくほうにおいても議会の皆様が、それが本当に急に必要な部分か、また皆様のご審議を受けて

やったほうがいい部分なのかというそこら辺の見きわめがなかなか難しいところで、今回におきま

しては、どうしても皆様方のご理解を得なければならないということで、このような形をとらせて

いただきました。 

 これからまたそのようなことがありましたら、できる限りの専決で、どうしても必要な部分に関

しては、やっていきたいというふうに思っております。 
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○５番（清 平二君）   

 やはり緊急を要する場合は、やはり議会を開くような時間がないだろうと思いますので、そうい

うときは専決をして、その専決予算を私たち議会に報告をしていただきたいと思います。 

 非常にこの、勘違いされるようなことが多々ありますので、その辺のところは今後十分気をつけ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

○１０番（福留達也君）   

 いろんなどういった手当てをしていくかといったときに、災害指定を行っていくとか申請をして

いくという話を聞くのですけれども、数年前、徳之島町でいろんな災害のときに激甚災害の指定が

あったという話があるのですけれども、今回これ、国会議員と県知事とか県議さんとかいろんな方

が実際視察に来て、やはりびっくりして帰っていかれると。これ、今、激甚災害の指定の要請、こ

れはどういった形で行って、そのめど、それはどうなっていきそうなのですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今の、これは耕地課の例をとって今、説明いたしますと、激甚災害の災害指定ということは、区

切りをとってやっているものですから、今、途中でやっていて、今その災害が起きたと、というこ

とは、12月までの災害の全て網羅して、その形で指定を受けるというような形を今、国のほうがと

っているみたいですので、そこで災害の災害救助法指定をしていただくような形で、県のほう、国

のほうにもまた働きかけをしている段階でございます。 

○１０番（福留達也君）   

 12月ぐらいに何とかそのそれが指定されるかどうかがわかっていくという方向であるんですか。

どういうことですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 こないだの話によると、12月までの災害が受けた部分が、翌年度あたりで指定ができる、するん

じゃないかなという話のほうは受けております。 

○１０番（福留達也君）   

 今回はその、今把握されている分で２億7,000万ぐらいのその災害の追加というのか、補正してい

ますけども、それ以上、恐らくなっていくのだろうなという思いもあるのですけれども、これ、仮

にその激甚災害みたいなのに指定されて認定されると、されるされないで、全然町の負担、そうい

ったものは変わってくるのですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今、補助のほうが大体コンマ８ぐらいですけど、この補助率のほうのかさ上げで９割とか9.3、9.4

とかそういうふうなかさ上げで、町のほうの負担を軽減していくという形になってくると思います。 
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○１０番（福留達也君）   

 今回、災害が非常に大きくて、いろんなところにいろんな害が出たと思うのですけれども、いろ

んな分野あると思うのですけれども、今役場に一番住民から切望というのか来ている要望、改善し

てほしい、こうしてほしい、いろんな分野があると思うのですけれども、特に多い、どういったこ

とが多いですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 これ、今、総務課で受けている電話に関しましては、光ファイバーの断線によって、電話回線が

つながらない、そういうところの電話、苦情というのが一番多いところであります。 

○１０番（福留達也君）   

 その光に関しては、災害があるたびに、台風が来るたびに断線して、保険で対応しながらも、そ

れができない部分は持ち出しでやっていくということなのですけれども、やはりこれ、いろんな九

電工さんとかＮＴＴとかそういったところと比べると、機動力が違って、災害があるとＮＴＴと九

電工とやはり機動力があって応援部隊がきて復旧につながっているという感じですけども、ビジョ

ンさんに関しても一生懸命やっているのでしょうけれども、これ、１度契約したら10年間は解約で

きない、そういった契約の形式になっていると思うのですけれども、今後、やはりいろんな部分を

考えると、数年後にまた契約時期が、更新の時期が来ると思うのですけれども、いろんな面を考え

て、また対応していっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

○２番（牧本和英君）   

 済みません、予算書の８ページ、災害復旧費、そして５目の住宅設備災害復旧費の７、賃金、こ

れについてちょっと説明、ここと、そして11、ここに犬田布もちょっと屋根が浮いている状態もあ

ります。ちょっとこの部分について140万4,000円というのをちょっと説明をお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 再度、質問してください。 

○２番（牧本和英君）   

 予算書の８ページの款10項２で目５の節７賃金のところのその賃金の9,000円掛ける４掛けの

３日が13カ所ありますけど、ちょっとこれの説明をお願いいたしたいと思います。 

○建設課長（松田博樹君）   

 ただいまの質問にお答えします。 

 この大工賃金は、今現在使われていない公営住宅を、とりあえずの避難場所ということで、住宅

整備するための大工賃金になっております。 

 政策空き家なので、阿三であったり伊仙であったり、亀の戸であったり、使えそうなところを探
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して、被災者の一時避難ということで、大工賃金としてそこを修繕して、そこに１年間住んでもら

うという形をとろうということで、この大工賃金を組んであります。 

○２番（牧本和英君）   

 その大工賃金で、9,000円掛けの４人掛けの３日で金額が140万4,000円、違うの。（発言する者あ

り）済みません、そしてその河地団地の屋根の修繕費もありますが、犬田布団地のほうはどうなっ

ていますか。 

○建設課長（松田博樹君）   

 犬田布団地、新しい住宅でしょうか。 

○２番（牧本和英君）   

 はい。 

○建設課長（松田博樹君）   

 そちらのほうは、普通の修繕費のほうで対応していっております。 

○２番（牧本和英君）   

 ありがとうございます。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか。ほかにありませんか。 

○３番（西 彦二君）   

 今回、台風被害で学校関係で多大な修繕が出されています。特に、ブロック塀の補修や体育館の

屋根関係、またいろんな修理で今回上がっていますけど、生徒の学校の教育面に支障はなされない

ようにスムーズに改修のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

○教育長（直章一郎君）   

 そういった施設面で、子供たちの授業とかあるいは子供たちの生活に影響するようなことは絶対

してはいけないと思いますので、その辺は十分、教育委員会としても注視していきたいとこのよう

に考えています。 

○３番（西 彦二君）   

 ブロック塀とか危険な場所にはやっぱり、危険、立ち入り禁止の表札とか徹底をお願いしたいと

思います。 

○教委総務課長（喜 昭也君）   

 台風24号、25号で倒壊したブロック塀等は完全に撤去してあり、まだ危険な場所には立ち入りの

ロープを張るなど、現在対応しているところでございます。 

○議長（美島盛秀君）   

 よろしいですか。 

○３番（西 彦二君）   

 これには、今回農業の面にはまだ出ていないですけども、知事また金子議員の視察等の結果です
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けど、また前期も今期もまたいろんな被災が出ます。農業やまた畜産に関係していますけど、いろ

んな被災でみんな苦しんでいます。また、そういったような予算化をぜひ前向きに、町民のために

よろしくお願いします。 

○経済課長（仲島正敏君）   

 先週、高鳥農林水産副大臣がお見えになった際にも、今月、セーフティーネットのほうが基金が

発動になったということでございましたので、今後、担当のほうで県のほうにその基金の、来期の

春植え以降の対策につきまして、また要望を上げていきたいと思っております。 

○３番（西 彦二君）   

 よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

○４番（佐田 元君）   

 最初の資料のほうの２ページのほうですが、飛来ごみ破損備品等処分費26万円組まれております

が、これの説明をお願いいたしたいと思います。 

 それと、その重機借り上げ料、778万3,000円計上されておりますが、この分の説明をお願いいた

します。 

○きゅらまち観光課長（佐藤光利君）   

 先ほども説明いたしましたように、９月30日から10月12日までの13日間の修理実績による重機借

り上げ等と、今後、10月24日から11月29日までの受け入れの重機の借り上げ等でございます。 

○４番（佐田 元君）   

 これは、重機借り上げの説明していただきましたが、その前に、26万円、この飛来ごみ破損備品

等の処分費となっていますが、これの説明までお願いいたします。２ページです。その上です。 

○総務課長（池田俊博君）   

 この部分に関しては、各課からの拾い上げの予算でございまして、飛来ごみ破損備品の処分費に

関しましては、教育委員会関係の飛来ごみの処理の部分であります、26万円は。教育委員会の関係

の倉庫のトタンだとか、そういうものを産廃の業者のほうに依頼したということでございます。 

○４番（佐田 元君）   

 教育委員会のほうの飛来ごみということですが、これは前は飛んできているごみですので、個人

のものもあるかと思いますが、こういうのも含めてですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 これは学校関係の備品関係とか、後は商工関係の飛来ごみということと、後はほかから飛んでき

たトタン関係とかそういうのを拾って、産廃業者に運んでいただいたということでございます。 

○４番（佐田 元君）   

 わかりました。 
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 以上で終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第55号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第55号平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）を採決します。この採決は、

起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第55号、平成30年度伊仙町一般会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第56号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第３号）について、

補足説明があればこれを許します。 

○ほーらい館長（重村浩次君）   

 それでは、議案第56号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第３号）

の説明をいたします。 

 １ページをお願いします。既定の歳入歳出予算額総額１億3,293万5,000円に歳入歳出それぞれ210

万円を増額し、歳入歳出の総額を１億3,503万5,000円とするものです。 

 ３ページをお願いします。 

 歳入、款２繰入金、補正前の額6,967万8,000円に210万円を増額し、7,177万8,000円とするもので

す。 

 歳入合計、１億3,293万5,000円に210万円を増額し、１億3,503万5,000円とするものです。 

 ６ページをお願いします。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の11需要費の歳出修繕費の210万円については、台

風24号の被害で、地下搬入路のシャッターの破損と屋根瓦、アルミサッシ等の修繕費です。 

 以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第56号について、質疑を行います。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第56号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これから、議案第56号平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計補正予算（第３号）

を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第56号、平成30年度徳之島交流ひろば「ほーらい館」特別会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第57号、平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）について、補足説明があれ

ばこれを許します。 

○水道課長（福島隆也君）   

 議案第57号、平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）について、補足説明いたし

ます。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額５億5,572万3,000円に歳入歳出それぞれ30万2,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を５億5,902万5,000円とするものです。 

 ５ページをお開きください。 

 歳入からご説明いたします。 

 ３款繰入金、１項繰入金、１目繰入金、補正前の額8,292万3,000円に30万2,000円を増額するもの

でございます。 

 次に、６ページをお願いします。 

 歳出をご説明いたします。 

 11款水道事業費、２項原水上水費、１目原水上水費、補正前の額3,555万3,000円に30万2,000円を

増額するものでございます。 

 内訳といたしましては、主に発電機の設置費用と、糸木名河地浄水場のドア及び窓ガラスの修繕

費用でございます。 

 以上、補足説明を終わります。ご審議賜りますよう、よろしくお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第57号について、質疑を行います。 



― 230 ― 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第57号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これから、議案第57号、平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）を採決します。

この採決は、起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第57号、平成30年度伊仙町簡易水道特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第58号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第２号）について、補足説明があれば

これを許します。 

○水道課長（福島隆也君）   

 議案第58号、平成30年度伊仙町上水道事業補正予算（第２号）について、補足説明いたします。 

 補正予算書の１ページと２ページをお開きください。 

 歳入、収益的収入及び支出の補正の歳入から説明させていただきます。 

 第１款、水道事業収益、１項営業収益の１億680万3,000円に、211万5,000円を増額するものであ

ります。これにつきまして、他会計からの繰入金であります。 

 次に、支出について説明いたします。 

 １款水道事業費、１項営業費用、１目原水上水費、4,026万4,000円に211万5,000円を増額するも

のであります。これにつきましては、主に中部浄水場の管理棟のドアの破損、また水処理板活性炭

ろ過機の修理代であります。 

 以上、補足説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第58号について、質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第58号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これから、議案第58号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第２号）を採決します。こ

の採決は、起立によって行います。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第58号、平成30年度伊仙町上水道事業会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 議案第59号、平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事請負契約について、

補足説明があればこれを許します。 

○総務課長（池田俊博君）   

 それでは、議案第59号、平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事請負契約

について、補足説明をいたします。 

 工事名、平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事。 

 工事場所、大島郡伊仙町地内。 

 請負金額、請負契約額、6,264万円。 

 契約相手方、鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町29の11、有限会社南西通信システム、代表取締役 泉 

勇藏。 

 以上でございます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（美島盛秀君）   

 議案第59号について、質疑を行います。 

○６番（岡林剛也君）   

 平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事請負契約について、質疑をいたし

ます。 

 29年度は喜念から上面縄までと東部から順番に来ているのですけども、去年は実績が673台つけて

5,900万ぐらいで、今回は1,177台で6,264万円となっていますが、単価が相当安くなっていると思わ

れますが、これはどうしてでしょうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 今の業者見積りで５社を指名してございまして、その中での単価決定でございますので、それほ

ど変化の部分においては多分ないものだと思います。 

○６番（岡林剛也君）   

 安くなることはいいことですのであれですけども、あの指名の中に町内の業者とか島内の業者と

かはあったのでしょうか。 
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○総務課長（池田俊博君）   

 この工事自体、各家庭に無線のほうで情報の提供をする工事でありますので、業者選定そして電

気通信という通信事業のなされている業者を選定してございます。この中では、徳之島の島内の業

者はございません。郡内の業者と鹿児島県内の業者でございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 島内においては、資格といいますかそういうのはないという、持っている業者はいないというこ

とですか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 入札の指名願の中においては、その資格を持っている業者は、島内のほうにはございませんでし

た。 

○６番（岡林剛也君）   

 わかりました。多分、島内の業者も今いろいろ資格とか取り入れる業者も多分おられると思いま

すが、またこの先もまたこの事業、続いていくと思いますが、そのときはまたなるべく町内、島内

を優先して指名をよろしくお願いします。 

 それと、この新しい機器は、聞くところによると、単一から単三までどの電池でも使えると言っ

て聞いたんですが、そうなんでしょうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 おっしゃるとおり、使えるそうです。 

○６番（岡林剛也君）   

 先ほどの説明、全協での説明もありましたけれども、今回のこの台風のときに、せっかく東部地

区はそういういい機械がついていたのに、役場の放送がなかったということを聞きましたので、ぜ

ひ停電して真っ暗な中で皆さん住民の方怖い思いをされて、いつ台風が過ぎ去っていくのかドキド

キしながら待っていたと思います。 

 これの予算のうちのこの6,200万ですけども、この財源の内訳はどうなっているんでしょうか。 

○総務課長（池田俊博君）   

 財源の内訳でございますが、これは奄美郡島振興開発交付金を活用してございます。この中で国

庫補助が50％、県補助が10％、残りを起債対応でしてございます。この起債は充当率が100％で、後

ほど交付税措置として元利償還金の70％が普通交付税により措置されてございます。 

○６番（岡林剛也君）   

 ということは、ほぼ100％に近いような補助率になると思うのですけども、また今から、来年から

も続いていくと思いますが、ぜひとも住民にもその機械の使い方、また電池の入れ方とかも、ぜひ

とも説明をできるところはして、いないところは説明書いた紙でも置いて、昔あったその有線の防

災無線は電気と電池と両方あったのですけども、電池を入れっぱなしにしてさびつかせて、結局使

えなくなるということがありましたので、そういう注意喚起とかもぜひ住民の方にもお知らせして、
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このデジタル無線を有効に活用してほしいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（美島盛秀君）   

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第59号について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（美島盛秀君）   

 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これから、議案第59号平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタル化工事請負契約を

採決します。この採決は、起立によって行います。 

 お諮りします。本案を可決することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（美島盛秀君）   

 起立多数です。したがって、議案第59号、平成30年度防災関連施設整備事業防災行政無線デジタ

ル化工事請負契約は、可決することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成30年第３回伊仙町議会臨時議会を閉会します。お疲れさまでした。 

閉 会 午後 ４時００分 
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 地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

              伊仙町議会議長  美 島 盛 秀 

 

              伊仙町議会議員  前   徹 志 

 

              伊仙町議会議員  明 石 秀 雄 
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